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第１章 計画策定の趣旨 

 ポイント 

★ 人口構造や疾病構造の変化、医療提供体制を取り巻く環境の著しい変化や以下の課題に対

応するため、府民・患者の視点から、地域における保健医療資源の充実と、持続可能な医療

を提供する体制の構築を目指します。 

①医療・介護・福祉連携（いわゆる地域包括ケア）等の課題 

②新型コロナウイルス感染症の感染拡大により浮き彫りとなった地域医療の様々な課題 

 

 京都府では、少子高齢化・人口減少の進展、生活習慣病の増加など疾病構造の変化、医師の地域偏

在など、保健医療を取り巻く環境が著しく変化しています。 

 また、令和２（2020）年１月以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、医療提供体制に

多大な影響が生じました。 

 

こうした中、人生 100年時代に対応した、府民が住み慣れた地域で安心して地域生活を営み、温も

りのある社会を実現するためには、危機に強い健康・医療・福祉システムを創り上げ、持続可能な医

療・介護・福祉サービスを府内のどの地域でも受けられる環境の実現及び保健医療施策の充実を図る

ことが必要です。 

 

京都府では、超高齢社会の進展に伴い、必要とされる方それぞれの状態にふさわしい適切な医療・

介護を効果的に提供する体制を構築するため、平成 28 年度に京都府地域包括ケア構想を策定し、翌

平成 29年度には、「高齢者健康福祉計画」、「障害福祉計画」、「中期的な医療費の推移に関する見通し

（医療費適正化計画）」等と連携をとりながら、地域包括ケア構想の具体化に向けた手段や対策を明

確化するため、「京都府保健医療計画」を見直したところです。 

 

また、医療法第 30条の６の規定により、在宅医療その他必要な事項について、３年毎に調査、分析

及び評価を行い、必要があると認めるときは計画を変更することとされており、居宅等における医療

の確保に関する事項、医師の確保に関する事項、外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項等

について、令和２年度に「京都府保健医療計画」の中間見直しを行いました。 

 

この度、当該計画の計画期間が令和５年度で終了することから、国が定めた「医療提供体制の確保

に関する基本指針」の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により浮き彫りとなった

地域医療の様々な課題への対応を加えるなど、府民・患者の視点から、地域における保健医療資源の

充実と、安全で良質な医療を提供する体制の構築を目指して「京都府保健医療計画」を見直すことと

しました。 
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第２章 計画の性格と期間 

 ポイント 

★ 医療計画、健康増進計画の内容を網羅し、高齢者健康福祉計画等と整合を図った保健医療の

基本計画 

★ 令和６（2024）年度から令和 11（2029）年度までの６か年計画 

 

１ 計画の性格 

 府民のニーズに即した保健医療の供給体制を整備するに当たっては、府民・患者を中心に、健康づ

くりから終末期医療に至るまで、総合的で、一体的な対策を講じる必要があります。 

 

こうしたことから、本計画は、医療提供体制の確保を図るために定める「医療計画」（根拠：医療法

第 30条の４第１項）、住民の健康増進の推進に関する施策について定める「健康増進計画」（根拠：健

康増進法第８条）、「きょうと健やか 21」、「肝炎対策を推進するための計画」（根拠：肝炎対策の推進

に関する基本的な指針）、「アレルギー疾患対策の推進に関する計画」（根拠：アレルギー疾患対策基本

法第 13 条）等を一本化した、京都府における保健医療の方針を明らかにする基本計画として策定し

ました。 

 

 また、本計画に定める内容と政策的に関連が深い計画である「京都府感染症予防計画」、「京都府が

ん対策推進計画」、「京都府循環器病対策推進計画」、「京都府歯と口の健康づくり基本計画」及び「京

都式オレンジプラン（京都認知症総合対策推進計画）」を本計画の別冊として位置づけるとともに、

「京都府地域包括ケア構想」を具体化するため、「京都府高齢者健康福祉計画」、「京都府障害者・障害

児総合計画（仮称）」、「京都府依存症等対策推進計画」、「京都府中期的な医療費の推移に関する見通し

（医療費適正化計画）」、「関西広域救急医療連携計画」等との整合を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療計画本体 

・感染症予防計画 

・歯と口の健康づくり基本計画 

・がん対策推進計画 

・循環器病対策推進計画 

・認知症総合対策推進計画 

医療計画・健康増進計画・きょうと健やか 21 

肝炎対策を推進するための計画・アレルギー疾患対策の推進に関する計画 

成育医療等基本方針を踏まえた計画・薬剤師確保計画 

保健医療計画の別冊と位置付ける計画 

・高齢者健康福祉計画 

・障害者・障害児総合計画（仮称） 

・依存症等対策推進計画 

・中期的な医療費の推移に関する見通し 

・献血推進計画 

・新型インフルエンザ等対策行動計画 

 

保健医療計画と整合を図る計画 
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２ 計画の期間 

この計画の期間は、令和６(2024)年度から令和 11（2029）年度までの６年間とします。 

なお、医療法第 30条の６の規定により、医療計画は６年ごと（在宅医療、医師確保及び外来医療に

関する事項については、３年ごと）に、目標の達成状況等について評価、再検討を行うこととされて

おり、情勢の変化等を踏まえ、必要があるときはこれを見直します。 

 

 
 

  

Ｒ５年度
（2023年度）

Ｒ６年度
（2024年度）

Ｒ７年度
（2025年度）

Ｒ８年度
（2026年度）

Ｒ９年度
（2027年度）

Ｒ１０年度
（2028年度）

Ｒ１１年度
（2028年度）

本

体

（医療計画）
（健康増進計画）
（きょうと健やか21）

（肝炎対策を推進するための計画）
（アレルギー疾患対策の推進に関する計画）
(成育医療等基本方針を踏まえた計画)
(薬剤師確保計画)

感染症予防計画

歯と口の健康づくり基本計画

がん対策推進計画

循環器病対策推進計画

認知症総合対策推進計画

計画名

保健医療計画

別

冊
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第３章 計画の基本方向 

１ 基本目標 

 

 人生 100年時代に対応した、住み慣れた地域で安心して地域生活を営める、危機に強い健康・

医療・福祉システムを創り上げ、人口減少社会においても、持続可能な医療・介護・福祉サー

ビスを府内のどの地域でも受けることができる「安心できる健康・医療・福祉の実現」を目指

します。 

 

２ 基本理念 

 

◎ だれもが等しく、必要なサービスを享受できるよう、府民・患者の視点に立った体制づくり 

◎ 健康づくりから医療、介護まで切れ目のない、良質な保健医療サービスの提供 

◎ 地域の特性を踏まえた施策展開 

◎ 府民一人ひとりの主体的な健康づくりの推進と、それらを取り巻く社会環境の整備や質の向上  

 

３ 主な対策 

 

① 地域の保健医療を支える人材の育成・基盤の整備 

○保健医療従事者の確保・養成 

<医師> 

・自治医科大学卒医師や地域枠医師の配置を通じた医師確保困難地域への医師派遣 

・医療勤務環境改善支援センターとの連携を強化し、医師等にとって働きやすい職場環境を整

備 

<歯科医師> 

・医科歯科連携の強化や複雑化する歯科ニーズに対応できる人材育成を支援 

・病院歯科医師の働き方改革を推進し、病院歯科医師にとって働きやすい職場環境を整備 

<薬剤師> 

・府内すべての地域で、同等の薬物療法の提供が受けられるよう、薬剤師不足地域における薬

剤師の確保、偏在の緩和、病院薬剤師確保等を実施 

<看護師・准看護師・保健師・助産師> 

・新興感染症への対応を見据えて、認定看護師等専門的な指導ができる看護人材の育成を図る 

・ナースセンターを人材確保の拠点として、関係機関等と連携し、再就業支援や未就業者の潜

在化防止対策を実施 

○リハビリテーション体制の整備 

・急性期から回復期、維持・生活期までの継続したリハビリテーション提供体制を充実 

・リハビリテーション科専門医・サポート医、リハビリテーション専門職等を確保・育成 

○外来医療に係る医療提供体制 

・新規開業希望者等に対する診療所の充足状況等の情報提供など可視化の推進 
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② 府民・患者本位の安心・安全な医療提供体制の確立 

○小児医療 

・各地域における小児医療体制の充実 

・医療的ケア児への多職種連携支援体制の充実 

○周産期医療 

・総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センター周産期医療２次病院等を中心と

した搬送体制や受入体制の強化 

・各医療機関が有する医療機能に応じて病床利用の最適化を図るとともに、後方搬送受入協力

病院制度の活用を促進 

○救急医療 

・地域における救急医療機関の役割の明確化 

・効率的・効果的な救急搬送体制の構築 

○災害医療 

・災害拠点病院及び災害拠点病院以外の病院それぞれの役割に応じた医療提供体制の構築 

○新興感染症発生・まん延時における医療 

・医療措置協定等による入院体制や外来体制、後方支援体制等の迅速な確保 

・保健所において積極的疫学調査等の専門的業務に注力するための体制整備 

○へき地医療 

・自治医科大学卒医師や地域枠卒医師に、キャリア形成プログラムを適用することで、地域医

療を担う人材として育成 

○在宅医療 

・京都地域包括ケア推進機構の構成団体による医療・介護・福祉の連携強化 

・在宅医療に必要な連携を担う拠点（京都府医師会、地区医師会、京都府歯科医師会、地区歯

科医師会、京都府薬剤師会・地区薬剤師会、京都府看護協会、市町村等）と在宅医療を広く

担う医療機関との連携による在宅療養支援体制の充実 

・ニーズの多様化に対応できる訪問看護人材の確保等、多職種の人材育成や連携に関する研修

等の支援を充実 

 

③ 健康づくりから医療、介護まで切れ目のない保健医療サービスの提供 

○健康づくりの推進 

・健診・医療・介護総合データベースのビックデータ等を活用したエビデンスに基づく施策の

推進 

・健康に関心の薄い人も含めて、ICT の活用等、自らが無理なく健康な行動をとれるような環

境づくりを推進 

・ライフコースアプローチを踏まえた健康課題への取組を推進 

○歯科口腔保健・歯科医療対策 

・8020運動の推進（歯科口腔保健に関する普及啓発） 

・オーラルフレイル予防、口腔機能の維持・向上を推進（周術期の患者や在宅療養者の口腔管

理等） 

・生涯にわたり定期的に歯科健診を受診することを推進 

・在宅歯科医療やがん等の周術期の口腔機能管理など５疾患６事業での多職種連携を図る 

・歯科保健医療を受けることが困難な者に対する歯科保健医療サービスの充実 

○高齢期の健康づくり・介護予防 

・介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた市町村支援に取り組むとともに、高齢者の

社会参加と社会貢献活動への誘導を支援 

○がん対策 

・がん検診受診率の向上 

・がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

・がん患者等の療養生活の向上を目指し、「アピアランスケア」等の支援の充実を検討 
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○脳卒中及び心筋梗塞等の心血管疾患対策 

・他の疾患等に係る対策との連携  

・感染症拡大や災害等の有事を見据えた対策 

・脳卒中および心筋梗塞診療の急性期指定病院の基準の見直し 

○糖尿病対策 

・糖尿病の発症予防、治療・重症化予防、合併症の治療・重症化予防のステージに重点を置い

た取組の推進 

○精神疾患対策 

・福祉サービスの整備、住居支援、家族支援など、精神障害者にも対応した地域包括ケアシス

テムの充実 

・被災時の精神科医療の継続的な提供を確保するとともに、府が被災した際の受援体制を整備 

○認知症対策 

・認知症の正しい理解、適切に対応できる環境づくりの推進、当事者の居場所づくりや社会参

加支援 

・認知症サポート医の養成や医療従事者等に対する認知症対応力向上研修の実施による本人や

家族を支える地域体制の構築 

・医療と介護の連携強化による切れ目のない医療・介護が受けられる仕組みづくり 

○発達障害・高次脳機能障害対策 

・発達障害の診断・診療を行う医師の確保 

・高次脳機能障害に対する医療・相談支援体制の充実 

○肝炎対策 

・肝炎ウイルス検査の早期受検と速やかな治療 

・肝炎に関する知識の普及啓発と肝炎患者等の人権尊重 
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第４章 医療圏の設定 

 ポイント 

★  一般的な入院医療の整備を図るべき地域単位である二次医療圏は６圏域 

★  高度・特殊・専門的な入院医療の整備を図るべき単位の三次医療圏は府全域 

★  二次医療圏を基本としながら、人口構造、患者の受療動向、交通網の整備等による生活圏の

広域化や医療の専門・高度化を踏まえ、必要に応じ見直しを検討 

 

１ 医療圏設定についての考え方 

（１）人口及び世帯 

○ 府民の医療需要に的確に対応するためには、患者の受療動向や日常の生活行動等を踏まえ、包

括的な医療サービスの供給体制の整備が必要です。 

○ そのためには、一定の地域的単位（医療圏）において医療機関がその機能に応じ効率的に配置

されるとともに、医療活動がおおむね完結されることが医療水準の向上に資するものと考えら

れます。 

○ こうしたことから、昭和 63年４月に策定した「京都府保健医療計画」以来、一定の地域的単位

を「医療圏」として運用してきましたが、今回の計画も次の考え方に立って「医療圏」を設定

します。 

 

（２）設定の基準 

○ 医療法は医療圏について、一般的な入院医療の整備を図るべき地域的単位としての「二次医療

圏」と、高度・特殊・専門的な入院医療の整備を図るべき地域的単位としての「三次医療圏」

を設定しなければならないものと定めています。 

○ 医療圏の設定は、医療に関わる諸要因、すなわち、地理的条件、人口分布、交通条件、府民の

受療動向のほか、通勤・通学圏などの日常生活圏や既存計画等の圏域を考慮する必要がありま

す。 

○ また、二次医療圏の設定に際しては、 

① 圏域内に一般入院医療の需要に対応しうる医療機関が存在すること 

② 圏域内の各地点から医療機関までの所要時間がおおむね１時間程度の範囲であること 

③ 圏域内の各市町村間に一般入院患者に関する相互依存関係があること 

などの事情を考慮する必要があります。 

 

 

２ 計画の期間 

（１）二次医療圏 

○ 京都府における二次医療圏については、現行の６医療圏を踏襲し、次表のとおり設定します。 
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【設定の理由】 

・交通網の発達等はあるものの、圏域を越えた市町村合併などの大きな変化は認められない。 

・昭和 63年策定の「京都府保健医療計画」の中で設定した６つの二次医療圏において、病床

の誘導ないしは規制を行ってきた経過を踏まえる必要がある。 

・福祉サービスを含めた包括的なサービス提供を行うため、広域行政区域や高齢者保健福祉

圏域、障害保健福祉圏域、地域包括ケア構想（地域医療ビジョン）における構想区域との

整合性を図る必要がある。 

・丹後、南丹、山城南医療圏については、地理的（人口、面積）、基幹となる病院までのアク

セス及び地域住民の生活圏を考慮する必要がある。 

○ なお、人口構造、患者の受療動向、交通網の整備等による生活圏の広域化や医療の専門・高度

化を踏まえ、必要に応じて見直しを検討します。 

○ 人口が 100万人を超える京都・乙訓医療圏については、救急医療や入院医療等を考慮し、現在

の医療圏の運用を基本としますが、今後も医療動向を注視します。 

 

（２）三次医療圏 

○ 三次医療圏については、京都府の地理的条件、交通条件などからみて、府全域を圏域として設

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療圏 
構成 

市町村数 
構成市町村名 

圏域の人口 

(R4.10.1) 

圏域の面積 

(R2.10.1) 
所管保健所 

二 

 

次 

 

医 

 

療 

 

圏 

丹後 

医療圏 
４（2 市 2 町） 

宮津市、京丹後市、

伊根町、与謝野町 

人 

86,454 

ｋ㎡ 

844.51 
丹後 

中丹 

医療圏 
３（3 市） 

福知山市、舞鶴市、

綾部市 
185,350 1,241.77 

中丹西 

中丹東 

南丹 

医療圏 
３（2 市 1 町） 

亀岡市、南丹市、京

丹波町 
128,685 1,144.29 南丹 

京都・

乙訓医

療圏 

４（3 市 1 町） 

京都市、向日市、長

岡京市、大山崎町 1,602,879 860.69 
京都市保健所 

乙訓 

山城北

医療圏 
７（4 市 3 町） 

宇治市、城陽市、八

幡市、京田辺市、久

御山町、井手町、宇

治田原町 

425,206 257.58 
山城北 

（綴喜分室） 

山城南

医療圏 
５（1 市 3 町 1 村） 

木津川市、笠置町、和

束町、精華町、南山城

村 

121,830 263.37 山城南 

三次医療圏 府  全  域 2,550,404 4,612.21 － 
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第５章 基準病床数 

１ 算定の趣旨 

○ 「基準病床数」は、医療法第 30条の４第２項第 14号に基づき、病院及び診療所の病床の適正

配置を目的として、入院患者の状況などを踏まえ、定めるものです。 

 

２ 算定数 

○ 京都府では下表のとおり基準病床数を設定しました。 

（記載項目検討中） 

○ 基準病床数については、医療法施行規則第 30 条の 30により定められた算定式により、病床の

種別ごとに算定することとなっています。なお、一般病床及び療養病床については二次医療圏

ごとに、精神病床、結核病床、感染症病床については、都道府県の区域（三次医療圏）ごとに

算定することとなっています。 

○ 医療圏ごとの一般病床数、療養病床数については、地域包括ケア構想に基づき、地域の実情に

応じた質が高く効率的な医療提供体制を目指す観点から、今後の人口減少社会の状況や、交通

網の発達による時間距離の縮小とそれに伴う患者の流れ等の変化、病床機能別の整備状況、医

療分野での ICT・AI（※）の活用、医療従事者の働き方改革の動き等を踏まえ将来の医療提供

体制を検討し、計画期間に関わらず必要に応じて柔軟に対応することとします。 

 ※ICT（Information and Communication Technology）：情報通信技術のこと 

  AI（Artificial Intelligence）：人工知能のこと 

 

一般病床及び療養病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等（「性別及び年齢階級別の療

養病床入院受療率」、「性別及び年齢階級別一般病床退院率」、「療養病床及び一般病床に係る病

床利用率」、「平均在院日」）は、令和５年３月 31日付け厚生労働省告示第 150号に基づき算定

しました。 
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３ 一般病床・療養病床の機能別病床数 

○ 一般病床・療養病床の機能別(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)の病床数については、 

京都府地域包括ケア構想で位置づけており、本構想に基づき取組を進めていきます。 

○ 現在の京都府地域包括ケア構想は 2025 年を目標としており、2026 年以降の機能別病床数につ

いては、京都府地域包括ケア構想の見直しに準じて見直すこととします。 

 

病院・診療所の医療需要に対する提供体制の目標値 

（単位：床） 

 
病床数 

    

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

丹後 1,197 

12,000～13,000 8,000～9,000 8,000～9,000 

中丹 2,205 

南丹 1,430 

京都・乙訓 20,206 

山城北 4,184 

山城南 735 

京都府計 29,957 

 

＜京都府地域包括ケア構想の概要＞ 

■趣旨 

超高齢社会の進展に伴い、慢性的な疾患を幾つも抱える高齢者が増加し、2025 年には団塊の世代

が全て 75 歳以上の後期高齢者を迎え、医療・介護・福祉への需要が増大すると考えられる。 

このため、限られた医療・介護資源を有効に活用し、その地域にふさわしいバランスの取れた医療・

介護体制の構築に向けた指標として策定 

 

■目標年次 

2025 年 

 

■構想区域 

保健医療計画に規定している、二次医療圏と同じ６区域で設定 

 

■主な内容 

（１）人口構造及び高齢者の現状及び将来推計 

（２）居宅・介護施設等で提供される医療の必要量の推計 

（３）病院・診療所の医療需要に対する提供体制の目標値 

（４）将来あるべき医療・介護提供体制を実現するための取組 
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第６章 デジタル化の推進 

 ポイント 

★ 人口減少・少子高齢社会の本格化と同時に、様々な技術やデータを活用したサービスの展開

が進展するスマート社会が到来し、保健医療分野においても、デジタル技術の活用が不可避

となっています。 

★ 以下の側面において、保健医療分野におけるデジタル化を推進し、効率化や府民の利便性の

向上、持続可能な保健医療体制の構築を目指します。 

①医療従事者の働き方改革 

②府民の利便性の向上 

③府民の健康づくりの推進 

④サイバーセキュリティ対策の充実 

 

（１） 医療従事者の働き方改革 

保健医療現場のデジタル化は、検査、診断、治療等のプロセスを効率化し、医療従事者の働き

方改革に寄与します。医療従事者本人にとってはもとより、患者・府民に提供される医療の質・

安全を確保すると同時に、持続可能な保健医療提供体制を維持する上で重要となります。 

 

（２） 府民の利便性の向上 

保健医療のデジタル化は、府民の利便性向上のためには必要です。 

また、マイナンバーカードの保険証利用については、自身の服薬履歴や過去の特定健診の情報

等を医療機関等へ提供することに同意した場合、医師等から総合的な診断や重複する投薬を回避

した適切な処方を受けることができます。 

 

（３） 府民の健康づくりの推進 

デジタル技術を利用し、レセプト情報や健診情報等の医療データを分析することで、エビデン

スに基づく健康づくり対策を推進します。また、健康アプリなど府民が自ら ICTを活用すること

で、疾病の予防や早期発見など府民の健康管理に貢献します。 

 

（４） サイバーセキュリティ対策の充実 

サイバー攻撃に対しては、ネットワークのセキュリティ対策を講ずることが、医療機関等に求

められます。サイバー攻撃によりシステムが被害を受けた場合にも、事業継続計画等により医療

提供体制に支障がないよう努める必要があります。 
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第１章 地域の保健医療を支える人材の育成・基盤の整備 

１ 保健医療従事者の確保・養成 

（１）医師 

現状と課題（医師全般） 

＜現状＞ 

○医師数 

・京都府は、厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和２年 12月末現在）では、令和２

年の人口 10万人当たり医師数が全国で２番目に多い状況ですが、医療圏ごとでは京都・乙訓医療

圏のみ全国平均を大きく上回る一方、それ以外の医療圏は全国平均以下となっており、地域偏在

がみられます。（医師数 332.6人（全国 256.6人）、対 H28比 105.6%（全国 106.9%）） 

・京都府の医療施設に従事する医師数は増加傾向にあり、全国的な動向とほぼ同じです。（医師数

8,576人（全国 323,700人）、対 H28比 104.5%（全国 106.2%）） 

・病院医師は 269 人増えましたが、増加率は全国平均を下回っています。（対 H28 比 104.7%（全国

107.0%））診療所医師は 104 人増えましたが、増加率は全国平均を下回っています。（対 H28 比

104.1%（全国 104.7%））診療所医師割合は全国平均を下回っています。（30.6％(全国 33.1%)） 

①丹後医療圏 

 ・令和２年の人口 10万人当たり医師数は全国平均と比べて少ない状況にありますが、増加率は全

国平均を上回っています。（医師数 201.9人（全国 256.6人）、対 H28比 117.1%（全国 106.9%）） 

・病院医師は 11人増え、増加率は全国平均を上回っています。（対 H28比 109.5%（全国 107.0%））。

診療所医師は２人増えましたが、増加率は全国平均を下回っています。（対 H28 比 103.8%（全

国 104.7%））診療所医師割合は全国平均を下回っています。（29.8%（全国 33.1%）） 

  ②中丹医療圏 

   ・令和２年の人口 10万人当たり医師数は全国平均と比べて少ない状況にあり、増加率は全国平均

を下回っています。（医師数 227.5人（全国 256.6人）、対 H28比 104.7%（全国 106.9%）） 

・病院医師は 16人増えましたが、増加率は全国平均を下回っています。（対 H28比 105.6%（全国

107.0%））診療所医師は８人減りました。（対 H28比 94.2%（全国 104.7%））診療所医師割合は全

国平均を下回っています。（29.9%（全国 33.1%）） 

    ③南丹医療圏 

・令和２年の人口 10万人当たり医師数は全国平均と比べて少ない状況にあり、増加率は全国平均

を下回っています。（医師数 187.4人（全国 256.6人））、対 H28比 105.7%（全国 106.9%）） 

・病院医師は５人増えましたが、増加率は全国平均を下回っています。（対 H28 比 103.2%（全国

107.0%））診療所医師は１人減りました。（対 H28比 98.9%（全国 104.7%））診療所医師割合は全

国平均を上回っています。（35.1%（全国 33.1%）） 

④京都・乙訓医療圏 

・令和２年の人口 10万人当たり医師数は全国平均と比べて多い状況にありますが、増加率は全国

平均を下回っています。（医師数 410.0人（全国 256.6人））、対 H28比 103.9%（全国 106.9%）） 

・病院医師は 139 人増えましたが、増加率は全国平均を下回っています。（対 H28 比 103.0%（全
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国 107.0%））診療所医師は 81 人増えましたが、増加率は全国平均を下回っています。（対 H28

比 104.4%（全国 104.7%））診療所医師割合は全国平均を下回っています。（29.2%（全国 33.1%）） 

⑤山城北医療圏 

・令和２年の人口 10万人当たり医師数は全国平均と比べて少ない状況にありますが、増加率は全

国平均を上回っています。（医師数 210.7人（全国 256.6人）、対 H28比 126.7%（全国 106.9%）） 

・病院医師は 76人増え、増加率は全国平均を上回っています。（対 H28比 115.2%（全国 107.0%））

診療所医師は27人増え、増加率は全国平均を上回っています。（対H28比108.9%（全国104.7%））

診療所医師割合は全国平均を上回っています。（36.5%（全国 33.1%）） 

⑥山城南医療圏 

・令和２年の人口 10万人当たり医師数は全国平均と比べて少ない状況にありますが、増加率は全

国平均を上回っています。（医師数 150.3人（全国 256.6人）、対 H28比 117.3%（全国 106.9%）） 

・病院医師は 22人増え、増加率は全国平均を上回っています。（対 H28比 132.4%（全国 107.0%））

診療所医師は３人増えましたが、増加率は全国平均を下回っています。（対 H28 比 103.4%（全

国 104.7%））診療所医師割合は全国平均を上回っています。（50.5%（全国 33.1%）） 

 

○医師偏在指標 

 ①国の医師偏在指標 

・これまで、地域ごとの比較は人口 10万人当たり医師数が用いられてきましたが、令和元年度に

医師の性・年齢別による労働量や住民の性・年齢構成等による医療需要等の要素を考慮した医

師偏在指標が新たに算出されました。 

 ・医師偏在指標では全国の 335二次医療圏を順に並べ、上位 33.3%を「医師多数区域」、下位 33.3%

を「医師少数区域」、どちらにも属さない場合を「医師多数区域でも少数区域でもない区域」と

呼ぶこととされました。令和元年度に公表された指標では、京都・乙訓医療圏が「医師多数区

域」、丹後、山城南医療圏が「医師少数区域」、中丹、南丹、山城北医療圏が「医師多数区域で

も少数区域でもない区域」とされていましたが、令和５年に公表された指標では、南丹医療圏

が新たに「医師少数区域」とされました。 

 

  

 

 

 （国が医師偏在指標算出に考慮することとした要素） 

・医療需要（ニーズ）及び人口・人口構成とその変化 

・患者の流出入等  

・へき地等の地理的条件  

・医師の性別・年齢分布  

・医師偏在の種別（区域、診療科、入院／外来） 

（医師偏在指標の算定方法） 

医師偏在指標 

標準化医師数 

地域の人口／10万×地域の標準化受療率比 

５

要

素 

＝ 

全国比＊

全国 255.6 100

京都府 326.7 128 2 多 数

丹後 155.6 61 280 少 数

中丹 198.2 78 171

南丹 177.1 69 228 少 数

京都・乙訓 401.4 157 5 多 数

山城北 207.1 81 137

山城南 160.8 63 267 少 数

＊全国を100とした場合の割合

国の医師偏在指標

全国
順位

区域医療圏 指　標
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 参考：（国ガイドライン） 

医師多数区域・医師少数区域と医師確保の考え方 

 

②京都式医師偏在指標 

・国の医師偏在指標では、「京都府の受療率が用いられていない」、「へき地等の地理的要因が反映

されていない」ため、京都府の実態に即したものになるよう、地理的条件をはじめ独自の要素

を考慮して補完した「京都式医師偏在指標」を算出しました。 

・医師偏在の状況に応じて医師確保対策を進められるよう、「京都式医師偏在指標」を用いて二次

医療圏ごとに地域の実情に応じた具体的な医師確保対策を進めます。 

   

（京都府の独自要素） 

ａ 医療側の要因 

大学等医育機関の教員・大学院生の臨床従事時間を考慮するため、医育機関に勤務する医師の勤

務実態等に関する調査（令和５年８月）を活用して補正 

   ｂ 患者側の要因 

京都府の医療ニーズを加味するため、京都府の患者受療率（平成 29年患者調査※）を活用して補 

正 

※新型コロナウイルス感染症のまん延による受診控えを考慮するため、最新の調査ではなく、前回同様平成 29 

年患者調査から引用 

   ｃ 地理的要因 

医療機関までのアクセス時間を考慮するため、医療機関から車での移動時間により算出した人口

カバー率を活用して補正 

＊移動時間は（ESRI ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）の Network Analyst を使用（通常の一般車両）） 

＊全国比較は、道路総延長距離あたりの可住地面積の比率による 

＊国土交通省：道路統計年報 2022／総務省：統計でみる都道府県(市町村)のすがた 2023 

 

――ここに「京都式医師偏在指標」の最新を挿入（データ収集中）―― 

 

 

 

 医師多数区域 
医師多数でも少数 

でもない区域 

医師少数区域 

（医師少数ｽﾎﾟｯﾄ含む） 

定 義 
医師偏在指標の上位

33.3%に属する二次医療圏 

医師多数区域でも少数区

域でもない二次医療圏 

医師偏在指標の下位

33.3%に属する二次医療圏 

二次医療圏 

（区域） 

･他の二次医療圏からの 

医師確保は行わない。 

･医師少数区域への医師 

派遣が求められる。 

必要に応じて、医師多数

区域の水準に至るまでは

医師多数区域からの医師

確保が可能 

･医師の増加が基本 

･医師少数区域以外の二

次医療圏から医師の確

保が可能 
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③医師少数スポット 

   ・京都府では、二次医療圏よりも小さな単位で、へき地医療や救急医療等の政策医療を担うため

の対策を必要とする地域(へき地診療所周辺の地域)を「医師少数スポット」として定めます。 

 

――ここに中丹医療圏の図を挿入―（データ収集中）― 

 

 ○臨床研修・新専門医制度 

  ・平成 16年度から開始された医師の臨床研修制度により、全国的に大学附属病院で研修する医師が

減少する一方で、都市部の病院で研修を受ける医師が増加しています。 

  ・さらに平成 21年度から開始された都道府県別定員上限制の下、府内の臨床研修医の採用数が減少

しています。（H16:264人→R5:260人） 

  ・平成 30年度から開始された新専門医制度においては、医師確保困難地域で勤務する専攻医の研修

環境の充実など若手医師のキャリア形成支援が必要です。 

 

 ○府内の大学及び自治医科大学 

①地域枠医師と自治医科大学卒業医師 

・平成 20年４月以降、医学部定員が全国的に増員する中で、府内の京都大学医学部及び京都府立医

科大学において、それぞれ定員が増員されました。(両大学とも H19:100人→H22:107 人)  

・京都府立医科大学では、国の緊急医師確保対策等に基づき推薦入試を実施しています。推薦入試

で入学した学生は、京都府立医科大学附属病院での臨床研修後、「地域枠医師※」として、主に北

部地域の医師確保困難地域における医療に従事しています。令和５年度の京都府の地域枠の定員

は７名（恒久定員２名＋臨時定員５名）です。 

（※地域枠医師：地域医療等に従事する明確な意思をもった学生を一般入試とは別枠で選抜し、京都府と契約を

締結した上で大学を卒業した医師） 

・自治医科大学には、京都府からは毎年２名程度が入学し、地域医療を担う重要な役割を果たして

います。 

 

②キャリア形成卒前支援プラン 

・キャリア形成卒前支援プランは、各大学で実施している医学部の教育カリキュラムを基盤としつ

つ、地域医療へ貢献する意思を有する学生に対し、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵

養を図り、対象学生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描けるように支援す

ることを目的として策定する計画です。 

・地域枠で入学した新１年生を対象とした、キャリア形成プログラムの説明会の開催や個別面談を

実施しています。 

・地域医療に対する意欲を醸成し、互いに顔の見える関係を構築するため、自治医科大学生、地域

枠、地域医療枠の学生に対して、地域医療体験実習等を合同実施しています。 

 

③キャリア形成プログラム 

・地域枠医師、自治医科大学卒業医師及びその他適用を希望する医師には、医師確保困難地域にお

ける医師確保及び同地域に派遣される医師の能力開発及び向上を図ることを目的とした、キャリ



20 
 

ア形成プログラムが適用されます。 

・キャリア形成プログラムが適用される医師は、３箇年の研修期間（臨床研修２年及び専門研修１

年の組み合わせを想定）を含む９年間（京都府地域医療確保奨学金の貸与期間の 1.5倍に相当す

る期間）、京都府が定める地域医療機関で勤務します。 

・キャリア形成プログラムの適用を受ける医師の派遣については、本人の希望を踏まえた上で、京

都府医療対策協議会において協議し、大学等の協力を得て実施します。原則として、重点的に医

師を確保する地域及び医師少数スポットを中心に配置を行います。 

・キャリア形成プログラムに基づく医師配置と大学等による医師派遣の整合性を確保するため、医

師確保における現状と課題、対策を十分に共有し、医師確保の方針に沿ったものとなるよう促す

必要があります。医師の配置については原則として前年度第３四半期に開催する京都府医療対策

協議会で協議し、決定します。 

・キャリア形成プログラムが適用される医師に対しては、入学時点で卒業後にキャリア形成プログ

ラムが適用されることを通知し、在学中からプログラム終了まで京都府及び大学による面談を行

う等、意見聴取の機会を設定します。また、在学中から地域医療実習に参加することで、地域医

療や将来のキャリア形成に対する意識の涵養を図ります。 

・キャリア形成プログラムは令和４年度に全面的な見直しを行い、新たに「特定診療科コース」と

「特定地域コース」の２コースを設けました。両コースとも、プログラム後半の後期派遣におい

ては、医師が特に不足している医療機関に勤務することが原則となります。 

 

（キャリア形成プログラムのコース） 

◆特定診療科コース 

 ＜概要＞ 

前期派遣及び後期研修の期間中に専門医資格の取得を可能とし、後期派遣では、専攻した特定診

療科において京都府が指定する医療機関に派遣 

＜特定診療科＞ 

内科、総合診療科、救急科、小児科、産婦人科、外科、整形外科 

   ＜コース例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

◆特定地域コース 

＜概要＞ 

前期派遣及び後期研修の期間中に専門医資格の取得を可能とし、後期派遣では、京都府が指定す

る医療機関で、原則、専攻した診療科として従事するが、専攻した診療科がなければ、総合内科

として従事 

＜コース例＞ 

区分 臨床研修 
前期派遣及び後期研修 

後期派遣 
専門研修 

年次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

特 定 

診療科 

府立医大 

又は 

北部医療Ｃ 

専攻した診療科の専門研

修プログラムの連携施設 

府立

医大 

京都府が指定する医療

機関に派遣（★） 

※専攻した診療科として従事す

ること。 
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★：後期派遣先の医療機関の決定に当たっては、そのときの本人の希望、大学の医師の配置状況（他の地域枠医

師・自治医科大学卒医師・専攻医の配置状況等）、市町村からの要望等、様々な要因を総合的に勘案して、決

定することになります。（令和５年４月１日現在、特に京丹後市立弥栄病院、京丹後市立久美浜病院及び国保

京丹波町病院を想定） 

 

（北部地域への派遣実績） 

【地域枠医師の状況：令和５年４月現在】 

 

【自治医科大学卒業医師の状況：令和５年４月現在】 

 

○医師の働き方改革 

・令和６年度から、勤務医の時間外労働の上限規制の適用が開始される中、医師が健康に働き続け

ることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供

される医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要で

す。 

・さらに、地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を生かして患者により質の高い医療を提供

するタスク・シフト／シェアを推進する必要があります。 

 

 〇ICTを活用した地域医療ネットワーク 

・京都府では、特に勤務環境が過酷とされる領域や迅速な治療体制の確保が必要な領域において、

医療の質の向上とともに従事する医師の勤務環境の改善を目的とし、ICT を活用した現場の医師

等に対し適切な助言を行うシステムの体制整備を促進しています。 

・府内のどこにいても安心・安全な分娩が可能となる「周産期医療ネットワーク」や、京都府立医

科大学が中心となる、府北部地域でも質の高い病理診断が可能となる「病理診断ネットワーク」

の導入を進めています。 

・さらに、迅速な治療が必要な循環器医療の領域において、「循環器医療ネットワーク」の構築に向

区分 臨床研修 
前期派遣及び後期研修 

後期派遣 
専門研修 

年次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

診療科を 

問わない 

府立医大 

又は 

北部医療Ｃ 

専攻した診療科の専門研

修プログラムの連携施設 

府立

医大 

京都府が指定する医療

機関に派遣（★） 

※原則、専攻した診療科として

従事することとするが、京都府

が指定する医療機関に専攻した

診療科がない場合は、総合内科

として従事すること。 
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け、循環器病や救急医療、医療情報の専門家等から構成されるワーキングチームを立ち上げ検討

を進めています。 

 

○若手医師・ベテラン医師 

・若手医師については医療への従事と出産や育児、介護等とのワークライフバランスの確保が重要

です。 

・定年退職医師やベテラン医師に対して、地域での開業支援や復職支援などセカンドキャリアを応

援する取組を行うことが重要です。 

 

○重点領域の設定 

  ・少子高齢化が進む中、患者の受療動向、医療機関の診療体制、医療機関までのアクセスなど、地

域の状況を考慮し、地域住民が安心して医療を受けられるよう、地域の実態に合わせた医療提供

体制の充実が必要です。 

・また、医療提供体制を考える上では、脳血管疾患における「脳梗塞」「くも膜下出血」や心血管疾

患における「心筋梗塞」「解離性大動脈瘤」等の緊急に処置が必要な疾患と、がんなど比較的治療

法等の検討時間が持てるものの、大規模な設備が必要な疾患とでは対応が異なることから、治療

の緊急性及び専門性の観点から検討することが重要です。 

  ・とりわけ、緊急性及び専門性の高い治療が必要な「脳血管疾患、心疾患及びハイリスク分娩等で

緊急対応が必要なもの」については、二次医療圏にとらわれず府内一円で医療提供体制を構築す

ることが必要です。 

  ①脳梗塞等の脳血管疾患 

・脳梗塞に対する医療提供においては、発症後 4.5時間以内の血栓溶解療法や、発症後６時間以

内の血栓回収療法が有効であるとされており、発症から再開通までの時間を短縮すれば、患者

の予後改善が期待できます。 

・府内の脳神経外科及び脳神経内科の人口 10 万人当たり医師数は全国平均と比べて多い状況に

ありますが、京都・乙訓医療圏及び山城北医療圏以外の医療圏では、全国平均を大きく下回る

状況にあります。（脳神経外科医師数 7.1人（全国 5.8人）、脳神経内科医師数 8.1人（全国 4.6

人）） 

・府内には、日本脳卒中学会認定の一次脳卒中センター（PSC）が 22箇所あり、24時間 365日脳

卒中患者を受け入れ迅速に対応できる体制が構築されています。特に、血栓回収療法の対応が

可能な施設は PSC コア施設として別途認定されています。 

――医療機関へのアクセス状況はデータ分析中―― 

 

  ②心筋梗塞等の心血管疾患 

   ・心血管疾患に対する医療提供においては、心筋梗塞や狭心症、大動脈解離など、死に至る可能

性が高いことから、発症後早期に治療を開始する必要があります。 

・府内の心臓血管外科の人口 10万人当たり医師数は全国平均と比べて多い状況にありますが、一

部の医療圏では当該診療科の医師がいない状況にあります。（医師数 3.1人（全国 2.6人）） 

また、府内の循環器内科の人口 10 万人当たり医師数は全国平均と比べて多い状況にあります

が、一部の医療圏では全国平均を下回る状況にあります。（医師数 14.3 人（全国 10.3人）） 
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   ・府内には、心疾患の専門病棟（CCU）を有する病院が 11箇所あり、地域の急性期医療に大きな

役割を果たしていますが、CCU がない医療圏があるなど、必ずしも高度・先進的な医療提供が

できていない現状にあります。 

――医療機関へのアクセス状況はデータ分析中―― 

 

＜課題＞ 

○医師の地域偏在・診療科偏在 

 ・京都府は医師多数区域である京都・乙訓医療圏に医師が集中していることから、他の医療圏への

医師派遣等を通じ、京都府内での医師偏在解消に向けた取組みを進める必要があります。 

・北部地域及び山城南医療圏等の医師確保困難地域では、大学を中心に地域医療に必要な医師の確

保が行われてきましたが、臨床研修制度や新専門医制度の下で医師の確保が困難な状況にありま

す。 

 ・全国的に偏在が著しいと言われる産科(産婦人科含む)、小児科の令和２年の医師数は、いずれも

全国平均を上回っているものの、医師の確保が困難な状況にあります。（産科：医師数 279人（全

国 11,678人）、15～49 歳女性人口 10万人当たり 55.1人（全国 46.7人）、小児科：医師数 460人

（全国 17,997人）、小児人口 10万人当たり 156.7人（全国 119.7人）） 

・医療圏ごとの人口 10万人当たり医師数をみると、内科、産婦人科、外科、放射線科、皮膚科、麻

酔科、病理診断科の７基本診療科において、京都・乙訓医療圏以外の医療圏で全国平均を大きく

下回っています。 

 

 ○地域医療に従事する医師のキャリア 

  ・医師確保困難地域では指導医数や勤務環境面などから医師としてのスキルアップが難しいため、

地域枠医師や自治医大卒医師をはじめとする若手医師のキャリア形成の面で課題があります。 

  ・地域医療に従事する若手医師の確保においては、地域の魅力や教育環境の向上等医療以外の包括

的な観点も重要です。 

 

 ○医師の働き方改革・勤務環境改善 

  ・病院勤務医や産科・産婦人科医など特に勤務環境が過酷とされる医師の負担軽減に向けた対策が

必要です。 

・医師の働き方改革において生じる影響を十分に注視し、医師の勤務時間の削減と地域医療提供体

制の維持の両立を図り、医療の空白をつくらないことが重要です。 

・出産や育児をはじめとするライフイベントを迎えた医師に対して、勤務の継続又は離職後の再就

業のために、勤務環境や勤務体制、保育面での不安の解消が必要です。 

 

○在宅医療を担う医師の確保 

・今後、全国での在宅患者数は多くの地域で増加が見込まれ、本府においては、令和 17年頃に訪問

診療を受ける患者数が最大となる見込みです。国の推計では、令和 22年には訪問診療を受ける患

者数が令和７年の約 1.5倍に増加するとされており、診療所の医師等が高齢化する中、在宅医療

等を担う人材の確保や医療資源等の地域間格差の解消が必要です。 

・医師偏在や地域偏在が深刻化する中、地域に暮らす人々の健康をあらゆる面から支え、幅広い診
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療に対応できる総合診療医の育成及び確保に取り組むことが必要です。 

 

○重点領域における課題 

・脳血管疾患における現在の受療動向と将来の患者推計を踏まえると、丹後医療圏及び中丹医療圏

は医療需要が横ばいで推移する見込みであることから、少なくとも現状維持、南丹医療圏及び京

都・乙訓医療圏と山城北医療圏及び山城南医療圏は医療需要が増加する見込みであることから、

PSC や地域の医療機関が連携し、役割分担や ICT を活用した患者情報の共有を行うなど、二次医

療圏を超えた診療体制の維持・強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・虚血性心疾患における現在の受療動向と将来の患者推計を踏まえると、丹後医療圏及び中丹医療

圏は医療需要が横ばいで推移する見込みであることから少なくとも現状維持、南丹医療圏及び京

都・乙訓医療圏と山城北医療圏及び山城南医療圏は医療需要が増加する見込みであることから、

CCU を有する病院や地域の医療機関が連携し、役割分担や ICT を活用した患者情報の共有を行う

など、二次医療圏単位を超えた診療体制の維持・強化が必要です。 

 

脳血管疾患における患者推計（令和17年（2035年）／平成29年（2017年）比）

丹後 中丹 南丹 京都・乙訓 山城北 山城南

丹後

中丹

南丹

京都・乙訓

山城北

山城南

南丹:1.12
京都・乙訓:1.23

山城北:1.20
山城南:1.20

厚生労働省「2017 年患者調査」、総務省「2017年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）（総計）」、国立社会保障・人口問

題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成30 年推計）」より集計。

医療機関

所在地

患者住所地

丹後:0.93
中丹:0.99

虚血性心疾患における患者推計（令和17年（2035年）／平成29年（2017年）比）

丹後 中丹 南丹 京都・乙訓 山城北 山城南

丹後

中丹

南丹

京都・乙訓

山城北

山城南

南丹:1.15
京都・乙訓:1.24

山城北:1.23
山城南:1.38

厚生労働省「2017 年患者調査」、総務省「2017年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）（総計）」、国立社会保障・人口問

題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成30 年推計）」より集計。

医療機関

所在地

患者住所地

丹後:0.94
中丹:.1.01



25 
 

現状と課題（産科・小児科医師） 

＜現状＞ 

○産科・小児科医師数 

・京都府は、厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和２年 12月末現在）では、令和２

年の 15～49歳の女性人口 10万人当たり産科及び産婦人科医師数（以下「産科医師数」という。）

は全国で２番目に多い状況ですが、医療圏ごとでは全国平均を下回る医療圏が複数存在します。

（医師数 55.1人（全国 46.7人）、対 H28比 116.3%（全国 107.2%）） 

・令和２年の 15歳未満の人口 10万人当たり小児科医師数は全国で２番目に多い状況ですが、医療

圏ごとでは全国平均を下回る医療圏が複数存在します。（医師数 156.7人（全国 119.7人）、対 H28

比 111.4%（全国 111.6%）） 

①丹後医療圏 

 ・令和２年の人口 10万人当たり産科医師数は全国平均と比べて多い状況にあり、増加率も全国平

均を上回っています。（医師数 70.7人（全国 46.7人）、対 H28比 150.8%（全国 107.2%）） 

・令和２年の人口 10万人当たり小児科医師数は全国平均と比べて低い状況にありますが、増加率

は全国平均を上回っています。（医師数113.9人（全国119.7人）、対H28比118.3%（全国111.6%）） 

②中丹医療圏 

   ・令和２年の人口 10万人当たり産科医師数は全国平均と比べて多い状況にあり、増加率も全国平

均を上回っています。（医師数 48.0人（全国 46.7人）、対 H28比 108.6%（全国 107.2%）） 

・令和２年の人口 10万人当たり小児科医師数は全国平均と比べて多い状況にあり、増加率も全国

平均を上回っています。（医師数 137.6人（全国 119.7人）、対 H28比 128.2%（全国 111.6%） 

③南丹医療圏 

・令和２年の人口 10 万人当たり産科医師数は全国平均と比べて低い状況にあり、医師数の減少が

認められます。（医師数 30.8人（全国 46.7人）、対 H28比 88.0%（全国 107.2%）） 

・令和２年の人口 10万人当たり小児科医師数は全国平均（119.7人）と同程度ですが、増加率は

全国平均を下回っています。（医師数 119.7人（全国 119.7人）、対 H28比 100.4%（全国 111.6%）） 

④京都・乙訓医療圏 

・令和２年の人口 10万人当たり産科医師数は全国平均と比べて多い状況にあり、増加率も全国平

均を上回っています。（医師数 66.1人（全国 46.7人）、対 H28比 112.8%（全国 107.2%）） 

・令和２年の人口 10万人当たり小児科医師数は全国平均と比べて多い状況にありますが、増加率

は全国平均を下回っています。（医師数181.4人（全国119.7人）、対H28比108.8%（全国111.6%）） 

⑤山城北医療圏 

・令和２年の人口 10 万人当たり産科医師数は全国平均と比べて低い状況にありますが、増加率は

全国平均を上回っています。（医師数 25.2人（全国 46.7人）、対 H28比 141.6%（全国 107.2%）） 

・令和２年の人口 10万人当たり小児科医師数は全国平均と比べて多い状況にあり、増加率も全国

平均を上回っています。（医師数 125.0 人（全国 119.7 人）、対 H28 比 122.2%（全国 111.6%）） 

⑥山城南医療圏 

・令和２年の人口 10 万人当たり産科医師数は全国平均と比べて低い状況にありますが、増加率は

全国平均を上回っています。（医師数 32.5人（全国 46.7人）、対 H28比 116.8%（全国 107.2%）） 

・令和２年の人口 10万人当たり小児科医師数は全国平均と比べて低い状況にあり、増加率も全国

平均を下回っています。（医師数 92.1人（全国 119.7人）、対 H28比 109.0%（全国 111.6%）） 
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○分娩取扱医師・小児科医師偏在指標 

 ①国の分娩取扱医師偏在指標 

 ・分娩取扱医師偏在指標では全国の 335二次医療圏を順に並べ、下位 33.3％の医療圏を「相対的医

師少数区域」、それ以外を「相対的医師少数区域等以外の区域」と呼ぶこととされました。令和元

年に公表された指標では、中丹医療圏が「相対的医師少数区域」とされていましたが、令和５年

に公表された指標では、南丹医療圏が新たに「相対的医師少数区域」とされました。 

 ②国の小児科医師偏在指標 

 ・小児科医師偏在指標では全国の 335二次医療圏を順に並べ、下位 33.3％の小児医療圏を「相対的

医師少数区域」、それ以外を「相対的医師少数区域等以外の区域」と呼ぶこととされました。令和

元年及び令和５年に公表された指標では、本府に「相対的医師少数区域」はありません。 

 

（国が医師偏在指標算出に用いた要素（医師確保計画策定ガイドライン～第８次(前期)～） 

 

 

 

 

 

 

 

（【産科】医師偏在指標の算定方法） 

 

分娩取扱医師偏在指標＝ 

 

（【小児科】医師偏在指標の算定方法） 

 

小児科医師偏在指標＝ 

 

国の医師偏在指標 

分娩取扱医師数×労働時間調整係数（医師の性別・年齢分布） 

分娩数（千件） 

小児科医師数×労働時間調整係数（医師の性別・年齢分布） 

地域の年少人口（10万人）×地域の標準化受療率比 

【産科】

※分娩取扱医師
【小児科】

・医療需要（ニーズ）及びその変化 年少人口及び受療率

・患者の流出入等 ○

・医師供給 分娩取扱医師数 小児科医師数

・医師の性別・年齢分布 ○ ○

分娩数

全国比＊

全国 10.6 100

京都府 13.9 131 2

丹後 15.2 143 35

中丹 6.6 62 228
相対的
医師少数

南丹 5.1 48 259
相対的
医師少数

京都・乙訓 15.8 149 30

山城北 13.5 127 41

山城南 11.5 108 79

＊全国を100とした場合の割合

【産　科】

※分娩取扱医師

医療圏 指　標
全国
順位

区域
全国比＊

全国 115.1 100

京都府 152.7 133 2

丹後 128.6 112 71

中丹 132.7 115 59

南丹 124.9 109 84

京都・乙訓 163.5 142 15

山城北 127.4 111 75

山城南 96.2 84 189

＊全国を100とした場合の割合

【小児科】

全国
順位

区域医療圏 指　標
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 ③京都式分娩取扱医師・小児科医師偏在指標 

・国の分娩取扱医師・小児科医師偏在指標では、「京都府の受療率が用いられていない」、「へき地等

の地理的要件が反映されていない」ため、地理的条件をはじめ京都府の地域の実態に即したもの

になるよう、独自の要素を考慮して補完した「京都式分娩取扱医師・小児科医師偏在指標」を算

出しました。 

・医師偏在の状況に応じて医師確保対策を進められるよう、「京都式分娩取扱医師・小児科医師偏在

指標」を用いて二次医療圏ごとに地域の実情に応じた具体的な医師確保対策を進めます。 

 

（京都式分娩取扱医師偏在指標における京都府の独自要素） 

 ・地理的要因 

  医療機関までのアクセス時間を考慮するため、医療機関から車での移動時間により算出した人口カ

バー率を活用して補正 

＊移動時間は（ESRI ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）の Network Analyst を使用（通常の一般車両）） 

＊全国比較は、道路総延長距離あたりの可住地面積の比率による 

＊国土交通省：道路統計年報 2022年／総務省：2023 年統計でみる都道府県(市町村)のすがた 

   ※分娩件数については、「里帰り出産」等の妊婦流入実体を踏まえているため、地理的要因のみ補正 

 

 （京都式小児科医師偏在指標における京都府の独自要素） 

  ａ 患者側の要因 

京都府の医療ニーズを加味するため、京都府の患者受療率（平成 29年患者調査※）を活用して補   

正 

※新型コロナウイルス感染症のまん延による受診控えを考慮するため、最新の調査ではなく、前回同様平成 29

年患者調査から引用 

  ｂ 地理的要因 

医療機関までのアクセス時間を考慮するため、医療機関から車での移動時間により算出した人口

カバー率を活用して補正 

＊移動時間は（ESRI ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）の Network Analyst を使用（通常の一般車両）） 

＊全国比較は、道路総延長距離あたりの可住地面積の比率による 

＊国土交通省：道路統計年報 2022年／総務省：2023 年統計でみる都道府県(市町村)のすがた 

 

――ここに「京都式分娩取扱医師・小児科医師偏在指標」の最新を挿入（データ収集中）―― 
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○産科・小児科における医療需要と将来推計 

①医療機関へのアクセス及び受療動向 

【産科】 

   ・令和４年度における医療機関での分娩件数は、丹後及び中丹医療圏で約 1,800人、南丹及び京

都・乙訓医療圏で約 11,500人、山城北及び山城南医療圏で約 2,000人となっています。 

・分娩を取り扱う医療機関までのアクセスについては、30分以内（通常の一般車両）にアクセス

可能な人口カバー率は全ての２次医療圏で 90％を超えていることから、おおむね医療機関への

アクセス性が確保されている状況です。 

 

分娩取扱い医療機関の人口カバー率 

医療圏 
医療機関への移動時間 

30分以内 

京都府全域 99.2% 

丹後 91.4% 

中丹 98.8% 

南丹 96.9% 

京都・乙訓 100.0% 

山城北 100.0% 

山城南 98.3% 

出典：京都府立医科大学 吉井健悟講師による分析データ（ESRI ｼﾞｬﾊﾟﾝ

(株)の Network Analyst を使用（令和２年国勢調査データ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小児科】 

  ・令和５年における年少（15 歳未満）人口は、丹後及び中丹医療圏では約 32,000 人、南丹及び

京都・乙訓医療圏で約 186,000人、山城北及び山城南医療圏で約 69,000人となっています。 

・小児科を標榜する医療機関までのアクセスについては、30分以内（通常の一般車両）にアクセ

ス可能な人口カバー率は全ての２次医療圏で 90％を超えていることから、おおむね医療機関へ

のアクセス性が確保されている状況です。 

分娩件数　令和４年（2022年）度
（単位：件）

医療機関所在地 分娩件数

丹後 442

中丹 1,346

南丹 604

京都・乙訓 10,872

山城北 1,719

山城南 350

合計 15,333

出典：京都府医療課調べ
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小児科標榜医療機関の人口カバー率 

医療圏 
医療機関への移動時間 

30 分以内 

京都府全域 99.7% 

丹後 98.6% 

中丹 98.8% 

南丹 98.4% 

京都・乙訓 100.0% 

山城北 100.0% 

山城南 98.3% 

出典：京都府立医科大学 吉井健悟講師による分析データ（ESRI ｼﾞｬﾊﾟﾝ

(株)の Network Analyst を使用（令和２年国勢調査データ）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②将来の医療需要予測 

  令和 17年における分娩件数及び年少（15歳未満）人口は京都府全体で減少することが見込まれ 

ます。 

 

【産科】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省の将来推計（2023 年）の算出手法を踏襲し、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成

年少人口　令和５年（2023年） （単位：人）

医療圏 年少人口（15歳未満）

丹後 9,284

中丹 22,575

南丹 14,753

京都・乙訓 171,066

山城北 50,969

山城南 17,970

合計 286,617

出典：「住民基本台帳（2023年）」

分娩件数将来推計　令和17年（2035年）／令和４年（2022年）比

丹後 中丹 南丹 京都・乙訓 山城北 山城南

丹後

中丹

南丹

京都・乙訓

山城北

山城南

患者所在地

丹後：0.70

中丹：0.90

南丹：0.80

京都乙訓：0.96

山城北：0.88

山城南：0.93
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30年推計）」を使用して、2022年度の年間分娩件数をもとに、分娩件数将来推計を京都府で算出 

 

【小児科】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 30年推計）」、「住民基本台帳（2023年）」 

 

○重点領域の設定 

①周産期母子医療センター 

・地域におけるハイリスクな母体や新生児は、地域周産期母子医療センターを中心に受け入れてお

り。更に高度な医療が必要な場合は、総合周産期母子医療センターで受け入れています。 

 

②周産期母子医療センターへのアクセスと将来の医療需要予測 

・令和２年と比較すると、令和 17年における分娩件数は京都府全体で減少することが見込まれます

が、日本産科婦人科学会によると、妊産婦の高齢化は、偶発合併症（妊娠なしでも発症する疾患）

の発生頻度及び死産率、妊産婦死亡率の上昇につながるとされており、今後も初婚年齢の上昇、

35歳・40歳以上の出生率の増加傾向は続くと考えられることから、偶発合併症を持つ妊産婦の増

加に対応するための、周産期母子医療センターの役割は重要性が増すと考えられます。 

・周産期母子医療センターまでのアクセスについては、60分以内（通常の一般車両）にアクセス可

能な人口カバー率は全ての２次医療圏で 99％を超えていることから、おおむね医療機関へのアク

セス性が確保されている状況です。 

周産期母子医療センターの人口カバー率 

医療圏 
医療機関への移動時間 

30 分以内 60 分以内 90分以内 

京都府全域 98.4% 99.9% 100.0% 

丹後 70.5% 99.9% 100.0% 

中丹 98.3% 100.0% 100.0% 

南丹 95.6% 99.3% 100.0% 

京都・乙訓 100.0% 100.0% 100.0% 

山城北 100.0% 100.0% 100.0% 

山城南 98.3% 100.0% 100.0% 

出典：京都府立医科大学 吉井健悟講師による分析データ（ESRI ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

   の Network Analyst を使用（令和２年国勢調査データ）） 

年少人口将来推計　令和17年（2035年）／令和４年（2022年）比

丹後 中丹 南丹 京都・乙訓 山城北 山城南

丹後

中丹

南丹

京都・乙訓

山城北

山城南 山城南：0.85

患者所在地

丹後：0.64

中丹：0.82

南丹：0.74

京都乙訓：0.87

山城北：0.77
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＜課題＞ 

○医師の地域偏在・診療科偏在 

 ・全国的に偏在が著しいと言われる産科(産婦人科含む)、小児科の令和２年の医師数は、いずれも

全国平均を上回っているものの医師の確保が困難な状況にあります。（産科：医師数 279人（全国

11,678人）、15～49歳女性人口 10万人当たり 55.1人（全国 46.7人）、小児科：医師数 460人（全

国 17,997人）、小児人口 10万人当たり 156.7人（全国 119.7人））（再掲） 

 

 ○医師の働き方改革・勤務環境改善 

  ・病院勤務医や産科・産婦人科医等特に勤務環境が過酷とされる医師の負担軽減に向けた対策が必

要です。（再掲） 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶  全ての地域における医師確保の推進と効率的な医療提供体制の確保 

 

目標（取組の方向性） 

（１）医師 

① オール京都体制による総合的な医師確保対策の推進 

 ② 医師の地域偏在の解消に向けた対策の充実 

 ③ 医師の診療科偏在の解消に向けた対策の充実 

 ④ 医師の働き方改革を踏まえた対策の充実 

 ⑤ 各医療圏の医師確保対策の推進 

（２）産科・小児科 

 ① 医療提供体制の充実 

 ② 各医療圏の医師確保対策の推進 

 

具体的な施策 

（１）医師 

 ① オール京都体制による総合的な医師確保対策の推進 

  ・医学生、研修医、専攻医等それぞれの段階に応じた総合的な医師確保対策の充実 

・医師確保対策、臨床研修制度、専門医制度等における国への政策提案、抜本的な制度の見直

しの要望等の継続的な実施 

・京都府地域医療支援センター（KMCC:Kyoto Medical Career support Center）を中心とした

府内の大学、病院、医療関係団体の連携によるオール京都体制での医師のキャリア形成支援

や医師派遣等、総合的な医師確保対策の取組の充実・強化 

  ・臨床研修医のマッチングや専攻医の応募増加を目的とするホームページ（京都に縁のある医

師との絆ネット）の運営、臨床研修ガイドブックの作成・配布、就職説明会への参加等広報

活動の強化 
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② 医師の地域偏在の解消に向けた対策の充実 

  ・キャリア形成プログラムの適用を受ける自治医科大学卒医師や地域枠医師の配置を通じた医

師確保困難地域への医療機関への医師派遣 

・大学院生や専攻医、臨床研修医（一般枠）及び一般の医学部生（地域医療枠）への地域医療

確保奨学金の貸与による府内で勤務する若手医師の確保 

  ・地域医療に対するモチベーションの醸成や互いに顔の見える関係の構築を目的とする、自治

医科大学生や地域枠、地域医療枠学生に対する地域医療体験実習等の地域研修の実施 

  ・府内の中核病院と医師確保困難地域の病院とをローテーションしながら研鑽を積むことが可

能な臨床研修及び専門研修プログラムの策定支援 

  ・研修・研究費の支援や一定の勤務条件を満たす者に大学院医学研究科の学費免除・助成を行

うなどのインセンティブの拡充 

・自治医科大学卒業医師や地域医療確保奨学金貸与者が、義務年限期間終了後も府内の医師確

保困難地域で継続して勤務できる環境の整備 

・京都府立医科大学附属北部医療センターから府北部医療機関へ安定的に医師を派遣するため、

北部地域をフィールドとした教育・研修を充実させることによる若手医師の定着・確保 

・京都府立医科大学における総合医療・医学教育学講座、京都大学における医学教育用機器な

どを活用した、大学における地域医療教育の充実 

・地域医療や在宅医療を担う意思を有する病院勤務医に対する在宅医療に関する実習や研修等

を行う団体や医療機関の支援 

・へき地医療拠点病院からへき地診療所等への医師派遣や技術指導・援助の実施、へき地医療

拠点病院やへき地診療所の施設・設備の充実 

・二次医療圏にとらわれず、府内一円で対応する緊急性及び専門性の高い治療が必要な「重点

領域（脳血管疾患、心血管疾患、ハイリスク分娩）」における ICTを活用した地域医療ネット

ワークの導入促進 

 

 ③ 医師の診療科偏在の解消に向けた対策の充実 

  ・産科・産婦人科及び小児科など医師確保が困難な診療科における臨床研修・専門研修プログ

ラムや地域医療確保奨学金による特定診療科加算制度の維持・拡充 

  ・分娩手当や産婦人科専攻医に対する研修手当の維持・拡充、当直手当の支給等の処遇改善 

  ・高齢者等の救急搬送の増加及び疾病構造の変化に的確に対応できる救急医療体制の構築に向

け、専門知識を有する医師や医療従事者の養成・配置の促進、受入体制の充実・強化 

・京都府立医科大学リハビリテーション医学教室におけるリハビリテーション科専門医の養成

及び京都府リハビリテーション教育センターにおけるリハビリテーションに関わる医師の養

成 

  ・二次医療圏にとらわれず、府内一円で対応する緊急性及び専門性の高い治療が必要な「重点

領域（脳血管疾患、心血管疾患、ハイリスク分娩）」における ICTを活用した地域医療ネット

ワークの導入促進（再掲） 
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 ④ 医師の働き方改革を踏まえた対策の充実 

  ・関係団体と連携した国の「働き方改革」の影響を考慮した医師が働きやすい環境整備の支援

促進 

・京都府地域医療支援センターと京都府医療勤務環境改善支援センターの連携による労務管理

アドバイザーの病院訪問等の実施 

・医師事務作業補助者の養成など、タスク・シフト／シェアによる勤務環境改善に取り組む医

療機関の支援 

・子育て中の医師が勤務を継続又は離職後の再就業や育児中でも急な業務に安心して対応でき

るよう、復職研修の実施やワークライフバランスに考慮した勤務環境の改善や院内保育所の

運営等の支援 

・急な病気やけがをした際に、救急車を呼ぶか病院に行くか判断に迷った時の相談窓口として、

専門家のアドバイスを受けることができる「救急安心センターきょうと(#7119)」の利用促進 

・小児患者の時間外診療を緩和し、勤務環境を改善することによる小児科医の安定的かつ継続

的な確保及び休日・夜間診療の整備体制の支援、小児救急相談窓口(#8000)の利用促進 

 

 ⑤ 各医療圏の医師確保対策の推進 

（丹後医療圏） 

・京都式医師偏在指標が府内で最も低く、国の医師偏在指標でも医師少数区域であることや医

師多数区域である京都・乙訓医療圏からの通勤も困難であることを踏まえた、重点的な医師

確保の推進 

・高度急性期から急性期を担う北部医療センターを核とした医師確保に加え、診療所医師が少

ないことから、圏域内の各病院が連携した在宅機能を担うための診療体制の確保 

・北部医療センターをはじめ、急性期を中心とした同様の医療機能を担う病院が複数あること

から、今後の高齢人口の動向、医療需要の変化を踏まえた地域包括ケア病棟などの回復期機

能の充実 

 

（中丹医療圏） 

・京都式医師偏在指標は府内で中位であり、国の医師偏在指標でも医師少数でも多数でもない

区域であることや圏域内には医師少数スポットが複数あることを踏まえた、中核的医療機関

と連携した安定的な医師確保の推進 

・中丹地域医療再生計画により舞鶴市民病院及び舞鶴赤十字病院については、効果的な機能分

化が図られている一方、他の病院では脳と心臓、産科と小児科など一定の役割はあるものの、

機能分化が図られていない領域があることから、今後の医療需要動向を踏まえた相互連携の

充実・強化 

・今後の高齢人口の動向、医療需要の変化を勘案した地域包括ケア病棟などの回復期機能の充

実 

 

（南丹医療圏） 

・京都式医師偏在指標は府内で２番目に低く、国の医師偏在指標でも新たに医師少数区域であ

ることや圏域内の北部の地域は医師多数区域である京都・乙訓医療圏からの通勤が困難であ
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ることを踏まえた、中核的医療機関と連携した積極的な医師確保の推進 

・今後の人口減少と医療需要の変化を勘案し、高度急性期から急性期を担う地域医療支援病院

である京都中部総合医療センターを核とした医師確保に加え、今後の人口減少と医療需要の

変化を勘案した他の医療機関との機能分担の推進 

 

（京都・乙訓医療圏） 

・京都式医師偏在指標は府内で最も高く、国の医師偏在指標でも医師多数区域であることを踏

まえた、府内の他の医療圏に対する医師派遣等の充実 

   ・病床過剰地域であり、特に高度急性期病床が過剰であることを踏まえた、高度急性期を担う

圏域内の基幹的病院における機能分化の推進及び他の医療圏への医師派遣など支援体制の構

築 

 

（山城北医療圏） 

・京都式医師偏在指標では京都・乙訓医療圏に次いで高いものの、全国平均よりは下回ってお

り、国の指標では医師少数でも多数でもない区域となっていることや医師多数区域である京

都・乙訓医療圏からの通勤が容易であること等を踏まえた、医師確保の推進 

・高度急性期から急性期を担う地域医療支援病院などを中心に体制を構築するとともに、令和

22 年に向けて後期高齢者の増加が見込まれる中、地域包括ケア病棟等の回復期の充実など機

能分担 

 

（山城南医療圏） 

・京都式医師偏在指標は府内では中位となっているものの、国の指標では医師少数区域となっ

ており、高齢化の進行に伴い慢性疾患等、圏域内での医療需要の増加が見込まれることや、

圏域内の地域格差があるものの、医師多数区域である京都・乙訓医療圏からの通勤が可能で

あること等を踏まえた、医師確保の推進 

・高度急性期から急性期を担う地域医療支援病院が京都山城総合医療センター１箇所であるこ

とを踏まえた、同センターを核とした医師配置の推進、医師確保が困難な周辺地域の診療所

等を支援する体制の充実 

・後期高齢者の増加が見込まれることから、圏域内での受療を進めるための各病院の回復期病

床の拡充 

 

（２）産科・小児科 

① 医療提供体制の充実 

 ・分娩数の急減が見込まれかつ医療資源が限定される府北部地域における各医療機関の役割分

担、安心・安全な分娩の安定的な確保の推進 

 ・妊産婦の高齢化傾向によるハイリスク母胎・新生児に対する医療の需要は高いことを踏まえ

た、地域周産期母子医療センターの適切な配置や 24時間 365日分娩可能な体制の維持 

・二次医療圏にとらわれず、府内一円で対応する緊急性及び専門性の高い治療が必要なハイリ

スク分娩をはじめとする分娩に対応するため ICT を活用した地域医療ネットワークの導入促

進 
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② 各医療圏の医師確保の方向性 

（丹後医療圏） 

［産 科］ 

・京都式分娩取扱医師偏在指標は府内で２番目に低いものの、国の分娩取扱医師偏在指標では

相対的医師少数区域ではないこと、将来推計（分娩件数令和 17年／令和４年比）0.70と分娩

件数の減少率は最も高くなっていることや、京都・乙訓医療圏からの通勤も困難であること

も踏まえた積極的な医師確保の推進 

［小児科］ 

・京都式小児科医師偏在指標は府内で２番目に低いものの、国の小児科医師偏在指標では相対

的医師少数区域ではないこと、将来推計（年少人口令和 17年／令和５年比)0.64と年少人口

の減少率は最も高くなっていることや、京都・乙訓医療圏からの通勤も困難であることも踏

まえた積極的な医師確保の推進 

 

（中丹医療圏） 

［産 科］ 

 ・京都式分娩取扱医師偏在指標は府内で最も低く、国の分娩取扱医師偏在指標でも相対的医師

少数区域となっていることや、将来推計（分娩件数令和 17年／令和４年比）0.90と分娩件数

の減少率は府内でも中位で推移することを踏まえた重点的な医師確保の推進 

［小児科］ 

・京都式小児科医師偏在指標は府内で中位であり、国の小児科医師偏在指標でも相対的医師少

数区域ではないことや、将来推計（年少人口令和 17年／令和５年比）0.82と年少人口の減少

率は府内でも中位で推移することを踏まえた、医師確保の推進 

 

（南丹医療圏） 

［産 科］ 

・京都式分娩取扱医師偏在指標は府内で中位であるものの、国の分娩取扱医師偏在指標では相

対的医師少数区域となっていることや、将来推計（分娩件数令和 17年／令和４年比）0.80と

分娩件数の減少率は府内でも上位であることを踏まえた、医師確保の推進。 

［小児科］ 

 ・京都式小児科医師偏在指標は府内で２番目に高く、国の小児科医師偏在指標では相対的医師

少数区域ではないことや、将来推計（年少人口令和 17年／令和５年比）0.74と年少人口の減

少率は府内でも上位であることを踏まえた、現状の維持・拡充 

 

（京都・乙訓医療圏） 

［産 科］ 

 ・京都式分娩取扱医師偏在指標は府内で最も高く、国の分娩取扱医師偏在指標でも相対的医師

少数区域ではないことや、将来推計（分娩件数令和 17年／令和４年比）0.96と分娩件数の減

少率は府内で最も低く推移することを踏まえた、現状の維持・拡充 

［小児科］ 
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 ・京都式小児科医師偏在指標は府内で最も高く、国の小児科医師偏在指標でも相対的医師少数

区域ではないことや、将来推計（年少人口令和 17年／令和５年比）0.87と年少人口の減少率

は府内でも下位で推移することを踏まえた、現状の維持・拡充 

 

（山城北医療圏） 

［産 科］ 

 ・京都式分娩取扱医師偏在指標は府内で２番目に高く、国の分娩取扱医師偏在指標でも相対的

医師少数区域ではないことや、将来推計（分娩件数令和 17年／令和４年比）0.88と分娩件数

の減少率は府内でも中位で推移することを踏まえた、現状の維持・拡充 

［小児科］ 

・京都式小児科医師偏在指標は府内で中位であり、国の小児科医師偏在指標では相対的医師少

数区域ではないことや、将来推計（年少人口令和 17年／令和５年比）0.77と年少人口の減少

率は府内でも中位で推移することを踏まえた、医師確保の推進 

 

（山城南医療圏） 

［産 科］ 

・京都式分娩取扱医師偏在指標は府内で中位であり、国の分娩取扱医師偏在指標では相対的医

師少数区域ではないことや、将来推計（分娩件数令和 17年／令和４年比）0.93と分娩件数の

減少率は府内でも下位で推移することを踏まえた、医師確保の推進 

［小児科］ 

・京都式小児科医師偏在指標は府内で最も低いものの、国の小児科医師偏在指標では相対的医

師少数区域ではないことや、将来推計（年少人口令和 17年／令和５年比）0.85と年少人口の

減少率は府内でも下位で推移することを踏まえた、重点的な医師確保の推進 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

京都府地域医療支援センター（KMCC）を中心

とした大学・病院・関係団体間の連携による

オール京都体制での医師のキャリア形成支

援、医師派遣等総合的な医師確保対策の取組

の充実・強化 

 １ 統合的な医師確保対策の充実 

 

１ 

全ての地域における医師確保の
推進と効率的な医療提供体制の
確保 

指標 
医師偏在指標における医師少数

区域 
        

指標 
府内の医療施設で従事する医師

数（人口 10 万対） 
      

         

２ 

医学生・研修医・専攻医等のそれぞれの段階

におけるキャリア形成支援を通じた若手医師

の確保 

 

 

  

 

 

指標 
キャリア形成プログラム適用同意

者数 
      

        

３ 

臨床研修や専門研修における広報活動の強化  
 

  
 

 

指標 臨床研修ガイドブック配布数       

指標 就職活動フェアにおける出展回数       

        

４ 

医師確保対策における国への政策提案・要望

等の実施 
 

 
  

 
 

指標 政策提案・要望活動の実施件数       

        

５ 

自治医科大学卒医師や地域枠医師の配置を

通じた医師確保困難地域の医療機関への医

師派遣 

 ２ 
医師の地域偏在に向けた対策の
充実 

 

 

 

指標 

キャリア形成プログラム適用予定

医師の医師確保困難地域の医療

機関への派遣医師数 

       

        

６ 

自治医科大学卒医師や地域枠医師の地域医

療に対する意識の醸成 

 

 

  

 

 

指標 
夏季実習、地域医療体験実習等の

開催回数 
      

        

７ 

医師確保困難地域をローテーションする臨床

研修及び専門研修プログラムの策定支援 
 

 

  

 

 

指標 
臨床研修における小児・産科重点

プログラムの採用数（年間） 
      

指標 
専門研修における府内医師確保

困難地域への派遣延べ医師数 
      

        

８ 

医師確保困難地域で勤務する医師確保に対

する研修・研究支援に係る事業や大学院医学

研究科への学費免許等の施策 

 

 

  

 

 

指標 
地域医療確保研修・研究支援事業

活用病院数 
      

指標 
大学院医学研究科授業料等助成

事業活用人数 
      

        

９ 

ICTを活用した地域医療ネットワークの展開  

 

  

 

 

指標 
周産期医療ネットワークの導入医

療圏数 
      

        

10 

産婦人科・小児科等の医師確保が困難な診療

科における臨床研修・専門研修プログラムの

充実や地域医療確保奨学金による特別加算

制度の充実 

 

３ 
医師の診療科偏在に向けた対策
の充実 

 

 

 

指標 
地域医療確保奨学金による特別

加算制度の利用人数（年間） 
       

        

11 ICTを活用した地域医療ネットワークの展開       

        

12 
医師の働き方改革の適用に係る超過勤務の縮

減や勤務環境改善の送信 
 ４ 

医師の働き方改革を踏まえた対
策の充実 

   

        

13 

京都府医療勤務環境改善支援センターと連

携した病院訪問等、各医療機関への支援 
 

 

  

 

 

指標 
超過勤務が年960時間を超過する

医師が在籍している医療機関数 
      

        

14 
医師の負担軽減のためのタスクシフト／シェ

アの支援 
      

        

15 ICTを活用した地域医療ネットワークの展開       
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ１ 
医師偏在指標における

医師少数区域 
３医療圏 令和５年度 ０医療圏 令和 11年度 

厚生労働省調

査 

Ｃ１ 

府内の医療施設で従事

する医師数（人口 10万

対） 

332.6人 令和２年度 338.4人 令和 12年度 

医師・歯科医

師・薬剤師統

計 

Ｃ２ 
キャリア形成プログラム

適用同意者数 
９人 令和５年度 175人 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ３ 
臨床研修ガイドブック

配布数 
1,000部 令和５年度 1,200部 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ３ 
就職活動フェアにおけ

る出展回数 
２回 令和５年度 ３回 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ４ 
政策提案・要望活動の実

施件数 
― ― ― ― 

必要に応じて

実施 

Ｃ５ 

キャリア形成プログラム

適用予定医師の医師確

保困難地域の医療機関

への派遣医師数 

62 人 令和５年度 100人 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 

Ｃ６ 
夏季実習、地域医療体

験実習等の開催件数 
各１回 令和５年度 

合同実施に

より２回 
令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ７ 

臨床研修における小児・

産科重点プログラムの

採用数（年間） 

13 名 令和５年度 13名 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 

Ｃ７ 

専門研修における府内

医師確保困難地域への

派遣延べ医師数 

354 名 令和４年度 700名 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 

Ｃ８ 
地域医療確保研修・研

究支援事業活用病院数 
７病院 令和５年度 10病院 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ８ 
大学院医学研究科授業

料等助成事業活用人数 
26 名 令和５年度 40名 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ９ 
周産期医療ネットワー

クの導入医療圏数 
５医療圏 令和４年度 全医療圏 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ10 

地域医療確保奨学金に

よる特別加算制度の利

用人数（年間） 

３名 令和５年度 10名 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 

Ｃ13 

超過勤務が年 960 時間

を超過する医師が在籍

している医療機関数 

25病院 令和４年度 13病院 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 
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（２）歯科医師 

現状と課題 

○ 京都府の令和２年 12 月 31 日現在の医療施設に従事する歯科医師数は 1,935 人です。人口 10 万

対では 75.1人（全国平均 82.5人）で全国 21位です。 

○ 医療施設の従事場所別にみると、「診療所」が 1,779人で人口 10万対では 69.0 人（全国平均 72.8

人）、「病院」が 156 人で人口 10万対では 6.1人（全国平均 9.8人）となっています。 

○ 従事する診療科別にみると、「歯科」が 1,679人で人口 10万対では 65.1 人（全国平均 71.1人）

です。次に多い診療科は、「口腔外科」が 101人で人口 10万対では 3.9人（全国平均 3.5人）と

なっています。 

○ 医療圏別にみると、人口 10 万対では京都・乙訓医療圏が 82.9 人と全国平均 82.5 人を上回って

いますが、その他の医療圏では、丹後医療圏 50.2人、中丹医療圏 63.3人、南丹医療圏 59.7人、

山城北医療圏 65.4人、山城南医療圏 58.6人となっており、医療圏により偏在が見られます。 

○ 「京都府歯と口の健康づくり推進条例」（平成 24年制定、令和３年一部改正）に基づく、「京都

府歯と口の健康づくり基本計画（第２次）」においては、オーラルフレイル対策や 8020運動など、

歯科疾患の予防や健康づくりの視点が強化され、乳幼児から高齢者までの切れ目のない歯科保健

医療等の提供について、歯科医師が果たす役割がより大きくなっています。 

○ 障害児・者の歯科保健医療については、主に京都府歯科医師会が開設する診療所において、全身

麻酔下での治療も行っており、受診希望者の増加により受診間隔が長くなるなどの課題がありま

す。歯科治療が必要な障害児・者の治療が行えるように治療後の口腔衛生管理を地域の協力歯科

医療機関と連携するなどの体制整備が必要です。 

○ 在宅歯科医療を行うための機器整備や人材育成のための研修会等、ICT 等を活用した多職種連携

の推進等により訪問歯科診療の受診を円滑にするための体制を整備しています。  

○ 大規模災害における歯科口腔保健に関する情報提供や歯科医療の提供、新型コロナウイルス感染

症対応における多職種との協働など、健康危機管理対応について重要な役割を担っています。 

○ 地域における歯科医療や歯科疾患の予防だけでなく、糖尿病など他疾病の重症化予防、誤嚥性肺

炎や人工呼吸器関連肺炎などの発症予防、また、周術期のがん患者等、医療的ケア児者やその他

障害を持つ方の疾病状況に対する口腔健康管理など、歯科に関するニーズは複雑化かつ多様化し

ています。 

○ 地域における多職種連携の推進など、歯科医師に求められる役割についても多様化していること

から幅広い年代や障害児・者、要介護者に対する個別の状況に対応できる人材の育成が必要です。 

○ 夜間や休日の外傷等救急患者への対応が求められる病院歯科医師は、勤務時間が長時間になる傾

向があることから働き方改革を推進することや、病院歯科の医療資源を確保、病院歯科機能を維

持するためのきめ細かい歯科医療機関との病診連携を推進することが重要です。  
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 全圏域における府民への質の高い歯科口腔保健・歯科医療の提供ができる。   

 

目標（取組の方向性） 

① 歯科医師が不足する地域における歯科医師の確保 

② 全身的な疾患の重症化や合併症の予防推進のための医科歯科連携の強化 

 

具体的な施策 

目標① ・複雑化かつ多様化する歯科医療ニーズを含む歯科保健の実態把握とともに、各分   

野に対応できる歯科医師の確保と人材育成を支援 

 

目標② ・病院歯科機能の充実を図り、歯科医療資源を維持し適切に活用できる体制整備及 

び歯科保健事業や ICT等を活用した多職種連携を推進 

 

 

ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

複雑化かつ多様化する歯
科医療ニーズを含む歯科
保健の実態把握ととも
に、各分野に対応できる
歯科医師の確保と人材育
成を支援 

 

１ 

歯科医師が不足する地
域における歯科医師の
確保 

 

 

 

 

     

１ 

全圏域における府民へ
の質の高い歯科口腔保
健・歯科医療の提供がで
きる。 

２ 

病院歯科機能の充実を
図り、歯科医療資源を維
持し適切に活用できる
体制整備及び歯科保健
事業や ICT 等を活用し
た多職種連携を推進 

 

２ 

全身的な疾患の重症化
や合併症の予防推進の
ための医科歯科連携の
強化 

 

 

  

指標 
府内医療施設で従

事する歯科医師数 

    

指標 
府内病院で従事す

る歯科医師数 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ２ 

府内医療施設で従

事する歯科医師数

（人口 10万対） 

75.1人 令和２年度 

 

82.5人 

 

令和 11年度 
医師・歯科医師・薬

剤師調査 

Ｃ２ 

府内病院で従事す

る歯科医師数 

（人口 10万対） 

6.1人 令和２年度 9.8人 令和 11年度 
医師・歯科医師・薬

剤師調査 
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（３）薬剤師 

現状と課題 

○ 京都府の令和２年 12月 31日現在の薬局・医療施設に就業する薬剤師は 4,961 人、人口 10万人当

たりでは 192.4人（全国平均 198.6人）で全国 17位です。 

○ 圏域別にみると、人口 10万人当たりでは、京都・乙訓医療圏が 215.6人と全国平均を上まわって

いますが、その他の圏域は丹後医療圏 113.8 人、中丹医療圏 157.8 人、南丹医療圏 136.9 人、山

城北医療圏 164.4人、山城南医療圏 154.4人となっています。 

○ 従事する施設別にみると、薬局に就業している薬剤師は 3,447人で、人口 10万人当たりでは 133.7

人（全国 28位）、また医療施設に就業している薬剤師は 1,514人で、人口 10万人当たりでは 58.7

人（全国５位）です。 

○ 一方、厚生労働省が令和５年６月に示した「薬剤師確保ガイドライン」に基づく薬剤師偏在指標※

においては、業態（病院・薬局）や地域間で差がみられます。現状、京都府全体では 0.95となっ

ており、圏域別では京都・乙訓医療圏が１を超えていますが、丹後医療圏をはじめその他の圏域で

は筆頭に比較的薬剤師が不足している状況にあり、また、薬局と比較すると病院に勤務する薬剤

師が少ない傾向にあります。このため、病院薬剤師として従事することを前提とした薬学生への奨

学金制度等を設けている病院が見受けられます。 

※ 薬剤師労働時間/薬剤師の推計業務量の比を、業態（薬局・病院）別や地域別に算出し 

た薬剤師の偏在状況を示す指標 

○ さらに、令和５年６月にまとめられた政府による「経済財政運営と改革の基本方針2023について」

においては、医療専門職のタスクシフト／シェア、薬局薬剤師の対人業務の充実、対物業務の効率

化、地域における多職種連携等を推進することとされており、地域において安全で質の高い医療を

提供するために、病院における病棟薬剤業務や院内チームへの参画、薬局における在宅医療や高

度な薬学的管理並びに病院・薬局間の薬剤情報の連携等、薬剤師に求められる業務は増加・多様

化しています。 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 圏域に関わらず、府民が同等の医療（薬物療法）の提供を受けることが可能な状態 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 薬剤師が不足する地域における薬剤師の確保と偏在の緩和 

 ② 薬剤師が不足する業態（特に病院薬剤師）における薬剤師の確保 

 

具体的な施策 

目標①② ・国の「薬剤師確保計画ガイドライン」で示された次の施策等を踏まえ、京都府薬剤

師会等の関係団体と検討し、薬剤師確保に取り組みます。 

－奨学金の返済支援や医療機関への薬剤師派遣等、地域医療介護総合確保基金を活

用した取組 

－病院や薬局の魅力や採用情報を薬学生に向けて発信するポータルサイトの構築等、

情報提供支援の取組 
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－復職支援セミナーや資質向上研修等潜在薬剤師の復職支援の取組 

－高校生等を対象とした未来の薬剤師セミナーや薬剤師の実務体験等、将来の薬剤

師のなりて確保の取組 

 

 

ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

京都府薬剤師会等関係

団体と連携した各種取

組 

 

１ 

薬剤師が不足する地域

における薬剤師の確保に

よる偏在の緩和 

 

１ 

圏域に関わらず、同等の

医療（薬物療法）の提供

を受けることが可能な

状態 

  

 

指標 

病棟薬剤業務

実施加算を算

定している病

院数 

     

２ 

京都府薬剤師会等関係

団体と連携した各種取

組（再掲） 

 

２ 病院薬剤師の確保 

   

 

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 

病棟薬剤業務実施加算

２を算定している地域

支援病院 

12病院 令和５年度 17病院 令和 11年度 

施設基準の届

出受理状況（近

畿厚生局公表） 

Ａ１ 

病棟薬剤業務実施加算

１を算定している一般

病床 200 床以上の病院

数 

31病院 令和５年度 33病院 令和 11年度 

施設基準の届

出受理状況（近

畿厚生局公表） 

Ａ１ 

病棟薬剤業務実施加算

１を算定している一般

病床 100 床以上 200 床

未満の病院数 

15病院 令和５年度 20病院 令和 11年度 

施設基準の届

出受理状況（近

畿厚生局公表） 
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（４）看護師・准看護師 

現状と課題 

○ 京都府の令和２年 12 月末現在の就業看護師数は 28,555 人で、人口 10 万対では 1,107.6 人（全

国平均 1,015.4人）と全国平均を上回っています。また、就業准看護師数は 4,375人で、人口 10

万対では 169.7人（全国平均 225.6人）で全国平均を下回っています。 

○ 京都府内で就業する看護師・准看護師の数（令和２年 12月末）は 32,930人で、人口 10万対では 

1277.3 人（全国平均 1241.0 人）と全国平均を上回っています。医療の高度・専門化、少子高齢

化、在宅医療のニーズの高まり等、看護師・准看護師に求められる役割は大きくなっており、今

後、少子高齢化の進展により、あらゆる生活の場において看護を必要とする方が増加することが

見込まれています。 

○ 圏域別では、人口 10 万対で中丹医療圏が 1,612.2 人、丹後医療圏が 1,407.9 人、京都・乙訓医

療圏が 1,335.4人と続き、京都府平均（1,277.3人）を上回っています。 

○ 北部地域では、現在、就業する看護師・准看護師は府平均よりも高いものの、丹後医療圏では 50

歳以上が半数を占めており、将来にわたり医療提供体制を確保するため、次の世代を担う看護師・

准看護師の確保・定着の取組が一層必要となっています。 

○ 看護師等学校養成所の状況は、令和５年４月現在、25校で、入学定員は 1,543 人です。令和５年

３月の卒業生は 1,495 人で、このうち 132 人が進学･その他となっています。就業者 1,363 人の

うち、904人(66.3%)が府内、459人(33.7%)は府外に就業しています。また、卒業生のうち府内に

看護職員として就業した人の割合は大学・大学院が 48.7%、看護師等養成所及び高等学校が 81.0%

です。 

〇 働きやすい環境づくりとワークライフバランスの推進による人材の確保とともに、潜在看護師が

復職できる取組の推進や、専門分野における専門性の高い看護師の確保、看護基礎教育の充実、

専門分野の研修機会の拡充等による資質の向上も求められています。 

〇 外来における看護については、在院日数の短縮化に伴い、在宅での自己管理等に向けた支援が重

要です。 

○ 訪問看護師については、人材確保とともに、在宅医療等の推進のために質の高い訪問看護サービ

スが提供できるよう研修の充実が必要です。 

 

 

（５）保健師 

現状と課題 

○ 京都府の令和２年 12 月末現在の就業保健師数は 1,238 人で、人口 10 万対では 48.0 人（全国平

均 44.1人）と全国平均を上回っています。 

○ 圏域別では、人口 10 万対で丹後医療圏が 91.5 人、南丹医療圏が 65.0 人、山城南医療圏が 62.7

人と続き、京都府平均（48.0人）を上回っています。 

○ 少子高齢化社会における地域保健活動には、医療･介護(福祉)･保健が連携し、母子保健から介護

保険まで地域包括ケアの推進が重要となります。各地域における健康寿命の延伸や健康格差の縮

小に向けた取組や、災害や新興感染症等健康危機管理に対応できる人材の育成が必要です。 
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（６）助産師 

現状と課題 

○ 京都府の令和２年12月末現在の就業助産師数は897人で、人口10万対では34.8人（全国平均30.1

人）と全国９位です。 

○ 圏域別では、人口 10万対で中丹医療圏が 51.2人、京都・乙訓医療圏が 40.8 人と京都府平均（34.8

人）を上回っています。 

 ○ 妊娠･出産･産褥期の支援において、安心で快適な出産の実現と異常の早期発見を行い、医師との 

   連携により、安全で安心な出産や子育て支援、思春期教育、更年期世代への対応等、幅広いニー 

ズに対応できる人材の育成・確保が必要です。 

 

 

[ 京都府看護職員需給推計 ] 

・令和７年（2025年）に団塊の世代が 75歳以上の後期高齢者となるなど、超高齢社会を迎え、医療・

介護・福祉への需要が増大する中で、令和７年に向け必要となる看護職員の需給数を推計しました。 

・京都府では、推計値について、看護職員の働き方改革を推進した場合の「超過勤務時間数」と「年 

 次有給休暇の取得日数」の影響を反映し、需要数を推計しました。 

 

・京都府看護職員需給推計結果                    （実人員：人） 

 現 状 

（平成 30年末） 

働き方改革を反映した推計値 

（令和７年） 

需 要 
３５，２８８人 

４２，５１２人 

供 給 ４１，９３７人 

＊  看護職員の超過勤務月 10時間以内、有給休暇年 10日以上 

 

・従事施設別看護職員需給推計結果                          (実人員：人) 

 

業務従事届 

【平成 30年末】 

1ヶ月の超過勤務 10時間以内、 

1年あたりの有給休暇 10日以上 

需要数 

【令和７年】 
増員数

 

病院 23,353 27,080 3,727 

診療所(無床)   4,235 6,208 1,973 

助産所 57 69 12 

介護保険・社会福祉

関係 
    5,370 6,850 1,480 

保健所・市町村 1,191 1,209 18 

教育機関等 494 501 7 

その他 588 595 7 

合   計 35,288
 

42,512
 

7,224
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対策の方向（看護師・准看護師・保健師・助産師） 

目指す方向 

▶ 全圏域において府民が必要とする看護の提供ができる。 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 看護職員の確保・定着 

 ② 看護職員の資質の向上 

 ③ 京都府内における再就業の促進 

  

  【看護師・准看護師】 

・在宅医療を担う訪問看護師の確保と質の高い看護が提供できるよう研修の充実を推進 

   ・特定行為研修修了者等、専門性の高い看護師の確保や、看護基礎教育の充実、専門分野の

研修機会の拡充等による質の高い看護の提供及び資質の向上を推進 

【保健師】  

    ・各地域における健康寿命の延伸や健康格差の縮小に向けた取組、地域包括ケアの推進等に

加え、災害や新興感染症等の健康危機管理に対応できる人材の育成を推進 

【助産師】 

     ・出産から育児に関する支援や、思春期教育、更年期世代への対応等、幅広いニーズに対応

できる人材の確保を推進 

 

具体的な施策 

目標① ・養成の充実 

－小・中学生等の次代を担う若者を対象に、看護現場を身近に体験する機会を通じ

て、広く看護への関心を高め看護職員を目指す人を増やすため、看護学校と病院

が連携した看護師体験学習会などの取組を推進 

－病院等を対象とした実習指導者講習会や専任教員を対象とした研修を実施すること

により、看護実習生の受入れの維持・拡大を図るとともに、臨地実習の質の向上を

図ることで、質の高い看護師の養成を推進 

－看護師等養成所の運営支援及び教育環境の充実 

 ・確保・定着の推進 

－看護師等学校養成所の学生に対して修学資金を貸与し、修学中に勉学に励むこと

ができるよう環境整備を行うとともに、返還免除制度により、京都府内への就業

を促進 

－院内保育所の設置の促進とともに、看護職員の仕事と子育ての両立ができる環境

整備を行うことで、離職防止を強化 

－看護職員の夜勤等の業務軽減や ICT の活用等を通じて看護業務の効率化を推進す

る等、京都府医療勤務環境改善支援センターや関係機関との連携等により働きや

すい環境づくりとワークライフバランスを推進し、看護職員の就労環境の改善を

推進 
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－中・高校生、看護学生及び未就業者向けの就職・就学フェアや、地域や職場の魅

力発信により人材を確保 

   －実習連絡調整員を配置することで、北部実習の受入拡大等に関する体制強化を行い、

北部地域における看護師確保を推進 

－京都府立看護学校において、高度医療や地域医療に対応できる教育環境の充実など

質の高い看護師の養成を行うとともに、北部地域の卒後教育やキャリア支援の拠点

化を図り、看護職員定着を推進 

－訪問看護事業所に勤務する新人看護師と管理者を対象とした OJT 研修等の実践的指

導研修を実施し、訪問看護師の確保・定着を推進 

－市町村等に勤務する保健師に対して、体系的な研修体制を整備し、地域の健康課題

に応じた保健活動を支援 

－計画的な人材確保に向けて、市町村等へ必要な助言や情報提供等の支援を推進 

 

目標② ・資質の維持・向上 

－新人看護師・新人助産師やその指導者への研修を実施する病院等に対しての支援 

－行政保健師に対する新任期、中堅期、管理期別研修の実施 

－医師の働き方改革のもとでタスク・シフト/シェアが進められる中、京都府内におい

て専門的な看護が提供できる人材を把握するとともに、在宅医療や、救急分野、感

染症発生時等に対応できる特定行為研修修了者等、専門性の高い看護人材の計画的

な養成を推進 

－特に、新興感染症への対応を見据えて、病院における受入体制の整備や質の高い看

護の提供、地域間連携を図るため、感染管理の認定看護師等による指導ができるよ

う、人材育成を強化 

－在宅や高齢者施設において、看取りや医療的ケア児への療養支援等、今後、需要が

高まる領域への人材育成を推進 

－安全で安心な出産や子育て支援のため、ハイリスク分娩や NICU（新生児集中治療室）

の退院調整等専門性の高い助産師の育成を支援 

 

目標③ ・再就業の促進 

－民間の有料職業紹介事業者を利用する医療機関に負担が生じていることから、京都

府ナースセンターの無料職業紹介事業などの利用を推進するとともに啓発事業の実

施など、潜在看護師の就業を促進する取組みを強化 

－未就業者の潜在化防止対策として退職者等登録サイト(つながりネット)を活用し、

関係機関と連携した支援を充実 

－潜在看護師や潜在助産師に対して、復職しやすい環境を整えるため、スキル確認

講習会や領域別研修等のリカレント研修を行うことで、再就業時における技術的・

精神的な負担を軽減 

－働き方に応じた就業マッチングの実現により、潜在看護師や潜在助産師の再就業を

促進し、看護人材の確保を推進 
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ロジックモデル（看護師・准看護師・保健師・助産師） 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

養成の充実  

１ 

看護職員の確保・定着  

 

 

指標 
小中学生等看護師体
験学習会の満足度 

 指標 
京都府内に就業する
看護師数 

 
 

指標 
看護師等養成所教員
養成講習会受講率 

 

指標 

京都府内の訪問看

護事業所に就業する
看護職員数 

   

    指標 
京都府内における看
護職員の離職率 

   

   指標 

京都府内における新

人看護職員の離職
率 

   

２ 

確保・定着の推進       

指標 
看護職就職・就業フ

ェアの参加人数 
    １ 

全圏域において府民が必要と

する看護の提供ができる 

指標 
訪問看護 OJT 研修の
受講者数 

      

指標 
訪問看護ステーショ
ン１か所あたりの訪

問看護師数 

      

         

３ 

資質の維持・向上  

２ 

看護職員の資質の向上    

指標 
新人看護師研修の受

講者数 
 指標 

府内に就業する認定

看護師数 
   

指標 
新任期保健師研修の
受講率 

 指標 
特定行為研修修了
者の府内就業者数 

   

        

４ 

再就業の促進 
 

３ 

京都府内における再就業の促

進 
   

指標 
つながりネットの登

録者数 
 指標 

府内に再就業した看

護職員数 
   

指標 
潜在助産師の再就業
数 

       

指標 
スキル確認講習会受
講者数 
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成果指標 

 項 目  現状値 目標値 出 典 

Ｂ１ 
京都府内に就業する看護師数 
（看護職員需給推計）  
＊保健師、助産師、准看護師含む 

35,065人 
 

令和２年度 
 

42,512人 令和７年度 
衛生行政報告例

等 

Ｂ１ 
京都府内の訪問看護事業所に就

業する看護職員数（人） 
1,912人 令和２年度 3,108人 令和 11年度 衛生行政報告例 

Ｂ１ 
京都府内における看護職員の離
職率（％） 

11.5％ 令和４年度 10.5％ 令和 11年度 
京都府ナースセ
ンター調査 

Ｂ１ 
京都府内における新人看護職員
の離職率（％） 

6.8％ 令和４年度 6.8％ 令和 11年度 
京都府ナースセ
ンター調査 

Ｂ２ 
府内に就業する認定看護師数 

（延べ）（人） 
373人 令和５年度 475人 令和 11年度 

京都府医療課調

べ 

Ｂ２ 
特定行為研修修了者の府内就業

者数（延べ）（人） 
170人 令和５年度  458人 令和 11年度 

京都府医療課調

べ 

Ｂ３ 
府内に再就業した看護職員数
（年間）（人） 

705人 令和４年度  791人 令和 11年度 
京都府ナースセ
ンター調査 

Ｃ１ 
小中学生等看護師体験学習会の
参加満足度（％） 

81.3％ 令和５年度 82％ 令和 11年度 
京都府医療課調
べ 

Ｃ１ 
看護師等養成所教員養成講習会
受講率（％） 

87.6％ 令和５年度 90％ 令和 11年度 
京都府医療課調
べ 

Ｃ２ 
看護職就職・就業フェアの参加人
数(年間)（人） 

379人 令和４年度  392人 令和 11年度 
京都府医療課調
べ 

Ｃ２ 
訪問看護 OJT研修の受講者数 

（年間）（人） 
19人 令和４年度 19人 令和 11年度 

京都府医療課調

べ 

Ｃ２ 
訪問看護ステーション１箇所当

たりの訪問看護師数（人） 
5.5人 令和４年度 6.0人 令和 11年度 

京都府ナースセ

ンター調査 

Ｃ３ 
新人看護職員研修の受講者数

（人） 
1,160人 令和４年度 1,224人 令和 11年度 

京都府医療課調

べ 

Ｃ３ 新任期保健師研修の受講率（％）  96.6％ 令和４年度 100％ 令和 11年度 
京都府健康対策
課調べ 

Ｃ４ 
つながりネットの登録者数 
（延べ）（人） 

1,555人 令和４年度 2,401人 令和 11年度 
京都府医療課調
べ 

Ｃ４ 
潜在助産師の再就業者数 
（年間）（人） 

9人 令和４年度 11人 令和 11年度 
京都府医療課調
べ 

Ｃ４ 
スキル確認講習会受講者数 
（年間）（人） 

 76人 令和４年度 80人 令和 11年度 
京都府医療課調
べ 

＊看護職員需給推計については、国の動向を踏まえ、今後見直しを検討 
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（７）理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 

現状と課題 

○ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士（以下「リハビリテーション専門職」とします。）の府内の

養成施設については、理学療法士が４箇所、作業療法士が５箇所（令和６年４月開設予定を含みま

す。）、言語聴覚士が３箇所開設されており、人材の供給は増加しています。 

○ ただし、リハビリテーション専門職が少ない地域や分野（介護分野、在宅等）があり、総合的な

リハビリテーション提供体制を構築する上で、リハビリテーション専門職の更なる確保・育成が必

要です。 

 

◆京都府の病院に就業している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、令和２年で、それぞれ
2,122.2 人、947.0人、373.3 人です(常勤換算)。人口 10 万人対では、それぞれ 82.3人(全国
平均 67.0人)で全国 14位、36.7人(全国平均 37.9人)で全国 29位、14.5人(全国平均 13.3人)
で全国 23位です。 

◆圏域別(人口 10万人対)にみると、丹後医療圏が 84.2人、33.6人、7.9人、中丹医療圏が 75.1
人、45.0人、13.1人、南丹医療圏が 55.8人、19.5 人、7.7人、京都・乙訓医療圏が 84.0人、
36.8人、15.1人、山城北医療圏が 97.1人、44.5人、18.1人、山城南医療圏が 45.4人、15.5
人、7.4人となっています。 

◆京都府の介護サービス施設・事業所に就業している理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、
令和３年で、それぞれ 877 人、378 人、90 人です(常勤換算)。人口 10 万人対では、それぞれ
34.2人(全国平均 41.3人)、14.8人(全国平均 20.3人)、3.5人(全国平均 4.0人)といずれも全
国平均を下回っています。 

 

○ 高齢者、障害児・者の在宅生活支援や認知症の方への対応、市町村の介護予防事業への支援など、

リハビリテーションのニーズが多様化しています。 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 急性期から回復期、維持・生活期まで継続したリハビリテーション提供体制が更に充実して

います。 

▶ 在宅リハビリテーションに対応する医師（かかりつけ医等）が適切にリハビリテーションの

指示を出し、それに対応できるリハビリテーション専門職がいる病院・施設が充実し、誰も

が住み慣れた地域で、安心して暮らせています。 

 

目標（取組の方向性） 

① リハビリテーション専門職（特に作業療法士及び言語聴覚士）を更に確保・育成し、リハビ

リテーション専門職の数が少ない地域や分野（介護分野、在宅等）での就業を促進します。 

② リハビリテーション専門職の質の向上を更に図ります。 

 

具体的な施策 

目標① ・府内高校の生徒及び進路指導教員に対し、職能団体と連携して、冊子、訪問等により

リハビリテーション専門職の業務の内容や魅力を紹介します。 

  ・府内への就業を希望する養成施設の修学者に対し、修学資金を貸与します（不足地域

等対象を重点化します。）。 

 ・北部地域や介護・福祉施設を含めたリハビリテーション就業フェアを開催します。 

  ・養成施設と病院・介護施設等が集まる意見交換会を開催するとともに、府内のリハビ
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リテーション専門職の確保・育成に連携して取組みます。 

 

目標①② ・高齢者等の在宅生活を多職種で支援するため、在宅リハビリテーションに関する研

修を実施します。 

   ・地域ケア会議、介護予防事業等に参画・助言できるリハビリテーション専門職や認

知症の方に対応できるリハビリテーション専門職の養成研修を実施します。 

 ・障害児施設等での実地研修、摂食嚥下などの研修を実施し、小児を含めたリハビリ

テーションニーズの多様化に対応します。 

 

ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 高校生等への職業紹介  

１ 

リハ専門職の確保・育成  

１ リハ提供体制の更なる充実 

   指標 
人口10万人当たりの

リハ専門職の数 
 

２ 修学資金の貸与       

        

３ リハ就業フェアの開催       

        

４ 
養成施設、病院等との意見

交換会等 
      

        

５ 在宅リハ研修の実施  ２ リハ専門職の質の更なる向上  ２ 

在宅リハ提供体制が充実し

た、住み慣れた地域での安

心な暮らし 

        

６ 

地域ケア会議等に参画等で

きるリハ専門職の養成、認知

症の方に対応可能なリハ専

門職の養成 

      

指標 

地域ケア会議等に

参画等できるリハ

専門職の養成数 

      

        

７ 
小児リハ等多様なリハニー

ズへの対応 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出典 

Ｂ１ 

府内病院で従事する

リハビリテーション

専門職の数（人口10万

人対） 

理学療法士 

82.3人 

作業療法士 

36.7人 

言語聴覚士 

14.5人 

令和２年度 

理学療法士 

135.9人 

作業療法士

63.6人 

言語聴覚士 

22.8人 

令和11年度 医療施設調査 

Ｂ１ 

京都・乙訓圏域以外の

府内病院で従事する

リハビリテーション

専門職の数（人口10万

人対） 

理学療法士 

79.5人 

作業療法士 

36.5人 

言語聴覚士 

13.4人 

令和２年度 

理学療法士 

124.5人 

作業療法士

60.9人 

言語聴覚士 

21.2人 

令和11年度 医療施設調査 

Ｂ１ 

介護サービス施設・事

業所で従事するリハ

ビリテーション専門

職の数（人口10万人

対） 

理学療法士 

34.2人 

作業療法士 

14.8人 

言語聴覚士 

3.5人 

令和３年度 

理学療法士 

40.8人 

作業療法士 

19.2人 

言語聴覚士 

4.3人 

令和11年度 

介護サービス

施設・事業所

調査 

Ｃ６ 

地域ケア会議等に参

画等できるリハビリ

テーション専門職の

養成数（登録者数累

計） 

220人 令和４年度 370人 令和11年度 

京都府リハビ

リテーション

支援センター

調べ 
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（８）臨床工学技士 

現状と課題 

○ 新型コロナウイルス感染症対応では、新興感染症対策医療従事者養成高度医療研修の実施等によ

り、重症者に対する人工呼吸器や ECMO による治療を行うなど、高度医療が提供できる施設（医

師・看護師・臨床工学技士のチーム）の拡大に繋がりました。 

○ 今後、高度な医療技術等の進歩に伴い、医療機関においては、医療機器の高度・複雑化が一層進

むとともに、在宅医療においても、人工呼吸器装着児者の増加が見込まれることから、臨床工学

技士との連携が重要となります。このため、今後とも医療機器の安全確保と維持管理等の担い手

としての臨床工学技士の確保・資質向上が必要です。 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 全圏域において質の高い医療が提供できる 

 

目標（取組の方向性） 

① 臨床工学技士の確保・定着 

② 臨床工学技士の資質の維持・向上 

 

具体的な施策 

目標①②・府内就業に向けた相談等への周知とともに、高度化する在宅療養者等のニーズに対応

するために関係団体が実施する研修を支援 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

臨床工学技士の確保の

取組 

 

１ 
臨床工学技士の確保・定

着 

 

１ 

圏域に関わらず、必要な

医療の提供を受けるこ

とができる 

指標 

府内に就業する臨

床工学技士数（人

口 10万対） 

  

 

     

２ 

臨床工学技士の人材確

保に係る地域偏在の緩

和 

 

 

 

指標 

府内に就業する臨

床工学士数が全国

平均を上回る圏域

数 

 

 

 

     

３ 

京都府臨床工学技士会

等関係団体と連携した

各種取組 

 

２ 
臨床工学技士の資質の

維持・向上 

   

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出典 

Ｃ１ 
府内に就業する臨床工学技士

数（人口10万対） 
33.3 令和３年度 現状維持 令和11年度 

令和３年病

床機能報告 
Ｃ２ 

府内に就業する臨床工学士数

が全国平均を上回る圏域数 
５医療圏 令和３年度 全医療圏 令和11年度 
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（９）歯科衛生士・歯科技工士 

現状と課題 

【歯科衛生士】 

○ 京都府において、令和２年 12月 31日現在、就業している歯科衛生士数は 2,546人です。人口

10万対では、98.8人（全国平均 113.2人）で全国 37位です。 

○ 医療圏別にみると、人口 10 万対では、丹後医療圏 80.3 人、中丹医療圏 93.9 人、南丹医療圏

95.6人、京都・乙訓医療圏 102.0人、山城北医療圏 97.2人、山城南医療圏 85.9人となってお

り、医療圏により偏在が見られます。 

【歯科技工士】  

○ 京都府において、令和２年 12月 31日現在、就業している歯科技工士数は 555人です。人口 10

万対では、21.5人（全国平均 27.6人）で全国 41位です。 

○ 医療圏別にみると、人口 10 万対では、南丹医療圏が 35.2 人と全国 27.6 人を上回っています

が、その他医療圏では、丹後医療圏 23.4人、中丹医療圏 22.2人、京都・乙訓医療圏 20.2人、

山城北医療圏 20.9 人、山城南医療圏 24.8 人となっており、医療圏により偏在が見られます。 

 

○ 高齢化の進展、医療的ケア児等在宅療養者の増加に伴い、歯科に関するニーズは複雑化かつ多様

化しており、個別性の高い口腔衛生管理の提供が行われつつあります。 

 ○ 歯科衛生士と歯科技工士の人材確保状況に、地域偏在が見受けられます。特に、歯科技工士の就

業者は高年齢化しており、離職についても進んでいることから、若い人材の育成が必要です。 

○ ライフステージに対応した口腔衛生管理が重要であり、幅広い年代や個別の状況に対応できる人

材の育成が必要です。 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 全圏域における府民への質の高い歯科口腔保健・歯科医療の提供ができる。 

 

目標（取組の方向性） 

① 不足する歯科衛生士や歯科技工士の再就業支援 

② 高度化・多様化する歯科ニーズに対応できる人材の育成 

 

具体的な施策 

 目標① ・団体が実施する再就業支援に関する研修や人材育成研修を支援 

 

目標② ・歯科保健事業等を通じ、多職種連携を推進 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

歯科衛生士、歯科技工士

の確保の取組 

 

１ 

潜在歯科衛生士や潜在

歯科技工士の再就業支

援による人材の確保 

 

１ 

圏域に関わらず、必要な

医療の提供を受けるこ

とができる 

指標 

府内で就業する

歯科衛生士数

（人口 10万対） 

 

 

 

指標 

府内で就業する

歯科技工士（人

口 10万対） 

 

 

 

     

２ 
関係団体と連携した各

種取組 

 

２ 

高度化・多様化する歯科

ニーズに対応できる人材

の育成 

   

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ１ 
府内で就業する歯科衛

生士数（人口 10万対） 
98.8人 令和２年度 113.2人 令和 11年度 

衛生行政報告

例（従事者関係

者） 

Ｃ１ 
府内で就業する歯科技

工士数（人口 10万対） 
21.5人 令和２年度 27.6人 令和 11年度 

衛生行政報告

例（従事者関係

者） 
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（10）管理栄養士・栄養士 

現状と課題 

○ 地域特性に応じた健康づくり・栄養改善事業の充実及び生活習慣の改善のための保健指導、高齢

者の栄養改善等に関する需要の増大に伴い地域保健における管理栄養士・栄養士の活動の充実が

望まれており、人材の確保・資質向上が必要です。 

○ 府内市町村の管理栄養士・栄養士配置率は、84％（全国 90％）で、管理栄養士・栄養士を配置し

ている特定給食施設（病院、介護老人保健施設、介護医療院を除く）の割合は、63%（全国 70%）

と共に全国と比べて低い状況にあり、配置率の向上や各施設における栄養管理及び在宅療養者へ

の栄養管理の充実が望まれます。 

対策の方向 

目指す方向 

▶ どこに住んでいても望ましい栄養指導を受けることができる。 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 管理栄養士・栄養士が不足する地域における人材の確保 

 ② 高度化、多様化する栄養・食支援に対応できる人材の育成及び体制の整備 

  

具体的な施策 

 目標①② ・地域特性に応じた健康づくり事業を推進するために、市町村における行政栄養士の

配置促進に向けて、必要な助言や情報提供を行うとともに、資質向上のための研修

を実施 

・特定給食施設における栄養管理の推進のため、管理栄養士・栄養士の更なる配置促

進に向けて情報提供を行うとともに、資質向上のための研修を実施 

・在宅における療養の増加に対応するため、管理栄養士が質の高い在宅訪問栄養食事

指導を提供できるよう、関係団体が行う育成を目的とした研修を支援 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

地域特性に応じた健

康づくり事業を推進

するために、市町村に

おける行政栄養士の

配置促進に向けて、必

要な助言や情報提供

を行うとともに、資質

向上のための研修を

実施 

 

 

 

  

 

 

 

  

１ 

管理栄養士・栄養士

が不足する地域にお

ける人材の確保 

 

１ 

どこに住んでいても望ましい

栄養指導の提供を受けること

ができる 

２ 

特定給食施設におけ

る栄養管理の推進の

ため、管理栄養士・栄

養士の更なる配置促

進に向けて情報提供

を行うとともに、資質

向上のための研修を

実施 

    

指標 

管理栄養士・栄養士

を配置している特定

給食施設の割合（病

院、介護老人保健施

設、介護医療院除く） 

 

２ 

高度化、多様化する

栄養・食支援に対応

できる人材の育成及

び体制の整備 

 

指標 
行政管理栄養士・栄

養士配置率 

      

３ 

在宅における療養の

増加に対応するため、

管理栄養士が質の高

い在宅訪問栄養食事

指導を提供できるよ

う、育成を目的とした

関係団体が行う研修

を支援 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 

管理栄養士・栄養士を配

置している特定給食施

設の割合（病院、介護老

人保健施設、介護医療

院除く） 

63.3% 令和３年度 75% 令和 11年度 衛生行政報告例 

Ａ１ 
行政管理栄養士・栄養

士配置率 
84% 令和３年度 90% 令和 11年度 衛生行政報告例 
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２ リハビリテーション体制の整備 

現状と課題 

○ 高齢化の進展などにより、脳血管疾患等を発症し機能障害を伴う患者が増加しており、その状況

に応じ、急性期から回復期、維持・生活期まで継続した総合的なリハビリテーション提供体制の更

なる充実が必要です。 

○ リハビリテーションは、急性期・回復期においては病院、維持・生活期においては病院、介護保

険事業所等でサービスが提供されていますが、医療従事者(医師、看護師、リハビリテーション専門

職等)と介護従事者(社会福祉士、介護福祉士等)の連携が重要であり、患者の望む暮らしの実現に向

けて医療・介護サービス提供者の連携体制の強化が更に必要です。 

○ リハビリテーション科専門医や在宅においてリハビリテーションに対応できる医師（かかりつけ

医等）の確保・育成が必要です。 

○ 総合的なリハビリテーション提供体制を構築する上で、リハビリテーション専門職が少ない地域

や分野（介護分野、在宅等）があり、リハビリテーション専門職の更なる確保・育成が必要です(地

域的には、京都市・乙訓、山城北圏域が多く、丹後、中丹、南丹、山城南圏域が少ない。）。 

○ 高齢者や障害児・者の在宅生活支援や認知症の方への対応、地域ケア会議、介護予防事業等への

参画などリハビリテーションニーズが多様化しています。 

○ 訪問リハビリテーション等の維持・生活期における在宅のサービス提供施設の拡充が引き続き必

要です。 

○ コロナ禍で訪問指導や対面での研修等に制限があった一方で、オンライン活用による広域的な会

議や研修の開催が容易になっており、目的・状況に応じた開催方法の使い分けにより顔が見える関

係づくりを更に進め、現場レベルでの総合リハ推進体制の構築が必要です。 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 急性期から回復期、維持・生活期まで継続したリハビリテーション提供体制が更に充実して

います。 

▶ 在宅リハビリテーションに対応する医師（かかりつけ医等）が適切にリハビリテーションの

指示を出し、それに対応できるリハビリテーション専門職がいる病院・施設が充実し、誰もが

住み慣れた地域で、安心して暮らせています。 

 

目標（取組の方向性） 

① 地域におけるリハビリテーションの連携体制を整備し、地域包括ケアを推進します。 

② 認知症の方や障害児・者に対する支援を充実します。 

③ リハビリテーション従事者を確保・育成するとともに、質の向上を図ります。 

④ 在宅リハビリテーションを提供する施設を拡充するとともに、先端的リハビリテーションの

普及を促進します。 

⑤ 京都府総合リハビリテーション連携指針を推進します。 
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具体的な施策 

目標① ・高齢者健康福祉圏域ごとに圏域のリハビリテーションの基幹病院を「地域リハビリテ

ーション支援センター」に指定し、訪問・相談支援、多職種による事例検討会等を行

うなど各圏域の特性に応じた地域リハビリテーションを推進します。 

・大腿骨近位部骨折・脳卒中地域連携パスの取組みを関係団体、病院等と連携して進め

ます。 

 

目標①③ ・地域ケア会議、介護予防事業等に参画・助言できるリハビリテーション専門職の養

成研修を実施します。 

 

目標② ・リハビリテーション専門職等に対する認知症研修・講習を実施します。 

・障害児・者のリハビリテーションを担う人材に対する研修を実施します。 

・小児リハビリテーション関連施設一覧を発行し、小児リハビリテーションに対応でき

る機関の情報を発信します。 

 

目標③ ・京都府立医科大学「リハビリテーション医学教室」において専門医・認定臨床医を養

成します。 

・京都府リハビリテーション教育センターにおいて、在宅リハビリテーションに対応で

きるかかりつけ医等の養成研修（サポート医養成）を実施します。 

・府内高校の生徒及び進路指導教員に対し、職能団体と連携して、冊子、訪問等により

リハビリテーション専門職の業務の内容や魅力を紹介します。 

・府内への就業を希望する養成施設の修学者に対し、修学資金を貸与します（不足地域

等対象を重点化します。）。 

・北部地域や介護・福祉施設を含めたリハビリテーション就業フェアを開催します。 

・養成施設と病院・介護施設等が集まる意見交換会を開催するとともに、府内のリハビ

リテーション専門職の確保・育成に連携して取り組みます。 

・高齢者等の在宅生活を多職種で支援するため、在宅リハビリテーションに関する研修

を実施します。 

・障害児施設等での実地研修、摂食嚥下などの研修を実施し、小児を含めたリハビリテ

ーションニーズの多様化に対応します。 

 

目標④ ・訪問リハビリテーション事業所の新規開設等を支援します。 

・先端的なリハビリテーション機器・介護機器の情報発信と活用を促進します。 

 

目標⑤ ・令和元年10月策定の「京都府総合リハビリテーション連携指針」に基づき施策を推進

するとともに、学識経験者や医療・介護・福祉に関わる関係団体等の意見を踏まえ、

改定を行います。 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 
地域リハ支援センターによる地域リ

ハ推進 

 
１ 

リハ連携体制の整備し、地

域包括ケアを推進 

 
１ リハ提供体制の更なる充実 

         

２ 

地域ケア会議等に参画等できるリ

ハ職の養成 
      

指標 

地域ケア会議等に参画

等できるリハ専門職の養

成数 

      

         
３ 地域連携パスの推進       

         

４ 認知症研修等の実施  ２ 
認知症の方、障害児・者へ

の支援の充実 
   

         

５ 
小児リハ人材の研修       

指標 小児リハ対応機関数       

         

６ 
小児リハ対応機関の情報発信       

指標 小児リハ対応機関数       

         

７ 

リハ科専門医、リハサポート医等の

養成 
 

３ 

リハ専門職等の育成、確保

及び質の向上 
   

指標 リハサポート医養成数  指標 
人口 10 万人当たり

のリハ専門職の数 

 
  

         

８ 高校生等への職業紹介     ２ 
在宅リハ提供体制が充実した、住

み慣れた地域での安心な暮らし 

         
９ 修学資金の貸与       

        
10 リハ就業フェアの開催       

         
11 養成施設、病院等との意見交換等       

         
12 在宅リハ研修の実施       

        

13 
小児リハ等多様なリハニーズへの

対応 
      

         

14 
訪問リハ事業所の開設等の支援  ４ 

在宅リハビリテーションを提

供する施設を拡充するととも

に、先端的リハビリテーショ

ンの普及を促進 

   

指標 訪問リハ事業所数       

         
15 先端リハの情報発信等       

         

16 
リハ連携指針に基づく施策の推進

等 

 ５ 
京都府総合リハビリテーショ

ン連携指針を推進 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出典 

Ｂ３ 

府内病院で従事する

リハビリテーション専

門職の数（人口10万人

対）（再掲） 

理学療法士 

82.3人 

作業療法士 

36.7人 

言語聴覚士 

14.5人 

令和２年度 

理学療法士 

135.9人 

作業療法士

63.6人 

言語聴覚士 

22.8人 

令和11年度 医療施設調査 

Ｂ３ 

京都・乙訓圏域以外の

府内病院で従事する

リハビリテーション専

門職の数（人口10万人

対）（再掲） 

理学療法士 

79.5人 

作業療法士 

36.5人 

言語聴覚士 

13.4人 

令和２年度 

理学療法士 

124.5人 

作業療法士

60.9人 

言語聴覚士 

21.2人 

令和11年度 医療施設調査 

Ｂ３ 

介護サービス施設・事

業所で従事するリハ

ビリテーション専門

職の数（人口10万人

対）（再掲） 

理学療法士 

34.2人 

作業療法士 

14.8人 

言語聴覚士 

3.5人 

令和３年度 

理学療法士 

40.8人 

作業療法士 

19.2人 

言語聴覚士 

4.3人 

令和11年度 

介護サービス

施設・事業所

調査 

Ｃ２ 

地域ケア会議等に参

画等できるリハビリテ

ーション専門職の養

成数（登録者数累計）

（再掲） 

220人 令和４年度 370人 令和11年度 

京都府リハビ

リテーション

支援センター

調べ 

Ｃ６ 
小児リハビリテーシ

ョン対応機関数 
100機関 令和４年度 120機関 令和11年度 

京都府リハビ

リテーション

支援センター

調べ 

Ｃ７ 
リハビリテーションサ

ポート医の養成数 
37人 令和４年度 280人 令和11年度 

京都府リハビ

リテーション

支援センター

調べ 

Ｃ14 
訪問リハビリテーシ

ョン事業所数 
137事業所 令和３年度 162事業所 令和11年度 

介護給付費等

実態統計報告 
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京都府における総合リハビリテーション推進体制図

府民（高齢者、障害児・者、家族等）

リハビリテーション施設（急性期・回復期/病院・回復期リハ病棟等 維持・生活期/介護保険施設、障害者施設等）・地域包括支援センター等

京都府地域リハビリテーション連携推進会議

京都府リハビリテーション支援センター

府保健所
<地域支援研究センター>

• 明治国際医療大学附属病院

丹後圏域連絡会

〈地域支援ｾﾝﾀｰ〉
• 丹後中央病院

《丹後圏域》

中丹圏域連絡会

<地域支援ｾﾝﾀｰ>
• 舞鶴赤十字病院
• 市立福知山市民

病院

《中丹圏域》 《南丹圏域》

南丹圏域連絡会

〈地域支援ｾﾝﾀｰ〉
• 京都中部総合医

療センター

《京都・乙訓圏域》

京都市域

〈地域支援ｾﾝﾀｰ〉
• がくさい病院

乙訓地域連絡会

<地域支援ｾﾝﾀｰ>
• 京都済生会病院

山城北圏域連絡会

〈地域支援ｾﾝﾀｰ〉
• 京都岡本記念病

院

《山城北圏域》

山城南圏域連絡会

<地域支援ｾﾝﾀｰ>
• 京都山城総合医

療センター

《山城南圏域》

（支援・連携）

（支援・連携）

（支援・連携）

（支援・連携）
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３ 外来医療に係る医療提供体制 

現状と課題 

 ○診療所の状況 

・外来医療については、地域で中心的に外来医療を担う診療所が都市部に偏在する傾向にあり、京

都府においても、診療所数の約７割、診療所に従事する医師数の約８割が京都・乙訓医療圏に集

中しています。 

  ・厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師統計」（令和２年 12月末現在）では、診療所医師の主た

る診療科は、内科や外科だけではなく、消化器内科や循環器内科、脳神経外科や乳腺外科等の専

門的な診療科が増加する傾向にあり、診療所の専門分化が進んでいます。その他の診療科では、

ほぼ全ての診療科において診療所の医師数が増加しています。 

  ・全国の診療所の医師数は、医療施設に従事する医師数の３割以上を占めており、京都府において

も 31%が診療所で従事しています。 

・診療所医師は男性が 65歳以上 69歳未満の区分が最も多く、女性は 60歳以上 64歳未満の区分が

最も多くなっています。また、診療所の医師数で 70歳以上が占める割合は、全国的に見て高い傾

向にあります。 

  ・診療所の外来患者対応割合は、全国と比較するとやや低い傾向にあり、二次医療圏ごとに見ると

中北部地域が低い傾向にあります。 

  ・地域で充実が必要な外来医療機能等については、二次医療圏ごとの地域医療構想調整会議等を協

議の場と位置づけ、意見交換を行いました。今後開催する予定の地域医療構想調整会議での意見

を記載 

・地域ごとの外来医療機能の偏在状況や、医療機関の地図情報等を可視化し、医療関係者等が容易

に参照できるようにすることで、偏在の是正につなげる必要があります。 

 

 ○外来医師偏在指標 

  ①国の外来医師偏在指標 

  ・医師の性・年齢別による労働量や住民の性・年齢構成等による医療需要等の要素を考慮した外来

医師偏在指標が新たに算出されました。 

  ・外来医師偏在指標では全国の 335 二次医療圏を順に並べ、上位 33.3%を「外来医師多数区域」と

呼ぶこととされました。令和５年に公表された指標では、引き続き京都・乙訓医療圏が「外来医

師多数区域」とされました。「外来医師多数区域」においては、新規開業者に対して、地域で不足

する外来医療機能を担うことを求めることができるとされています。 

  ・診療所は１人の医師により運営されていることが多いことから、外来医師偏在指標は診療所の現

在状況を示す指標としても活用が可能です。 

 
 （国が外来医師偏在指標算出に考慮することとした要素） 

・医療需要（ニーズ）及び人口・人口構成とその変化 

・患者の流出入等  

・医師の性別・年齢分布  

・医師偏在の種別（区域、病院／診療所） 

４

要

素 
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  ②京都式外来医師偏在指標 

  ・国の外来医師偏在指標では、「京都府の受療率が用いられていない」、「へき地等の地理的要因が反

映されていない」ため、京都府の実態に即したものとなるよう、独自の要素を考慮して補完した

「京都式外来医師偏在指標」を算出しました。 

 

（京都府の独自要素） 

   ａ 患者側の要因 

京都府の医療ニーズを加味するため、京都府の患者受療率（平成 29年患者調査※）を活用して補    

正 

※新型コロナウイルス感染症のまん延による受診控えを考慮するため、最新の調査ではなく、前回同様平成 29

年患者調査から引用 

   ｂ 地 理 的 要 因 

医療機関までのアクセス時間を考慮するため、医療機関から車での移動時間により算出した人口

カバー率を活用して補正 

＊移動時間は（ESRI ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）の Network Analyst を使用（通常の一般車両）） 

＊全国比較は、道路総延長距離あたりの可住地面積の比率による 

＊国土交通省：2022 年道路統計年報／総務省：2023 年統計でみる都道府県(市町村)のすがた 

――ここに「京都式外来医師偏在指標」の最新を挿入―― 

 

〇外来医療の明確化・連携強化 

   ・令和４年 10月から開始された外来機能報告制度に基づき、地域の実績に応じた外来医療提供体

制について把握するとともに、外来機能報告により入手可能な紹介受診重点外来や紹介・逆紹

介等のデータを活用し、地域において「医療資源を重点的に活用する外来」を基幹的に担う医

療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化するなど、地域における外来医療体制のあり方につ

いて検討します。 

・京都府では、外来機能報告に基づく各医療機関の情報をホームページで提供しています。 

・日頃から身近で相談に乗ってもらうことができる「かかりつけ医」を持つことが重要であり、

「かかりつけ医」はその機能を地域で十分に発揮することが期待されます。 

 

全国比＊

全国 112.2 100

京都府 141.4 126 2

丹後 92.9 83 216

中丹 97.8 87 183

南丹 90.6 81 228

京都・乙訓 161.3 144 4 多数

山城北 103.6 92 145

山城南 85.8 76 259

＊全国を100とした場合の割合

国の外来医師偏在指標

医療圏 指　標
全国
順位

区域

（外来医師偏在指標の算定方法） 

外来医師偏在指標＝ 

標準化診療所医師数 

地域の人口／10 万×地域の標準化受療率比

×地域の診療所の外来患者対応割合 



68 
 

  ○医療機器の効率的な活用 

   ・CT、MRI等の医療機器の台数は、地域ごとにばらつきが見られます。今後人口減少が見込まれ、

効率的な医療体制を構築する必要がある中で、医療機器についても効率的な活用を進める必要

があります。 

   ・医療機器ごと、二次医療圏ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標として、厚生労働省に

より、「調整人口あたり台数※1」が算定されました。医療機器のニーズは、医療機器ごと、性・

年齢別ごとに大きな差があることから、医療機器ごと及び地域ごとに性・年齢構成を調整した

人口（調整人口）あたり医療機器数を用いて算定し、医療機器の配置状況の可視化と効率的な

活用を促します。 

・各項目に含まれる医療機器の種類・対象となる医療機器は、CT、MRI、マンモグラフィー、PET、

放射線治療機器の５種※2 で、調整人口あたり台数の算定にあたっては、令和２年医療施設調

査における台数及び住民基本台帳（令和 3年 1月 1日現在）における人口を使用しています。 

    

※1 調整人口 

人口 10万人あたりの医療機器台数をベースに、地域ごとの性・年齢階級による検査率の違

いを調整した数値 

※2  各項目に含まれる医療機器の種類 

   ・地域医療支援病院は、紹介患者に対する医療の提供や救急医療の提供等、地域で必要とされる

様々な取組を通じて、かかりつけ医等を支援することとされており、医療機器の共同利用の実

施も機能の一つとして担っています。 

・京都府内では、全ての二次医療圏において地域医療支援病院（全 17病院）を指定しており、医

療機器の共同利用に取り組んでいます。 
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 全ての地域における医師確保の推進と効率的な医療提供体制の確保 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 地域ごとにおける診療所の偏在や不足状況の可視化 

 ② 外来医療の明確化・連携強化 

 ③ 医療機器の効率的な活用 

 

具体的な施策 

 目標① ・地域医療構想調整会議での協議を踏まえ、新規開業希望者等に対する診療所の充足状

況等の情報提供など可視化の推進 

・ICT等を活用した情報共有システムの構築及び医療・介護の情報共有の推進 

・既に診療所医師数が一定程度充足していると考えられる外来医師多数区域で新規開業

を希望する者に対する診療所の偏在・不足状況等の情報提供など可視化の推進 

・医師会や関係団体等と連携し地域の在宅医療機能を担う診療所医師を確保するため、

外来医師多数区域で新規開業を希望する者に対する在宅医療に係る研修への参加促進 

 

 目標② ・患者やかかりつけ医等に対する紹介受診重点医療機関の制度周知及び地域における外

来医療の役割分担や病診連携など医療機関間連携強化の推進 

 

目標③ ・医療機器の共同利用等による効率的な活用を進めるため、共同利用が可能な機器の配

置状況等の明示 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

新規開業希望者等に対

する診療所の充足状況

等可視化の推進 

 

 

  

 

 

 

 

  

１ 

地域ごとにおける診療所

の偏在や不足状況の可

視化 

 

１ 

全ての地域における医

師確保の推進と効率的

な医療提供体制の確保 

 

２ 

 

新規開業希望者等に対

する在宅医療に係る研

修への参加促進 

指標 

新規開業希望者

等に対する在宅

医療に係る研修

への参加人数 

  

 

 

      

３ 

紹介受診重点医療機関

の制度周知及び地域に

おける外来医療の役割

や連携強化の推進 

 

２ 
外来医療の明確化・連携

強化 

 

 

  

        

４ 
共同利用が可能な機器

の配置状況等の明示 

 
３ 

医療機器の効率的な活

用 

   

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ２ 

新規開業希望者等に対

する在宅医療に係る研

修への参加人数 

3.221人 令和４年度 4,000人 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 
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第２章 府民・患者本位の安心・安全な医療体制の確立 

１ 医療の安全と質の向上、医療情報の提供 

現状と課題 

（１）医療の質の向上 

 ①各医療機関におけるカルテ開示等への取組の促進 

○ 患者が疾病と診療情報を十分に理解し、医療従事者と患者が共同して疾病を克服するなど、医療

従事者と患者とのより良い信頼関係を構築する必要があり、医療従事者は、患者等が理解しやす

いようなカルテ等診療情報の提供に努めるとともに、提供に際しては、口頭による説明、説明文

書の交付、診療記録の開示等状況に即した適切な方法で行う必要があります。 

②インフォームド・コンセント等の普及・定着の促進 

○ 医療は、医療の担い手と患者との相互理解と信頼関係に基づくべきものであり、自らの健康状態

や治療内容を知りたいという患者の希望に応えるとともに、患者が自分の疾病の状況を理解し、

望ましい医療を自ら選択できるよう、インフォームド・コンセントの実施の徹底とともに、セカ

ンドオピニオン活用の普及を図る必要があります。 

③第三者機関による病院機能評価の活用の促進 

○ 平成７年に、病院機能を学術的・中立的な立場で評価する財団法人日本医療機能評価機構が設立

され、現在、府内においては、47病院が第三者による病院機能評価制度に基づく認定を受けてい

ます。(令和５年９月１日現在：同機構ホームページに認定病院一覧公開) 

 

（２）医療安全対策 

①医療事故等の予防 

○ 医療事故や院内感染を防止し、患者に安全な医療を提供することは全ての医療機関にとって最優

先課題であり、全ての医療機関が、医療事故や院内感染の防止対策を徹底する必要があります。 

②医療事故・院内感染の発生時対応 

○ 医療の安全管理や医療事故の防止、医療に対する信頼確保の観点から、医療事故の原因、再発防

止策等の情報公開が求められており、医療事故や院内感染が発生した場合は、その原因等を分析・

検討し、その検討結果について周知を図るなど、再発防止に努める必要があります。 

③サイバーセキュリティ対策 

○ ランサムウェア等によるサイバー攻撃に対し、セキュリティ対策を実践するとともに、サイバー

攻撃によりシステムが被害を受けた場合にも、事業継続計画等により、医療提供体制に支障がな

いよう努める必要があります。 

 

（３）医療機能情報の提供 

①救急医療情報システム 

○ 救急医療情報システムは、医療機関や消防機関等に救急診療の可否、空床の有無等に係るリアル

タイムな情報提供を行っています。 
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②周産期医療情報システム 

○ 総合周産期母子医療センター(京都第一赤十字病院)に周産期医療情報センターを設置し、周産期

医療２次病院等と回線により接続し、空床情報や搬送の判断基準等をインターネット上で府内全

域の産科医療機関等と情報共有することにより、緊急を要する妊産婦や未熟児などの搬送先の選

定を迅速に行っています。 

③医療機能情報公表制度の創設 

○ 平成 18年の医療法改正により、医療機能情報公表制度が創設されました。また、令和６年４月か

ら全国統一の「医療情報ネット（医療機能情報提供制度に基づくウェブサイト）」により、一元化

された医療機能情報を提供します。 

④病床機能報告制度及び外来機能報告制度の創設 

○ 病床機能報告制度は、それぞれの医療機関が自主的に４つの病床機能(高度急性期、急性期、回復

期、慢性期)から１つを選択し、病棟単位で報告するもので、平成 26 年 10 月から開始されまし

た。 

○ 外来機能報告制度は、それぞれの医療機関が外来医療の実施状況等を都道府県に報告するもので、

令和４年 10月から開始されました。京都府では、いずれの報告もホームページで各医療機関の情

報を提供しています。 

⑤患者のニーズに配慮したサービスの提供 

○ 専門外来(禁煙、糖尿病、難病等)、在宅医療等を実施している医療機関を「医療情報ネット」で

提供しています。 

 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 府民への質の高い安全な医療の提供 

 

目標（取組の方向性） 

① 患者や患者を取り巻く全ての人々から相談対応や連携体制が整備されていること 

 

具体的な施策 

 目標① ・医療の質の向上 

－各医療機関におけるカルテ開示及び診療情報の提供の促進 

－インフォームド･コンセントの徹底、セカンドオピニオン等実施体制の整備･促進 

－公益財団法人日本医療機能評価機構等の第三者機関による病院機能評価の活用の 

促進 

     －各医療機関は、医療事故防止マニュアルの作成、医療事故防止対策委員会の設置、

医療安全管理者の設置及びヒヤリ･ハット事例の収集・分析を推進 

－関係団体主催の医療安全対策委員会及び医療安全シンポジウムへの参画 
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・医療安全対策の推進 

－府医療安全支援センター(専任職員を配置)と府保健所等の連携による相談対応 

－府医療安全支援センターや医療事故調査・支援センターが開催する研修会等の受

講を推進 

－医療安全支援センターの活動状況に関する情報提供 

－一般社団法人日本医療安全調査機構（医療事故調査・支援センター）及び京都府

医療事故調査等支援団体連絡協議会の医療事故調査制度の周知 

－検索機能の充実など、府民及び関係機関のニーズを把握し、必要に応じて対応機

能やサービスを充実 

－医療安全面を重視した医療監視の実施と医療監視担当者研修等による医療監視員

の資質を向上 

  

 ・医療機能情報の提供 

－医療機能情報を一元的に提供することにより府民が自ら相談・発信することが可能

な環境整備 

－専門外来(禁煙、糖尿病等)等の医療機関の情報を「医療情報ネット」で提供 

－公益財団法人日本医療機能評価機構で公表された医療事故情報等を「医療情報ネッ

ト」により、各医療機関等に情報提供を行い、同様の事例の再発防止及び発生を未

然に防止 

－サイバーセキュリティ対策のための情報を「医療情報ネット」により、各医療機関

等に情報提供 

－各圏域における病棟ごとの医療機能や外来医療機能について府ホームページで情報

提供 

 

 



74 
 

ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

医療の質の向上  

１ 

患者や患者を取り巻く全ての

人々から相談対応や連携体制が

整備されていること 

 

１ 
府民への質の高い安全な医療

の提供 

指標 

医療安全に関する相

談窓口を設置してい

る病院数 

 指標 

医療安全支援センター

への相談に対する満足

度 

 

指標 
セカンドオピニオンを

実施する病院数 
       

指標 
情報開示体制を有す

る病院数 
      

指標 

病院の総数に対する、

他の病院から医療安

全対策に関して評価

を受けている又は第

三者評価を受審して

いる病院の割合 

      

        

２ 

医療安全対策の推進        

指標 

相談職員の総数に対

する、医療安全支援セ

ンター総合支援事業

実施する研修を受講

した相談職員数の割

合 

      

指標 

ホームページ、広報等

による医療安全支援

センターの活動状況

に関する情報提供の

状況（相談件数） 

 

     

         

３ 医療機能情報の提供       
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｂ１ 

医療安全支援センター

への相談に対する満足

度 

90.0% 令和４年度 93.0% 令和 11年度 京都府医療安全支援センター調べ 

Ｃ１ 

医療安全に関する相談

窓口を設置している病

院数 

148 令和４年度 
全病院 

（160 病院） 
令和 11年度 医療情報ネット 

セカンドオピニオンを

実施する病院数 
116 令和４年度 

全病院 

（160 病院） 
令和 11年度 医療情報ネット 

情報開示体制を有する

病院数 
124 令和４年度 

全病院 

（160 病院） 
令和 11年度 医療情報ネット 

病院の総数（160病院）

に対する、他の病院か

ら医療安全対策に関し

て評価を受けている又

は第三者評価を受審し

ている病院数の割合 

30.0% 

(48 病院) 
令和５年 10 月 

37.5% 

(60病院) 
令和 11年度 

公益財団法人日本医療評価

機構ホームページ 

JCI （ joint commission 

international）ホームペー

ジ 

公益財団法人日本適合性認

定協会ホームページ 

Ｃ２ 

相談職員の総数に対す

る、医療安全支援セン

ター総合支援事業が

実施する研修を受講し

た相談職員数の割合 

72.7％ 令和４年度 80％ 令和 11年度 
医療安全支援センター総合

支援事業ホームペー ジ 

ホームページ、広報等

で情報提供する医療安

全支援センターの活動

状況 

2,520 令和４年度 3,000 令和 11年度 

京都府医療安全支援センタ

ー及び京都市医療安全支援

センター調べ 

Ｃ３ 医療機能情報の提供 － 
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２ 小児医療 

現状と課題 

（１）小児医療体制 

＜現状＞ 

○ 休日・夜間等の通常の診療時間外における小児救急患者の受入体制を整備しています。各医療圏

における小児救急医療への対応状況は、下表のとおりです。 

医療圏 体 制 

丹後 ・２病院による輪番方式(オンコール) 

中丹 ・５病院による輪番方式(オンコール及び一部当直) 

南丹 ・拠点病院方式(連日当直) 

京都・乙訓 ・休日急病診療所による初期救急・病院群輪番制による連日救急対応 

山城北 ・３病院による輪番方式(連日当直) 

山城南 ・３病院による輪番方式(連日当直) 

 

○ 小児救急患者の受入れは、新型コロナウイルス感染症の影響により、大きく減少しました。 

医療圏 丹後 中丹 南丹 山城北 山城南 

令和４年度 1,725人 1,717 人 2,347 人 3,631 人 3,188 人 

平成 29年度 
（前回計画策定時） 2,789人 2,282 人 3,592 人 6,243 人 6,511 人 

 （小児救急医療体制支援事業の実績による。（京都府医療課調べ）） 

 

○ 小児の救急搬送における軽症者の割合は約 74％となっています。また、小児の二次救急医療機関

を訪れる患者数のうち、９割以上は軽症患者と言われています。 

○ 子どもが夜間に急に発熱したときなどに、看護師又は小児科医師が電話で助言する小児救急電話

相談(＃8000)を実施し、毎日午後７時から翌朝８時まで(土曜のみ午後３時から翌朝８時まで)、

最大３回線で対応しています。 

○ 小児救急電話相談(＃8000)の相談件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度

から令和２年度にかけて減少したものの、令和３年度から再び増加傾向にあります。 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

相談件数 22,132 23,058 23,009 20,335 13,419 14,459 16,122 

（小児救急電話相談事業の実績による。（京都府医療課調べ）） 

 

＜課題＞ 

○ 重篤な小児救急患者への対応や二次医療圏を越えた体制確保も含め、地域の中核病院と開業医と

が連携して役割分担を行うなど地域の実情に応じた医療機関相互の協力体制の強化が必要です。 

○ 災害時の小児・周産期医療ニーズへの対応や、情報共有、連携を図るための体制構築が必要です。 

○ 小児医療機関への適切な受診を促進し、医療機関の負担軽減を図るためにも、小児救急電話相談
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(♯8000 )の普及啓発や講習会等の実施による住民啓発が必要です。 

○ 小児救急電話相談（#8000）事業の改善の必要性を検討するため、利用状況の指標となる応答率等

の把握が課題です。 

 

（２）小児科医の確保 

＜現状＞ 

○ 小児科医の小児人口 10万人あたりの数は、小児科標榜診療所に勤務する医師数、小児医療に係る

病院勤務医数ともに府全域としては増加傾向です。 

★小児科標榜診療所に勤務する医師数（小児人口 10万人あたり） 

医療圏 京都府 丹後 中丹 南丹 
京都・ 
乙訓 

山城北 山城南 

令和２年度 53.2人 20.9人 30.8人 34.6人 56.2人 63.8人 54.3人 

平成 26年度 46.9人 16.1人 21.7人 34.9人 53.3人 44.6人 58.6人 

★小児医療に係る病院勤務医数（小児人口 10万人あたり） 

医療圏 京都府 丹後 中丹 南丹 
京都・ 
乙訓 

山城北 山城南 

令和２年度 104.0人 83.6人 104.0人 79.8人 124.6人 68.8人 38.0人 

平成 26年度 89.2人 52.3人 71.6人 95.0人 111.3人 53.1人 28.0人 

○ 一方で、地域偏在傾向もあり、病院で勤務する小児科医が夜間等の診療時間外における小児患者

集中による厳しい勤務状況におかれています。 

 

＜課題＞ 

○ 地域において小児医療を担う小児科医の安定的、継続的な確保をしていく必要があります。 

 

（３）医療的ケア児の在宅移行支援 

○ 医療的ケアを必要とする児と家族が NICU等からスムーズに在宅に移行できるよう、医療機関と市

町村・保健所等が連携して、家族の気持ちに寄り添い、必要なサービスに繋ぐコーディネート機

能の充実が必要です。 

○ 40％の訪問看護ステーションが小児に対応する等、小児在宅医療に関する社会資源が増加してき

たものの、小児在宅医療に係る社会資源は地域間格差があるため、圏域の支援体制を検討・整備

する際、小児への在宅歯科診療やリハビリテーションの提供、医薬品提供や薬学的ケアを行う薬

局等についても検討する必要があります。 

 

（４）医療的ケア児の在宅療養 

○ 医療的ケア児支援法が施行され、保育所や学校における受入が自治体の責務となったことで、今

後はスピード感をもって、保育所・学校における従事者確保の支援や移動の支援等、医療的ケア

児への支援サービスを量的・質的に確保することが必要です。 

○ 医療的ケア児とその家族が、児の成長・発達に伴う環境の変化や災害の発生時等においても、望

む場所で安全・安心に生活することができるよう、就園・就学や災害時の備えに関する支援が必

要です。 
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対策の方向（小児医療） 

目指す方向 

▶ 24時間 365日対応可能な小児救急医療体制の整備 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 各地域における小児医療体制の充実 

② 小児救急搬送体制の維持 

③ 災害、新興感染症の発生時に備えた小児医療体制の構築 

④ 小児科医の安定的、継続的な確保 

 

具体的な施策 

目標①・小児救命救急センターの設置の必要性等、地域における小児医療体制の確保・連携のあ

り方を検討 

 

目標②・休日・夜間等の通常の診療時間外における小児救急患者の受入体制の維持 

 ・小児救急電話相談（#8000）の利用状況（応答率等）を把握・分析し、効果的な相談体制

を確保するとともに、府民への周知啓発を実施 

 

目標③・災害時小児周産期リエゾンの体制整備や訓練の実施など、災害や新興感染症の発生・ま

ん延時の連携体制の強化について検討 

 

目標④・小児科医の安定的、継続的な確保のための地域枠医師の処遇改善等 

－キャリア形成プログラムの適用を受ける地域枠入学者の配置 

－小児科医の負担軽減のため、多職種連携によるタスクシェアなどを推進 

－医師少数地域の若手小児科医に対する手当の拡充等処遇改善の促進 
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対策の方向（医療的ケア児の在宅支援） 

目指す方向 

▶ NICU入院児とその家族が、退院後も必要なサービスを受けながら、在宅で療養生活を継続で

きる 

▶ 医療的ケア児とその家族が、望む場所でその子らしく、安全・安心に生活することができる。 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 医療的ケア児の在宅移行を推進するために、医療機関と市町村・保健所が連携して、NICU・

GCU等から円滑に退院できる環境を整備します。 

② 医療的ケア児の在宅療養を支えるために、小児訪問診療や小児在宅歯科診療、小児訪問看護

等の医療サービスの活用を推進します。 

③ 医療的ケア児の在宅生活を支えるために、保育所・学校での医療的ケア児の受入支援や障害

児通所施設・医療型短期入所施設の充実等、医療的ケア児の生活の場を拡充します。 

④ 医療的ケア児の在宅療養を支えるために、小児慢性特定疾患児への支援や未熟児への家庭訪

問等を実施することにより、医療的ケア児を対象とする母子保健体制を整備します。 

⑤ 医療的ケア児や家族が、児の成長・発達に伴う環境の変化や災害の発生時等においても、望

む場所で安全・安心に生活することができるよう、支援します。 

 

具体的な施策 

 目標① ・医療的ケア児とその家族が円滑に在宅に移行できるよう支援を実施 

－周産期母子医療センターにおける在宅移行支援の体制整備 

 

目標①②③④ ・医療的ケア児等コーディネーターの養成・配置 

－市町村における医療的ケア児等コーディネーター配置への支援 

－医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の実施 

－医療的ケア児等コーディネーターの活動支援 

 

目標①②③④ ・行政と医療機関の連携体制の構築 

－医療的ケア児等の退院支援や療養生活等の支援体制整備 

－医療的ケア児等センター「ことのわ」における相談窓口の設置 

－圏域単位で在宅療養に関するサービス一覧の作成と情報発信 

－連携ツール（たんぽぽ手帳・きょうとすくすくブック等）の配布・普及啓発 

 

目標② ・医療的ケア児とその家族が利用しやすい在宅医療体制の整備 

－訪問診療や訪問看護等の在宅医療サービスの確保・活用推進 

 

目標③ ・医療的ケア児とその家族が利用しやすい在宅児童福祉サービスの構築 

－医療的ケア児に対応できる相談支援事業所の確保 

－医療的ケア児とその家族の就園・就学支援の実施 

－市町村における医療的ケア児等コーディネーター配置への支援（再掲） 
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－医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の実施（再掲） 

－医療的ケア児等コーディネーターの活動支援（再掲） 

 

目標②③ ・医療的ケア児とその家族が利用する在宅医療福祉の従事者確保の支援 

－医療従事者等への研修の実施 

－医療的ケア児とその家族を支えるための看護師等の必要数の把握と確保の支援 

 

目標④ ・医療的ケア児とその家族が利用する母子保健の充実 

－多機関連携により医療的ケア児の把握し、個別性に配慮した母子保健サービスを提 

 供 

 

目標②③④ ・医療的ケア児とその家族の生活を支えるための医療・保健・福祉の連携体制の構  

       築 

－医療的ケア児等センター「ことのわ」における相談窓口の設置 

－保健・医療・福祉の連携により必要なサービスが提供できるよう支援を実施 

 

目標⑤ ・医療的ケア児とその家族の災害時の対応整備 

－関係機関と連携して、医療的ケア児とその家族の災害時支援体制の構築 

－医療依存度の高い医療的ケア児の災害時個別避難計画策定の支援の実施 
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ロジックモデル（小児医療） 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

小児医療機関間の連携の強化 
 

１ 

各地域における小児医療体制の

充実 

 

１ 

24 時間 365 日対応可能な小児

救急医療体制の整備 

指標 

在宅医療を担う医療機

関と入院医療機関が共

同して在宅での療養上

必要な説明及び指導を

行っている医療機関数 

 

指標 

当該中間アウトカムに

対応する個別施策の指

標を全て達成 

 
中間アウトカムの指標を全て達

成 

 乳児死亡率    

指標 

在宅小児の緊急入院を

受け入れている医療機

関数 

       

指標 
退 院 支 援 を 受 け た

NICU・GCU入院児数 
       

指標 
平時の連携体制に係る

協議会の開催 
       

        

２ 

休日・夜間等の通常の診療時間

外における小児救急患者の受入

体制の維持 

 

２ 

小児救急搬送体制の維持    

指標 

小児救急医療圏ごとの

輪番体制維持 
 

指標 

当該中間アウトカムに

対応する個別施策の指

標を全て達成 

   

小児救急入院患者数     

３ 

小児救急医療電話相談体制の

確保及び周知啓発 
      

指標 #8000の相談件数 
      

      

        

４ 

災害、新興感染症の発生・まん

延時に備えた小児医療体制の整

備 

 

３ 

災害、新興感染症の発生時に備

えた小児医療体制の構築 
   

指標 

災害時小児周産期リエ

ゾン任命者数 
 指標 

当該中間アウトカムに

対応する個別施策の指

標を全て達成 

   

災害、新興感染症の発

生・まん延時の小児医

療体制を整備している

医療圏の数 

      

５ 

災害時における小児医療機関の

連携強化 
      

指標 

協議会（年１回以上開

催）の開催（災害時の連

携体制の検討） 

      

        

６ 

小児科医の安定的、継続的な確

保のための処遇改善等 

 

４ 

小児科医の確保 

（二次医療圏ごと） 
   

指標 

キャリア形成プログラ

ムの適用を受ける地域

枠入学者の各医療圏へ

の配置人数 

 指標 

小児科標榜診療所に勤

務する医師数（小児 10

万人あたり） 
   

小児医療に係る病院勤

務医数（小児 10万人あ

たり） 
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ロジックモデル（医療的ケア児の在宅支援） 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

           

１ 

在宅移行支援の実施  

１ 

円滑な退院支援の実施  

１ 

NICU 入院児とその家族が、

退院後も必要なサービスを

受けながら在宅で療養生活

を継続できる 
指標 

NICU 入院児の他院

支援を専任で行う

者を配置している

周産期母子医療セ

ンター 

 

指標 

NICU 長期入院児の

退院準備のための

病床を設置する周

産期母子医療セン

ター 

 

  

  

  

  

指標 

NICU・GCU に 1 年

以上入院した児の

数（5年平均） 

２ 

医療的ケア児等コーディネ

ーターの養成・配置 

 

指標 
退院支援をうけた

NICU・GCU入院児数 

 

  

指標 

医療的ケア児とそ

の家族の生活の満

足度 
指標 

コーディネーター

を配置する市町村

数 

  

 

指標 

在宅移行支援に関

する検討を実施し

た圏域の数 

 

  

３ 行政と医療機関の連携      

           

４ 

在宅医療体制の整備  

２ 

在宅医療の活用推進  

２ 

医療的ケア児とその家族が

望む場所で、その子らしく、

安全・安心に生活すること

ができる 

指標 
小児訪問診療実施

医療機関の数 

 
指標 

小児訪問診療の利

用者数 

 

  

指標 

小児受入体制のあ

る訪問看護ステー

ション数 

 
指標 

小児の訪問看護利

用者数 

 

  

指標 

自宅以外に居場所

がある医療的ケア

児の割合 

 

３ 

生活の場を拡充  

５ 

在宅児童福祉の充実  

指標 

医療的ケア児を受

け入れる保育所の

数 

 

指標 

医療的ケア児に対

応できる相談事業

所数 

  

  

指標 

集団生活をしてい

る医療的ケア児の

割合 

 

指標 

医療的ケア児を受

け入れる学校の数 

 

指標 

コーディネーター

を配置する市町村

数（再掲） 

  

  

指標 

医療的ケア児とそ

の家族の生活の満

足度（再掲） 

 

指標 

医療的ケア児を受

け入れる通所施設

の数 

 

６ 

従事者確保の支援   

指標 
児童福祉施設の従

事看護師数 

  

 

指標 

医療的ケア児に対

応できるレスパイ

ト施設の数 

 

指標 

災害時個別避難計

画が策定されてい

る医療的ケア児の

割合 

７ 母子保健の充実   

８ 

医療保健福祉の連携   

指標 

医療的ケア児等支

援センターの相談

件数 

 

４ 

医療的ケア児に対する母子

保健体制の整備 

 

  

 
指標 

小児慢性特定疾患

児の支援割合 

    

        

   指標 未熟児訪問割合     

           

９ 災害時の対応整備  

５ 

安全・安心の確保     

    

指標 

災害時の要援護者

リストに医療的ケ

ア児者を含む市町

村数 
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成果指標（小児医療） 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｂ１ 
乳児死亡率（出生千
対） 

2.1 令和４年 1.8 令和 11年 
人口動態調査
（厚労省） 

Ｂ４ 
小児科標榜診療所に
勤務する医師数（小児
10 万人あたり） 

53.2人 令和２年 53.2人 令和 11年 
医療施設調査
（厚労省） 

Ｂ４ 
小児医療に係る病院
勤務医数（小児 10 万
人あたり） 

104.0 人 令和２年 104.0 人 令和 11年 
医療施設調査
（厚労省） 

Ｃ１ 

在宅医療を担う医療
機関と入院医療機関
が共同して在宅での療
養上必要な説明及び
指導を行っている医療
機関数 

０機関 令和３年 
全国平均値

以上 
令和 11年 ＮＤＢ 

Ｃ１ 
在宅小児の緊急入院
を受け入れている医療
機関数 

０機関 令和３年 
全国平均値

以上 
令和 11年 ＮＤＢ 

Ｃ１ 
退 院 支 援 を 受 け た
NICU・GCU入院児数 

309人 令和３年 
全国平均値

以上 
令和 11年 ＮＤＢ 

Ｃ１ 
平時の連携体制に係
る協議会の開催 

― ― 
毎年度１回

以上 
令和 11年度 ― 

Ｃ２ 
小児救急医療圏ごと
の輪番体制維持 

全医療圏 令和５年度 全医療圏 令和 11年度 ― 

Ｃ２ 
小児救急入院患者数 
（算定回数） 

2,509 回 令和３年 
全国平均値

以上 
令和 11年 ＮＤＢ 

Ｃ３ #8000 の相談件数 16,122 件 令和４年度 18,753件 令和 11年度 
京都府医療課調
べ 

Ｃ４ 
災害時小児周産期リ
エゾン任命者数 

26 人（P） 令和５年度 26 人（P） 令和 11年度 
京都府医療課調
べ 

Ｃ４ 

災害、新興感染症の発
生・まん延時の小児医
療体制を整備している
医療圏の数 

― ― 全医療圏 令和 11年度 ― 

Ｃ５ 
災害時の連携体制に
係る協議会の開催 

― ― 
毎年度１回

以上 
令和 11年度 ― 

Ｃ６ 

キャリア形成プログラ
ムの適用を受ける地域
枠入学者の各医療圏
への配置人数 

31 人 令和４年度 
平均 32人 

以上 

令和５年度
～ 

令和 11年度 

京都府医療課調
べ 
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成果指標（医療的ケア児の在宅支援） 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 
NICU・GCU に 1 年以上入
院した児の数（5年平均） 

31.2人 ㉙～令３年 15 人以下 
令和 11年 

(5 年平均値) 
周産期医療体制
調査 

Ａ１ 
医療的ケア児とその家族
の生活の満足度 

調査中 令和５年度 
満足：
80％ 

令和 11年度 
京都府障害者支
援課調べ 

Ａ２ 
自宅以外の居場所がある
医療的ケア児の割合 

調査中 令和５年度 80％ 令和 11年度 
京都府障害者支
援課調べ 

Ａ２ 
集団生活をしている医療
的ケア児の割合 

調査中 令和５年度 80％ 令和 11年度 
京都府障害者支
援課調べ 

Ａ２ 
医療的ケア児とその家族
の生活の満足度（再掲） 

調査中 令和５年度 
満足：
80％ 

令和 11年度 
京都府障害者支
援課調べ 

Ａ２ 
災害時個別避難計画が策
定されている医療的ケア
児の割合 

調整中 令和５年度 100％ 令和 11年度 
京都府こども・青
少年総合対策室
調査べ 

Ｂ１ 

NICU 長期入院児等の退
院準備のための病床を設
置する周産期母子医療セ
ンター 

12 カ所 
令和５年 
１月時点 

全数 
(19カ
所） 

令和 11年度 
周産期医療体制
調査 

Ｂ１ 
退院支援を受けた NICU・
GCU入院児数 

143人 令和３年 全数 令和 11年 ＮＤＢ 

Ｂ１ 
在宅移行支援に関する検
討・協議を実施した圏域
の数 

２圏域 令和４年度 
全数 

（６圏
域） 

令和 11年度 
京都府こども・青
少年総合対策室
調査べ 

Ｂ２ 小児訪問診療の利用者数 1,620 人 令和４年 2,000 人 令和 11年 ＮＤＢ 
Ｂ２ 小児の訪問看護利用者数 542人 令和４年 1,000 人 令和 11年 ＮＤＢ 

Ｂ３ 
医療的ケア児を受け入れ
る保育所の数 

９施設 令和４年度 30 施設 令和 11年度 
京都府こども・青
少年総合対策室
調査べ 

Ｂ３ 
医療的ケア児を受け入れ
る学校の数 

調査予定 令和５年度 50 施設 令和 11年度 調整中 

Ｂ３ 
医療的ケア児を受け入れ
る通所施設の数 

39 施設 
令和５年 
６月時点 

60 施設 令和 11年度 
京都府障害者支
援課調べ 

Ｂ３ 
医療的ケア児に対応でき
るレスパイト施設の数 

11 施設 
令和５年 
６月時点 

15 施設 令和 11年 
京都府障害者支
援課調べ 

Ｂ４ 
小児慢性特定疾患児の支
援割合 

調整中 調整中 調整中 令和 11年度 調整中 

Ｂ４ 未熟児への訪問割合 38.7% 令和３年 80％ 令和 11年 
地域保健・健康
増進事業報告 

Ｂ５ 
災害時の要援護者リスト
に医療的ケア児者を含む
市町村数 

（参考）難
病患者のリ
スト掲載が
あるのは 10

市町村 

令和５年 
１月時点 

20 市町村 令和 11年 京都府地域福祉
推進課調べ 

Ｃ１ 

NICU 入院児の退院支援
を専任で行う者を配置し
ている周産期母子医療セ
ンター 

５施設 
令和５年 
１月時点 

全数 
(19カ
所） 

令和 11年 
周産期医療体制
調査 

Ｃ２ 
医療的ケア児等コーディ
ネーターを配置する市町
村数 

８市町村 令和４年度 26 市町村 令和 11年度 京都府障害者支
援課調べ 

Ｃ４ 
小児訪問診療実施医療
機関の数 

28 施設 令和３年 50 施設 令和 11年 ＮＤＢ 

Ｃ４ 
小児受入体制のある訪問
看護ステーション数 

174施設 
令和４年 
６月時点 

300施設 令和 11年 
訪問看護レセプ
ト 

Ｃ５ 
医療的ケア児に対応でき
る相談事業所数 

62 施設 令和５年度 100施設 令和 11年度 
京都府障害者支
援課調べ 

Ｃ５ 
医療的ケア児等コーディ
ネーターを配置する市町
村数（再掲） 

８市町村 令和４年度 26 市町村 令和 11年度 
京都府障害者支
援課調べ 

Ｃ６ 
児童福祉施設の従事看護
師数 

48 人 令和２年 60 人 令和 10年 衛生行政報告例 

Ｃ８ 
医療的ケア児等支援セン
ターの新規相談件数 

71 件 令和４年度 
30 件/年

度 
令和 11年度 

京都府障害者支
援課調べ 



85 
 

 

丹後医療圏

中丹医療圏

南丹医療圏

京都・乙訓医療圏

山城北医療圏

山城南医療圏

京都市急病診療所

宇治徳洲会病院

京都府における小児救急医療体制

★

拠点病院方式
（連日当直）

急病診療所による初期
救急・病院群輪番制によ
る連日当直対応

●

●

●

３病院体制

（宇治徳洲会、田辺中央、男山）

（連日当直）

京都田辺中央病院

●京都中部総合医療センター

●

●

京都府立医科大学附属
北部医療センター

京丹後市立久美浜病院
２病院による輪番方式

(オンコール）

（令和５年４月1日）

５病院による輪番制
（一部当直）

（オンコール）

●

●

舞鶴共済病院
舞鶴赤十字病院
舞鶴医療センター

綾部市立病院

●

福知山市民病院

３病院体制

（京都山城、学研都市、田辺中央）

（連日当直）

●

男山病院

●

京都山城総合医療センター

学研都市病院

小児救急電話相談事業

平 日：19:00～翌8:00

土曜日：15:00～翌8:00

日曜日：19:00～翌8:00

＃8000で、相談窓口に転送



86 
 

３ 周産期医療 

現状と課題 

（１）周産期医療体制  

○平成９年から総合周産期母子医療センター（京都第一赤十字病院）及び地域周産期母子医療センタ

ーを中心に受入体制の整備に取り組んできましたが、平成 31年２月に新たに京都大学医学部附属病

院を、令和３年８月に新たに京都府立医科大学附属病院を総合周産期母子医療センターに指定し、

その体制を強化しています。 

〇周産期医療情報システムや後方搬送受入協力病院制度を活用し、総合周産期母子医療センターを中

心とした搬送体制を整備しています。 

○引き続き、総合周産期母子医療センターを中心に、近隣府県を含む他の周産期医療機関との連携を

深め、円滑な医療の提供を図っていく必要があります。 

○総合周産期母子医療センターをはじめ、府内の周産期母子医療センターの多くが南部地域に位置す

ることから、北部地域の周産期医療提供体制や、南部地域との連携体制の強化が課題です。 

○総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターを中心にハイリスクな母体や新生児の

受入を行っていますが、NICU(新生児集中治療室)については病床利用率が恒常的に満床状態の医療

機関があるため、病院間の連携及び機能分担による病床利用の最適化を図る必要があります。 

○少子化の進行に伴い、2040 年に向けた京都府全域の分娩数は減少することが見込まれますが、限ら

れた医療資源を有効に活用し、安心・安全な分娩を安定的に確保するため、各医療機関の役割分担

を進める必要があります。 

○妊産婦の高齢化傾向により、ハイリスク母体・新生児に対する医療需要は高いため、地域における

周産期母子医療センターを適切に配置し、24時間 365日分娩可能な体制の確保が必要です。 

○産科・小児科医師における医師偏在指標 

・これまで、国において、地域ごとの比較は人口 10万人当たりの医師数が用いられてきましたが、令

和元年に、新たに医師の性・年齢別による労働量や住民の性・年齢構成等による医療需要等を考慮

し、医師偏在指標が算定されました。また、令和５年に、産婦人科医師偏在指標が分娩取扱医師偏

在指標に変更となり、分娩を実際に取り扱っている医師数が用いられることとなりました。 

・しかし、国の医師偏在指標においては、「京都府の受療率が用いられていない」、「へき地等の地理的

要件が反映されていない」ため、地理的条件をはじめ京都府の地域の実態に即したものになるよう、

国が算定した指標について、独自の要素を考慮して補完しました。 

・産科医師（分娩取扱医師）は、国指標では中丹及び南丹が相対的医師少数区域であり、医師確保に

特に努める必要がありますが、その他の医療圏についても現状の維持・拡充を図っていく必要があ

ります。小児科医師は、全ての医療圏において現状の維持・拡充を図っていく必要があります。 
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国の医師偏在指標 

【産 科（分娩取扱医師）】             【小児科】 

 

（２）産科医療従事者の確保等 

○他の診療科に比べ、休日・深夜の診療が多いことや医療訴訟率が高いこともあり、産科医の確保 

は困難な状況ですが、今後は、産科医の女性割合が高いことも踏まえ、地域において産科医の安

定的・継続的な確保と地域偏在の解消が大きな課題です。 

○NICU 等周産期医療に従事する小児科医(新生児専門医等)を確保する必要があります。  

 

◆令和２年末の京都府の医療施設従事医師数(産婦人科、産科)は 279人です。 

人口 10万対医師数は、10.1人と全国平均(8.9 人)を上回っています。  

◆圏域別では、丹後医療圏（10.8人）及び京都・乙訓医療圏(13.5人)が全国平均(9.3人)を上回っ

ていますが、４つの医療圏(中丹 7.9人、南丹 5.4人、山城北 4.9人、山城南 6.6人)で全国平均

を下回る状況です。  

◆出生数千対の医療施設に就業する医師数(産婦人科、産科)では、中丹医療圏(11.1人)、南丹医療

圏(9.6人)、山城北医療圏(8.4人)、山城南医療圏(9.2人)の医師数が全国平均より少ない状況で

す。(全国平均 13.9人) 

 

 

（３）妊産婦等母親のケア 

第２部第３章１（３）を御覧下さい。 

 

（４）医療的ケア児の在宅移行支援（再掲） 

第２部第２章２（３）を御覧下さい。 

 

（５）医療的ケア児の在宅療養（再掲） 

第２部第２章２（４）を御覧下さい。 

 

（６）災害時や新興感染症の発生・まん延時に備えた周産期医療体制の整備 

○災害時や新興感染症の発生・まん延時に備えた周産期医療体制を整備する必要があります。 

全国比＊

全国 10.6 100

京都府 13.9 131 2

丹後 15.2 143 35

中丹 6.6 62 228
相対的
医師少数

南丹 5.1 48 259
相対的
医師少数

京都・乙訓 15.8 149 30

山城北 13.5 127 41

山城南 11.5 108 79

＊全国を100とした場合の割合

【産　科】

※分娩取扱医師

医療圏 指　標
全国
順位

区域
全国比＊

全国 115.1 100

京都府 152.7 133 2

丹後 128.6 112 71

中丹 132.7 115 59

南丹 124.9 109 84

京都・乙訓 163.5 142 15

山城北 127.4 111 75

山城南 96.2 84 189

＊全国を100とした場合の割合

【小児科】

全国
順位

区域医療圏 指　標
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 24時間 365日安心・安全な分娩が可能な体制の確保 

 

目標（取組の方向性） 

① 総合・地域周産期母子医療センターを中心とした搬送体制や受入体制の強化 

② 分娩取扱医療機関間の連携の強化 

③ 産科医療従事者の確保 

④ 災害時や新興感染症の発生・まん延時に備えた周産期医療体制の整備 

 

具体的な施策 

目標① ・各医療機関が有する医療機能に応じた機能の分担による空床利用の最適化 

・各センターの空床状況等受入体制に関する最新の情報をネットワーク内で常に共有で

きるよう、周産期医療情報システムの積極的な活用 

・後方搬送受入協力病院制度による、急性期を脱した患者の後方搬送及び空床確保 

・「広域搬送調整拠点病院」（京都第一赤十字病院）を中心に、府県域を越える搬送が迅

速かつ適切に対応できる体制の確保 

 

目標② ・周産期医療ネットワーク基盤整備事業による妊産婦の患者情報の共有 

 

目標③ ・京都府地域医療支援センター（KMCC）や地域医療確保奨学金制度の活用 

・大学や医療機関と連携した専門研修プログラムの充実 

・地域医療確保奨学金による特別加算制度の活用 

・分娩手当の支給や当直手当の維持・拡充、産婦人科専攻医に対する研修手当の支給等

処遇改善の促進 

・産科医療への従事割合が高い女性医師の離職の防止 

・助産師養成所への支援等による助産師確保対策の充実 

・周産期専門医の確保 

 

目標④ ・災害時小児周産期リエゾンの養成や周産期医療協議会での受入体制の協議など、災害

時や新興感染症の発生・まん延時の連携体制の構築 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

各医療機関が有する医療機
能に応じた機能の分担によ
る空床利用の最適化 

 

１ 

総合・地域周産期母子医療セ

ンターを中心とした搬送体

制や受入体制の強化 

 

１ 
24時間 365日安心・安全な

分娩が可能な体制の確保 

指標 

NICU 病床の平均稼

働率が 90％を超え
る総合・地域周産期
母子医療センターの

数 

 

指標 
周産期死亡率(出生

千対) 

    

        

２ 

各センターの空床状況等受
入体制に関する最新の情報
をネットワーク内で常に共
有できるよう、周産期医療情
報システムの積極的な活用 

 

指標 
新生児死亡率(出生

千対) 

 

 

 

指標 

NICU 病床の平均稼
働率が 90％を超え
る総合・地域周産期

母子医療センターの
数 

 

指標 
妊産婦死亡率(出産

10万対) 

    

           

３ 

後方搬送受入協力病院制度
による、急性期を脱した患者
の後方搬送及び空床確保 

 
 

  
 

 

指標 
NICU の後方病院へ
の搬送件数 

        

           

４ 

「広域搬送調整拠点病院」

（京都第一赤十字病院）を
中心に、府県域を越える搬送
が迅速かつ適切に対応でき

る体制の確保 

 

 

  

 

 

           

５ 

周産期医療ネットワーク基

盤整備事業による妊産婦の
患者情報の共有 

 
２ 

分娩取扱医療機関間の連携

の強化 

 
 

 

指標 
周産期医療ネットワ
ーク基盤整備事業
を導入する医療圏 

 
 

      

           

６ 

京都府地域医療支援センタ

ー（KMCC）や地域医療確保奨
学金制度の活用 

 

３ 

産科医療従事者の確保 
 

 
 

    

指標 

府内の医療施設に従

事する産婦人科・産

科医師数(人口 10万

対)が全国平均値を

上回る医療圏 

    

７ 

大学や医療機関と連携した
専門研修プログラムの充実、
地域医療確保奨学金による

特別加算制度 

  

 

 

        
８ 

地域医療確保奨学金による
特別加算制度の活用 

    

        

９ 

分娩手当の支給や当直手当
の維持・拡充、産婦人科専攻

医に対する研修手当の支給
等、処遇改善の促進 

 

 

  

 

 

           
10 

産科医療への従事割合が高
い女性医師の離職の防止 

      

           
11 

助産師養成所への支援等に
よる助産師確保対策の充実 

      

           
12 周産期専門医の確保       

           

13 

災害時小児周産期リエゾン
の養成や周産期医療協議会

での受入体制の協議など、災
害時や新興感染症の発生・ま
ん延時の連携体制の構築 

 

４ 

災害時や新興感染症の発生・

まん延時に備えた周産期医

療体制の整備 

 

 

 

指標 
災害小児周産期リ
エゾンの任命数（再
掲） 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ１

Ｃ２ 

NICU 病床の平均稼働率

が 90％を超える総合・地

域周産期母子医療センタ

ーの数 

１施設 令和３年度 ０施設 令和 11年度 

厚労省周産期

医療体制に係

る調査 

Ｃ３ 
NICUの後方病院への搬送

件数 
14 件 令和３年度 60 件 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｂ１ 
周産期死亡率 (出生千

対) 
3.5 令和３年度 3.1 令和 11年度 人口動態統計 

Ｂ１ 
新生児死亡率 (出生千

対) 
0.5 令和３年度 現状維持 令和 11年度 人口動態統計 

Ｂ１ 
妊産婦死亡率(出産 10万

対) 
0.0 令和３年度 現状維持 令和 11年度 人口動態統計 

Ｂ３ 

府内の医療施設に従事す

る産婦人科・産科医師数

(人口 10 万対)が全国平

均値を上回る医療圏 

 

２医療圏 
令和２年度 全医療圏 令和 11年度 

医師･歯科医

師･薬剤師調査 

Ｃ５ 

周産期医療ネットワーク

基盤整備事業を導入する

医療圏 

５医療圏 令和４年度 全医療圏 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 

Ｃ13 
災害小児周産期リエゾン

の任命数（再掲） 
26 人(P) 令和４年度 26 人（P） 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 
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丹後医療圏

中丹医療圏

南丹医療圏

京都・乙訓医療圏

山城北医療圏

山城南医療圏

京都第一赤十字病院

三菱京都病院
日本バプテスト病院

京都桂病院
京都第二赤十字病院

京都医療センター
京都市立病院

京都府における周産期医療体制

★

●

宇治徳洲会病院

●

●

京都山城総合医療センター

京都田辺中央病院

●

市立福知山市民病院

京都府立医科大学附属北部医療センター

●

●

京都中部総合医療センター

●

★：総合周産期母子医療センター（３病院）

◎：サブセンター（１病院）

●：地域周産期母子医療センター（15病院）

●

●

綾部市立病院

舞鶴共済病院

◎ 舞鶴医療センター

京都府立医科大学
附属病院

京都大学医学部附属病院

★★

京都済生会病院

●
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４ 救急医療 

現状と課題 

（１）救急医療体制 

＜現状＞ 

○ 初期救急医療体制については、休日の日中における在宅当番医制が５地区医師会で実施されてお

り、休日夜間急患センターは 11箇所で運営されています。（令和５年９月現在） 

○ 二次救急医療体制については、救急告示医療機関が 88医療機関であり、救急告示医療機関を補完

する体制として、地域の病院が交替で休日及び夜間の診療に当たる病院群輪番制が、京都･乙訓、

山城北医療圏において 66 医療機関（救急告示病院との重複 55 医療機関を含む。）により実施さ

れています。（令和５年９月現在） 

○ 三次救急医療体制については、三次救急に対応する救命救急センターを６医療機関指定していま

す。（令和５年９月現在） 

○ 救急医療体制については、選定困難事案の割合が全国と比較して低い状況ですが、新型コロナウ

イルス感染症の影響によって全国的に指標が悪化するなか、前回計画の策定時（平成 30年）と比

べると悪化しています。 

※選定困難事案（救急医療機関への照会４回以上の事案）の状況 

令和３年 京都府 2.4％（181件／7,462件）（全国 4.3％（19,174件／450,378件）） 

平成 30年 京都府 1.4％（111件／7,672件）（全国 2.4％（10,861件／459,167件）） 

 

＜課題＞ 

○ 増加する高齢者の救急や、精神疾患を有する患者や障害者、小児、妊婦、透析患者等、特に配慮

を要する救急患者を受け入れるために、地域における救急医療機関の役割を明確化する必要があ

ります。 

○ 高齢化の進展に伴い救急搬送件数は増加を続けており、心筋梗塞や脳卒中等の死亡率の高い疾患

の急病患者数も依然多いことから、高齢者救急の増加や緊急性・専門性の高い症例に対応した救

急医療提供体制の強化が課題であります。 

○ 救急医療機関での救命後、円滑に転院や在宅医療へ繋ぐ連携体制の構築が必要です。 

○ 居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受けられるような環境整備を進める

必要があります。 

 

（２）救急搬送体制 

＜現状＞ 

○ 救急搬送については、救急搬送時間が全国と比較して短い状況ですが、新型コロナウイルス感染

症の影響で全国的に指標が悪化するなか、前回計画の策定時（平成 30年）と比べると悪化してい

ます。 

※救急医療機関への搬送時間の状況 

令和３年 京都府 平均 34.1分（全国 平均 42.8分） 

平成 30年 京都府 平均 33.4分（全国 平均 39.5分） 
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○ 傷病程度別搬送人員においては、軽症の割合が全国と比較して高い状況です。 

※都道府県別傷病程度別搬送人員のうち軽症者の割合 

令和３年 京都府 56.2％（67,605人／120,349人）（全国 44.8％（2,460,460人／5,491,744人）） 

○ 高齢者の救急搬送人員については、全国の救急搬送人員が4.6％（H24 5,250,302人→R3 5,491,744

人）の増加に対し、高齢者（65歳以上）は 22.0％（H24 2,786,606人→R3 3,399,802 人）の大幅

増加となっています。 

○ 関西広域連合が運航するドクターヘリ（３府県ドクターヘリ、京滋ドクターヘリ、大阪府ドクタ

ーヘリ）による広域的な救急医療体制を構築しています。 

 

＜課題＞ 

○ ドクターヘリの運航については、北部地域においてセーフティネットが一重のエリアがあること

から、重複要請や多数傷病者発生事案等への対応に課題があります。 

 

（３）救急救命の人材養成 

＜現状＞ 

○ 救急救命に関わる医師・看護師・救急救命士等は増加傾向にあります。 

 

＜課題＞ 

○ 高齢化の進展に伴い救急搬送件数は増加が見込まれており、引き続き、人材育成に取り組む必要

があります。 

 

（４）救急相談体制 

＜現状＞ 

○ 救急医療に関する情報提供については、救急医療情報システムによる府民への情報提供に加え、

救急安心センターきょうと事業（＃7119）による電話相談体制を構築しています。 

 

＜課題＞ 

○ 府民が電話相談等により、適切な医療機関の受診や救急車の要請ができる体制の強化が課題です。 

 

（５）府民への普及啓発 

＜現状＞ 

○ 病院前救護体制の強化のため、救急法講習会等を通じて府民への啓発を実施しています。 

 

＜課題＞ 

○ 高齢社会に対応した救急医療体制を構築するため、引き続き、応急手当の技術･知識の普及啓発を

進めていく必要があります。 
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 全ての救急患者に対応できる救急医療体制の構築 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 地域における救急医療機関の役割の明確化 

 ② 効率的・効果的な救急搬送体制の構築 

 

具体的な施策 

目標① ・隣接府県との連携を促進するとともに、高度救急業務推進協議会等を活用して、府、

市町村、消防機関、医療機関等の相互の連携体制を強化し、初期･二次･三次の各段階に

おける救急医療が適切に機能する体制を整備 

  ・救急医療機関での救命後、円滑に転院や在宅療養へ繋ぐ連携体制を検討 

 ・高度な専門的医療を総合的に実施する医療機関として、地域の救急患者を最終的に受

け入れる役割を果たす救命救急センターの追加指定 

 ・救命救急センターに収容される患者のうち、特に広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等

の特殊疾患患者に対する救命医療を行うための相当高度な診療機能を有する高度救命

救急センターの指定 

 ・救急安心センターきょうと事業（＃7119）による電話相談体制の確保 

  ・高度化･専門化する救急医療に対応した医師・看護師・救急救命士等の養成及び確保の

推進 

 ・府民を対象とした救急講習会の開催や、義務教育の場等における救急医療の適正利用、

府民による救急蘇生法の実施や AED使用、ドクターヘリの普及啓発を推進 

 

目標② ・救急医療情報システムによる、救急診療の可否、空床の有無に係る医療機関や消防機

関等へのリアルタイムな情報提供の実施 

   ・救急や災害時のドクターヘリ、消防防災ヘリコプター等の活用について、関係者の連

携を協議し、効率的な運用を検討するとともに、厚生労働省が作成するマニュアル等

を踏まえたドクターカーの活用を検討 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

高度救急業務推進協議会等を活
用した関係機関の連携強化、初
期･二次･三次の各段階における
救急医療が適切に機能する体制
を整備 

 

１ 

地域における救急医療機関の役
割の明確化 

 

１ 

全ての救急患者に対応できる
救急医療体制の構築 

 

指標 

選定困難事案の割合
（重症） 

 指標 
中間アウトカムの指
標を全て達成 

指標 
高度救急業務推進協議
会等の開催 

 
選定困難事案の割合
（周産期） 

 
   

２ 

救命救急センターの追加指定  
選定困難事案の割合
（小児） 

    

指標 
救命救急センターの人
口あたり指定数 

        

３ 

高度救命救急センターの指定         

指標 
高度救命救急センター
の人口あたり指定数 

        

４ 

救急安心センターきょうと事業
（＃7119）による電話相談体制の
確保 

        

指標 

#7119の応答率         

#7119の認知度         

５ 

高度化･専門化する救急医療に対
応した医師・看護師・救急救命士
等の養成及び確保の推進 

        

指標 

府内の医療施設に従事
する救急科医師数が全
国平均値を上回る医療
圏 

        

        

認定救急救命士数         

６ 

救急講習会や、救急医療の適正な
利用、府民による救急蘇生法の実
施及び AEDの使用の促進、ドクタ
ーヘリについて普及啓発を推進 

        

        

指標 
府主催救急法講習会等
参加者数 

        

           

７ 

救急医療情報システムによる、救
急診療の可否、空床の有無に係る
医療機関や消防機関等へのリア
ルタイムな情報提供の実施 

 

２ 

効率的・効果的な救急搬送体制

の構築 
    

 
指標 検討会の開催     

指標 関係機関の利用件数         

８ 

ドクターヘリやドクターカーの活
用を検討 

        

指標 検討会の開催         
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｂ１ 

年間の全搬送事案の
うち選定困難事案(医
療機関の選定開始か
ら決定まで４医療機
関以上に受入要請を
した事案）の割合（重
症） 

2.4％ 令和３年 ０％ 令和 11年 

救急搬送にお
ける医療機関
の受入状況等

実態調査 
（消防庁） 

Ｂ１ 

年間の全搬送事案の
うち選定困難事案(医
療機関の選定開始か
ら決定まで４医療機
関以上に受入要請を
した事案）の割合（周
産期） 

0.4％ 令和３年 ０％ 令和 11年 

救急搬送にお
ける医療機関
の受入状況等

実態調査 
（消防庁） 

Ｂ１ 

年間の全搬送事案の
うち選定困難事案(医
療機関の選定開始か
ら決定まで４医療機
関以上に受入要請を
した事案）の割合（小
児） 

1.2％ 令和３年 ０％ 令和 11年 

救急搬送にお
ける医療機関
の受入状況等

実態調査 
（消防庁） 

Ｂ２ 
効率的・効果的な救急
搬送体制の構築に関
する検討会の開催 

１回 令和５年度 
毎年度１回

以上 
令和 11年度 ― 

Ｃ１ 
高度救急業務推進協
議会等の開催 

１回 令和５年度 
毎年度１回

以上 
令和 11年度 ― 

Ｃ２ 
救命救急センターの
人口（100万人）あた
り指定数 

2.3機関 令和４年度 
全国平均以

上 
令和 11年度 ― 

Ｃ３ 
高度救命救急センタ
ーの人口（100万人）
あたり指定数 

０機関 令和４年度 
全国平均以

上 
令和 11年度 ― 

Ｃ４ #7119 の応答率 77.0％ 令和４年度 
毎年度

80.0％以上 
令和 11年度 ― 

Ｃ４ #7119 の認知度 22.6％ 令和４年度 42.6％ 令和 11年度 ― 

Ｃ５ 

府内の医療施設に従
事する救急科医師数
（人口 10 万対）が全
国平均値を上回る医
療圏 

２医療圏 令和２年度 全医療圏 令和 11年度 
医師・歯科医
師・薬剤師統
計（厚労省） 

Ｃ５ 
認定救急救命士数（人
口 10 万対） 

21.2人 令和４年 27.3人 令和 11年度 
救急救助の現
況（消防庁） 

Ｃ６ 
府主催救急法講習会
等参加者数 

1,789 人 令和４年度 1,800 人 令和 11年度 
京都府医療課
調べ 

Ｃ７ 
救急医療情報システ
ムの関係機関の利用
件数 

114,181件 令和４年度 
毎年度 

11 万件以上 
令和 11年度 

京都府医療課
調べ 

Ｃ８ 
ドクターヘリやドクタ
ーカーの活用に関す
る検討会の開催 

１回 令和５年度 
毎年度１回

以上 
令和 11年度 ― 
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丹後医療圏

山城北医療圏

京都第一赤十字病院
京都第二赤十字病院

京都医療センター
洛和会音羽病院

京都鞍馬口医療センター、府立医科大学附属、
京都大学医学部附属、毛利、宇多野、市立京北、
相馬、西陣、堀川、大原記念、京都下鴨、京都民
医連あすかい、日本バプテスト、吉川、洛陽、西
大路、京都市立、京都民医連中央、洛和会丸太
町、久野、原田、明石、京都回生、京都武田、新
京都南、武田、京都九条、十条武田リハ、泉谷、
太秦、河端、大島、金井、伏見桃山総合、共和、
むかいじま、蘇生会総合、武田総合、愛生会山
科、なぎ辻、京都桂、シミズ、西京都、三菱京都、
洛西シミズ、洛西ニュータウン、向日回生、京都
済生会、新河端、千春会、京都南、冨田、賀茂、
京都博愛会、京都からすま、愛寿会同仁、室町、
がくさい、吉祥院、内田、長岡京、新町（各病院）

京都府救急医療体制図

◎
● 宇治武田病院

宇治病院
都倉病院

宇治川病院
岡本記念病院

六地蔵総合病院

●

●

京都山城総合医療センター

八幡中央病院
美杉会男山病院

●

京都ルネス病院

京都府立医科大学附属
北部医療センター

●

●

京都中部総合医療センター
園部病院

●

●

京丹後市立久美浜病院
京丹後市立弥栄病院

丹後中央病院

□

●

市立福知山市民病院
大江分院 ●

綾部市立病院
綾部ルネス病院

中丹医療圏

●

舞鶴共済病院
舞鶴赤十字病院
舞鶴医療センター

宮津市休日応急診療所

□
福知山市休日急患診療所

●

国保京丹波町病院

●

亀岡市立病院
亀岡ｼﾐｽﾞ病院

□

京都市急病診療所
京都市休日急病歯科中央診療所

●

精華町国保病院
学研都市病院

山城南医療圏

●

京都きづ川病院
南京都病院

●
久御山南病院

□

□

宇治市休日急病診療所

□

城陽市休日急病診療所

□

京田辺市休日応急診療所

□
乙訓休日応急診療所

△

京都府救急医療情報ｾﾝﾀｰ

京都・乙訓医療圏

□

八幡市立休日応急診療所 ●

京都田辺中央病院

（令和５年９月１日現在）

凡例
◎・・・救命救急センター（三次）（６病院）
●・・・救急告示・輪番制病院（二次）（９３病院※）
□・・・休日夜間急患センター（一次）（１１箇所）

休日等歯科診療所（２箇所）
△・・・救急医療情報センター（1箇所）

※ 救急告示の救命救急センター除く
※ 宇治市の休日等歯科診療所は、

休日夜間救急センターと併設

◎

市立福知山市民病院

亀岡市休日急病診療所

南丹医療圏

◎

宇治徳洲会病院

相楽休日応急診療所

□

舞鶴市休日急病診療所

□
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救 急 医 療 体 制 図

施 設 名

京都第一赤十字病院（東山区） 洛和会音羽病院（山科区）

京都第二赤十字病院（上京区） 宇治徳洲会病院（宇治市）

国立病院機構京都医療センター（伏見区） 市立福知山市民病院（福知山市）

３次：重篤患者

●救命救急センター（６箇所）
３次救急医療体制

２次：入院患者

●救急示医療機関

京都市内 京都市外 合計

病 院 ５２ ３６ ８８

●小児救急医療体制整備（６医療圏）

医療圏 実施状況

京都・乙訓 ⑰９月から拡大

山 城 北 ⑰12月～実施、㉖拡大

山 城 南 ㉖４月～拡大実施

南 丹 ⑰12月～実施

中 丹 ㉑12月～拡大実施

丹 後 ㉑12月～実施

１次：外来患者

●在宅当番医制（５地区）

初期救急医療体制

⑤実施地区医師会名

乙 訓（全域）

福 知 山（全域）

舞 鶴（全域）

与 謝（全域）

北 丹（全域）

●休日夜間急患センター（11箇所）

⑤実施施設名

京都市急病診療所（内、小、眼、耳）

宇治市休日急病診療所（内、小、歯）

乙訓休日応急診療所（内、小）

城陽市休日急病診療所（内、小）

八幡市休日応急診療所（内、小）

京田辺市休日応急診療所（内、小）

相楽休日応急診療所（内、小）

亀岡市休日急病診療所（内、小）

福知山市休日急患診療所（内、小）

宮津市休日応急診療所（内、小）

舞鶴市休日急病診療所（内）

２次救急医療体制

●病院群輪番制（２医療機関）

医療機関名
④運営状況

延日数(日) 参加病院数 うち告示

京
都
・
乙
訓

Aブロック 403 12 6

Bブロック 435 15 13

Cブロック 433 16 13

Dブロック 434 11 11

合 計 1,705 54 43

山城北 144 10 9

救急医療情報センター

参
加
機
関
数

区 分 京都市内 京都市以外 合 計
病 院
消防機関
センター
(検索システム)

６９
１
１

３５
１４
‐

１０４
１５
１

合 計 ７２ ４８ １２０

救 急 患 者

●消防機関
救急隊員数 1,128人

救急隊数 89隊

京都・乙訓：休日、夜間実施
山城北：休日実施

※京都市急病診療所では小児科については
平成17年９月から平日も運営

情報提供
インターネット等

※令和4.4.1現在

※令和4.4.1現在

※令和5.4.1現在

※令和5.4.1現在

※（ ）内は実施地域

休日実施

※令和5.9.1現在

休日実施

●休日等歯科診療所（２箇所）休日実施

京都市休日急病歯科中央診療所

宇治市休日急病診療所
※休日夜間急患センターと併設
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５ 災害医療 

現状と課題 

（１）災害医療体制 

○ 京都府では、24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うこと

が可能な体制を有すること、災害派遣医療チーム（DMAT）を保有し、その派遣体制があること、

整備された業務継続計画（BCP）に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること

など、災害時における医療提供体制の中心的な役割を担う医療機関として 13 医療機関を災害拠

点病院に指定しています。 

○ 平成 25 年度より｢京都府災害拠点病院等連絡協議会｣を開催し、関係機関の連携体制を強化する

など府内の災害医療提供体制の強化を図っています。 

○ 平成 26年度から独自の京都 DMATを養成し、災害拠点病院を中心とする 14医療機関に 56の DMAT

チームと 323名の DMAT隊員（京都 DMATを含む）を指定（令和５年４月１日現在）するなど、DMAT

隊員の養成に取り組んでいます。 

○ 災害時の医療情報を集約・一元化し、医療資源の配分を適切に行うため、被災時の地域医療を統

括･調整する｢京都府災害医療コーディネーター｣45 名（令和５年４月１日現在）を委嘱し、訓練

や研修への参加を積極的に行うこととしています。 

○ 大規模災害時に被災状況や関係機関の対応状況等の情報を集約・分析・提供し、保健医療福祉活

動を行う京都府保健医療福祉調整本部の円滑な連携体制を構築するため、多職種連携の推進が必

要です。 

○ 新興感染症発生・まん延時における医療人材派遣体制の構築が必要です。 

○ 災害拠点病院とともに、災害時において、その機能や地域における役割に応じた医療を提供する

ため、災害拠点病院以外の病院においても災害医療体制の強化が必要です。 

○ 豪雨災害等の被害を軽減するため 、浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する医療機関におけ

る浸水対策の強化が必要です。 

○ 災害時の医療提供体制を維持するため、医療コンテナ導入の必要性について検討が必要です。 

○ 災害を超急性期から中長期まで捉え、各フェーズで想定される状況や必要な医療救護活動を検討

し、地域の実情を踏まえた具体的な医療や保健・福祉との連携体制の構築、フェーズごとの状況

変化に応じた関係機関の役割分担を明確化する必要があります。 

○ 京都府における大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備にあたり、医療チームや保健

師チーム等全体をマネジメントする機能を構築するため、様々な職種からなる保健医療福祉活動

チームの派遣調整、保健医療福祉活動に関する情報の連携、整理、分析等の総合調整を行う「保

健医療福祉調整本部」体制を構築する必要があります。 

○ 保健所は、地域住民への支援を最前線で展開するため、災害対策支部の組織下に「保健医療福祉

調整支部」を設置し、市町村と連携して保健医療福祉活動に係る指揮又は連絡を行うとともに、

保健医療福祉調整本部から派遣された保健医療福祉活動チームの派遣調整を行うなど、被災市町

村の保健医療福祉活動への支援や協働する役割が求められています。 

○ 京都府、災害拠点病院、保健所は平常時から、地域の医師会等の医療関係者、行政、関係機関の

連携体制の構築を目的に地域災害医療対策会議の開催や研修会、訓練等を実施し、互いの顔の見
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える関係性を作る必要があります。 

○ 災害時の精神科医療の提供のため、災害拠点精神科病院を中心に、DMATなど他職種との連携を促

進するとともに、災害派遣精神医療チーム（DPAT）隊員の更なる養成が必要です。 

○ 大規模災害時における緊急時の歯科診療体制の整備や歯科口腔保健のための活動ができる人材

の育成が必要です。 

 

（２）医療機関における被害状況の把握 

○ 災害による被害を最小限にとどめ、災害からの早期回復を図る上で、医療機関等の被害状況を迅

速、正確に把握することが欠かせません。京都府では全ての病院が、国の｢広域災害・救急医療情

報システム(EMIS)｣と連動した｢京都府救急医療情報システム｣に登録していますが、全ての参加機

関が操作等の研修・訓練を実施し、災害時に活用できるよう図っていく必要があります。 

 

（３）原子力災害医療 

○ 原子力発電所において事故が発生した場合、放射線被ばくや放射性物質による汚染を伴う傷病者

の発生が想定されます。このような状況において、迅速かつ的確な対応が行えるよう、原子力災

害医療体制の充実、関係機関間のネットワークの強化が必要です。 

○ 原子力災害医療は、通常の医療の知識だけでなく、放射線防護等の専門的な知識も併せて求めら

れるため、原子力災害医療業務に対応できる、医師、看護師、診療放射線技師等の養成・確保や

資質の向上が必要です。 

○ 京都府では、緊急時放射線検査施設を舞鶴赤十字病院に設置しており、施設内には、放射線測定

機材、放射線防護資材、安定ヨウ素剤等を配備しています。 

 

（４）医薬品等の確保 

○ 災害時に必要な医薬品について、京都府医薬品卸協会各社及び関係団体と優先供給に関する協定

を締結し、発災後３日間における救急医薬品等を一定数確保するとともに、供給に用いられる車

両が緊急通行車両として活動できる体制を整えています。 

○ 被災地における医薬品等医療資源の適切な活用・配分の支援等の役割が期待される災害薬事コー

ディネーターの必要性が検討されています。 

 

（５）災害時における要配慮者対策 

○ 避難生活等を送る要配慮者には、高齢者、障害者、妊婦のみならず、避難情報等の入手が困難な

子どもや外国人(観光客含む)、ペット同伴者等も含まれ、避難所生活を送る上で精神的に不安と

なる場合や、避難時にケガをするなどして要配慮者になる場合もあります。誰もが避難所を快適

に利用できるよう、要配慮者のニーズに対応する工夫が必要です。 

○ 原子力発電所(高浜発電所及び大飯発電所)事故における緊急時の防護措置を準備する地域(UPZ)

内及び近隣地区等には、複数の医療施設、福祉施設があり、原子力災害発生時には、それぞれの

施設の状況等に応じて、安全に避難等するための対策等が必要になります。 
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 災害急性期において必要な医療提供体制の構築 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 保健医療福祉調整本部構成機関間における多職種連携の推進 

 ② 新興感染症発生・まん延時における医療提供体制の構築 

 ③ 災害拠点病院及び災害拠点病院以外の病院それぞれの役割に応じた災害医療体制の構築 

 ④ 浸水想定区域又は津波災害警戒区域に所在する病院における浸水対策の強化 

 ⑤ 医薬品等の確保・供給体制の強化 

 ⑥ 原子力災害医療体制の強化 

 

具体的な施策 

 目標① ・京都府災害拠点病院等連絡協議会の定期的な開催 

     ・多職種が連携する災害訓練の実施を検討 

・DMAT、DPAT、DHEAT※、災害支援ナース等の各専門領域間で情報共有できる体制の構築 

※災害時健康危機管理支援チーム 

 

目標② ・DMAT隊員の DMAT感染症研修への参加促進 

    ・DMAT派遣協定を改正し、新興感染症に係る対応を整備 

 

目標③ ・京都 DMAT養成研修及び技能維持研修の定期的な開催 

    ・DPAT養成研修・技能維持研修の定期的な開催 

    ・病院による国の「広域災害救急医療システム（EMIS）」の活用を推進 

    ・災害拠点病院以外の病院における災害医療体制の強化 

・全国の導入状況や関係機関の意見等を踏まえ、医療コンテナの必要性を検討 

 

目標④ ・浸水を想定した BCPの策定を推進 

    ・止水板等の設置や自家発電機等の高所移設、排水ポンプ設置等による浸水対策の推進 

 

目標⑤ ・医薬品等関係団体との協定等による医薬品等の確保 

・災害時における医薬品等の流通経路確保 

・京都府における薬事コーディネーターについて、役割（被災地の医薬品等や薬剤師、

薬事衛生面に関する情報の把握やマッチング等）等の検討及び養成・確保 

 

目標⑥ ・京都府原子力災害医療ネットワーク会議の定期的な開催 

    ・原子力災害拠点病院との間で原子力災害医療派遣チームに係る派遣協定の締結を検討 

    ・緊急時医療センターの運用や傷病者の受入を想定した訓練の実施 

    ・安定ヨウ素剤の配布等に係る研修の開催 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

京都府災害拠点病院等連絡協議会の定期的な開

催 
 

１ 

保健医療福祉調整本部機関間における多職種

連携の推進 
 

１ 

災害急性期において必要な医療提供体制の

構築 

指標 年１回以上  指標 
中間アウトカムに対応する個別施策の

指標を全て達成 
 指標 中間アウトカムの指標を全て達成 

           

２ 

保健医療福祉調整本部及び支部における活動を

想定した訓練の実施を検討 
      

指標 訓練の実施         

           
３ 

新興感染症に対応できる人材の育成  

２ 

新興感染症発生・まん延時における医療提供体

制の構築 

   

指標 DMAT感染症研修を修了した DMAT隊員数      

    
指標 

中間アウトカムに対応する個別施策の

指標を全て達成 

    

４ 

京都府 DMAT 派遣協定を改正し、DMAT の業務内

容に新興感染症への対応を追加 
    

指標 
府内全ての DMAT 指定医療機関と改正後

の協定を締結 
        

           
５ 

京都 DMAT 養成研修及び技能維持研修の開催  

３ 

災害拠点病院及び災害拠点病院以外の病院そ

れぞれの役割に応じた医療提供体制の構築 

   

指標 年１回以上      

    
指標 

中間アウトカムに対応する個別施策の

指標を全て達成 

    
６ 

DPAT 養成研修及び技能維持研修の開催     

指標 年１回以上      

           

７ 
府内病院の EMIS 活用を推進       

指標 府内全病院における EMIS 入力率         

           

８ 

災害拠点病院以外の病院における耐震化の推進       

指標 
災害拠点病院以外の救急告示病院等に

おける耐震化率 
        

           

９ 

災害拠点病院以外の病院における BCP 策定の推

進 
      

指標 
災害拠点病院以外の病院におけるBCP策

定率 
        

           

10 

災害拠点病院以外の病院における非常用自家発

電設備整備の推進 
      

指標 

災害拠点病院以外の救急告示病院等に

おける非常用自家発電設備設置率及び３

日分の燃料備蓄率 

        

           

11 

災害拠点病院以外の病院における給水設備整備

の推進 
      

指標 

災害拠点病院以外の救急告示病院等に

おける３日分の診療機能の維持に必要な

水量の確保率 

        

           

12 

医療コンテナの導入に係る必要性について検討       

指標 関係機関との協議会の開催       

        

13 

風水害を想定した BCP 策定の推進 
 

４ 

浸水想定区域又は津波被害警戒区域に所在す

る病院における新推定策の強化 
   

指標 

浸水想定区域又は津波被害警戒区域に

所在する病院における風水害を想定した

BCP 策定率 

 指標 
中間アウトカムに対応する個別施策の

指標を全て達成 
    

           

14 

風水害を想定した浸水対策の推進       

指標 
浸水想定区域又は津波被害警戒区域に

所在する病院における浸水対策実施率 
        

           

15 

医薬品等関係団体との協定等による医薬品等災

害時における流通経路の確保 

 

５ 

災害時医薬品等の確保と供給体制の強化    

指標 関係団体との協定等の締結  指標 
中間アウトカムに対応する個別施策の

指標を全て達成 
    

指標 緊急通行車両の事前届出         

           

16 

災害薬事コーディネーターの役割検討・養成・

確保 
      

指標 養成研修の開催         

           

17 

関係機関間の連携の強化         

指標 
京都府原子力災害医療ネットワーク会議

の開催 
        

           

18 

原子力災害医療の知識を有する人材の育成  

６ 

原子力災害医療体制の強化    

指標 原子力災害医療基礎研修の実施  指標 
中間アウトカムに対応する個別施策の

指標を全て達成 
    

           

19 

原子力災害医療に対応できる人材派遣体制の構

築 
      

指標 
京都府原子力災害医療派遣チーム派遣

協定の締結 
        

9           

20 

緊急時医療センターの運用や広域搬送を想定し

た訓練の実施 
      

指標 
年１回以上 

※京都府原子力総合防災訓練の医療訓練 
        

           

21 

安定ヨウ素剤の配付を迅速かつ円滑に行う体制

の構築 
      

指標 安定ヨウ素剤の配付等に係る研修の開催         
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ３ 
DMAT 感染症研修を修了し
た DMAT隊員数 

13名 Ｒ４年度 24名 Ｒ11年度 京都府医療課調べ 

Ｃ７ 
府内全病院における EMIS
入力率 

53.1% Ｒ４年度 80% Ｒ11年度 
医療施設の浸水
対策等に関する調
査（厚労省） 

Ｃ８ 
災害拠点病院以外の救急
告示病院等における耐震化
率 

61.6% Ｒ４年度 
近畿府県 
平均値以上 

Ｒ11年度 
病院の耐震改修
状況調査（厚労
省） 

Ｃ９ 
災害拠点病院以外の病院
における BCP策定率 

36.1% Ｒ４年度 
近畿府県 
平均値以上 

Ｒ11年度 
医療施設の浸水
対策等に関する調
査（厚労省） 

Ｃ10 

災害拠点病院以外の救急
告示病院等における非常用
自家発電設備設置率及び
３日分の燃料備蓄率 

設置率 
95.3% 

 
備蓄率 
30.2% 

Ｒ４年度 
近畿府県 
平均値以上 

Ｒ11年度 
医療施設の浸水
対策等に関する調
査（厚労省） 

Ｃ11 

災害拠点病院以外の救急
告示病院等における３日分
の診療機能の維持に必要な
水量の確保率 

97.7% Ｒ４年度 
近畿府県 
平均値以上 

Ｒ11年度 
医療施設の浸水
対策等に関する調
査（厚労省） 

Ｃ13 

浸水想定区域又は津波被
害警戒区域に所在する病院
における風水害を想定した
BCP策定率 

23.0% Ｒ４年度 
近畿府県 
平均値以上 

Ｒ11年度 
医療施設の浸水
対策等に関する調
査（厚労省） 

Ｃ14 
浸水想定区域又は津波被
害警戒区域に所在する病院
における浸水対策実施率 

75.7% Ｒ４年度 
近畿府県 
平均値以上 

Ｒ11年度 
医療施設の浸水
対策等に関する調
査（厚労省） 

※救急告示病院等：救急告示病院、救命救急センター、病院群輪番制病院 
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京都第一赤十字病院
（基幹災害）

京都市立病院
（地域災害）

京都府における災害拠点病院

◎

●

京都済生会病院
（地域災害）

●

●

京都山城総合医療センター
（地域災害）

●

市立福知山市民病院
（地域災害）

京都府立医科大学附属
北部医療センター

（地域災害）

●

●

京都中部総合医療
センター（地域災害）

●

京都岡本記念病院
（地域災害）

（令和５年４月1日現在）

丹後医療圏

中丹医療圏

南丹医療圏
京都・乙訓医療圏

山城北医療圏

山城南医療圏

宇治徳洲会病院
（地域災害）

●

●

●●

●

国立病院機構京都医療センター
（地域災害）

京都府立医科大学附属病院
（地域災害）

京都大学医学部附属病院
（地域災害）

洛和会音羽病院
（地域災害）

凡例

◎基幹災害拠点病院…１病院
府内災害拠点病院を統括し、

災害時の医療提供の拠点とな
る施設
（都道府県 原則１箇所）

●地域災害拠点病院…12箇所
災害時の医療圏毎の拠点とな

り、多数傷病者等の受入や地
域の病院への医療支援を行う
施設
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６ 新興感染症発生・まん延時における医療 

新興感染症発生・まん延時における医療については、「京都府感染症予防計画（令和６年改訂）」 

として令和６年３月に策定しています。この予防計画は、本計画に付随するものであり、その内容は 

概ね次のとおりです。 

 

「京都府感染症予防計画（令和６年改訂）」の概要 

１ 計画の位置づけ 

感染症法第 10条の規定による、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な計画であ

り、感染症対策の方向性を示すものです。 

 

２ 計画の基本方針 

新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、次の感染症危機に備えるため、

まん延を防止するための措置や医療体制の整備に関する取組を推進します。 

また、併せて新興感染症以外の感染症についても予防・まん延防止や医療提供体制の確保に関

する取組を推進します。 

 

３ 主な対策 

第１ 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 

第２ 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項 

第３ 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項 

第４ 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 

第５ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 

１ 病床 

２ 発熱外来 

３ 自宅療養者等への医療の提供等 

４ 後方支援 

５ 人材派遣 

６ 個人防護具の備蓄等 

第６ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項 

第７ 宿泊施設の確保に関する事項 

第８ 外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項 

第９ 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整・指示の方針に関する事項 

第１０ 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 

第１１ 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項 

第１２ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに

医療の提供のための施策に関する事項 

第１３ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項 

第１４ その他の重要事項 

第１５ 特定感染症予防指針等に定められた疾患への対応 
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７ へき地医療 

現状と課題 

＜現状＞  

○無医地区等の現状無医地区等調査(令和４年 10月末日)によると、府内に無医地区は６市町村 10地

区、無歯科医地区は６市町村 13地区となっています。 

○へき地の医療提供体制の現状  

＜ へ き 地 診 療 所 ＞ … 市町村等により、府内 17 箇所(うち歯科診療所２箇所)を設置 

＜へき地医療拠点病院＞ … 府内 10 病院を指定 

 ＜へき地医療支援機構＞ … 平成 15 年から京都府立医科大学附属北部医療センター 

 (旧与謝の海病院）に設置 

 

〇地域医療確保奨学金 

・地域枠医師や一般募集の医学部生等に地域医療確保奨学金を貸与することにより、京都府中北部の医

療機関で臨床研修を行い、研修後も府内で勤務する医師を育成しています。 

 

○府内の大学及び自治医科大学（再掲） 

①地域枠医師と自治医科大学卒業医師 

・平成 20年４月以降、医学部定員が全国的に増員する中で、府内の京都大学医学部及び京都府立医

科大学において、それぞれ定員が増員されました。(両大学とも H19:100人→H22:107人)  

・京都府立医科大学では、国の「緊急医師確保対策」等に基づき推薦入試を実施しています。推薦

入試で入学した学生は、京都府立医科大学附属病院での臨床研修後、「地域枠医師※」として、主

に北部地域の医師確保困難地域における医療に従事しています。令和５年度の京都府の地域枠の

定員は７名（恒久定員２名＋臨時定員５名）です。 

（※地域枠医師：地域医療等に従事する明確な意思をもった学生を一般入試とは別枠で選抜し、

京都府と契約を締結した上で大学を卒業した医師） 

・自治医科大学には、京都府からは毎年２名程度が入学し、地域医療を担う重要な役割を果たして

います。 

 

②キャリア形成卒前支援プラン 

・キャリア形成卒前支援プランは、各大学で実施している医学部の教育カリキュラムを基盤としつ 

つ、地域医療へ貢献する意思を有する学生に対し、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵 

養を図り、対象学生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描けるように支援す 

ることを目的として策定する計画です。 

・地域枠で入学した新１年生を対象とした、キャリア形成プログラムの説明会の開催や個別面談を 

実施しています。 

・地域医療に対する意欲を醸成し、互いに顔の見える関係を構築するため、自治医科大学生、地域 

枠、地域医療枠の学生に対して、地域医療体験実習等を合同実施しています。 
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③キャリア形成プログラム 

・地域枠医師、自治医科大学卒業医師及びその他適用を希望する医師には、医師確保困難地域にお

ける医師確保及び同地域に派遣される医師の能力開発及び向上を図ることを目的とした、キャリ

ア形成プログラムが適用されます。 

・キャリア形成プログラムが適用される医師は、３箇年の研修期間（臨床研修２年及び専門研修１

年の組み合わせを想定）を含む９年間（京都府地域医療確保奨学金貸与機関の 1.5倍に相当する

期間）キャリア形成プログラムが適用され、京都府が定める地域医療機関で勤務します。 

・キャリア形成プログラムの適用を受ける医師の派遣については、本人の希望を踏まえた上で、京

都府医療対策協議会において協議し、大学等の協力を得て実施します。原則として、重点的に医

師を確保する地域及び医師少数スポットを中心に配置を行います。 

・キャリア形成プログラムに基づく医師配置と大学等による医師派遣の整合性を確保するため、医

師確保における現状と課題、対策を十分に共有し、医師確保の方針に沿ったものとなるよう促す

必要があります。医師の配置については原則として前年度第３四半期に開催する京都府医療対策

協議会で協議し、決定します。 

・キャリア形成プログラムが適用される医師に対しては、入学時点で卒業後にキャリア形成プログ

ラムが適用されることを通知し、在学中からプログラム終了まで京都府及び大学による面談を行

う等、意見聴取の機会を設定します。また、在学中から地域医療実習に参加することで、地域医

療や将来のキャリア形成に対する意識の涵養を図ります。 

・キャリア形成プログラムは令和４年度に全面的な見直しを行い、新たに「特定診療科コース」と

「特定地域コース」の２コースを設けました。両コースとも、同プログラム後半の後期派遣にお

いては、医師が特に不足している医療機関に勤務することが原則となります。 

 

（キャリア形成プログラムのコース））（再掲） 

◆特定診療科コース 

 ＜概要＞ 

前期派遣及び後期研修の期間中に専門医資格の取得を可能とし、後期派遣では、専攻した特定診

療科において京都府が指定する医療機関に派遣 

＜特定診療科＞ 

内科、総合診療科、救急科、小児科、産婦人科、外科、整形外科 

   ＜コース例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 臨床研修 
前期派遣及び後期研修 

後期派遣 
専門研修 

年次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

特 定 

診療科 

府立医大又 

北部医療Ｃ 

専攻した診療科の専門研

修プログラムの連携施設 

府立

医大 

京都府が指定する医療

機関に派遣（★） 

※専攻した診療科とし

て従事すること。 
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◆特定地域コース 

＜概要＞ 

前期派遣及び後期研修の期間中に専門医資格の取得を可能とし、後期派遣では、京都府が指定す

る医療機関で、原則、専攻した診療科として従事するが、専攻した診療科がなければ、総合内科

として従事 

＜コース例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★：後期派遣先の医療機関の決定に当たっては、そのときの本人の希望、大学の医師の配置状況

（他の地域枠卒医師・自治医科大学卒医師・専攻医の配置状況等）、市町村からの要望等、

様々な要因を総合的に勘案して、決定することになります。（令和５年４月１日現在、特に京

丹後市立弥栄病院、京丹後市立久美浜病院及び国保京丹波町病院を想定） 

（北部地域への派遣実績） 

【地域枠医師の状況：令和５年４月現在】 

 

【自治医科大学卒業医師の状況：令和５年４月現在】 

 

〇大学院医学研究科授業料等助成事業 

・医師確保困難地域で勤務する医師を確保するため、研修・研究費の支援や一定の勤務条件を満たす者

に大学院医学研究科の学費の免除・助成を行っています。 

 

〇地域医療教育推進事業 

・京都府立医科大学の医学生・看護学生が、地域医療の仕組みやチーム医療の重要性を理解することを 

目的に、実施しています。また、平成 21年度から京都府が助成し、事業を実施しています。 

 

 

区分 臨床研修 
前期派遣及び後期研修 

後期派遣 
専門研修 

年次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

診療科を 

問わない 

府立医大又は 

北部医療Ｃ 

専攻した診療科の専

門研修プログラムの

連携施設 

府立

医大 

京都府が指定する医療

機関に派遣（★） 

※原則、専攻した診療科

として従事することと

するが、京都府が指定す

る医療機関に専攻した

診療科がない場合は、総

合内科として従事する

こと。 
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 地域の医療需給を踏まえた医師偏在解消の取組や現在及び将来不足が予想される診療科等に

ついても医療を受けることができる 

 

目標（取組の方向性） 

① 京都府立医科大学、京都府中北部病院、各医局等の関係機関との連携推進 

② 医師確保困難区域における医師の確保及び勤務環境の改善 

③ へき地医療対策の企画、調整及び医師の育成 

④ 地域医療に対する意欲の醸成 

⑤ 各種広報媒体を活用した京都府内で働きたい医師の確保 

⑥ 地域偏在や診療科偏在の解消に係る要望等の実現 

 

具体的な施策 

 目標① ・自治医科大学卒業医師や地域枠卒業医師には、キャリア形成プログラムを適用するこ

とにより、医師少数区域等の医療機関へ医師を配置し、地域医療を担う人材として育

成する。 

－京都府と京都府立医科大学との間で、キャリア形成プログラムに関する内容を協議

するキャリア形成プログラム検討会を実施 

－自治医科大学卒医師を対象とした定期的な面談の実施 

－キャリア形成プログラム内容を向上するため、キャリアコーディネーターの配置 

－京都府中北部病院病院長や各医局教授に、キャリア形成プログラムに関する内容の

説明 

－地域枠学生、地域医療枠学生、自治医科大学生を対象としたキャリア形成卒前支援

プランの適用 

－府立、私立、市立高校の担当者が集まる場でキャリア形成プログラムに関する内容

の説明を実施 

   

目標② ・自治医科大学卒業医師や地域医療確保奨学金貸与者が、義務年限後も府内の医師確保

困難区域で継続して、勤務することができる環境整備を行う 

－一定の勤務条件を満たす医師に、大学院医学研究科の授業料免除・助成を行い、若

手医師を育成 

－地域医療確保奨学金を活用した医師確保困難区域の勤務医の確保 

 

目標③ ・京都府立医科大学附属北部医療センターにおいて、へき地医療支援機構としての機能

の充実･強化を図り、へき地医療対策の企画・調整を行うとともに、各種事業を円滑か

つ効率的に実施する 

－へき地医療支援機構における企画・調整及び医師の育成 
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目標④ ・地域医療に対する意欲を醸成し、互いに顔の見える関係を構築するため、自治医科大

学生、地域枠、地域医療枠の学生に対して、地域医療体験実習等を実施する 

－自治医科大学生に対して、地域医療体験に係る実習を開催 

－地域枠学生に対して、地域医療体験に係るバスツアーの開催 

 

目標⑤ ・ホームページや各種雑誌、就職説明会など様々な媒体を活用した広報活動により、京

都府内で働きたい医師を募集し、京都府内で勤務する医師を確保する 

－医学生を対象とした各病院の就職説明会の開催 

－京都府内の医療機関を紹介する臨床研修ガイドブックの作成 

－医師との縁をつなぐ絆ネットの活用 

 

目標⑥ ・医師確保対策、医師臨床研修制度や専門医制度等、引き続き地域偏在や診療科偏在の

解消に向けた制度となるよう、国への政策提案、要望等を実施する 

－厚生労働省へ医師不足等に係る要望を実施 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

自治医科大学卒医師や地域枠卒

医師に、キャリア形成プログラム

を適用することで、地域医療を担

う人材として育成する 

 

１ 

京都府立医科大学、京都府中北

部病院病院長、各医局教授等の

関係機関との連携推進 

 

１ 

地域の医療受給を踏まえた医師

偏在解消の取り組みや将来不足

が予想される診療科等について

も、医療を受けることができる 

指標 
キャリア形成プログラム

適用同意者数（再掲） 
  

指標 

キャリア形成プログラム

適用予定医師の医師確保

困難地域への医療機関へ

の派遣医師数（再掲） 

  

        

２ 

自治医科大学卒医師や地域医療

確保奨学金貸与者が、義務年限後

も府内の医師確保困難区域で継

続して、勤務することができるよ

う環境整備を行う 

 

２ 
医師確保困難区域における医師

の確保及び勤務環境の改善 

 

 

 

指標 

地域医療確保奨学金の貸

与を受け医師確保困難地

域の医療施設に従事した

者 

    

指標 

大学院医学研究科授業料

等助成事業活用人数（再

掲） 

     

        

３ 

京都府立医科大学附属北部医療

センターにおいて、へき地医療支

援機構としての機能の充実・強化

を図り、へき地医療対策の企画・

調整を行うとともに、各種事業を

円滑かつ効率的に実行する 

 

３ 
へき地医療対策の企画、調整及

び医師の育成 
   

        

４ 

地域医療に対する意欲を醸成し、

互いに顔の見える関係を構築する

ため、自治医科大学生、地域枠、

地域医療枠の学生に対して、地域

医療体験実習等を実施する 

 

４ 地域医療に対する意欲の醸成 

 

 

 

指標 
夏季実習、地域医療体験

実習等の開催件数（再掲） 
    

        

５ 

ホームページや各種雑誌、就職説

明会など様々な媒体を活用した広

報活動により、京都府内で働きた

い医師を募集し、京都府内で勤務

する医師を確保する 

 

５ 
各種広報媒体を活用した京都

府内で働きたい医師の確保 

   

指標 
臨床研修ガイドブック配

布数（再掲） 
     

指標 
就職活動フェアにおける

出展回数（再掲） 
     

        

６ 

医師確保対策、医師臨床研修制度

や専門医制度等、引き続き地域偏

在や診療科偏在の解消に向けた制

度となるよう、国への政策提案、

要望等を実施する 

 

６ 
地域偏在や診療科偏在の解消

に係る要望等の実現 

 

 

 

指標 
政策提案・要望活動の実

施件数（再掲） 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ１ 
キャリア形成プログラム

適用同意者数（再掲） 
９人 令和５年度 175人 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ１ 

キャリア形成プログラム

適用予定医師の医師確保

困難地域への医療機関へ

の派遣医師数（再掲） 

62 人 令和５年度 100人 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 

Ｃ２ 

地域医療確保奨学金の貸

与を受け医師確保困難地

域の医療施設に従事した

者 

216名 令和５年度 450名 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 

Ｃ２ 

大学院医学研究科授業

料等助成事業活用人数

（再掲） 

26 名 令和５年度 40 名 令和 11年度 
京都府医療課

調べ 

Ｃ４ 
夏季実習、地域医療体験

実習等の開催件数（再掲） 
各１回 令和５年度 

合同実施

により２

回 

令和 11年度 
京都府医療課

調べ 

Ｃ５ 
臨床研修ガイドブック配

布数（再掲） 
1,000 部 令和５年度 1,200 部 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ５ 
就職活動フェアにおける

出展回数（再掲） 
２回 令和５年度 ２回以上 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 

Ｃ６ 
政策提案・要望活動の実

施件数（再掲） 
１回 令和５年度 １回以上 令和 11年度 

京都府医療課

調べ 
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へき地医療現況調査図 
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８ 在宅医療 

現状と課題 

（１）医療・介護・福祉の連携強化 

○ 我が国の高齢化は世界に例を見ない速度で進展し、これまでに経験したことのない超高齢社会を

迎えようとしています。2025年には、いわゆる｢団塊の世代｣が 75歳を迎え、高齢化率が 30％に

達すると推計されます。また、独居や夫婦二人暮らしの高齢者世帯が増加しており、全世帯の４

分の１以上を占めています。 

○ 高齢で介護が必要になったり、病気や障害があっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を続け

られるよう、医療、介護(介護予防)、住まい及び日常生活支援が一体的に提供される｢地域包括ケ

アシステム｣が、地域の特性に応じた形で構築されることが不可欠です。 

○ 地域包括ケアシステムの構築のためには、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護職員、管理栄

養士・栄養士、歯科衛生士、ケアマネジャー、社会福祉士、介護福祉士等の多職種が連携して在

宅療養・介護を支える体制の整備と、入退院時における病院と多職種との連携等が不可欠です。 

併せて、生産年齢人口の減少に伴い、地域包括ケアシステムを支える医療従事者の確保も必要と

なります。 

○ 京都地域包括ケア推進機構の構成団体間による医療・介護・福祉のネットワーク構築を強化する

とともに、地域包括支援センターや市町村社会福祉協議会、NPO、地域住民等と積極的に連携する

など、医療･介護･福祉の連携を強化する必要があります。 

○ 「地域において在宅医療を広く担う医療機関」として、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、

在宅療養後方支援病院、在宅療養支援歯科診療所及び薬局（地域連携薬局等）を位置付けるとと

もに、地域で在宅医療に取組む医療機関とも連携し、地域を面で支える「かかりつけ医機能」を

強化することで、在宅医療提供体制の充実を図ることが重要です。 

○ 「在宅医療に必要な連携を担う拠点」として、京都府医師会・地区医師会（京都府医師会在宅医

療・地域包括ケアサポートセンター）や京都府歯科医師会（口腔サポートセンター）・地区歯科医

師会、京都府薬剤師会・地区薬剤師会、京都府看護協会、各保健所へ設置する地域包括ケア推進

ネット、市町村（在宅医療・介護連携推進事業）を位置付け、在宅医療に係る連携体制の強化す

ることが求められます。 

○ 京都地域包括ケア推進機構において、市町村が地区医師会等と連携して実施する在宅医療・介護

連携の取組の支援、地域包括ケア推進ネット等による広域連携の調整を行っています。 

（２）在宅医療提供体制の充実 

○ 2040年には訪問診療を受ける患者数が国の推計では 2025年と比べて約１．５倍に増加するとさ

れています。また、在宅医療等を担う医師等医療従事者も高齢化する中で、在宅医療等を担う人

材の確保や、医療資源等の地域間格差を解消することが必要になります。 

○ 長期にわたる療養や介護を必要とする慢性疾患患者が増加しており、高齢者一人ひとりが心身の

状況に応じた生活を送れるよう、在宅医療や居宅介護サービス、地域密着型サービス等の多様な

サービス提供体制を整備する必要があります。 

○ 高齢者が介護や療養が必要な状態となっても、地域と関わりを持ちながら、自分の意思で生活の

場を選択できるような環境整備が必要であり、個人の尊厳が尊重される社会の実現が求められます。  

○ 最期まで自宅で暮らしたいと希望する人は約半数を占める一方、｢家族の負担｣、｢急変時の不安｣

等から、現実には約７割が医療機関で亡くなっている状況にあり、在宅療養を支える資源の整備
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と普及啓発が求められます。また、がん等の疾患によっては、必要に応じて適切な在宅緩和ケア

を提供する体制が必要となります。 

○ 在宅医療においては、かかりつけ薬剤師・薬局による服薬情報の一元的管理、患者が服用しやす

い剤形・服用方法や副作用・相互作用を考慮した処方提案、夜間・休日の緊急対応等のきめ細か

な訪問薬剤管理体制が求められます。 

○ 在宅療養者や認知症の患者等の要介護者は、口腔ケアが不十分になりやすく、むし歯、歯周疾患

による歯の喪失、義歯の不具合等による咀嚼障害、誤嚥性肺炎などの危険性が懸念されるため、

これらの者に対する歯科医師等による在宅歯科医療や口腔健康管理、摂食嚥下機能リハビリテー

ションを行う体制を整備する必要があります。 

○ 認知症や廃用症候群等による低栄養を予防し、口腔機能低下症への医療対策を進める必要があり

ます。 

○ 地域特性に応じた健康づくり・栄養改善事業の充実及び生活習慣の改善のための保健指導、高齢

者の栄養改善等に関する需要の増大に伴う地域保健における管理栄養士・栄養士の活動の充実が

望まれており、人材の確保・資質向上が必要です。また、府内市町村管理栄養士・栄養士配置率

は、84％（全国 90％）で、管理栄養士・栄養士を配置している施設（病院、介護老人保健施設、

介護医療院を除く）の割合は、63.3%（全国 70%）と共に全国と比べて低い状況にあり、配置率の

向上や各施設における栄養管理及び在宅療養者への栄養管理の充実が望まれます。 (再掲) 

○ 在宅医療の取組は、24 時間対応等の体制づくりが困難であることなどから、取組施設が増加し

ない状況にあります。高齢化の進行により患者数が増加することを踏まえると、診療科にとらわ

れず幅広く診療所等で取り組む必要があります。 

○ 今後は、病院から在宅医療までの切れ目のない医療機関連携が必要になります。また、訪問診療

や往診等の機能と合わせて、地域において患者が日頃から身近で頼りにすることができる「かか

りつけ医機能」の役割が重要です。 

○ 入院から在宅医療への移行に当たり、病院薬剤師と薬局薬剤師間で服薬情報等を共有し、継続的

な服薬管理を行うことが重要です。 

○ 高齢化の進展により、2040年までは亡くなる方が増加傾向にあると推計され、今後、亡くなる方

の看取りの問題が大きな課題となります。 

○ 住み慣れた地域で、最期まで自分らしい暮らしを送ることができる社会を実現するため、本人や

家族が、変化していく状態･状況に応じて、療養する場所や医療・介護等が柔軟に選択できる環

境と体制を構築する必要があります。 

○ 在宅ケアに携わる多職種（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、歯科衛生士、管理栄養士

及び栄養士、ケアマネジャー、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士

等）のチームサポート体制の構築に向け、地域で在宅チームの連携の要となる人材を養成する必

要があります。 

○ 在宅医療・地域包括ケア拠点事業により関係団体の設置する、在宅医療・地域包括ケアサポート

センター、口腔サポートセンター、栄養ケア・ステーション等の在宅支援拠点等と連携し、在宅

医療を担う診療所・歯科診療所や訪問看護ステーション、薬局、訪問リハビリテーション事業所

等に対する支援を行うなど、訪問診療等の機能を強化に取り組む必要があります。 

○ 多職種を対象とした研修会等の実施による、地域での多職種連携に関わる人材（在宅療養コーデ

ィネーター）を育成し、地域の在宅医療・介護連携を支援します。 
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 京都式地域包括ケアシステムにおける在宅医療の充実 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 円滑な在宅移行への支援の充実 

② 在宅医療提供体制の充実 

③ 急変時の対応体制の充実 

④ 患者が望む場所での看取りに関する体制の充実 

 

具体的な施策 

目標① ・医療機関間及び医療・介護連携体制の強化（退院支援） 

－入院医療機関と在宅医療等に係る機関との連携強化 

－在宅療養中の高齢者が体調を崩し、在宅での対応が困難になった時に、安心して入

院できる病院を事前に登録しておくことで、スムーズな受診や必要に応じて入院に

繋げる「在宅療養あんしん病院登録システム」の活用をさらに推進し、早めの対応

により病状の悪化や身体の働きの低下をできるだけ防ぎ、在宅療養生活を続けるこ

とを支援する。 

－新型コロナウイルス感染症による経験も踏まえ、地域医療支援病院をはじめとした

病病・病診連携や入退院支援など、在宅医療提供体制のセーフティネットとして、

システムの普及・定着を図る。 

－在宅等における医療提供体制について、自宅等への訪問診療、訪問歯科診療、訪問

看護、訪問薬剤管理指導等と併せ、施設における医療提供体制の充実も考慮し、地

域で不足する病床の機能強化及び連携による在宅医療等の充実を支援 

 

目標② ・在宅療養支援体制の確保（日常の療養支援①） 

－在宅医療に必要な連携を担う拠点と在宅医療を広域的に担う在宅療養支援診療所、

在宅療養支援歯科診療所、在宅療養支援病院及び在宅療養後方支援病院及び地域で

在宅医療に取組む医療機関等の連携による体制の充実 

－在宅医療を専門に行う医療機関とかかりつけ医等、複数の医師又は多職種で在宅医

療を進められるようオール京都体制でチーム医療を推進 

－訪問看護師による在宅医療の提供体制の確保、質の向上を図るため、養成、確保・

定着、再就業促進の各対策の継続した実施及び京都府訪問看護総合支援センターの

取組を支援。 

－周術期から在宅に至るまで歯科治療･口腔健康管理・食支援が途切れないよう、歯科

診療所同士及び病院、一般診療所や薬局との情報共有を図る体制を整備 

－各地域で核となり活動する医療関係団体や関係機関の活動を支援 

－患者や家族の状況や思いに沿った療養を支援できるよう、地域の状況に応じ、病院、

診療所での訪問診療、訪問看護を支援 

－在宅等に必要な知識、技術を有するかかりつけ薬剤師・薬局の在宅医療への参画促

進や薬局間の相互共有を通じ、医薬品、医療材料、衛生材料等の効率的な供給体制

の構築 

－「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を中心に災害時を想定した各医療機関や関係

団体等との連携強化。 
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－「地域において在宅医療を広く担う医療機関」による業務継続計画（BCP）の策定の

推進。 

・在宅医療を担う医療従事者の増加、質の向上（日常の療養支援②） 

－京都府立医科大学附属北部医療センターの機能を活用した取組として、総合医療等に

豊富な実績を持つ地域の医療機関との相互連携により、地域医療に理解を持つ医師を

育成するとともに、長寿研究等の丹後地域をフィールドとした市町等との共同研究等

を実施。 

－在宅訪問薬剤管理に必要な知識･技術を有する薬剤師を育成し、薬局の在宅医療への参

画を推進。 

－ニーズの多様化等に対応できる訪問看護人材の確保を目指すとともに、在宅医療等の

場で活躍できるよう、特定行為研修等によるスキルアップを支援 

－在宅における療養の増加に対応するため、在宅療養者への質の高い訪問栄養食事指導

に必要な能力を有する管理栄養士の育成を目的とした関係団体が行う研修を支援 

  －在宅療養患者等の栄養改善のため、管理栄養士による指導を促進。 

－地域ケア会議、介護予防事業等に参画・助言できるリハビリテーション専門職や認知

症の方に対応できるリハビリテーション専門職の養成研修を実施します。（再掲） 

－在宅における高度化する医療への対応や患者の QOL(生活の質)向上のため、在宅現場で

対応できる臨床工学士、歯科衛生士及び歯科技工士等の人材育成を支援 

－介護職員等によるたん吸引等の医療的ケアの提供に向けた指導看護師養成講習会や介

護職員等の研修登録機関会議等の開催 

 －地域医療構想調整会議での協議を踏まえ、新規開業希望者等に対する診療所の充足状

況等の情報提供など可視化の推進（再掲） 

－医師会や関係団体等と連携し地域の在宅医療機能を担う診療所医師を確保するため、

外来医師多数区域で新規開業を希望する者に対する在宅医療に係る研修への参加促進

（再掲） 

－ICTを活用した在宅医療・介護情報連携システム｢京あんしんネット｣の一層の導入･定

着促進等により医療・介護の連携体制を強化 

－京都府歯科医師会が運営する口腔サポートセンターを在宅歯科医療連携拠点として活

用し、円滑に在宅歯科医療が受けられるよう多職種連携を推進 

 

目標③ ・患者が望む場所で療養ができる環境づくり（急変時の対応） 

－往診を実施する医療機関や在宅療養患者を円滑に受け入れる体制の整備。 

－在宅医療を専門に行う医療機関とかかりつけ医等、複数の医師又は多職種で在宅医

療を進められるようオール京都体制でチーム医療を推進（再掲） 

 

目標④ ・患者が望む場所で看取りができる環境づくり（看取り） 

－看取りを実施する医療機関や専門人材の養成等に係る研修等を支援。 

－一人ひとりが｢命｣について考え、死に向き合える看取りの文化を醸成するため、必

要な情報提供、府民への普及啓発を推進。 

－在宅で最期まで暮らし続けたいというニーズに応えられるよう、在宅での看取りを

支える医療、看護、介護等多職種連携体制の充実、専門人材の養成等に係る研修等

を支援 

  －施設における看取りの体制を整備するため、施設の介護職員に対する看取りの専門

的知識や手法の習得に係る研修等を支援。 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

医療機関間及び医療・介護連携体制
の強化（退院支援） 

 

１ 
円滑な在宅移行への支援の充実  

１ 
京都式地域包括ケアシステム
における在宅医療の充実 

指標 
退院支援 
担当を配置している病院数  指標 

退院支援を受けた患者
数  

           

２ 

在宅療養支援体制の確保（日常の療
養支援①） 

 

２ 

在宅医療提供体制の充実    

指標 
在宅療養あんしん病院登録
システムに登録されている
診療所数 

 指標 訪問診療を受けた患者
数 

    

指標 訪問診療を実施している診
療所数・病院数 

 指標 訪問診療を受けた患者
数（15歳未満） 

    

指標 訪問看護事業所数  指標 訪問看護利用者数     

指標 訪問薬剤管理指導を行う薬
局数  指標 訪問看護利用者すう（15

歳未満）     

指標 
訪問歯科診療を実施してい
る歯科診療所数  指標 

在宅療養あんしん病院
登録者数     

指標 
在宅療養支援診療所・病院
数         

指標 在宅療養後方支援病院数     
 

   

指標 在宅療養支援歯科診療所
数 

        

           

３ 

在宅療養を担う医療従事者の増加、
質の向上（日常の療養支援②）  

 

    

指標 
地域の在宅医療・介護連携
を支援する人材を配置する
市町村数 

       

指標 訪問診療を実施している診
療所・病院数（再掲） 

        

指標 訪問看護事業所数（再掲）         

指標 訪問看護従事者数（常勤換
算）         

指標 訪問薬剤管理指導を行う薬
局数         

指標 
訪問歯科診療を実施してい
る歯科診療所数（再掲）         

指標 
在宅療養支援診療所・病院
数（再掲）         

指標 在宅療養後方支援病院数
（再掲） 

        

指標 在宅療養支援歯科診療所
数（再掲） 

        

           

４ 

患者が望む場所で療養ができる環境
づくり（急変時の対応）  

３ 
急変時の対応体制の充実    

指標 往診を実施している診療所
数・病院数 

 指標 往診を受けた患者数     

指標 
在宅療養支援診療所・病院
数（再掲） 

        

指標 訪問看護事業所数（再掲） 
        

指標 
24 時間対応体制を実施し
ている訪問看護従事者 

        

           

５ 

患者が望む場所で看取りができる環
境づくり（看取り） 

 

４ 

患者が望む場所での看取りに関
する体制の充実    

指標 
在宅看取りを実施している
診療所数・病院数  指標 在宅看取りの数     

指標 

看取りプロジェクト推進事
業（看取りサポート専門人
材養成）の専門人材の養成
数 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 
京都式地域包括ケアシステムにおける在宅医

療の充実 
－ 

Ｂ１ 退院支援を受けた患者数（人口 10万人対） 3,813 R3年度 4,423 R11年度 NDB 

Ｂ２ 

訪問診療を受けた患者数（人口 10万人対） 8,907 R3年度 10,332 R11年度 NDB 

訪問診療を受けた患者数(15歳未満)  

（人口 10万人対） 
28.6 R3年度 33.1 R11年度 NDB 

訪問看護利用者数（人口 10万人対） 175.9 R3年度 204.0 R11年度 NDB 

訪問看護利用者数（15歳未満）（人口 10万人

対） 
2.9 R3年度 3.3 R11年度 NDB 

在宅療養あんしん病院登録者数 17,065 R4年度 30,000 R11年度 京都府高齢者支援課調べ 

Ｂ３ 往診を受けた患者数（人口 10万人対） 1,747 R3年度 2,026 R11年度 NDB 

Ｂ４ 在宅看取り数（人口 10万人対） 173.8 R3年度 201.6 R11年度 NDB 

Ｃ１ 退院支援担当者を配置している病院数 88 R3年度 102 R11年度 NDB 

Ｃ２ 

在宅療養あんしん病院登録システムに登録さ

れている診療所数 
750 R4年度 870 R11年度 京都府高齢者支援課調べ 

訪問診療を実施している診療所数・病院数 

（人口 10万人対） 
28.4 R3年度 32.9 R11年度 NDB 

訪問看護事業所数 422 R5年度 489 R11年度 京都府高齢者支援課調べ 

訪問薬剤管理指導を行う薬局数 663 R5年度 770 R11年度 京都府薬務課調べ 

訪問歯科診療を実施している歯科診療所数

（人口 10万人対） 
18.0 R3年度 20.8 R11年度 医療施設調査 

在宅療養支援診療所・病院数（人口 10 万人

対） 
15.0 R3年度 17.4 R11年度 

医療施設調査 

（在宅医療にかかる地域

別データ集） 

在宅療養後方支援病院が配置されている医療

圏 
4医療圏 R4年度 全医療圏 R11年度 診療報酬施設基準 

在宅療養歯科診療所数（人口 10万人対） 6.8 R4年度 7.8 R11年度 診療報酬施設基準 

Ｃ３ 

 

地域の在宅医療・介護連携を支援する人材を

配置する市町村数 
18 R4年度 26 R11年度 京都府高齢者支援課調べ 

訪問診療を実施している診療所数・病院数 

（人口 10万人対）（再掲） 
－ 

訪問看護事業所数（再掲） － 

訪問看護従事者数（常勤換算） 1,813 R3年度 2,103 R11年度 

介護サービス施設・事業所調査

（在宅医療にかかる地域

別データ集） 

訪問薬剤管理指導を行う薬局数（再掲） － 

訪問歯科診療を実施している歯科診療所数

（人口 10万人対）（再掲） 
－ 

在宅療養支援診療所・病院数（人口 10 万人

対）（再掲） 
－ 

在宅療養後方支援病院が配置されている医療

圏（再掲） 
－ 

在宅療養歯科診療所数（人口 10万人対）（再

掲） 
－ 

Ｃ４ 

往診を実施している診療所数・病院数（人口

10万人対） 
39.1 R3年度 45.3 R11年度 NDB 

在宅療養支援診療所・病院数（人口 10 万人

対）（再掲） 
－ 

訪問看護事業所（再掲） － 

24時間対応体制を実施している訪問看護従事
者（人口 10万人対） 

71.8 R2年度 83.2 R11年度 

介護サービス施設・事業所調査 

（在宅医療にかかる地域
別データ集） 

Ｃ５ 

在宅看取りを実施している診療所数・病院数

（人口 10万人対） 
12.1 R3年度 14.0 R11年度 NDB 

看取りプロジェクト推進事業（看取りサポー

ト専門人材養成） 
1,156 R4年度 2,206 R11年度 京都府高齢者支援課調べ 
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（参考資料）京都府在宅医療機関施設数 

 

   令和５年１０月１日現在 

医療圏 病院 医科診療所 歯科診療所 合計 

丹後 ２ 22 30 54 

中丹 ９ 44 50 103 

南丹 ８ 20 36 64 

京都・乙訓 53 453 501 1007 

山城北 14 80 133 227 

山城南 ３ 34 30 67 

合計 89 653 780 1522 

※近畿厚生局届出受理医療機関名簿 

① 在宅療養後方支援病院 

② 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

③ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注２ 

④ 別添１の「第 14の２」の１の(１)に規定する在宅療養支援病院 

⑤ 別添１の「第 14の２」の１の(２)に規定する在宅療養支援病院 

⑥ 別添１の「第 14の２」の１の(３)に規定する在宅療養支援病院 

⑦ 別添１の「第９」の１の(１)に規定する在宅療養支援診療所 

⑧ 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所 

⑨ 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所 

⑩ 在宅療養支援歯科診療所１及び在宅療養支援歯科診療所２ 

⑪ 歯科訪問診療料の注 13に規定する基準 
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京都式地域包括ケア構想の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成団体 

・京都府立医科大学・一般社団法人 京都府医師会・公益社団法人 京都府栄養士会 
・公益社団法人 京都府介護支援専門員会・一般社団法人 京都府介護福祉士会 
・一般社団法人 京都府介護老人保健施設協会・公益社団法人 京都府看護協会 
・京都大学・京都府行政書士会・一般社団法人 京都府言語聴覚士会 
・京都府後期高齢者医療広域連合・京都府国民健康保険団体連合会 
・一般社団法人 京都府作業療法士会・一般社団法人 京都府歯科医師会 
・公益社団法人 京都府歯科衛生士会・京都府市長会・京都司法書士会 
・社会福祉法人 京都府社会福祉協議会・社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 
・一般社団法人 京都社会福祉士会・一般社団法人 京都私立病院協会 
・一般社団法人 京都精神科病院協会・京都府地域包括･在宅介護支援センター協議会 
・京都市地域包括支援センター・在宅介護支援センター連絡協議会 
・京都府町村会・一般社団法人 京都府病院協会・京都府立大学・京都弁護士会 
・一般社団法人 京都府訪問看護ステーション協議会・京都府慢性期医療協会 
・京都府民生児童委員協議会・京都市民生児童委員連盟・一般社団法人 京都府薬剤師会 
・一般社団法人 京都府理学療法士会・京都府リハビリテーション連絡協議会 
・一般社団法人 京都府老人福祉施設協議会 
・一般社団法人 京都市老人福祉施設協議会・京都府・京都市 

                                                      以上 39団体（50音順） 
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在宅療養あんしん病院登録システム 
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９ 医薬品等の安全確保と適正使用 

（１）医薬品等の安全確保 

現状と課題 

○ 医薬品の供給及び流通については、医薬品製造業者等に対する立入調査や監視指導を計画的に実

施し、医薬品等の品質と安全性を確保しています。 

○ 一方、一部の製造業者における医薬品の製造段階における不適切な取扱い等により、全国的に医

薬品の安定的な供給が停滞する事態が発生しています。 

○ 医薬品の供給に不測の事態が生じた際は、関係機関と迅速に連携し、対処する必要があります。 

○ 医薬品の適正使用については、ウイルス性の急性気道感染症等に対する抗菌薬の使用方法やオー

バードーズが社会問題化する等、留意すべき課題があります。 

○ 薬局等では医薬品のリスク分類に基づいた情報提供体制を徹底し、医薬品の適正使用を促進して

います。 

○ 市販薬について、セルフメディケーションが定着する一方、薬局等で医薬品を販売する際の安全管

理や医薬品の適切な使用に関する情報提供が引き続き必要です。 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 医薬品の安全性が確保され、安全な使用のために必要な情報提供のある状態 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 不良医薬品の排除 

 ② 医薬品の供給に不測の事態が生じた場合の適切な対応 

 ③ 薬局における適切な医薬品の安全管理の実施 

④ 医薬品の安全性に係る情報提供と適正使用の推進 

 

具体的な施策 

目標① ・医薬品製造業者等への監視指導を厳格に実施します。 

 

目標② ・府医師会、府薬剤師会、府医薬品卸協会等の関係機関と迅速に情報共有を行い、必要

な対応を行います。 

 

目標③ ・安全管理に係る指針・手順書に基づく薬局の安全管理を徹底します。 

 

目標④ ・薬局等における医薬品の安全性に係る情報提供体制を強化します。 

・医薬品の適正使用や副作用報告制度の活用等の安全対策に関する啓発を実施します。 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 
医薬品製造業者等への監

視指導徹底 

 

１ 
医薬品製造業者等からの

不良医薬品の流通の排除 

 

１ 

医薬品の安全性が確保さ

れ、安全な使用のために

必要な情報提供のある状

態 

        

２ 

医薬品等供給状況につい

て、府医師会、府薬剤師

会、府医薬品卸協会等の

関係機関と情報連携 

 

２ 

医薬品供給に不測の事態

が生じた場合の適切な対

応 

   

         

３ 

安全管理に係る指針・手

順書に基づく薬局の安全

管理徹底 

 

３ 
薬局における適切な医薬

品の安全管理 

 

      

４ 

薬局等における医薬品の

安全性に係る情報提供の

徹底 

 

４ 
医薬品の安全性に係る情

報提供と適正使用の推進 

   

  

 
５ 

府民に対する医薬品の適

正使用の啓発推進 
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（２）安心して医薬品等を使用できる環境の充実 

現状と課題 

○ 京都府における医薬分業率は、令和４年度において 63.8％と医薬分業が定着してきています。 

○ 厚生労働省が平成 27 年に策定した「患者のための薬局ビジョン」では、令和７年及び令和 17 年

を目標年度とし高齢者が安心して地域で暮らし続けられるよう、薬局に対する以下の機能強化を

図ることとされています。 

・服薬情報の一元的・継続的管理 

・24時間・在宅対応 

・医療機関等との連携 

・健康サポート機能 

・抗がん剤等の高度で専門的な薬学管理機能 

○ これを受けて、平成 28年４月から健康サポート薬局の届出及び公表制度が、令和３年８月から地

域連携薬局及び専門医療機関連携薬局（がん）の認定及び公表制度が開始され、令和５年９月現

在、府内の健康サポート薬局は 41件、地域連携薬局は 113件、専門医療機関連携薬局（がん）は

２件となっています。 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 府民が、自らかかりつけ薬剤師・薬局を選択し、安心して安全に医薬品等を使用できる状態 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 薬剤師の資質向上 

 ② 薬剤師と多職種の連携強化 

 ③ 薬局の機能強化 

 

具体的な施策 

 目標① ・研修等により在宅医療に対応できる薬剤師を養成します。 

・研修等により薬局薬剤師の健康サポート能力の向上を図ります。 

 

 目標② ・入院と外来、在宅医療の間での適切な情報共有（薬薬連携、病病連携等）、ポリファー

マシー（多剤投与）への対応等を目的とした薬剤師の情報連携能力・体制の強化を図

ります。 

 

目標③ ・認定薬局（地域連携薬局、専門医療機関連携薬局（がん））の認定を推進するとともに、

府民への普及を図ります。 

・健康サポート薬局の届出を推進するとともに、府民への普及を図ります。 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 
在宅医療に対応できる薬
剤師の養成 

 

１ 薬剤師の資質向上 

  

１ 

府民が、薬局の有する機
能を踏まえ、自らかかり
つけ薬剤師・薬局を選択
し、日々の健康維持・増
進のための健康サポート
を含め、服薬情報の一元
的・継続的な管理の下、
安心して適切に医薬品等
を使用できる状態 

          

２ 

薬剤師の健康サポート能
力の向上 

 

指標 
健康サポート薬
局研修受講薬剤
師数 

 

     

３ 

入院と外来・在宅医療の
間での適切な情報共有
（薬薬連携、病病連携
等）、ポリファーマシー
（多剤投与）への対応等
を目的とした薬剤師の情
報連携能力・体制の強化 

 

２ 
病院薬剤師と薬局薬剤師
及び薬剤師と多職種の連
携強化 

   

  

４ 
地域連携薬局の認定推
進、普及啓発 

 
３ 薬局の機能強化 

   

    

５ 

専門医療機関連携薬局の
認定推進、普及啓発 

 
 

指標 
専門医療機関連
携薬局（がん）数  

  

      

６ 
健康サポート薬局の届出
推進、普及啓発 

   

 

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ２ 
健康サポート薬局研修

受講薬剤師数 
444 人 令和４年度 1,800人 令和 11年度 

京都府薬剤師

会調べ 

Ｃ５ 
専門医療機関連携薬局

（がん）認定数 
２ 令和５年度 ７ 令和 11年度 

京都府薬務課

調べ（認定数） 
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（３）血液の確保 

現状と課題 

○ 血液製剤については、医療の高度化により、近年免疫グロブリン製剤等の需要が増加しており、血

液製剤の供給を確保するために、献血者の確保がますます重要となっています。 

○ 京都府においては、毎年、需要見込等を踏まえ、京都府献血推進計画を策定し、献血者数及び献血

血液量などの献血目標を定め、府内３箇所の献血ルームに加え、ショッピングセンターや事業所・

官公庁などに献血バスを派遣し、府民が献血に協力しやすい環境を整えるとともに、献血への理解

を深め、協力を呼び掛ける広報啓発を実施しています。 

○ 京都府の献血者数は昭和 40 年の献血制度発足以来増加を続けていましたが、昭和 60 年度をピー

クに平成 30年度までは減少傾向が続きました。近年の献血者数は横ばいから増加傾向にあります

が、令和４年度の年間献血者数は 113,410人と、昭和 60年度の約半分となっています。 

○ 献血推進計画の目標献血者数は例年達成していますが、献血者を年代別に見ると 50歳代が最も多

く、40歳以上の献血者が全体の約 67％を占めるなど、今後の継続的な血液の確保に向け、若い世

代の献血への協力が重要となっています。 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 必要な献血量が確保でき、血液製剤が安定的に供給される状態 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 将来にわたる継続的な献血協力者の確保 

  

具体的な施策 

目標① ・若年層を中心とした献血協力者の確保、登録献血者の拡大 

－大学生のボランティア団体から同世代の若者に献血への協力を呼び掛けます。 

－献血バスの派遣等により高校生に対し献血を啓発します。 

－献血予約アプリや WEB予約の普及を通じた若者が献血しやすい環境を整備します。 

 

・将来の献血者層の育成 

  －市町村との連携の下、中学生等を対象に、パンフレットの配付や講師の派遣等献血

への理解を深める啓発を行います。 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

若年層を中心とした献

血の呼びかけのための取

組 

  

１ 
将来にわたる継続的な

献血協力者の確保 

 

１ 

必要な献血量が確保で

き、血液製剤が安定的に

供給される状態 

         

２ 
若者が献血しやすい環

境の整備 

 
 

  

       

３ 
将来の献血者層への啓

発 
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（４）後発医薬品（ジェネリック医薬品）及びバイオ後続品（バイオシミラー）の適正な

普及 

現状と課題 

○ 後発医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を含む治療学的に同等と認められた医薬品であり、先

発医薬品に比べ低価格で提供され、患者の経済的な負担を減らし、医療保険の財政を改善するこ

とが期待されています。 

○ 一方で、後発医薬品メーカーにおける品質問題や不適正事案による信頼性の問題、製造中止等か

らくる供給の不安が存在しています。このため、各自治体においては後発医薬品メーカーの監視指

導の強化、国においては「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」

における議論を踏まえ、少量多品目生産が行われるなどの後発医薬品の産業構造の抜本的な見直

しが検討されています。 

○ 薬局における患者や府民に対する正しい情報の普及啓発など、患者や府民、医療機関など全ての

関係者の理解が得られる形で、後発医薬品の適正な普及を促進した結果、令和５年度における府

の後発医薬品の使用割合は概ね 80%となっています。（厚生労働省は、後発医薬品の使用割合を令

和５年度までに数量ベースで 80％以上とすることを目標としています。） 

○ 引き続き、後発医薬品の適正な普及を行うため、府医師会、府薬剤師会等の医療関係者及び国保

連等の保険関係団体などと定期的に意見交換を実施しています。 

○ 病院においては、医薬品の使用指針（フォーミュラリ）として、有効性や安全性、費用対効果など

を踏まえ、処方する医薬品を標準化し、地域の薬局と共有する動きがみられます。 

○ バイオ後続品とは、先行バイオ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と安全性が確認された薬

剤です。臨床試験を含む多くのデータによって、先行バイオ医薬品と同じように使えることが示さ

れており、先行バイオ医薬品に比べ低価格で提供され、患者の経済的な負担を減らし、医療保険の

財政を改善することが期待されています。 

○ バイオ後続品については、国において、令和 11年度末までにバイオ後続品に 80％以上置き換わっ

た成分数を全体の 60%以上にするという目標が設定されました。 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 府民が後発医薬品やバイオ後続品について正しく理解し、安心・安全で低価格な医薬品を選 

択できる状態 

 

目標（取組の方向性） 

① 患者や府民に向けた後発医薬品等の正しい情報の普及啓発 

② 後発医薬品・バイオ後続品に関する関係者理解の促進 

③ 有効性、安全性及び費用対効果を考慮したフォーミュラリの活用 

④ 後発医薬品の安全性確保 

 

具体的な施策 

 目標① ・府薬剤師会や薬局から、府民向けに後発医薬品等の正しい情報を普及啓発します。 
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  ・保険者による差額通知事業等により、後発品医薬品への切り替えの経済的なメリット

を啓発します。 

 

目標② ・府医師会、府薬剤師会等の医療関係団体、国保連等の保険関係団体等と連携しながら

正しい理解の下での、後発医薬品及びバイオ後続品の適正な普及を進めます。 

・府薬剤師会と連携した後発医薬品の普及啓発を行います。 

 

目標③ ・京都府におけるフォーミュラリの普及状況、効果、課題等を把握、分析します。 

  ・病院を中心としたフォーミュラリの普及及び地域の薬局との共有を進めます。 

 

 目標④ ・京都府内の後発医薬品メーカーの継続的な立入検査等を実施します。 

 

 

ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

府薬剤師会、薬局等から

府民向けに後発医薬品

等の正しい情報を普及

啓発 

 

１ 

患者や府民に向けた後

発医薬品等の正しい情

報の普及啓発 

 

１ 

府民が後発医薬品やバ

イオ後続品について正

しく理解し、安心・安全

で低価格な医薬品を選

択できる状態 
指標 

バイオ後続品に

80%以上置き換

わった成分数 

         

２ 

府医師会、府薬剤師会等

の医療関係団体及び国

保連等の保険関係団体

等との意見交換 

 

２ 

後発医薬品・バイオ後続

品に関する関係者理解

の促進 

 

指標 

バイオ後続品に

80%以上置き換

わった成分数 

       

３ 
医薬品の使用指針（フォ

ーミュラリ）の普及 

 

３ 

有効性、安全性及び費用

対効果を考慮したフォ

ーミュラリの活用 

  

       

４ 

京都府内の後発医薬品

メーカーの継続的な立

入検査等 

 

４ 
後発医薬品の安全性確

保 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｂ１ 

Ｂ２ 

バイオ後続品に80%以上

置き換わった成分数 
２成分 

令和３年度

（全 16 成分） 

10成分

（全成分

の 60%） 

令和 11年度 ＮＤＢ 
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第３章 健康づくりから医療、介護まで切れ目のない保健医療サービスの提供 

１ 健康づくりの推進 

（１）生活習慣の改善 

現状と課題 

○ 平均寿命は全国トップクラスにありますが、健康寿命*は男性が全国中位、女性は全国最下位とな

っています。*国民生活基礎調査の設問「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」に対して、「な

い」を「健康」、「ある」を「不健康」として、健康である期間を算出したもの 

○ 男女ともに心不全、肺がん、肝がんの標準化死亡比が高く、また、男性の胃がん・大腸がん、脂

質異常症、女性の虚血性心疾患・胃がん・脂質異常症の受療者が多いこと、健康寿命を阻害する

要因として筋骨格系の問題やこころの病気のために通院している割合が全国より高いことから、

食塩の過剰摂取や運動不足、禁煙など生活習慣の改善、メンタルヘルスの取組が必要です。 

○ 要支援２、要介護２・３の認定率が高く、在宅サービスの利用者が多いことから、介護予防や自

立支援、重度化防止の取組が必要です。 

○ 人工透析導入原疾患は糖尿病性腎症の割合が高く、糖尿病の発症や重症化予防が重要です。 

○ 特定健診の検査結果は、全国と比べると概ね良好ですが、男性の肥満・血圧リスク、女性の血糖

リスクは 50%を超えています。生活習慣では、男女とも毎日間食をする割合が高く、男性の就寝

前食事、女性の毎日飲酒の割合も高くなっています。また、食塩摂取量は全国より高く目標量か

ら約３ｇ多いことや野菜摂取量は全国より低く目標量から大きく乖離しており、子どもの頃から

望ましい食習慣の定着を強化するとともに、食・栄養に関する知識の普及啓発、食環境整備が必

要です。 

○ 男女とも運動習慣を持つ者の割合は低く、特に北部に顕著な傾向です。 

○ 喫煙率は全国と比べて低いですが、男女ともに目標値を上回っており禁煙対策の推進が必要です。 

○ 特定健診、がん検診ともに受診率が低く、関係機関と連携し、未受診者への受診の働きかけを行

い、受診率向上を図る必要があります。 

○ 平成 30年度から「健康長寿・データヘルス推進プロジェクト」を設置し、市町村や関係団体と連

携したエビデンスに基づく健康寿命延伸対策を進め、また、府内各地域においては、保健所が核

となり、地域で取り組むべき課題や対応策について協議を重ねてきています。今後は、新たにロ

ジックモデルによる評価や ICTを活用する等、身近に運動を取り入れやすく自然に健康になれる

環境づくりや多様な主体による健康づくり施策の強化が重要です。 

○ 新型コロナウイルス感染症によって地域のつながりが希薄になり、活動量が低下する等、社会環

境に変化をきたしたことから社会とのつながりやこころの健康の維持及び向上が望まれます。感

染症罹患時の重症化予防や自然災害発生時の二次健康被害の発生予防のためにも食事や運動等、

生活習慣を整え、感染症に負けない身体づくりが重要です。 

○ 少子化・高齢化がさらに進み、生産年齢人口が減少し独居世帯の増加が予測される中で、多様な

働き方の広まりやあらゆる分野でデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速するなど多様

化する社会において健康づくりを推進する社会環境の整備が重要です。 
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 健康寿命のさらなる延伸 

▼ 地域や社会経済状況の違いによる健康格差を生じさせない社会環境の構築 

▼ 全ての世代が、希望や生きがいを持ち健康で心豊かに生活できる社会の確立 

 

目標（取組の方向性） 

① 生活習慣病の発症予防・重症化予防の推進による社会生活機能の維持向上 

② 府民の健康を多様な主体や地域、世代間交流で支え守るための社会環境整備 

③ ライフコースアプローチを踏まえた健康課題への取組 

 

具体的な施策 

目標①②③・「きょうと健康長寿・未病改善センター」で集積している京都府健診・医療・介護

総合データベース等のビックデータを活用し、「健康長寿・データヘルス推進プロ

ジェクト」において、エビデンスに基づく地域課題を明らかにし、地域や社会経済

状況の違いによる差を縮小し、健康づくり施策から安心できる医療提供体制の構築

まで、保健・医療・介護・福祉・教育等、関連部局と連携し、その他関連計画との

整合性を図りながら、市町村や学校*、大学、企業、医療保険者、保健医療関係団

体、ボランティア団体、NPO法人など多様な主体を巻き込んだ健康づくり施策を総

合的に展開します。（*ここでいう学校は高校までの教育機関を指しています） 

 

目標① ・生活習慣病の発症予防・重症化予防の推進 

栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する

生活習慣を改善し、これら望ましい習慣を定着することにより生活習慣病の発症予

防及び重症化予防を推進します。また、こころの健康やロコモティブシンドローム

等、生活機能の維持・向上の観点も踏まえた取組を推進します。 

 

＜栄養・食生活＞ 

・適正体重の維持や主食・主菜・副菜のそろった食事の増加、野菜摂取量の増加、果物摂取量の改

善、食塩摂取量の減少等に向けて、個人の行動につながるようライフコースや地域、社会経済状

況などの生活環境に応じた知識の普及を行うとともに環境整備を推進 

・地域において健康や食生活に関する活動を進められる食生活改善推進員、地域の団体などのボラ

ンティア組織の活動を支援し、各地域において個人の食生活をサポートできる環境を整備 

＜身体活動・運動＞  

・身体活動・運動は、生活習慣病の予防のほか、生活機能の維持・向上の観点からも重要であり、

歩数や運動習慣の増加に向けて、子どもの頃から運動に親しむ習慣・環境づくりを行うとともに、

事業所等と協働した ICT の利活用等を通して、ウォーキングやロコモティブシンドロームの予防

の取組など運動習慣定着にむけた環境整備や仕組みづくりを支援 
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＜休養・睡眠＞  

・健康づくりのための余暇の過ごし方、睡眠の質に関する正しい情報を発信し、普及啓発を推進  

・個人にあった睡眠による心身の休養の確保について、子どもの頃から生活リズムを整え、学校や 

大学、職域と連携・協働し環境を整備 

＜飲酒＞ 

・飲酒による身体への影響や適度な飲酒量など、正確で有益な情報を発信  

・学校と協働した未成年者への教育、大学等と協働した適度な飲酒量等の教育活動や、学校、大学、

市町村･医療機関等と協働した妊婦等に対する教育活動を実施 

＜喫煙＞ 

・たばこ対策について、学校や大学、メディア等と連携し、たばこの健康に対する影響について啓

発を行うとともに、禁煙外来や禁煙指導の体制充実、受動喫煙防止憲章の啓発を推進 

＜歯と口腔の健康＞ （＊「歯科口腔保健・歯科医療対策」の対策の方向性を参照） 

＜こころの健康＞ 

・職場のメンタルヘルス対策について、地域産業保健センター等による労働者への相談･指導ととも

に、メンタルヘルス対策の導入･改善のための事業所支援等を推進 

・学校に臨床心理士などスクールカウンセラーを配置し、児童生徒、保護者、教職員への専門的な

助言を行うほか、いじめ対策 24時間電話相談やメール相談等により相談機能を充実 

・精神疾患や精神科医療の正しい理解を府民に広めるため、教育委員会と連携した学校における啓

発や京都府ホームページでの啓発、パンフレット作成・配布、講演会開催、講師派遣等を実施 

・高齢者のフレイル予防のため、意欲・判断力や認知機能低下、うつ等を予防できる環境づくりの

支援 

 

＜健（検）診受診率向上と疾病の早期発見＞ 

・医療従事者や企業、職域保健関係者等と連携し、未受診者や優先順位の高い層（受診率が低い年

齢・社会属性等）に対して啓発・受診勧奨を実施。ＳＮＳやデジタルサイネージ等ＩＣＴを効果

的に活用した啓発を推進 

・教育委員会や関係団体、がん診療連携拠点病院等と連携して、学校におけるがん教育を推進 

・健（検）診が円滑かつ効果的に実施されるよう、京都府がん対策推進府民会議受診率向上対策部

会、地域・職域連携推進会議等において、情報共有・協議を実施 

・総合がん検診や特定健診とのセット検診、土日・休日検診、夜間検診の充実について関係機関の

調整を図るなど、導入を支援・推進 

・医療保険者協議会と協働し、健診・保健指導を効果的に推進できる人材を育成 

・健(検)診で精密検査が必要となった者に対して、医療保険者や事業所と協働し、精密検査受診勧

奨の必要性を啓発普及 

＜がん＞ （＊「がん」の対策の方向性を参照） 

＜循環器疾患＞ （＊「脳卒中」「心筋梗塞等の心血管疾患」の対策の方向性を参照） 
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＜糖尿病＞ 

糖尿病重症化予防対策事業として、糖尿病重症化予防戦略会議や地域戦略会議を設置し、「京都府

版糖尿病重症化予防プログラム」に基づき、保険者の未受診者・中断者・ハイリスク者対策の推進

に向けた支援を行います。 

〇糖尿病の発症予防 

 糖尿病の発症予防をはじめ、望ましい生活習慣に関する情報提供と保健指導の充実 

 市町村及び保険者が行う健康診査の受診を促進 

 健康診査での有所見者への早期受診に向けて受診勧奨や保健指導の実施 

〇 糖尿病の治療・重症化予防 

 京都府糖尿病重症化予防戦略会議及び地域戦略会議を核とした地域の実情に応じた連携体制 

の構築 

・質の高い専門的検査や指導を実施できる糖尿病の医療体制の構築 

・専門医やかかりつけ医、かかりつけ歯科医等の人材育成のための研修等を支援  

 ・医師、歯科医師、管理栄養士、保健師、看護師、薬剤師等の多職種と連携した支援体制の構築 

〇 糖尿病の合併症の治療・重症化予防 

京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラムの推進 

 糖尿病性腎症など慢性合併症の専門的検査・治療を行う医療機関情報を「京都健康医療よろずネ 

ット」を通じて、医療関係者や患者へ提供  

＜慢性閉塞性肺疾患（COPD）＞ 

・慢性閉塞性肺疾患の認知度向上や予防、早期発見・介入、重症化予防などの啓発を行うとともに、 

喫煙対策として、妊娠中の喫煙などライフコースアプローチを踏まえた啓発を実施 

＜フレイル*・ロコモティブシンドローム・サルコペニア＞ 

・ 効果的な介護予防事業・フレイル対策の推進として、京都式介護予防総合プログラムなど複合的

な運動プログラムの推進を行うとともに、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進、

介護予防事業に従事する医療専門職（管理栄養士、歯科衛生士等）の養成、通いの場の充実に取

り組む市町村への財政支援（フレイル対策強化事業）等を実施 

（フレイルは健康な状態と要介護状態の中間の段階を指し、身体的・心理的・社会的フレイルが

あり、身体的フレイルはオーラルフレイルも含みます） 

 

目標② ・府民の健康を多様な主体や地域、世代間交流で支え守るための社会環境整備 

健康づくりへの関心と理解を深めるとともに、健康への関心の有無にかかわらず自ら

が無理なく健康な行動をとれるよう多様な主体と連携・協働し、ICTを効果的に活用し

て府民の健康を社会全体で支える環境づくりを推進します。 

－「きょうと健康長寿推進府民会議」、「地域・職域連携推進会議」、「きょうと健康

長寿未病改善推進会議」等を推進母体として、関係部局や関係者が一体となり健康

づくり運動を推進するとともに、市町村の健康づくり事業を支援 

－市町村（健康・介護・国保部門）や保健医療関係団体等で構成する「健康長寿・デ

ータヘルス協議会」において、地域の健康課題や個人の健康寿命の延伸を阻害する

要因を明らかにし、健康づくりから安心できる医療提供体制の構築まで、市町村等
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と連携した健康長寿延伸対策を推進 

－野菜たっぷりメニュー、塩分控えめメニュー、エネルギー表示や食物アレルギー表

示のある「きょうと健康おもてなし食の健康づくり応援店」、野菜たっぷり等健康的

で京都らしさのある「健康ばんざい京のおばんざい弁当」等、外食や中食での健康

に配慮した商品・メニュー・情報の提供を行う施設の認定や支援、府民への周知 

－社員食堂や大学等で利用者の健康に配慮した食事提供や健康・栄養情報の提供がさ

れるよう支援 

－調理や買い物が困難な方や健康状態に合わせた食事を作ることが難しい方向けの配

食サービスリストを地域のニーズに応じて作成、府民や関係者へ周知し、利用環境

を整備 

－特定給食施設における栄養管理促進のため、管理栄養士・栄養士の更なる配置促進

に向けて情報提供や資質向上の研修を実施 

－ICT を活用したきょうと探検ウォーキング事業「ある古っ都」等、働き盛り世代や

健康への関心が薄い人、関心を持つ余裕がない人など幅広い人に対してウォーキン

グ等の健康づくりに継続的に取り組むためのきっかけづくりを提供 

－健康への関心の有無にかかわらず、IoT 等を活用した食や運動の環境を整備すると

ともに、マスメディア等を通じた情報発信を強化 

－京都府受動喫煙防止憲章に基づき、受動喫煙ゼロや健康への影響が大きい子どもや

患者に特に配慮するなど府全体で取組を進めるとともに、禁煙治療を行う医療機関

の増加など、禁煙しやすい環境の充実を推進 

・－健診・特定保健指導の受診率向上のための啓発活動や、医療保険者・企業への事

業支援 

－ヘルス博 KYOTO 等、健康づくりをテーマに企業や大学、行政、医療保険者など多様

な主体がマッチングを図る場の提供 

－「きょうと健康づくり実践企業認証制度」等、健康づくりに組織的継続的に取り組

む 

 

目標③ ・ライフコースアプローチを踏まえた健康課題への取組 

健康寿命の延伸と健康格差の縮小、個人の行動と健康状態の改善、社会環境の質の向

上について、ライフステージ（乳幼児期、青壮年期、高齢期等の生涯における各段階）

に特有の健康づくり対策を取り組むとともに、ライフコースアプローチ（胎児期から

高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり）を加味した情報提供や体

制づくりを行うことで、誰一人取り残さない健康づくりを推進する。 

 

＜小児期＞ 

・食事や運動などの正しい知識や望ましい生活習慣が身に付くよう、市町村における母子保健事業

や保育所・幼稚園、学校、地域等と連携し、子どもや保護者に対して生活環境に応じた普及啓発

や環境整備、様々な世代が関わる地域活動の支援等を継続的に行います。がん教育や防煙教育、

飲酒の教育活動、薬物乱用防止等については、学校や大学、医療機関、企業等と連携して取り組

む。・幼少期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも大きく影響を与えること

や、妊婦の健康が子どもの健康にも影響することから、子どもの健康を支える取組を進めるとと

もに、妊婦の健康増進を図ります。 
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＜青・壮年期＞ 

・大学、雇用主や保険者、特定給食施設や外食・中食産業等と連携し、地域職域連携等、健やかな

生活習慣に関する知識の普及や、特定健診・がん検診・歯周病健診・骨粗鬆症検診等の受診促進

の啓発を行うとともに、主食・主菜・副菜のそろった食事や野菜摂取の増加や食塩摂取量の減少

など健康に配慮した食事が入手しやすい環境や運動習慣定着に向けた環境整備を推進します。 

＜高齢期＞ 

・高齢期に至るまでの健康を保持するためには、高齢者の健康を支えるだけでなく若年期からの取

組が重要であり、市町村や地域等と連携し、社会参加ができる環境づくりや生活の質の向上につ

ながるフレイル・低栄養予防に向けた知識の周知を若年期から行うとともに、健康的な食事が入

手しやすいよう高齢者等向けの配食に関する情報提供を実施します。 

・介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた市町村支援として、生活支援コーディネーター

の養成研修や意見交換会の開催、共助型生活支援推進隊（保健所）による圏域協議会の開催、総

合事業の充実に向けた市町村への伴走支援を実施 

・効果的な介護予防事業・フレイル対策の推進として、京都式介護予防総合プログラムなど複合的

プログラムの推進や、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進、介護予防事業に従事

する医療専門職（管理栄養士、歯科衛生士等）の養成、通いの場の充実に取り組む市町村への財

政支援（フレイル対策強化事業）を実施 

・高齢者の社会参加支援と社会貢献活動への誘導として、（公財）京都 SKY センターの各種取組の推

進（社会貢献活動を円滑に進める仕組みづくり、ねんりんサロンや SKY ふれあいフェスティバル

における世代間交流の促進など社会参加に向けた支援）や、（一財）京都府老人クラブ連合会、市

町村単位老人クラブ・老人クラブ連合会の活動支援、SKY センターや社会福祉協議会、老人クラ

ブ、シルバー人材センター、生涯現役クリエイティブセンター等、幅広い関係団体や市町村と連

携した、高齢者の多様な社会参加を支援 

 

＜女性＞ 

・女性については、①ライフステージごとに女性ホルモンが大きく変化することや、②妊娠前にや

せであった女性は標準的な体型の女性と比べて低出生体重児を出産するリスクが高いなど次世代

の健康を育む観点でも重要なことや、③健康寿命が低位であることから、人生の各段階における

健康課題の解決を図ることが重要です。学校と連携した学童期・思春期からの正しい知識の普及、

大学や企業等と連携した妊娠準備期の男女への支援、メンタルヘルス対策、運動習慣の定着、市

町村等における伴走型相談支援やがん検診、骨粗鬆症検診の取組支援など、多様な主体と連携し

ライフコースを通して、若年女性のやせ、骨粗鬆症等の健康課題、飲酒、妊娠・出産等女性の健

康づくりに関する正しい知識の普及啓発や支援等を行います。 
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ロジックモデル                             

番号 Ｄ：個別施策  番号 Ｃ：初期アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

1 

生活習慣病の発症予防、発症
から重症化予防に至るまで関

係機関と連携した保健指導と
医療提供体制の構築 

 

1 

生活習慣病の発症予防・重症

化予防の推進 
 

1 

健康寿命のさらなる延伸 

指標 
特定健康診査の実施

率 
 指標 

肥満者・やせの者の

割合 
 指標 健康寿命（国算出） 

指標 
特定保健指導の実施

率 
 指標 

児童・生徒における
肥満傾向児の割合
（小学 5年生） 

 指標 
介護保険（要介護 2以上）
認定者数から算定した平
均要介護期間 

指標 

20 歳以上で定期的に

歯科健診を受けている
者の割合 

 指標 

主食・主菜・副菜を組

み合わせた食事を食
べる者の割合 

 

  

 

指標 がん検診の受診率  指標 食塩の平均摂取量     

指標 
骨粗鬆症検診の受診

率 
 指標 野菜の平均摂取量  番号 Ｂ：中間アウトカム 

   指標 果物の平均摂取量     

 

  指標 
日常生活の平均歩行
数 

 

1 

生活習慣病になっても重症化せず

に、希望や生きがいを持ち健康で
心豊かに生活できる 

   指標 
運動習慣のある者の
割合 

 指標 がんの年齢調整死亡率 

   指標 
1 週間の総運動時間
が 60 分未満の児童

の割合（小学 5年） 

 指標 
脳血管疾患の年齢調整
死亡率 

   指標 
睡眠で休養がとれて
いる者の割合 

 指標 
心疾患の年齢調整死亡
率 

   指標 
生活習慣病のリスク
を高める量を飲酒し
ている者の割合 

 指標 
慢性閉塞性肺疾患の死

亡率 

 

  指標 
20歳未満・妊娠中の
者の飲酒の割合 

 指標 
糖尿病性腎症による年間
新規透析導入患者数 

   指標 喫煙率     

   指標 
20歳未満・妊娠中の
者の喫煙の割合 

    

   指標 
受動喫煙の機会を有
する者の割合 

    

   指標 
3 歳児でむし歯のな

い者の割合 
    

   指標 
12歳児の 1人平均む
し歯数 

    

  

 指標 

口腔機能の維持向上

（50歳以上における
咀嚼良好者の割合） 

   

 指標 
40歳以上における歯
周炎を有する者の割
合 

   

   指標 がん年齢調整罹患率    

 

  指標 

メタボリックシンド

ロームの該当者及び
予備群の割合 

   

   指標 
糖尿病の合併症の認

知度（腎症、網膜症） 
   

    指標 
血糖コントロール不

良者の割合 
   

    指標 収縮期血圧の平均値    

    指標 
LDL コレステロール 
160mg/dl 以上の者
の割合 
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2 

健康への関心の有無にかかわ

らず、ICTの活用等、自らが無
理なく健康な行動をとれるよ
うな環境づくりの推進 

 

2 

府民の健康を多様な主体や地
域、世代間交流で支え守るため

の社会環境が整備されている 

 

 Ｂ：分野アウトカムに影響 

指標 

年齢層や健康課題ご
とに健康寿命延伸の

ための包括的な取組を
進めている市町村数 

 指標 

趣味や地域貢献活動
など、やりがいや生き

がいを感じるものが
ある高齢者の割合 

   

指標 

保険者とともに健康

経営に取り組む企業
数 

 指標 通いの場の個所数    

指標 
食の健康づくり応援
店の店舗数 

 指標 通いの場の参加率    

    指標 
受動喫煙の機会を有

する者の割合 
   

    指標 
管理栄養士・栄養士

配置施設の割合 
   

          

 
3 

性差や年齢、ライフコースアプ
ローチを加味した健康情報や
保健指導が途切れない、誰一人

取り残さない健康づくりに向
けた体制づくり 

 

3 

性別や年齢を問わず、誰もが健
康的な生活を送れる 

 

 Ｂ：分野アウトカムに影響 

指標 
学校と連携した妊娠・
出産に関する啓発 

 指標 

1 週間の総運動時間

が 60 分未満の児童
の割合（小学 5年生） 

   

指標 
骨粗鬆症検診の受診

率 
 指標 

児童・生徒における
肥満傾向児の割合
（小学 5年生） 

   

指標 
京都式介護予防総合
プログラムの実施市町
村数 

 指標 
20歳未満・妊娠中の

者の飲酒の割合 
   

    指標 
20歳未満・妊娠中の
者の喫煙の割合 

   

    指標 

生活習慣病のリスク
を高める量を飲酒し
ている者の割合（女

性） 

   

    指標 
20-30 歳代女性のや

せの者の割合 
   

    
指標 

低栄養傾向の高齢者

の割合 （BMI20以下） 

   

       

          

4 

「きょうと健康長寿・未病改善
センター」による京都府健診・
医療・介護総合データベース等

ビッグデータを活用したエビ
デンスに基づく健康づくりの
推進 

 

      

    Ｃ：初期アウトカムに影響    

5 
自治体のみならず、保険者・企
業など多様な主体を巻き込ん
だ健康づくり施策の展開 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 
健康寿命（国算出）男

性 
72.71年 

令和元年

度 
73.87年 

令和 10 年

度 

厚生労働科学研

究 

Ａ１ 
健康寿命（国算出）女

性 
73.68年 

令和元年

度 
76.29年 

令和 10 年

度 

厚生労働科学研

究 

Ａ１ 

介護保険（要介護 2以

上）認定者数から算定

した平均要介護期間 

（京都府算出）男性 

1.9 年 
令和３年

度 
1.8年 

令和 11 年

度 

きょうと健康長

寿・未病改善セ

ンター、KDBシス

テム 

Ａ１ 

介護保険（要介護２以

上）認定者数から算定

した平均要介護期間 

（京都府算出）女性 

4.0 年 
令和３年

度 
3.9年 

令和 11 年

度 

きょうと健康長

寿・未病改善セ

ンター、KDBシス

テム 

Ｂ１ 
がんの年齢調整死亡率

（人口 10万人当たり） 
60.9 

令和３年

度 
減少 

令和 11 年

度 

人口動態統計

（特殊報告） 

Ｂ１ 

脳血管疾患の年齢調

整死亡率（人口 10 万

人当たり）男性 

33.1 
平成 27年

度 

現状値より減

少 

令和 11 年

度 

人口動態統計

（特殊報告） 

Ｂ１ 

脳血管疾患の年齢調

整死亡率（人口 10 万

人当たり）女性 

18.8 
平成 27年

度 

現状値より減

少 

令和 11 年

度 

人口動態統計

（特殊報告） 

Ｂ１ 

心疾患の年齢調整死

亡率（人口 10 万人当

たり）男性 

69.6 
平成 27年

度 

全国値まで減

少 

令和 11 年

度 

人口動態統計

（特殊報告） 

Ｂ１ 

心疾患の年齢調整死

亡率（人口 10 万人当

たり）女性 

37.6 
平成 27年

度 

全国値まで減

少 

令和 11 年

度 

人口動態統計

（特殊報告） 

 

Ｂ１ 

慢性閉塞性肺疾患の

死亡率（人口 10 万人

当たり） 

14.7 
令和３年

度 
7.0 

令和 11 年

度 

人口動態統計

（確定数） 

Ｂ１ 

糖尿病性腎症による年

間新規透析導入患者

数 

269 人 
令和３年

度 
260人 

令和 11 年

度 

日本透析医学会

「わが国の慢性

透析療法の現

況」 

Ｃ１ 

肥満者の割合 

（BMI25 以上の 20-60

歳代男性) 

29.7% 
令和４年

度 
28.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 
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Ｃ１ 

やせの者の割合 

（BMI18.5 未満の 20-

30歳代女性） 

12.6% 
令和４年

度 
11.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 

低栄養傾向の高齢者の

割合（BMI20 以下、65

歳以上） 

21.0% 
令和４年

度 
18.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 

児童・生徒における肥

満傾向児の割合（小学

5年生） 

7.94% 
令和３年

度 
6.0% 

令和 11 年

度 

学校保健統計調

査 

Ｃ１ 

主食・主菜・副菜を組

み合わせた食事が１日

２回以上の日がほぼ毎

日の者の割合 

40.8% 
令和４年

度 
50.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
食塩の平均摂取量 

（成人 20歳以上） 
10.9g 

令和４年

度 
7g 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
野菜の平均摂取量 

（成人 20歳以上） 
234.1g 

令和４年

度 
350g 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
果物の平均摂取量 

（成人 20歳以上） 
122.1g 

令和４年

度 
200g 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
日常生活の平均歩行

数（20-64歳男性） 
7277歩 

令和４年

度 
8000歩 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
日常生活の平均歩行

数（20-64歳女性） 
5824歩 

令和４年

度 
8000歩 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
日常生活の平均歩行

数（65歳以上男性） 
5721歩 

令和４年

度 
6000歩 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
日常生活の平均歩行

数（65歳以上女性） 
4746歩 

令和４年

度 
6000歩 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
運動習慣のある者の割

合（20-64歳男性） 
26.8% 

令和４年

度 
30.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
運動習慣のある者の割

合（20-64歳女性） 
18.3% 

令和４年

度 
30.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
運動習慣のある者の割

合（65歳以上男性） 
34.9% 

令和４年

度 
50.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
運動習慣のある者の割

合（65歳以上女性） 
32.4% 

令和４年

度 
50.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 

１週間の総運動時間

（体育授業を除く）が

60 分未満の児童の割

合（小学 5年生男女平

均） 

12.7% 
令和４年

度 
6.0% 

令和 14 年

度 

全国体力・運動

能力、運動習慣

等調査 
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Ｃ１ 

睡眠で休養がとれてい

る者の割合（20～59

歳） 

71.3% 
令和４年

度 
75.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 

睡眠で休養がとれてい

る者の割合（60歳以上

上） 

84.9% 
令和４年

度 
90.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 

生活習慣病のリスクを

高める量を飲酒してい

る者の割合（男性） 

14.4% 
令和４年

度 
13.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 

生活習慣病のリスクを

高める量を飲酒してい

る者の割合（女性） 

8.7% 
令和４年

度 
6.4% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
妊娠中の者の飲酒の割

合 
1.0％ 

令和３年

度 
0％ 

令和 11 年

度 

母子保健実施状

況調査 

Ｃ１ 

20 歳未満の者の飲酒

の割合（中学生・高校

生） 

- - 0％ 
令和 11 年

度 
- 

Ｃ１ 喫煙率（全体） 13.2% 
令和４年

度 
12.3% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 喫煙率（男性） 21.3% 
令和４年

度 
19.8% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 喫煙率（女性） 5.8% 
令和４年

度 
5.4% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 

20 歳未満の者の喫煙

の割合（中学生・高校

生） 

- - 0% 
令和 11 年

度 
- 

Ｃ１ 
妊娠中の者の喫煙の割

合 
2.1% 

令和３年

度 
0% 

令和 11 年

度 

母子保健実施状

況調査 

Ｃ１ 
受動喫煙の機会を有す

る者の割合（行政機関） 
5.4% 

令和４年

度 
0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
受動喫煙の機会を有す

る者の割合（医療機関） 
6.4% 

令和４年

度 
0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 

受動喫煙の機会を有す

る者の割合（職場） 18.1% 
令和４年

度 

受動喫煙のない

職場の実現を目

指す 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
受動喫煙の機会を有す

る者の割合（家庭） 
5.8% 

令和４年

度 
3.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
受動喫煙の機会を有す

る者の割合（飲食店） 
19.5% 

令和４年

度 
15.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 
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Ｃ１ 
3 歳児でむし歯のない

者の割合 
89.1% 

令和３年

度 
95.0% 

令和 11 年

度 

厚生労働省地域

保健・健康増進

事業報告 

Ｃ１ 
12歳児の１人平均むし

歯数 
0.52本 

令和４年

度 
0.3本以下 

令和 11 年

度 

京都府保健体育

課「京都府児童

生徒の健康と体

力の現状」 

Ｃ１ 

口腔機能の維持向上

（50歳以上における咀

嚼良好者の割合） 

58.8% 
令和４年

度 
70% 

令和 11 年

度 

京都府民歯科保

健実態調査 

Ｃ１ 
40歳以上における歯周

炎を有する者の割合 
53.6% 

令和４年

度 
45% 

令和 11 年

度 

京都府民歯科保

健実態調査 

Ｃ１ 

がんの年齢調整罹患率

（胃がん）（人口 10万

人当たり） 

45.5 
令和元年

度 
減少 

令和 11 年

度 
全国がん登録 

Ｃ１ 

がんの年齢調整罹患率

（大腸がん）（人口 10

万人当たり） 

58.0 
令和元年

度 
減少 

令和 11 年

度 
全国がん登録 

Ｃ１ 

がんの年齢調整罹患率

（肺がん）（人口 10万

人当たり） 

45.1 
令和元年

度 
減少 

令和 11 年

度 
全国がん登録 

Ｃ１ 

がんの年齢調整罹患率

（女性乳がん）（人口

10万人当たり） 

89.4 
令和元年

度 
減少 

令和 11 年

度 
全国がん登録 

Ｃ１ 

メタボリックシンドロ

ームの該当者及び予備

群の割合 

27.0% 
令和３年

度 
24.0% 

令和 11 年

度 

特定健診・特定

保健指導の実施

状況 

Ｃ１ 
糖尿病の合併症の認知

度（糖尿病性腎症） 
55.1% 

令和４年

度 
90.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 
糖尿病の合併症の認知

度（糖尿病性網膜症） 
80.8% 

令和４年

度 
90.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ１ 

血糖コントロール指標

におけるコントロール

不良者割合 

（ HbA1c8.0％以上の

者の割合※NGSP） 

1.4% 
令和２年

度 
1.0% 

令和 11 年

度 

特定健診・特定

保健指導の実施

状況 

Ｃ１ 収縮期血圧の平均値 

男性

127.7 

女性

122.3 

令和２年

度 

現状値から

5mmHgの低下 

令和 11 年

度 

NDB オープンデ

ータ 
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Ｃ１ 

LDL コレステロール 

160mg/dl 以上の者の

割合 

13.5% 
令和２年

度 
11.5% 

令和 11 年

度 

NDB オープンデ

ータ 

Ｃ２ 

趣味や地域貢献活動な

ど、やりがいや生きが

いを感じるものがある

高齢者の割合 

69.1% 
令和５年

度 
80.0% 

令和８年

度 

京都府民の意識

調査 

Ｃ２ 通いの場の個所数 
1267箇

所 

令和３年

度 
1900箇所 

令和８年

度 
厚生労働省調べ 

Ｃ２ 通いの場の参加率 2.5% 
令和３年

度 
5.5% 

令和８年

度 
厚生労働省調べ 

Ｃ２ 

受動喫煙の機会を有す

る者の割合（行政機関・

医療機関・職場・家庭・

飲食店）※再掲 

5.4% 

6.4% 

18.1% 

5.8% 

19.5% 

令和４年

度 

0% 

0% 

受動喫煙のない職場の実現を目指す 

3.0% 

15.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ２ 

管理栄養士・栄養士を

配置している施設（病

院、介護老人保健施

設、介護医療院を除く）

の割合 

63.3% 
令和３年

度 
75.0% 

令和 11 年

度 
衛生行政報告例 

Ｃ３ 

児童・生徒における肥

満傾向児の割合（小学

5年生）※再掲 

7.94% 
令和３年

度 
6.0% 調整中 

学校保健統計調

査 

Ｃ３ 

１週間の総運動時間

（体育授業を除く）が

60 分未満の児童の割

合（小学 5年生男女平

均）※再掲 

12.7% 
令和４年

度 
6.0% 

令和 14 年

度 

全国体力・運動

能力、運動習慣

等調査 

Ｃ３ 
妊娠中の者の飲酒の割

合 ※再掲 
1.0％ 

令和３年

度 
0％ 

令和 11 年

度 

母子保健実施状

況調査 

Ｃ３ 

20 歳未満の者の飲酒

の割合（中学生・高校

生） ※再掲 

- - 0％ 
令和 11 年

度 
- 

Ｃ３ 

20 歳未満の者の喫煙

の割合（中学生・高校

生） ※再掲 

- - 0％ 
令和 11 年

度 
- 

Ｃ３ 
妊娠中の者の喫煙の割

合 ※再掲 
2.1% 

令和３年

度 
0% 

令和 11 年

度 

母子保健実施状

況調査 
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Ｃ３ 

生活習慣病のリスクを

高める量を飲酒してい

る者の割合（女性） 

※再掲 

8.7% 
令和４年

度 
6.4% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ３ 

や せ の 者 の 割 合

（BMI18.5 未満の 20-

30歳代女性） ※再掲 

12.6% 
令和４年

度 
11.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｃ３ 

低栄養傾向の高齢者の

割合（BMI20 以下、65

歳以上）※再掲 

21.0% 
令和４年

度 
18.0% 

令和 11 年

度 

京都府民健康・

栄養調査 

Ｄ１ 
特定健康診査の実施

率 （全保険者） 
53.7% 

令和３年

度 
70.0% 

令和 11 年

度 

特定健診・特定

保健指導の実施

状況 

Ｄ１ 
特定健康診査の実施

率 （市町村国保） 
31.0% 

令和３年

度 
60.0% 

令和 11 年

度 
法定報告 

Ｄ１ 
特定保健指導の実施

率 （全保険者） 
26.0% 

令和３年

度 
45.0% 

令和 11 年

度 

特定健診・特定

保健指導の実施

状況 

Ｄ１ 
特定保健指導の実施

率 （市町村国保） 
23.6% 

令和３年

度 
60.0% 

令和 11 年

度 
法定報告 

Ｄ１ 

20 歳以上で定期的に

歯科健診を受けている

者の割合 

66.5% 
令和４年

度 
75% 

令和 11 年

度 

京都府民歯科保

健実態調査 

Ｄ１ 

がん検診の受診率 

（胃がん）（69 歳以下

の検診受診率） 

35.9% 
令和４年

度 
60.0% 

令和 11 年

度 

国民生活基礎調

査 

Ｄ１ 

がん検診の受診率 

（肺がん）（69 歳以下

の検診受診率） 

42.0% 
令和４年

度 
60.0% 

令和 11 年

度 

国民生活基礎調

査 

Ｄ１ 

がん検診の受診率 

（大腸がん）（69 歳以

下の検診受診率） 

39.6% 
令和４年

度 
60.0% 

令和 11 年

度 

国民生活基礎調

査 

Ｄ１ 

がん検診の受診率 

（子宮がん）（69 歳以

下の検診受診率） 

38.8% 
令和４年

度 
60.0% 

令和 11 年

度 

国民生活基礎調

査 

Ｄ１ 

がん検診の受診率 

（乳がん）（69 歳以下

の検診受診率） 

42.9% 
令和４年

度 
60.0% 

令和 11 年

度 

国民生活基礎調

査 
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Ｄ１ 
骨粗鬆症検診の受診

率 
1.3% 

令和３年

度 
5.0% 

令和 11 年

度 

日本骨粗鬆症財

団報告 

Ｄ２ 

年齢層や健康課題ごと

に健康寿命延伸のため

の包括的な取組を進め

ている市町村数 

21 市町

村 

令和３年

度 
26市町村 

令和 11 年

度 

京都府健康福祉

部による実態把

握 

Ｄ２ 
保険者とともに健康経

営に取り組む企業数 
337 社 

令和５年

度 
500社 

令和 11 年

度 

日本健康会議

「健康づくりに

取り組む５つの

実行宣言」 

Ｄ２ 
食の健康づくり応援店

の店舗数 
804 店舗 

令和４年

度 
1000店舗 

令和 11 年

度 

京都府健康対策

課調べ 

Ｄ３ 

学校と連携した妊娠・

出産に関する啓発 41校 
令和４年

度 
累計 300校 

令和 11 年

度 

京都府こども・

青少年総合対策

室調べ 

Ｄ３ 
骨粗鬆症検診の受診

率 ※再掲 
1.3% 

令和３年

度 
5.0% 

令和 11 年

度 

日本骨粗鬆症財

団報告 

Ｄ３ 

京都式介護予防総合

プログラムの実施市町

村数 

25 市町

村 

令和４年

度 
26市町村 

令和８年

度 

京都府高齢者支

援課調べ 
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（２）歯科口腔保健・歯科医療対策 

 歯科口腔保健・歯科医療対策については、「京都府歯と口の健康づくり基本計画（令和６年改訂）」 

として令和６年３月に策定されています。この基本計画は本計画に付随するものであり、その内容は 

概ね次のとおりです。 

 

【京都府歯と口の健康づくり基本計画の概要】 

１ 計画の位置づけ 

京都府歯と口の健康づくり推進条例（平成 24 年京都府条例第 67 号）第 15 条第１項の規

定による、歯と口の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画

です。 

 

２ 計画の基本方針 

 以下の基本方針により総合的かつ計画的に歯科口腔保健・歯科医療対策を推進します。 

①歯と口の健康づくりを通じた健康寿命の延伸、健康格差の縮小 

②歯科疾患の早期発見・早期治療 

③ライフステージに応じた知識の普及啓発による歯科疾患の予防 

④定期的な歯科健診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健・歯科医

療の充実 

⑤歯科口腔保健・歯科医療対策を推進するために必要な社会環境の整備 

 

３ 主な対策 

・ライフステージの特性を踏まえた施策の実施 

－乳幼児期 

－学齢期 

－成人期 

－高齢期 

－障がい者（児）・介護を必要とする者 

－全ての年齢層（共通） 

・歯と口の健康づくりの推進のための環境の整備等に関する施策の実施 

－人材育成等 

－歯科と医科・薬局等との連携の推進 

－在宅歯科医療の充実 

－大規模災害時（感染症まん延時等を含む）における歯科口腔保健・歯科医療のための

体制整備 

－口腔保健支援センターの設置・運営 

－京都府民歯科保健実態調査の実施 

－府民運動の推進 
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（３）母子保健対策 

現状と課題 

○ 20歳未満の人工妊娠中絶実施率は全国水準より低いものの、15歳以下の人工妊娠中絶が年 10件

程度あり、予期せぬ妊娠を防ぎ、望む妊娠・出産・子育てを叶えられるよう、学童期からの妊娠・

出産に関する正しい知識の普及啓発が必要です。 

○ 女性の晩婚・晩産化が進むことで、医学的にリスクのある母子が増加することや核家族化が進み

地域のつながりも希薄化する中で、乳幼児を育てる母親の２／３が就業しており生活にサポート

が必要にもかかわらず、孤立した家庭や育児に不安を抱える世帯が増えていること等、母子を取

り巻く課題が複合化しており、育児や虐待等の相談件数は増加傾向にあります。 

母子のリスクを早期に把握するため、妊娠届出時の面接や産婦健康診査、乳幼児家庭全戸訪問事

業等により、妊娠中や産後１ヶ月以内の母子の状況把握が進み、早期から支援を行っていますが、

産後の母親の心身の回復を促す産後ケアの利用はまだまだ十分ではありません。 

そのため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、個人の状況に応じて要な支

援につなぐ伴走型の相談支援等、保健・福祉を一体的に提供する市町村こども家庭センター設置

促進やセンターが円滑に運営されるよう従事者の資質向上等の支援が必要です。 

○ こどもの成長・発達を支援するために、市町村の乳幼児健康診査をはじめ様々なスクリーニング

が実施されています。必要な検査が適切な時期に受けられているか、検査の結果、支援が必要と

判断されたこどもが適切な支援につながっているか等の実施体制の評価が必要です。 

○ 妊産婦やこどもに関わる従事者には、一般的な妊産婦・子育て支援をはじめとして、若年妊婦等

への対応、虐待が疑われる事例への対応や予防可能な事故・病気に関する普及啓発等、幅広い知

識・技術が必要となります。困難事例に対応する従事者を支援するために、研修の開催や虐待対

応マニュアルの見直しやガイドラインの周知等の取組が必要です。 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 予期せぬ妊娠を防ぎ、望む妊娠を叶え、望むときに安心して子どもを産むことができる。 

▶ 地域でこどもが健やかに成長発達できる。 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 妊娠・出産に関する正しい知識の普及啓発をとおして、望むときに安心してこどもを産むこ

とができるよう、妊産婦のリスクを低減する取組を実施します。 

 ② ライフステージに応じた切れ目のない支援により、個人の状況にあわせて必要な妊産婦支援、

子育て支援を提供します。 

 ③ 各種スクリーニングの実施により発見した支援が必要なこどもを適切な支援につなげること

で、こどもの健やかな成長・発達を促す取組を実施します。 

 ④ こどもの安全を確保するために、医療機関や民生委員等の関係機関での見守り体制の構築等、

地域ぐるみの子育て支援体制充実を支援します。 
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具体的な施策 

目標① ・幼児期からの妊娠・出産に関する正しい知識の普及啓発 

－学校と連携した学童期・思春期からの妊娠・出産に関する普及啓発 

－相談窓口の設置（妊娠出産・不妊ほっとコール） 

－幼少期からの健康教育の推進 

 

目標①②・妊娠準備期の男女への支援の実施 

－相談窓口の設置（妊娠出産・不妊ほっとコール、仕事と不妊治療の両立支援コール） 

－大学・企業等での妊娠・出産・子育てに関する正しい知識の普及啓発 

－不妊治療費用等への助成 

 

目標②③④・妊娠から出産、子育て期までの切れ目のない支援の実施 

－市町村こども家庭センターの設置促進や運営支援 

－市町村における伴走型相談支援の実施の支援の実施 

－ハイリスク妊産婦の把握と支援に関する取組の実施 

－妊産婦健康診査を契機とした産科医療機関と市町村の連携強化の支援 

－産後ケア事業の広域利用の促進 

－病児保育事業等の実施による子育てしやすい環境の整備 

－市町村母子保健・児童福祉担当者等への研修等の実施 

 

目標③④・こどもの異常の早期発見・早期支援に関する取組の実施 

－新生児マススクリーニングの実施と精密検査対象児への支援 

－新生児聴覚検査実施体制の整備 

－市町村が実施する乳幼児健康診査への支援 

－市町村母子保健・児童福祉担当者等への研修等の実施（再掲） 

 

目標⑤ ・こどもの安全の確保に関する取組の実施 

－市町村こども家庭センターの設置促進や運営支援（再掲） 

－乳幼児家庭全戸訪問事業や養育訪問事業等の実施による子育て世帯の見守り体制の

充実 

－要保護児童対策調整担当者研修の実施 

－虐待対応マニュアルの見直し、ガイドラインの周知 

－予防可能なこどもの事故・病気（予防接種・疾病予防）に関する普及啓発 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

           

１ 

学童期・思春期からの妊

娠・出産に関する正しい

知識の普及啓発 

 

１ 

妊産婦のリスクの低減      

 
指標 

11 週までの妊娠

届出の届出率 

   

    

指標 

学校と連携した

妊娠・出産に関

する啓発 

 
指標 

20・30 代女性の

やせの割合 

   

     

 
指標 

妊婦及びパート

ナーの喫煙率 

    

指標 
ほっとコール：10

代の相談件数 

  

１ 

予期せぬ妊娠を防ぎ、望

む妊娠を叶え、望むとき

に安心して子どもを産

むことができる 

 指標 妊婦の飲酒率  

    

指標 

学校における性

に関する教育実

施状況（調整中） 

 

２ 

妊娠準備期の男女への

支援の実施 

  

  
指標 

10 代の人工妊

娠中絶数の減 
指標 

ほっとコールの

相談件数 

     

 

２ 

個人の状況に応じた妊

産婦・子育て支援の提供 

 
指標 

低出生体重児の

出生率の減 
指標 

大学・企業等で

の普及啓発 

  

 
指標 

サポートプラン

の作成割合 

 
指標 

妊産婦死亡数・

率の減      

３ 

妊娠から出産、子育て期

までの切れ目のない支援

の実施 

 指標 産後ケア利用率  
指標 

周産期死亡率の

減  

指標 

産前産後サポー

ト事業を実施す

る市町村数 

 

     

指標 
伴走型相談支援

の実施市町村数 

     

 

指標 

死産・流産経験

者を把握する市

町村数 

    

指標 妊婦訪問数      

指標 産婦訪問数   

２ 

地域でこどもが健やか

に成長・発達できる         

４ 

こどもの異常の早期発

見・早期支援の取組 

 

３ 

タイムリーに必要な支

援を提供 

 
指標 

乳児死亡数・率

の減   

指標 
乳幼児健診受診

率 

 指標 乳幼児健診の未

受診者の把握率 

 

指標 

この地域で子育

てをしたいと思

う親の割合の増 

  

指標 
従事者研修の実

施状況 

 指標 かかりつけ医を持

つ３歳児の割合 

 

  

        

指標 

育てにくさを感

じたときに対処

できる親の割合

の増 

５ 

こどもの安全の確保  

４ 

地域の子育て支援体制

の充実 

 

指標 
要対協従事者研

修の実施状況 

  

 

指標 

サポートプラン

の作成割合（再

掲） 

 

指標 
要対協の登録児

童数・妊婦数 

  

指標 

ゆったりした気

分でこどもと過

ごせる親の割合

の増 

  

指標 

虐待予防のため

の SNS 等相談件

数 

 指標 新生児訪問数  

 指標 乳児訪問数  

 指標 未熟児訪問数     
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 
10 代の妊娠中絶実施率

の減 
2.9 令和３年 現状維持 令和 11年 衛生行政報告例 

Ａ１ 
15 歳以下の人工妊娠中

絶数の減 
11 件 令和３年 5件 令和 11年 衛生行政報告例 

Ａ１ 低出生体重児の出生率 8.9% 令和３年 6％ 令和 11年 人口動態調査 

Ａ１ 妊産婦死亡(率)の減 0 人 令和３年 現状維持 令和 11年 人口動態調査 

Ａ１ 周産期死亡率の減 3.5 令和３年 3.1 令和 11年 人口動態調査 

Ａ２ 乳児死亡率の減 1.1 令和３年 現状維持 令和 11年 人口動態調査 

Ａ２ 

この地域で子育てをし

たいと思う親の割合（３

歳児健診時） 

93.2% 令和３年度 95% 令和 11年度 

母子保健事業実

施状況調査 
Ａ２ 

育てにくさを感じた時

に対処できる親の割合 
81.6％ 令和３年度 85% 令和 11年度 

Ａ２ 

ゆったりした気分で子

どもと過ごせる親の割

合（３歳児健診時） 

75.7% 令和３年度 80% 令和 11年度 

Ｂ１ 11週までの妊娠届出率 95.3% 令和３年 98% 令和 11年 
地域保健・健康増

進事業報告 

Ｂ１ 
20代・30代女性のやせ

（BMI18.5未満）の割合 
12.6％ 令和４年度 11％ 令和 11年度 

京都府民健康・栄

養調査 

Ｂ１ 妊婦の喫煙率 2.1% 令和３年度 0% 令和 11年度 

母子保健事業実

施状況調査 

Ｂ１ 産婦の喫煙率 3.6% 令和３年度 2% 令和 11年度 

Ｂ１ パートナーの喫煙率 42.2% 令和３年度 30% 令和 11年度 

Ｂ２ 妊婦の飲酒率 1.0％ 令和３年度 0％ 令和 11年度 

Ｂ２ 
学校における性に関する教

育の実施状況（調整中） 
調整中 令和５年度 調整中 令和 11年度 調整中 

Ｂ２ 
サポートプランの作成
割合 

－ 
令和６年度

開始 
調整中 令和 11年度 

京都府こども・青
少年総合対策室
調べ 

Ｂ２ 産後ケア利用者数 271 人 令和３年度 800人 令和 11年度 母子保健衛生費

補助金実績報告

（京都市除く） Ｂ２ 産後ケア利用率 3.8％ 令和３年度 10％ 令和 11年度 

Ｂ２ 
産前産後サポート事業

を実施する市町村数 
16市町村 令和５年度 26市町村 令和 11年度 

京都府こども・青

少年総合対策室

調べ 

Ｂ２ 
死産・流産経験者を把握

する市町村数 
13市町村 令和５年度 26市町村 令和 11年度 

Ｂ３ 
乳幼児健診の未受診者

の把握率 
99.4% 令和３年度 100％ 令和 11年度 
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Ｂ３ 
かかりつけ医を持つ３

歳児の割合 
89.6% 令和３年度 90% 令和 11年度 

母子保健事業実

施状況調査 
Ｂ３ 

かかりつけ医を持つ３

歳児の割合（歯科） 
52.7% 令和３年度 65% 令和 11年度 

Ｂ４ 
サポートプランの作成

割合（再掲） 
－ 

令和６年度

開始 
調整中 令和 11年度 調整中 

Ｂ４ 新生児訪問数 1,540 令和３年 3,000 令和 11年 

地域保健・健康増

進事業報告 

人口動態調査 

Ｂ４ 新生児への訪問割合 9.7% 令和３年 20% 令和 11年 

Ｂ４ 乳児訪問数 5,325 令和３年 7,500 令和 11年 

Ｂ４ 乳児への訪問割合 36.6% 令和３年 50% 令和 11年 

Ｂ４ 未熟児訪問数 542 令和３年 1,000 令和 11年 

Ｂ４ 未熟児への訪問割合 38.7% 令和３年 70% 令和 11年 

Ｃ１ 
学校と連携した妊娠・出

産に関する啓発 
41 校 令和４年度 累計 300校 令和 11年度 

京都府こども・青

少年総合対策室

調べ 

Ｃ１ 
ほっとコール 

10代の相談件数 
12 件 令和４年度 60件 令和 11年度 

Ｃ２ 
ほっとコールの総相談

件数 
517 件 令和４年度 650件 令和 11年度 

Ｃ２ 
大学・企業等での普及啓

発 
1 件 令和４年度 累計 60件 令和 11年度 

Ｃ３ 
伴走型相談支援の実施

状況 
25市町村 令和４年度 26市町村 令和 11年度 

Ｃ３ 妊婦訪問数 3,083 令和３年 5,000 令和 11年 

地域保健・健康増

進事業報告 

人口動態調査 

Ｃ３ 妊婦への訪問割合 19.0% 令和３年 30% 令和 11年 

Ｃ３ 産婦訪問数 5,785 令和３年 8,000 令和 11年 

Ｃ３ 産婦への訪問割合 36.6% 令和３年 50% 令和 11年 

Ｃ４ １歳半健診受診率 97.0% 令和３年 現状維持 令和 11年 

Ｃ４ ３歳児健診受診率 96.0% 令和３年 現状維持 令和 11年 

Ｃ４ 
母子保健従事者研修の

実施状況 

３回 

57人参加 
令和４年度 

累計 

1,000人 
令和 11年度 

京都府こども・青

少年総合対策室

調べ 

Ｃ５ 
要対協従事者研修の実

施状況 

３回 

22人参加 
令和４年度 

累計 

120人 
令和 11年度 

京都府家庭支援

課調べ 

Ｃ５ 要対協の登録児童数 
3,617人 

(京都市除く) 
令和２年度 3,000人 令和 11年度 

京都府家庭支援

課調べ（京都市除

く） 

Ｃ５ 
虐待予防のための SNS

等相談件数 
－ 

令和５年 

２月開始 
100人 令和 11年度 

京都府家庭支援

課調べ 
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（４）青少年期等の保健対策 

現状と課題（ひきこもり対策） 

○ 不登校からひきこもりを生まない環境づくりを進めるため、学校等と連携した支援が必要です。 

○ 青少年期から中高年齢層まで切れ目のない支援を進めるため、保健所や市町村、民間支援団体等

の関係機関と連携した支援が必要です。 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 府民がひきこもりについて正しく理解し、ひきこもり状態の方やその家族が地域で安心・安

定した生活を営むことができる状態をめざします。 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 京都府脱ひきこもり支援センターを中心に、青少年期から中高年齢層まで、ひきこもりの早

期把握・早期支援から社会適応訓練、自立までを一体的に支援します。 

 ② 保健所や市町村、民間支援団体等の関係機関との地域ネットワークを構築し、ひきこもりの

早期把握、未然防止を図ります。 

 

具体的な施策 

 目標① ・学校等と連携した不登校からひきこもりを生じさせない早期支援 

  －チーム絆（早期支援特別班）による学校等と連携した不登校生徒への早期支援 

  ・相談から社会参加、自立に向けた切れ目のない支援 

  －民間支援団体と協働した「チーム絆」による相談支援 

－正しい知識を学び、ひきこもりを支える家族教室等の開催 

－民間支援団体が実施する居場所等の社会参加活動の支援 

－インターネットを活用した「オンライン居場所」の開設、運営 

－就労等の自立に向けた職親事業（就労体験）による支援 

 

 目標② ・地域ネットワーク構築による早期把握、未然防止 

－保健所や市町村、民生児童委員や民間支援団体等の関係機関との地域ネットワーク

構築による連携の強化 

－ひきこもり基礎知識の習得や支援スキル向上のための支援団体等向け研修の実施 

－より身近な市町村による相談支援体制等の構築 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

学校等と連携した不登

校からひきこもりを生じ

させない早期支援 

 

１ 

青少年期から中高年齢

層まで、ひきこもりの早

期把握・早期支援から、

社会適応訓練、自立まで

の一体的支援 

   

    

指標 
学校等と連携し

た早期支援件数 

  
 

 

        

２ 

相談から社会参加、自立

に向けた切れ目のない

支援 

    

１ 

府民がひきこもりについ

て正しく理解し、ひきこ

もり状態の者やその家

族が地域で安心して生

活を営むことができる状

態 
指標 

家族教室・研修

会の参加者数 

        

３ 

地域ネットワーク構築

による早期把握・未然防

止 

 

２ 

保健所や市町村、関係機

関による地域ネットワ

ークの構築、ひきこもり

の早期把握・未然防止 

   

 

 

 

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ１ 
学校等と連携した早期

支援件数 
96 人 令和４年度 

累計 

600人 
令和 11 年度 

京都府家庭支

援課調べ 

Ｃ２ 
家族教室・研修会の参

加者数 
延べ 378人 令和４年度 

延べ 

600人 
令和 11 年度 

京都府家庭支

援課調べ 
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現状と課題（薬物乱用防止対策・性感染症対策等） 

○ 京都府内における薬物事犯の検挙者は 300人台で推移する中、このうち５～７割は覚醒剤事犯が

占め、その再犯率も６割以上と高い状況です。 

○ 大麻事犯については、30歳未満が約７割となっており、若年層への拡がりが深刻な状況です。 

○ 大麻については、現在国において、成分規制による使用罪の創設や、大麻由来医薬品の利用等に

向けた見直しが検討されています。 

○ そのような状況の中、大麻成分を医薬品として医療に活用する国があるほか、違法薬物の生涯経

験率の高い一部の国では、年齢等の制限を設けた上で、嗜好用大麻の使用を許容していることを

背景に、「大麻は安全」などの誤った情報が氾濫しています。 

○ また、市販の医薬品等の過剰服用（オーバードーズ）や危険ドラッグの危険性に係る正しい知識

の普及啓発とともに、インターネットを含む販売店舗の継続的な監視指導が重要です。 

○ 未成年者の喫煙防止についてがん教育及び防煙教育の実施 

○ 「エイズ文化フォーラム in京都」の共催等により、エイズ予防対策の啓発や疾病に対する理解促

進への取組みを実施 

○ 医薬品を含む薬物の健康への影響について、保健所や市町村保健センター等と学校保健とが連携

した教育や広報啓発活動が必要です。 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 府民が薬物の害やたばこの健康への影響、性感染症等について正しく理解し、適切に医薬品

を使用するなど、自らの健康を守り、安心・安全に暮らせる状態 

目標（取組の方向性） 

 ① 薬物乱用の未然防止と適切な医薬品使用に係る正しい知識の普及啓発 

② 薬物依存症となった者の回復を支援する体制の整備 

③ がん教育及び防煙教育の推進等により、未成年者の喫煙を防止 

④ エイズ等性感染症に関する正しい知識と理解の普及・啓発 

具体的な施策 

目標① ・「きょうと薬物乱用防止行動府民会議」を中心に、薬物乱用防止指導員等による予防啓

発活動を強化します。 

・小学校、中学校等での学校薬剤師による薬教育の実施や「薬物乱用防止教室」の開催

を支援します。 

目標② ・NPO団体と協働して「きょう‐薬物をやめたい人‐のホッとライン」を設置し、薬物依

存者やその家族からの相談に対応します。 

目標③ ・学校、医療機関、企業等と連携し、がん教育及び防煙教育の実施・推進 

目標④ ・「エイズ文化フォーラム in 京都」の共催等、大学生等若者世代への性感染症に関する

知識の普及と予防行動の周知 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

「きょうと薬物乱用防
止行動府民会議」を中心
に、薬物乱用防止指導員
や学生啓発リーダー等
による予防啓発活動強
化 

 

   

 

 

指標 
薬物乱用に係る
予防啓発活動者
養成人数 

 １ 

薬物乱用の未然防止と
適切な医薬品使用に係
る正しい知識の普及・啓
発 

  

        

２ 

小学校、中学校等での学
校薬剤師による薬教育
の実施や「薬物乱用防止
教室」の開催を支援 

    １ 

府民が薬物の害やたば
この健康への影響、性感
染症等について正しく
理解し、適切に医薬品を
使用し、安心・安全に暮
らせる状態 

        

３ 

NPO団体と協働して「き
ょう‐薬物をやめたい
人‐のホッとライン」を
設置し、薬物依存者やそ
の家族からの相談に対
応 

 

２ 

薬物依存症となった者
の回復を支援する体制
の整備 

   

 

   

 

４ 

学校、医療機関、企業等
と連携し、がん教育及び
防煙教育の実施・推進 

 
３ 

がん教育及び防煙教育
の推進等により、未成年
者の喫煙を防止 

  

 

５ 

「エイズ文化フォーラ
ム in京都」の共催等、
大学生等若者世代への
性感染症に関する知識
の普及と予防行動の周
知 

 

４ 

エイズ等性感染症に関
する正しい知識と理解
の普及・啓発 

  

指標 
「AIDS文化フォ
ーラム in京都」
の共催 

指標 
青少年向けエイ
ズ・性感染症予
防啓発・教育 

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ１ 
薬物乱用に係る予防啓

発活動者養成人数 

-目標養成

数 
- 1,800人 令和 11年度 

京都府薬務課

調べ 

Ｂ４ 
青少年向けエイズ・性感

染症予防啓発・教育 
2,274人 

令和４年度

実績 
3,500人 令和６年度 

各保健所が実

施する予防啓

発・教育活動

実績 

Ｃ５ 
「AIDS 文化フォーラム

in京都」の共催 
１回 令和５年度 １回 令和６年度 府共催 
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（５）高齢期の健康づくり・介護予防 

現状と課題 

〇 令和４年国民生活基礎調査によると、介護が必要となった主な原因は、要支援者では、１位「関

節疾患」、２位「高齢による衰弱」、３位「骨折・転倒」となっています。特に高齢期に特有の疾病

（フレイル・ロコモティブシンドローム・サルコペニア・肺炎・骨粗しょう症・低栄養・口腔機能

の低下等）の予防対策も必要です。また、若いころから健康に対する教育や知識の普及啓発に努め

ることが重要です。 

〇 特に、新型コロナウイルス感染症の流行期においては、感染・重症化リスクの高い高齢者を中心

に、外出の自粛や人との面会の制限を余儀なくされ、閉じこもりがちになったことから、高齢者の

フレイル予防に留意する必要があります。 

〇 高齢者の介護予防を推進するためには、地域のボランティアや NPO、民間企業、社会福祉法人等多

様な担い手による、地域の実情に応じた生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築するととも

に、住民主体の通いの場など身近な地域での介護予防活動に、継続的に参加できるよう、市町村へ

支援していくことが求められます。 

〇 また、高齢者が社会的役割を担うことが介護予防につながることから、介護予防・生活支援や子

育て支援などの担い手など社会貢献活動を円滑に進めるための仕組みづくりや、世代間交流や趣味

活動など、多様な社会参加支援を進めることが重要です。 

  なお、健やか（Ｓ）・快適（Ｋ）・豊かな（Ｙ）シニアの暮らしを応援するため、「公益財団法人京

都ＳＫＹセンター」により、高齢者の健康と生きがいづくりの増進、及び社会参加、社会貢献活動

への支援に取り組んでいるところです。 

 〇 令和２年４月から始まった「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」については、令和５

年度までに 22市町で取り組まれ、通いの場を活用したフレイル予防の普及啓発や、栄養改善・口腔

機能向上等の健康教育・健康相談を行う場として活用されています。今後、市町村における取組推

進のため、専門職の養成等を支援していく必要があります。 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 高齢になっても生きがいを持って活躍できる地域づくり 

▶ 支援が必要になっても安心して暮らせる社会の実現に向けた介護予防・生活支援等の充実 

 

目標（取組の方向性） 

① 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた市町村支援 

② 効果的な介護予防事業・フレイル対策の推進 

③ 高齢者の社会参加支援と社会貢献活動への誘導 

 

具体的な施策 

目標① ・総合事業充実に向けた市町村支援 

－生活支援コーディネーターの養成研修、意見交換会の開催 

－共助型生活支援推進隊（保健所）による圏域協議会等の開催 

－総合事業の充実に向けた市町村への伴走支援 
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目標② ・効果的な介護予防・フレイル対策の推進 

－京都式介護予防総合プログラム等複合的プログラムの推進 

－高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進 

－介護予防事業に従事する医療専門職（管理栄養士、歯科衛生士等）の養成等 

－通いの場の充実に取り組む市町村への財政支援（フレイル対策強化事業） 

 

目標③ ・高齢者の社会参加支援と社会貢献活動の誘導 

－（公財）京都 SKYセンターの各種取組の推進 

－シニアボランティアバンク（仮称）など、社会貢献活動を円滑に進める仕組みづく   

  り 

    －「ねんりんサロン」や SKY ふれあいフェスティバルにおける世代間交流の促進など

社会参加に向けた支援 

－（一財）京都府老人クラブ連合会、市町村単位老人クラブ・老人クラブ連合会の活

動支援 

－SKYセンターや社会福祉協議会、老人クラブ、シルバー人材センター、生涯現役クリ

エイティブセンター等、幅広い関係団体や市町村と連携し、高齢者の多様な社会参

加を支援 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

総合事業充実に向けた市

町村支援 

 

１ 

市町村において多様な介

護予防・生活支援サービ

スが実施されている 

   

 
   

指標 

生活支援コーデ

ィネーター養成

研修、意見交換会

の開催回数 

 

指標 

介護予防事業（サ

ービス内容や地

域等）を拡充した

NPO数（累計） 

 

１ 

高齢になっても生きが

いを持って活躍できる

地域づくりと介護予防・

生活支援の充実 

指標 

日常生活圏域単

位での生活支援

コーディネータ

ーの配置 

指標 

趣味や地域貢

献活動など、や

りがいや生きが

いを感じるもの

がある高齢者の

割合 

       

指標 
健康寿命 

（男性、女性） 

２ 

効果的な介護予防・フレ

イル対策の推進 
 

２ 

身近な地域で介護予防の

取組の充実 
 

指標 

京都式介護予防

総合プログラム

の実施市町村数 

 
指標 

通いの場の箇所

数 

 指標 

介護保険（要介

護２以上）認定

者から算出した

平均要介護期

間 

指標 
通いの場の参加

率 

         

３ 

高齢者の社会参加支援と

社会貢献活動の誘導 
 

３ 

高齢者が社会参加してい

る、社会貢献活動に取り

組んでいる 

   

指標 

シニアボランティ

アバンク（仮称）

登録者数 

 

指標 

SKYセンター会員

のうち各種事業

に参加している

会員数 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 

趣味や地域貢献活動

など、やりがいや生き

がいを感じるものがあ

る高齢者の割合 

69.1% 令和５年 80.0％ 令和８年 
京都府民の意

識調査 

健康寿命（国算出）男

性 
72.71年 

令和元年

度 
73.87年 令和 10年度 

厚生労働科学

研究 

健康寿命（国算出）女

性 
73.68年 

令和元年

度 
76.29年 令和 10年度 

厚生労働科学

研究 

介護保険（要介護２以

上）認定者から算定し

た平均要介護期間 

（男性）（女性） 

1.9年 

4.0年 
令和３年 

1.8年 

3.9年 
令和 11年 KDBシステム 

Ｂ１ 

介護予防事業（サービ

ス内容や地域）を拡充

した NPO数（累計） 

157団体 
令和４年

度 
300団体 令和８年度 

京都府高齢者

支援課調べ 

日常生活圏域単位で

の生活支援コーディネ

ーターの配置 

64圏域 
令和４年

度 
全圏域 令和８年度 

京都府高齢者

支援課調べ 

Ｂ２ 

通いの場の箇所数 1,267箇所 
令和３年

度 

1,900箇

所 
令和８年度 

厚生労働省調

べ 

通いの場の参加率 2.5% 
令和３年

度 
5.5% 令和８年度 

厚生労働省調

べ 

Ｂ３ 

SKY センター会員のう

ち各種事業に参加して

いる会員の数 

2,200人 
令和４年

度 
3,000人 令和８年度 

（公財）京都

SKYセンター調

べ 

Ｃ１ 

生活支援コーディネー

ター養成研修、意見交

換会の開催 

３回 
令和５年

度 
３回 令和８年度 

京都府高齢者

支援課調べ 

Ｃ２ 

京都式介護予防総合

プログラムの実施市町

村数 

25市町村 
令和４年

度 
全市町村 令和８年度 

京都府高齢者

支援課調べ 

Ｃ３ 
シニアボランティアバ

ンク（仮称）登録者数 
335人 令和５年 2,600人 令和８年 

（公財）京都

SKYセンター調

べ 
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２ 特に広範かつ継続的な医療の提供が必要な疾病に係る対策 

（１）がん 

がんについては、「第３期京都府がん対策推進計画（令和６年改訂）」として、令和６年３月に策定

しています。この推進計画は本計画に付随するものであり、その内容は概ね次のとおりです。 

 

【第３期京都府がん対策推進計画の概要】 

１ 計画の位置づけ 

  がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号）第 12 条第１項の規定による「都道府県がん対策推進

計画」であり、京都府がん対策推進条例（平成 23年京都府条例第７号）第１条に掲げる「府、府民、

市町村及びがん対策関係者が一体となり、がん対策を総合的に推進する」ことを実現するための行

動計画です。 

 

２ 計画の基本方針 

「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての府民とがんの克服を目指す」ことを全体目標と

し、以下の４つの分野別施策を推進します。 

① がん予防・がん検診の強化 

② がん医療体制の整備・充実 

③ がんとの共生社会の実現 

④ これらを支える基盤の整備 

 

３ 主な施策 

  ・がん予防・がん検診の強化 

【１次予防：がんのリスクの減少】 

    －食生活・身体活動・飲酒等生活習慣の改善 

    －たばこ対策 

    －感染に起因するがん対策（ウイルス、細菌など） 

【２次予防：がんの早期発見、がん検診】 

    －検診の受診率向上 

    －精度管理・検診従事者の資質向上 

・がん医療体制の整備・充実 

   －手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法の推進 

   －緩和ケア・支持療法の推進 

   －在宅医療の充実 

   －連携体制の強化 

   －小児がん及びＡＹＡ世代のがん対策 

   －がんゲノム医療の普及 

   －その他治療機能の充実 

   －新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医療実装 
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・がんとの共生社会の実現 

   －相談支援体制、情報提供体制の充実 

   －就労支援の強化 

   －社会的な問題への対応の充実 

   －小児・ＡＹＡ世代、高齢者に対する支援の強化 

   －アピアランスケアについて 

   －がん診断後の自殺対策について 

・これらを支える基盤の整備 

   －人材育成の強化 

   －がん教育・がんの正しい知識の普及啓発 

   －がん登録の推進 

－患者・府民参画の推進 

－デジタル化の推進 

－感染症発生・まん延時や災害時を見据えた対策 
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（２）脳卒中 

（３）心筋梗塞等の心血管疾患 

「脳卒中」及び「心筋梗塞等の心血管疾患」については、「第２期京都府循環器病対策推進計画（令

和６年改訂）」として令和６年３月に策定しています。この推進計画は本計画に付随するものであり、 

 その内容は概ね次のとおりです。 

 

【京都府循環器病対策推進計画の概要】 

１ 計画の位置づけ 

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基

本法第 11条の規定による「都道府県循環器病対策推進計画」であり、循環器病に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するための基本計画です。 

 

２ 計画の基本方針 

 以下の基本方針により総合的かつ計画的に循環器病対策を推進します。 

 

健康寿命の延伸及び循環器病による年齢調整死亡率の減少を目指し、そのための個別施

策である「循環器病の予防と正しい知識の普及啓発」、「保健、医療及び福祉に係るサー

ビスの提供体制の充実」を展開 

 

３ 主な対策 

１） 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発 

２） 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実 

①循環器病を予防する健診の普及や取組の推進 

②救急搬送体制の整備 

③救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制の構築 

④リハビリテーション等の取組 

⑤循環器病の後遺症を有する者に対する支援 

⑥循環器病の緩和ケア 

⑦社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援 

⑧治療と仕事の両立支援・就労支援 

⑨小児期・若年期からの配慮が必要な循環器病への対策 

⑩循環器病に関する適切な情報提供・相談支援 
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（４）糖尿病 

現状と課題 

○ 糖尿病は自覚症状がないことが多く、リスクを早く察知し、発症・重症化を予防するためには、

正しい知識を身につけ、健診を受診することが重要です。京都府では、特定健診・特定保健指導

については、ともに実施率が低く、関係機関と連携し、受診啓発の実施や未受診者への受診の働

きかけを行い、実施率向上を図る必要があります。 

○ 糖尿病患者は,さまざまな感染症にかかりやすく、また重症化しやすいため、血糖を適切にコント

ロールすることが重要です。 

○ 糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者は減少し、前期からの目標値を達成したものの、新規

人工透析導入患者のうち糖尿病性腎症の割合は全国と比べて高く、糖尿病の治療および重症化を

予防することが重要です。  

○ 糖尿病患者の中には、歯周病を発症する患者も多く、また、重度歯周病は糖尿病を発症する引き

金になることもあり、普段からの歯科受診や歯科健診は重要です。 

また、糖尿病が進行すると、網膜症、腎症、末梢神経障害などの合併症を併発し、ADL の低下を

生じる恐れがあり、かかりつけ医、かかりつけ眼科医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・

薬局、専門医、関係する多職種が連携し適切な治療と食習慣・運動習慣等の生活習慣の改善によ

り、合併症の治療を行う医療体制の充実が望まれます。 

○ 重症化を予防するために、平成 29年より「京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を活用

して、未受診者、医療中断者、ハイリスク者に対する保健指導の体制整備を柱に推進しています。

これらの取組は、保健医療団体、市町村、医療保険者及び府が連携して行うことが必須で、従事

するスタッフの確保や資質向上が必要です。中でもハイリスク者対策に取り組む保険者数の増加

が望まれます。  

対策の方向 

目指す方向 

▶ 生活習慣を原因とする糖尿病にならずに日常生活を送ることができる。 

▶ 糖尿病になっても重症化せずに日常生活を継続できる。 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 望ましい生活習慣を継続し、糖尿病のリスクを減少できている。  

 ② 糖尿病の治療を継続し、重症化を予防できている。 

③ 糖尿病患者の歯周病の重症化予防ができている。 

 ④ 糖尿病の合併症が起きていない、重症化していない。 

 

具体的な施策  

 目標① ・糖尿病の発症予防をはじめ、望ましい生活習慣に関する情報提供と保健指導の充実 

・糖尿病に関する正しい知識の普及 

  ・市町村及び保険者が行う健康診査の受診を促進 

  ・健康診査での有所見者への早期受診に向けて受診勧奨や保健指導の実施 

 



167 
 

目標②③・京都府糖尿病重症化予防戦略会議及び地域戦略会議を核とした地域の実情に応じた連

携体制の構築 

－質の高い専門的検査や指導を実施できる糖尿病の医療体制の構築 

－専門医やかかりつけ医、かかりつけ歯科医等の人材育成のための研修等を支援 

  －医師、歯科医師、管理栄養士、保健師、看護師、薬剤師等の多職種と連携した支

援体制の構築 

 

目標④ ・京都府版糖尿病腎症重症化予防プログラムの推進 

    ・糖尿病性腎症など慢性合併症の専門的検査・治療を行う医療機関情報を「京都健康医

療よろずネット」を通じて、医療関係者や患者へ提供 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

糖尿病の発症予防をはじめ、望
ましい生活習慣に関する情報

提供と保健指導の充実 
糖尿病に関する正しい知識の
普及 

 

１ 

望ましい生活習慣を継続し、糖

尿病のリスクを減少できてい
る。 

 

１ 

生活習慣を原因とする糖尿病にな

らずに日常生活を送ることができ
る 

指標 
糖尿病の合併症の認
知度 

 指標 
糖尿病の可能性を否
定できない者の数 

 指標 
糖尿病が強く疑われる者
の数 

        

２ 

市町村及び保険者が行う健康
診査の受診を促進 

       

指標 特定健診受診率       

指標 
過去 1年間に歯科検診
を受診した者の割合 

      

        

３ 

健康診査での有所見者への早
期受診に向けて受診勧奨や保

健指導の実施 

 
 

  
 

 

指標 特定保健指導実施率       

        

４ 

京都府糖尿病重症化予防戦略

会議及び地域戦略会議を核と
した地域の実情に応じた連携
体制の構築 

 

２ 

糖尿病の治療を継続し、重症化
を予防できている 

 ２ 

糖尿病になっても重症化せずに日
常生活を継続できる。 

指標 
血糖コントロール不
良者の割合 

指標 
糖尿病性腎症に対する新
規人工透析導入患者数 

指標 
糖尿病専門医が在籍
する医療機関数（人口
10万人あたり） 

       

指標 
糖尿病療養指導士が
在籍する医療機関数

（人口 10万人あたり） 

 

３ 

糖尿病患者の歯周病の重症化
予防ができている 

 
  

指標 
歯周病専門医が在籍
する医療機関数（人口

10万人あたり） 

 指標 
40歳代における進行
した歯周炎を有する

者の割合の減少 

   

   指標 

60歳代における進行

した歯周炎を有する
者の割合の減少 

   

        

５ 
京都府版糖尿病腎症重症化予
防プログラムの推進 

 

４ 

糖尿病の合併症が起きていな
い、重症化していない 

   

 指標 
糖尿病性腎症に対す
る新規人工透析導入
患者数 

   

        

６ 

糖尿病性腎症など慢性合併症
の専門的検査・治療を行う医療

機関の情報提供 

 

 

    

指標 

腎臓専門医が在籍する

医療機関数（人口 10万
人あたり） 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 
糖尿病が強く疑われる者の

数(HbA1C6.5以上) 
6.6% 令和２年度 

現状よ

り減少 
令和 11年度 

厚生労働省「NDB」特定

健診データ 

Ａ２ 
糖尿病腎症に対する新規

人工透析導入者数 
269 人 令和３年 260人 令和 11年度 

日本透析医学会「わが国

の慢性透析療法の現況」 

Ｂ１ 

糖尿病の可能性を否定でき

ない者の数(HbA1C6.0 以上

6.5未満) 

9.0% 令和２年度 
現状よ

り減少 
令和 11年度 

厚生労働省「NDB」特定

健診データ 

Ｂ２ 
血糖コントロール不良者の

割合(HbA1C8.0以上) 
1.4% 令和２年度 1.0% 令和 11年度 

厚生労働省「NDB」特定

健診データ 

Ｂ３ 
40歳代における進行した歯

周炎 を有する者の割合 
42.7% 令和４年度 35% 令和 11年度 

京都府民歯科保健実態

調査報告書 

Ｂ３ 
60歳代における進行した歯

周炎を有する者の割合 
56.4% 令和４年度 50% 令和 11年度 

京都府民歯科保健実態

調査報告書 

Ｃ１ 

糖尿病の合併症の認知度 

（腎症） 

（網膜症） 

57.3% 

80.4% 
令和４年 

90% 

90% 
令和 11年度 

京都府民健康･栄養調

査 

Ｃ２ 特定健診受診率 53.7% 令和３年度 70% 令和 11年度 

厚生労働省「特定健康

診査・特定保健指導に関

するデータ」 

Ｃ２ 
過去1年間に歯科検診を受

診した者の割合 
66.5% 令和４年度 80% 令和 11年度 

京都府民歯科保健実態

調査報告書 

Ｃ３ 特定保健指導実施率 26.0% 令和３年度 45% 令和 11年度 

厚生労働省「特定健康診

査・特定保健指導に関す

る デ ー タ 」 

Ｃ４ 
糖尿病専門医が在籍する

医療機関数 
3.5 

令和５年７

月 

現状よ

り増加 
令和 11年度 

日本糖尿病学会「糖尿

病専門医の認定状況」 

Ｃ４ 
糖尿病療養指導士が在籍

する医療機関数 
4.5 

令和５年７

月 

現状よ

り増加 
令和 11年度 

日本糖尿病療養指導士

認定機構「糖尿病療養

指導士の状況」 

Ｃ４ 
歯周病専門医の在籍する

歯科医療機関数 
0.5 

令和５年７

月 

全 国 平

均以上 
令和 11年度 

日本歯周病学会「歯周

病専門医の認定状況」 

Ｃ６ 
腎臓専門医が在籍する医

療機関数 
2.8 

令和５年７

月 

現 状 よ

り増加 
令和 11年度 

日本腎臓学会「腎臓専

門医の状況」 

       

*C5、C6については人口 10 万人あたりの数 

目標値については、国より良い数値のものは、現状より良い方向に伸ばす方向で記載。 
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＜糖尿病の医療提供体制図＞ 
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（５）精神疾患 

現状と課題 

＜現状＞ 

○ 平成 29年と比べ令和２年では、精神疾患総患者数のうち新規入院患者は減少し、（H29年は 7,030

人、R2年は 6,495人）外来患者は大幅に増加しています（H29年は約 80,000人、R2年は約 185,000

人）。 

○ 地域生活への移行、定着について、精神保健福祉に関する従事者の養成やアウトリーチ活動の推

進など支援の充実、関係機関相互の連携促進などに取組むとともに、精神障害者を支える最も身

近な家族を「ケアラー」と位置付け、多職種チームによる家族支援を実施してきたほか、当事者

団体等との連携により、精神障害者を支えるピアサポーターを養成し、当事者を支援してきまし

た。 

○ 退院後の住居の確保を図るとともに、活動の場作りにも努めており、また精神障害者の社会復帰

を促進するため、就労支援を実施してきました。 

○ 精神科救急について、保健所、保健福祉センターと精神科救急情報センターとの情報共有を行っ

ており、夜間・休日の患者受入については、北部・南部でそれぞれ複数の精神科病院による輪番

で対応してきました。 

○ 身体合併症について、山城地域において一般科病院と精神科病院とが連携する精神科救急医療連

携強化事業を実施し、医療機関間の連携強化を図っているところです。 

○ 災害精神医療について、令和２年度から DPAT先遣隊に続き、被災地に派遣される DPAT隊員の養

成を開始するとともに、令和 4年度に洛南病院を災害拠点精神科病院に指定しています。 

〇 てんかん医療について、てんかん医療連携体制の整備のため、令和４年度に京都大学付属病院を

てんかん支援拠点病院に指定、京都府立医科大学付属病院などと連携し、地域病院との連携体制

の整備を実施。 

 ＜課題＞ 

 疾患別 

＜統合失調症＞ 

・統合失調症は 10 代後半から 30 代が好発年齢となっていることから、学校における学生・家族・ 

教職員や職場における従業員等への正しい理解を促すための啓発が必要です。 

＜気分（感情）障害＞ 

・うつ病や躁うつ病など気分（感情）障害は自殺とも関連の深い精神疾患であることから、正しい理解

の啓発、早期相談・早期受診に向けた取組が非常に重要です。 

＜依存症＞ 

・ゲーム障害など新たな依存症や既存の依存症に対し、若い世代など府民を対象とした啓発活動ととも 

 に、治療を行える医療機関や自助グループなどの確保、多重債務問題など幅広い相談機関による連携

体制の強化が必要です。 

＜児童・思春期精神疾患＞ 

・学校教育における学生への正しい理解の啓発が非常に重要です。 

＜その他の精神疾患＞ 

・てんかんや外傷後ストレス障害、摂食障害その他の精神疾患については、府内に専門医、専門医療機

関の数が限られているため、それぞれの疾患に対応できる医療体制の整備が必要です。 
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施策別 

＜専門医療＞ 

①府内に各種の精神疾患を専門的に治療する医療機関が少ないため、特に依存症、児童・思春期精神疾

患、その他の精神疾患のそれぞれについて、専門的な治療が身近な地域で受けられるための仕組みが

必要です。 

＜早期発見・早期対応＞ 

・精神疾患は早期発見と早期対応が重要であることから、精神疾患の発症予防対策、早期相談・早期受

診の促進が重要、患者の状態に応じた適切な保健・医療・福祉サービスを実施していくことが必要で

す。 

＜精神科救急＞ 

・精神疾患の症状がいつ悪化しても早期に適切な対応を行うことが重要であることから、精神科救急に

おける初期、二次、三次の各段階における精神科救急医療提供体制が適切に機能すること、全ての精

神科医療機関が精神科救急医療提供体制に協力することが必要です。 

＜身体合併症＞ 

・精神疾患と身体疾患が合併する事例では、適時に適切な治療を行うことができる総合病院が少ないこ

とから、一般科医療機関と精神科医療機関の連携が重要です。 

＜災害精神医療＞ 

・地震などの自然災害や大規模な事故はいつ、どこで発生するか予測できないが、発生後は直ちに対応

が必要であるため、DPAT 隊員の更なる養成や、京都府が被災した際の他府県 DPAT 隊の受援体制の整

備が必要です。 

＜医療観察法における対象者への医療＞ 

・平成 17 年７月の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平

成 15 年法律第 110 号。以下｢医療観察法｣という)が施行されて以降、京都地方裁判所の審判におけ

て入院処遇が決定された患者については、指定入院医療機関が府内にないため府外の入院医療機関で

入院しています。また、通院処遇が決定された患者については府内９箇所の指定通院医療機関でそれ

ぞれ処遇実施されていますが、地域に偏在している状況にあります 

 

地域移行・定着 

〇地域の支援体制が整えば退院可能な人が一定程度存在していると考えられるため、精神障害者にも対

応した地域包括ケアシステムの充実が必要です。 
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対策の方向 

目指す方向 

▶ 精神保健医療福祉の支援を要する方が、安心してその人らしい地域生活を送ることが出来る。 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 精神障害者の地域移行、地域定着の推進 

② 専門医療の確保 

③ 早期発見、早期対応の促進 

④ 精神科救急医療体制の充実 

⑤ 精神科身体合併症医療の推進 

⑥ 災害精神医療提供体制の確保 

 

具体的な施策 

 目標① ・福祉サービスの整備、住居支援、家族支援など地域生活を支える福祉人材を養成しま

す。 

 

目標② ・各精神疾患それぞれに対応できる専門医療機関や医師、専門職の育成、専門外来の充

実・専門病床の整備、相談拠点や連携体制を構築します。 

 

目標③ ・市町村においても精神保健に課題を有する者への相談支援体制の整備、関係機関相互

の連携を促進します。 

 ・発症前の予防対策として、産業医等と連携してメンタルヘルス対策や正しい知識の普

及啓発を学校、職場等で促進します。 

 ・京都府自殺ストップセンター等と連携して、自殺につながる可能性があるうつ病等の

気分障害が疑われる方への支援を行います（再掲）。 

 

目標④ ・全ての精神科医療機関が自院通院患者に関する救急対応を強化するなど、精神科医療

機関全体で救急医療提供体制を支えられるよう促進します。 

 

目標⑤ ・重篤な身体疾患を合併する精神疾患患者の大学病院等での受け入れの推進、身体疾患・

精神疾患ともに中等度以上である精神疾患患者の一般医療機関と精神科医療機関の連携

による受入を促進します。 

 

目標⑥ ・京都 DPAT 養成研修を継続的に開催することによる DPAT 隊員の確保、災害拠点精神科

病院における被災時の精神科医療の継続的な提供を確保するとともに、府が被災した

際の受援体制を整備します。 
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疾患別 

＜統合失調症＞ 

・統合失調症に対する正しい理解について、講演会の実施等による府民への普及啓発活動とともに、

教育委員会と連携し、学生･家族･教職員に対する啓発活動を実施します。 

＜気分（感情）障害＞ 

・京都府自殺ストップセンター等と連携して、自殺につながる可能性があるうつ病等の気分障害が

疑われる方への支援を行います。 

＜依存症＞ 

・正しい知識の普及を図り、依存症に対する偏見の解消を目指すとともに、医療機関の充実・確保、

相談窓口の連携構築などの取組を推進します。 

※依存症対策については、京都府依存症等対策推進計画を参照してください。 

＜児童・思春期精神疾患＞ 

・教育現場においても、精神疾患について正しく理解できるよう啓発を促進します。 

＜その他の精神疾患＞ 

・各専門分野についての研修を実施し、医療従事者等の養成、技術力向上を図り、府全体における

各専門分野での医療提供体制の整備を促進します。 

 

施策別 

＜医療観察法における対象者への医療＞ 

・対象者が府内で適切な治療、処遇が受けられるよう社会資源の偏在を解消する取り組みを促進し

ます。 
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ロジックモデル 

 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

福祉サービスの基盤整備 

福祉人材の養成 

 

１ 
精神障害者の地域移行、

地域定着の推進 

 

 

 

指標 グループホーム整備数    

指標 福祉人材研修受講状況     

指標 普及啓発活動実施数 

      
 

 

２ 

医療機関の確保  

２ 専門医療の確保 

   

指標 依存症専門医療機関数     

指標 指定入院医療機関数 

        

３ 

相談体制の充実  

３ 
早期発見、早期対応の促

進 

 

１ 

精神保健医療福祉の支

援を要する方が、安心し

てその人らしい地域生

活を送ることができる 

指標 
精神保健に関する相
談に対応する市町村
数 

  

指標 
入院後 3 ヶ月、6 ヶ
月、12 ヶ月時点退院
率 

指標 1年以上在院患者数 

指標 精神病床退院後一年以

内の平均地域生活日数 

 

４ 

精神科救急医療体制の充実  

４ 
精神科救急医療体制の

充実 

   

指標 救急情報センター相談受理件数     

指標 病院群輪番事業参加病院数 

 

５ 

精神科身体合併症医療体制の充実  

５ 
精神科身体合併症医療

の推進 

   

指標 
精神科一般科連携事

例検討会開催件数 

    

 

６ 

災害精神医療の対応力向上  

６ 
災害精神医療提供体制

の確保 

   

指標 DPAT先遣隊登録人数     

指標 DPAT一般隊登録人数 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ１ グループホーム整備数 2,352人分 令和４年度 〇〇人分 令和８年度 

京 都 府 障 害

者・障害児総

合計画 

Ｃ１ 普及啓発活動実施数 調査中 令和４年度 6回 令和 10年度  

Ｃ１ 福祉人材研修受講状況 調査中 令和４年度 100人 令和 10年度  

Ｃ２ 依存症専門医療機関数 ４か所 令和４年度 ８か所 令和 10年度  

Ｃ３ 
精神保健に関する相談

に対応する市町村数 
調査中 令和４年度 全市町村 令和 10年度  

Ｃ３ 

精神科病床入院後の退

院率（3ヶ月、6ヶ月、

12ヶ月時点） 

55.0% 

令和４年度 

68.9％ 

令和８年度 

京 都 府 障 害

者・障害児総

合計画 

80.4% 84.5％ 

87.8% 91.0％ 

Ｃ３ 
1 年以上長期入院患者

数 
2,388人 令和４年度 1,842人 令和８年度  

Ｃ３ 

精神病床からの退院後

一年以内の地域におけ

る生活日数の平均 

325 日 令和４年度 330日 令和８年度 

京 都 府 障 害

者・障害児総

合計画 

Ｃ４ 
救急情報センター相談

受理件数 
2,430件 令和４年度 4,308件 令和 10年度  

Ｃ４ 
精神科救急病院群輪番

制度参加病院数 
６か所 令和４年度 10か所 令和 10年度  

Ｃ５ 
精神科一般科連携事例

検討会参加病院数 
３病院 令和４年度 ６病院 令和 10年度  

Ｃ６ DPAT先遣隊登録人数 14 人 令和４年度 20人 令和 10年度  

Ｃ６ DPAT一般隊登録人数 27 人 令和４年度 33人 令和 10年度  

Ｃ６ 指定入院医療機関数 ０か所 令和４年度 １か所 令和 10年度  
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京都府内における精神疾患の医療体制（疾患別） 

（作成中） 
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京都府内における精神疾患の医療体制（施策別・機能別） 

（作成中） 
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京都府の精神科救急医療体制図 

（作成中） 
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（６）認知症 

認知症については、「第３次京都式オレンジプラン（第３次京都認知症総合対策推進計画）（仮

称）」として、令和６年３月に策定しています。この推進計画は本計画に付随するものであり、そ

の内容は概ね次のとおりです。 

 

【第３次京都式オレンジプラン（第３次京都認知症総合対策推進計画）（仮称）の概要】 

１ 計画の位置づけ 

行政、医療、介護、福祉等関係機関が一丸となって進める認知症に関する取組について各々

の役割を明確化し、行政だけでなくあらゆる関係団体や府民の行動指針（計画）として、京都

地域包括ケア推進機構・認知症総合対策推進プロジェクトが策定しています。 

 

２ 計画の基本方針 

「10のアイメッセージによる当事者視点の重視」（理想とする社会の姿を、認知症の本人

ある「私」（＝I（アイ））を主語した 10のメッセージとして表現したもの）を基本方針と

して、総合的かつ計画的に認知症対策を推進します。 

 

①私は、周囲のすべての人が、認知症について正しく理解してくれているので、人権や個性

に十分な配慮がなされ、できることは見守られ、できないことは支えられて、活動的にす

ごしている。 

②私は、症状が軽いうちに診断を受け、この病気を理解し、適切な支援を受けて、将来につ

いて考え決めることができ、心安らかにすごしている。 

③私は、体調を崩した時にはすぐに治療を受けることができ、具合の悪い時を除いて住み慣

れた場所で終始切れ目のない医療と介護を受けて、すこやかにすごしている。 

④私は、地域の一員として社会参加し、能力の範囲で社会に貢献し、生きがいをもってすご

している。 

⑤私は、趣味やレクリエーションなどしたいことをかなえられ、人生を楽しんですごしてい

る。 

⑥私は、私を支えてくれている家族の生活と人生にも十分な配慮がされているので、気兼ね

せずにすごしている。 

⑦私は、自らの思いを言葉でうまく言い表せない場合があることを理解され、人生の終末に

至るまで意思や好みを尊重されてすごしている。 

⑧私は、京都のどの地域に住んでいても、適切な情報が得られ、身近になんでも相談できる

人がいて、安心できる居場所をもってすごしている。 

⑨私は、若年性の認知症であっても、私に合ったサービスがあるので、意欲をもって参加し

すごしている。 

⑩私は、私や家族の願いである認知症を治す様々な研究がされているので、期待をもってす

ごしている。 
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３ 主な対策 

・認知症の本人の活動に対する支援 

－すべての人が認知症を正しく理解し適切に対応できる環境づくり 

－認知症の人の就労、社会参加の支援の強化 

－若年性認知症施策の強化 

・認知症の本人・家族を支える地域の体制構築 

－＜早期発見・早期鑑別診断・早期対応＞ができる体制づくり 

－地域での日常生活におけるバリアフリー化の推進 

－相談体制の整備等 

－家族・介護者等への支援の強化 

－認知症の人の意思決定の支援及び権利擁護の保護 

・医療・介護提供体制の整備 

－とぎれない医療・介護サービスが受けられる仕組みづくり 
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３ 様々な疾病や障害に係る対策の推進 

（１）発達障害、高次脳機能障害対策 

現状と課題（発達障害対策） 

〇 少子化にも関わらず発達障害児の支援ニーズは増大し、それに伴う医療ニーズも増加する中、

発達障害の初診待機が生じています。 

○ 発達障害の特性や発達段階に応じた適切な支援を行うためには、十分な知識や経験を有する人

材が必要となりますが、市町村の早期療育等の取組や支援体制において必要とする専門職の確

保が困難な状況です。 

○ 発達障害者支援の府全域の中核機関として設置する「発達障害者支援センター」や、日常の相

談支援等を行う地域機関として障害保健福祉圏域(６圏域)ごとに設置する「圏域支援センター」

の役割・機能をより明確にし、市町村支援等の取組強化が必要です。 

〇 医師確保が厳しい状況の中、医師確保の在り方の見直しや、保健・医療・福祉・教育等関係機

関による地域連携体制の整備検討等が必要です。 

〇 強度行動障害を有する方への支援は、障害特性を正しく理解し、早期に適切な支援を行うこと

が重要ですが、対応できる事業者等は限られており、今後各地域において支援ニーズの把握と

支援体制の整備が求められています。 

 

対策の方向（発達障害対策） 

目指す方向 

▶ 個々の障害特性や状況に応じて、様々な分野の関係者が連携し、ライフステージを通じて継

続的に支援を提供し、必要な配慮を行うことにより、発達障害児者が地域で安心していきい

きと暮らすことができる。 

 

目標（取組の方向性） 

① 発達障害の診断・診療を行う医師確保による医療提供体制等を整備します。 

② 療育等に必要な専門職の育成による地域における支援体制の充実を図ります。 

③ 発達障害者支援センターおよび圏域支援センターの機能強化による地域支援体制の整備を推進

します。 

④ 強度行動障害を有する児・者への対応のため、保健・医療・福祉・教育等の分野を超えた地域

の支援者間の連携・情報共有・ネットワーク構築による地域支援体制の整備を進めます。 

  

具体的な施策 

目標① ・発達障害の診断・診療を行う医師の確保 

－発達障害診断医の養成 

－医師を対象に、発達障害の理解を深める機会の提供や、連携体制が進む仕組みを検 

  討 
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目標② ・療育等に必要な専門職の育成 

－職能団体と協働した人材確保策を実施 

－市町村や事業所等の具体的な人材ニーズを把握し、地域で必要な専門人材確保策を 

検討 

 

目標③ ・発達障害者支援センターおよび圏域支援センターの機能強化 

－圏域支援センターに地域支援マネジャーを配置し、地域診断の視点を踏まえ、市町

村支援・事業所支援や地域の支援体制の整備を進める。 

－発達障害者支援センターは、地域支援の専門機関として、困難ケースへのスーパー

バイズを担うとともに、職能団体と連携した専門職育成を進める。 

 

目標④ ・強度行動障害のある児者への対応 

－事業所において適切な指導助言ができ現場支援で中心となる「中核的人材」の育成 

－強度行動障害等の困難事例に対応する地域支援マネジャー「広域的支援人材」の育  

 成 
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ロジックモデル（発達障害対策） 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

発達障害診断医の養成  

１ 

発達障害の診断・診療を行う医師

確保による医療提供体制等の整

備 

 

１ 

発達障害児者が、個々の

特性・状況に応じて、ま

た、ライフステージを通し

て地域で安心して暮らす

ことができる。 

指標 
専門医療機関等における陪席によ

る医師研修実施人数 
 

 

 
  指標 

専門医療機関の初診待機

期間 
 

 
       指標 

中間アウトカムの

指標を達成 

２ 

職能団体と協働した人材確保策の実施  

２ 

専門職の育成による地域におけ

る療育支援体制の充実 
  

  

指標 
職能団体と連携した研修会の開催

件数 
 指標 

専門職を確保している市

町村数 
   

 
  

指標 

ペアレントトレーニングや

ペアレントプログラム等の

支援プログラム等の実施

者数 

   

 
      

         

３ 

圏域支援センターに地域支援マネジャーを

配置し、地域診断の視点を踏まえ、市町村

支援・事業所支援や地域の支援体制の整備 
     

 

指標 
地域支援マネジャーの関係機関へ

の助言件数 
 

３ 

発達障害者支援センターおよび

圏域支援センターの機能強化に

よる地域支援体制の推進 

  
 

指標 
地域支援マネジャーによる外部機

関への研修件数 
   

 

４ 

発達障害者支援センターによる、地域支援

の専門機関として、困難ケースへのスーパ

ーバイズや職能団体と連携した専門職育

成 

 指標 

各圏域において地域診断

の視点を踏まえた協議会

の開催件数 
  

 

指標 
発達障害者支援センターの関係機

関への助言件数 
        

指標 
発達障害者支援センターによる外

部機関への研修件数 
      

 

    

４ 

強度行動障害のある児・者への対

応のため、保健・医療・福祉・教

育等の分野を超えた地域の支援

者間の連携・情報共有・ネットワ

ーク構築による地域支援体制の

整備 

   

５ 

事業所において適切な指導助言ができ現

場支援で中心となる「中核的人材」の育成 
   

 

指標 
中核的人材の育成のための研修受

講人数 
 指標 

関係者間のネットワーク

会議の開催 
   

６ 

強度行動障害等の困難事例に対応する地

域支援マネジャー「広域的支援人材」の育

成 

 

指標 

京都式強度行動障害モデ

ル事業実施法人による府

域全体の事例検討実施回

数 

  
 

指標 
広域支援人材の育成のための研修

受講人数 
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成果指標（発達障害対策） 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 
発達障害児者の地域支援体

制の整備 
中間アウトカムの達成 

Ｂ１ 
専門医療機関の初診待機期

間 

府立こども発

達支援センタ

ー：4.9カ月 

府立舞鶴こど

も療育センタ

ー：9カ月 

令和４年度 待機なし 令和 11年度 
京都府障害者支援

課調べ 

Ｂ２ 
専門職を確保している市町

村数 
－ － 全市町村 令和 11年度 

京都府障害者支援

課調べ 

Ｂ２ 

ペアレントトレーニングや

ペアレントプログラム等の

支援プログラム等の実施者

数 

－ － （調整中） 令和 11年度 
京都府障害者支援

課調べ 

Ｂ３ 

各圏域において、地域診断の

視点を踏まえた協議会の開

催件数 

－ － 
各圏域 

１回以上 
令和 11年度 

京都府障害者支援

課調べ 

Ｂ４ 

京都式強度行動障害モデル

事業実施法人による府域全

体の事例検討実施回数 

－ － 年１回以上 令和 11年度 
京都府障害者支援

課調べ 

Ｃ１ 
専門医療機関等における陪

席による医師研修実施人数 
２名 令和４年度 

累計 12 人以

上 
令和 11年度 

京都府障害者支援

課調べ 

Ｃ２ 
職能団体と連携した研修会

の開催件数 
－ － 年１回以上 令和 11年度 

京都府障害者支援

課調べ 

Ｃ３ 
地域支援マネジャーの関係

機関への助言件数 
－ － 120件 令和 11年度 

国への事業実施状

況報告 

Ｃ３ 
地域支援マネジャーによる

外部機関への研修件数 
－ － 24件 令和 11年度 

国への事業実施状

況報告 

Ｃ４ 
発達障害者支援センターの

関係機関への助言件数 
14件 令和４年度 20件 令和 11年度 

国への事業実施状

況報告 

Ｃ４ 
発達障害者支援センターに

よる外部機関への研修件数 
４件 令和４年度 ４件 令和 11年度 

国への事業実施状

況報告 

Ｃ５ 
中核的人材の育成のための

研修受講人数 
－ － （調整中） 令和 11年度 

京都府障害者支援

課調べ 

Ｃ６ 
広域支援人材の育成のため

の研修受講人数 
－ － （調整中） 令和 11年度 

京都府障害者支援

課調べ 
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現状と課題（高次脳機能障害対策） 

○ 府リハビリテーション支援センターを高次脳機能障害支援拠点として、専任のコーディネーター

を配置し、電話・来所による相談窓口の開設、医療・福祉・行政関係者等を対象とした研修等を実

施しています。 

○ 高次脳機能障害に関する情報不足などから本人や家族が高次脳機能障害に気づきにくいこと、高

次脳機能障害の診断・治療に関わる医師（精神科、脳神経外科、脳神経内科、リハビリテーション

科等）が少ないことから、支援に繋がるまでに時間を要する場合があります。 

○ 医療・福祉の連携や高次脳機能障害者を受け入れる自立訓練事業所等が不足しており、日常生活

や社会参加に向けた支援体制の充実が求められています。 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、当事者会、家族会等の活動が停滞し、交流機会が減少

しています。 

対策の方向（高次脳機能障害対策） 

目指す方向 

▶ 高次脳機能障害への府民や企業等の理解が進み、当事者とその家族が孤立することなく地域

での生活や社会参加ができています。 

 

目標（取組の方向性） 

① 高次脳機能障害の相談支援機能の充実とともに、リハビリテーションサービス資源の確保、

質の向上を図り、府域の関係機関によるネットワークを、圏域を越えて構築します。 

② 各圏域での高次脳機能障害に関する情報を収集し、得られた情報を活用します。 

③ 高次脳機能障害者の日常生活や社会生活を支援する自立訓練事業所等を拡充します。 

④ 専任コーディネーターを中心としたグループワークにより、高次脳機能障害者とその家族の

交流を図るとともに、憩いや安らぎの場を提供します。また、支援者養成にも取組みます。 

⑤ 高次脳機能障害を正しく理解するための啓発のほか、医療・福祉・就労関係者向けの専門研

修会等を実施し、早期の支援に繋げます。 

⑥ 一般企業などでの就職に向けて必要な体力や職業スキルを習得するため、職業能力評価とと

もに就労支援機関等との連携を強化します。 

 

具体的な施策 

目標① ・専任コーディネーターによる相談事業を実施するとともに、府域全体及び各圏域のネ

ットワーク会議、事例検討会を開催します。 

 

目標② ・高次脳機能障害に係る資源調査を行い、支援パンフレット、資源マップ等を作成・普

及します。 

 

目標③ ・高次脳機能障害の診断・治療に関わる医師や自立訓練事業所等の確保に向けた、関係

団体との協議を行います。 

 

目標④ ・グループワークの実施や当事者会・家族会への活動支援や交流会の開催、支援者養成
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研修を実施します。 

 

目標⑤ ・漫画やパンフレット・リーフレット等による府民啓発の実施や医療関係者等研修会（テ

ーマ：診断書の作成、就労、社会的行動障害、自動車運転の再開評価など）を開催し

ます。 

 

目標⑥ ・職業能力評価を実施するとともに、就労支援機関との連携を強化します。 

 

 

ロジックモデル（高次脳機能障害対策） 

 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 
相談事業、ネットワーク

会議等 
 

１ 
相談支援機能の充実、ネ

ットワーク構築等 
 １ 

高次脳機能障害への理

解促進及び社会参加の

推進 

         

２ 
支援パンフレット等の作

成等  
２ 情報の収集・活用 

   

     

３ 
自立訓練事業所等確保の

働きかけ 
 

３ 

障害特性に対応した自立

訓練事業所等の拡充 
 

 

 

   指標 

北部地域におけ

る自立訓練事業

所等の対応数 

 

  

        

４ 
当事者会・家族会の支援

等 
 ４ 当事者等の交流促進    

        

５ 府民啓発・研修の実施  ５ 正しい知識の普及等    

      

 

  

６ 職業能力評価の実施等   ６ 
就業支援のための連携強

化 
  

 

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｂ３ 

府北部地域における高

次脳機能障害者の障害

特性に対応した自立訓

練事業所等の数 

０箇所 令和４年度 ３箇所 令和11年度 

京都府リハビリ

テーション支援

センター調べ 
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（２）難病、小児慢性特定疾病、原爆被爆者、臓器移植等の推進、アレルギー、その他の疾病等対策 

現状と課題（難病対策） 

○ 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行（平成 27年１月）以降、医療費助成の対象疾病は

順次拡大し、令和５年９月現在で 338疾病となっています。 

○ 診断初期、中等症状の患者から医療依存度の高い重症患者まで、多領域・複合的な問題を抱える

患者やその家族が幅広く存在しています。 

＜医療費負担の軽減＞ 

○ 国が指定する指定難病については、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による

医療費の経済的な負担が大きいため、医療費助成を実施しており、今後も引き続き実施していく

必要があります。 

＜難病医療体制の整備・ネットワーク化＞ 

○ 難病医療の均てん化や地域における重症難病患者受入れの円滑化を図るため、難病診療拠点病院

及び難病医療協力病院等からなる難病医療連絡協議会を開催し、医療機関相互の連携・協力を推

進しています。 

○ 病状の進行・重症化に伴い、人工呼吸器の装着や吸引などの医療的ケアが必要となるケースでは、

家族の介護負担が増大するため、身近な医療機関における患者の一時入院受入れ等による家族の

負担軽減がますます重要となっています。 

＜在宅療養支援の推進＞ 

○ 保健所を中心に、医療機関、介護保険事業所、障害者支援関連事業所、市町村等からなる難病対

策地域協議会を開催し、地域課題の協議・検討、福祉サービス・就労支援等の情報提供により、

地域での療養を支援しています。また、保健所では、保健師による家庭訪問や専門医等による専

門相談、患者・家族交流会等の各種事業や、難病医療・介護に携わる従事者向け研修等を実施し

ていますが、在宅療養支援の充実には、関係する支援者の知識・技術の向上が不可欠です。 

○ 京都難病相談・支援センターでも、療養相談や就労支援等の患者・家族支援や、ボランティア育

成・従事者研修などを実施しています。 

○ 一方で、病名や病態の希少性から学校・勤務先等での理解が得られにくく、社会生活への参加が

進みにくい状況が継続しています。 

＜災害対策の推進＞ 

○ 災害対策基本法の改正（令和３年５月）により、難病患者等に係る個別避難計画の作成が市町村

の努力義務となりましたが、難病患者を避難行動要支援者名簿の対象と定めているのは９市町（令

和４年度末時点）に留まっています。 
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対策の方向（難病対策） 

目指す方向 

▶ 難病患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病患者の療養生活の質の維持向上 

 

目標（取組の方向性） 

① 必要な医療を受けやすい環境の整備 

 ② 難病医療の均てん化や地域における重症難病患者受入の円滑化のための体制強化 

 ③ 難病への理解促進 

 ④ 在宅療養を支える従事者の知識・技術の向上 

 ⑤ 市町村をはじめとする関係機関・団体と連携した難病患者の災害対策の推進 

 

具体的な施策 

 目標① ・医療費助成等の実施 

 

 目標② ・難病医療体制の強化 

   －難病診療連携拠点病院及び難病医療協力病院等からなる難病医療連絡協議会の開催

や、拠点病院におけるかかりつけ医・一般医療機関等からの相談対応等を通じて、

医療機関相互の連携・協力を進め、難病医療の均てん化を推進 

－家族の疾病や休息等の理由により在宅療養の継続が一時的に困難な難病患者を受け

入れる在宅重症難病患者一時入院事業の対象医療機関を拡大 

 

 目標③ ・難病に係る普及啓発 

－令和６年４月からの「登録者証」※発行の動きと合わせた難病制度に関する情報発信・

普及啓発 

※登録者証…重症度にかかわらず難病患者に発行される証明書。証明書を提出することで、

障害福祉サービスや就労支援を受ける際の診断書の提出を省略できるなど各

種手続き・費用負担を軽減できる。 

 

 目標④ ・在宅療養を支える従事者の人材育成 

   －医療機関や訪問看護ステーション等の看護師、介護保険事業所や障害支援関連事業

所のホームヘルパーなど、地域での医療や介護に関わる従事者向け研修の実施 

 

 目標⑤ ・難病患者の災害対策の推進 

   －難病患者への対応に係る保健所の知識・技術を生かしつつ、市町村を主体とした個

別避難計画作成の仕組みの構築 
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ロジックモデル（難病対策） 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 
        

１ 医療費助成等の実施 
  

１ 
必要な医療を受けや
すい環境の整備 

    
     

２ 

難病医療連絡協議会の開
催や、拠点病院における医
療機関等からの相談対応
等を通じた医療機関相互
の連携・協力の強化及び
難病医療の均てん化の推
進 

２ 

難病医療の均てん化
や地域における重症
難病患者受入れの円
滑化のための体制強
化 

 

１ 
難病患者に対する良質か
つ適切な医療の確保 

        

３ 

在宅重症難病患者一時入
院事業の対象医療機関を
拡大 

      

指標 
一時入院事業対
象医療機関数 

     

       

４ 
難病制度に関する情報発
信・普及啓発 

 

３ 難病への理解促進 

 

  

５ 

京都難病相談・支援セン
ターにおけるボランティ
アの育成 

     

        

６ 

地域での医療や介護に関
わる従事者向け研修の実
施 

 

４ 

在宅療養を支える従
事者の知識・技術の向
上 

 ２ 
難病患者の療養生活の質
の維持向上 

指標 研修受講者数      
       

７ 

市町村を主体とした個別
避難計画作成の仕組みの
構築  

  

５ 

市町村をはじめとする
関係機関・団体と連携
した難病患者の災害
対策の推進 

   

      

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ３ 
一時入院対象医療機

関数 
41か所 令和４年度 増加 令和 11年度 

京都府健康対

策課調べ 

Ｃ６ 研修受講者数 152人 令和４年度 
1,100人 

（累計数） 
令和 11年度 

京都府健康対

策課調べ 
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現状と課題（小児慢性特定疾病対策） 

○ 児童福祉法の改正（平成 27年１月）により、小児慢性特定疾病に係る医療費助成の対象疾病が拡

充されて以降、対象疾病は順次拡大され、令和５年９月現在で 788疾病となっています。 

○ 慢性疾病児等やその家族の負担軽減及び長期療養をしている児童の自立や成長支援のため、地域

の社会資源を活用し、利用者の環境等に応じた支援を行うことも求められています。 

＜医療費負担等の軽減＞ 

○ 国が指定する小児慢性特定疾病については、健全育成の観点から、慢性疾病児等家庭の医療費の

負担軽減を図るため、医療費助成を実施しており、今後も引き続き実施していく必要があります。 

○ 慢性疾病児等の日常生活に必要となる生活用具や医療用具の購入費用の一部を助成する制度もあ

り、慢性疾病児等家庭の経済的負担を軽減しています。 

＜慢性疾病児等の自立支援＞ 

○ 慢性疾病児等の自立・就労に向けた相談支援や、福祉施策を含めた地域における各種支援策に係

る関係機関との連携・調整等を実施するため、小児慢性特定疾病児童等自立支援員を本庁及び保

健所に配置しています。 

○ 令和４年 12 月の児童福祉法改正により、慢性疾病児等及びその家族の実態把握、課題分析等の

「実態把握事業」が努力義務化されました。保健所では、保健師による訪問等により具体的な生

活ニーズの把握を行い、自立支援事業を実施していますが、慢性疾病児等及びその家族からは同

病者との交流を望む声が多く、ピアカウンセリングや相互交流支援事業の充実が求められていま

す。また、きょうだい児も含め、慢性疾病児等のいる家庭全体のサポートも重要です。 

○ 就園や小・中学校への就学に向けては、関係機関との連携会議や個別支援会議等を開催し、円滑

な就園・就学を支援していますが、高等教育機関への就学や就労に向けては、関係機関との情報

共有・連携が十分とは言えない状況です。 

○ 長期入院を必要とする児童の保護者に対し、宿泊料金の一部を助成する長期療養児家庭支援事業

も実施していますが、京都への観光客増加等に伴い、宿泊料金助成の対象となる協力宿泊施設の

確保が課題となっています。このほか、長期入院等に伴う学習の遅れをサポートするための ICT

を活用した同時双方向型遠隔教育の支援等も実施しています。 

＜移行期支援＞ 

○ 治療法の開発等により慢性疾病児等の死亡率が大幅に減少する中、慢性疾病児等がその成長に伴

い、自らの健康情報や健康管理スキルを身に着け、成人期医療に対する心構えを習得し、ケアを

中断することなく新しい医療提供者に移行できるための支援がより一層重要になっています。 

○ 令和４年 12 月の児童福祉法改正においても、慢性疾病児童等地域支援協議会が法定化されると

ともに、難病対策地域協議会（法定）との協議会間の連携が努力義務化されています。 
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対策の方向（小児慢性特定疾病対策） 

目指す方向 

▶ 慢性疾病児等及びその家族の負担軽減及び慢性疾病児等の自立・成長 

▶ 特別な医療ニーズを持つ慢性疾病児等が生涯にわたり持てる機能と潜在能力を最大限に発揮

すること 

 

目標（取組の方向性） 

① 必要な医療を受けやすい環境の整備 

 ② 慢性疾病児等及びその家族の実態把握・課題分析及びそれに対応する自立支援事業の拡充 

 ③ 小児を中心とした医療から成人を対象とする医療への移行期における継続的で良質な医療サ

ービスの発達に応じた提供 

 

具体的な施策 

 目標① ・医療費助成等の実施 

 

 目標② ・慢性疾病児等の実態把握及び自立支援の拡充 

－相談支援や現行の各種自立支援事業、京都小児慢性特定疾病児童等地域支援協議会

等を通じた慢性疾病児等及びその家族の実態の把握及び課題の分析、対応方策の検

討及び実施 

－ピアカウンセリング、きょうだい児も含めた相互交流支援事業の充実 

－就学・就労支援における関係機関との情報共有・連携強化 

 

 目標③ ・移行期支援の展開 

－小児期及び成人期をそれぞれ担当する医療従事者間の連携など支援体制の整備や、

自身の疾病等の理解を深めるなどの自律（自立）に向けた支援を行う「京都府移行

期医療支援センター」（仮称）の設置検討 
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ロジックモデル（小児慢性特定疾病対策） 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 医療費助成等の実施 １ 
必要な医療を受けやすい
環境の整備 

１ 

慢性疾病児等及びその
家族の負担軽減及び慢
性疾病児等の自立・成
長 

  

２ 

相談支援や自立支援事
業、京都小児慢性特定疾
病児童等地域支援協議
会等を通じた実態の把
握及び課題の分析、対応
方策の検討及び実施 

 

２ 

慢性疾病児等及びその
家族の実態把握・課題分
析及びそれに対する自立
支援事業の拡充 

３ 

ピアカウンセリング、相
互交流支援事業の充実 

   

指標 事業実施回数 
    

４ 
就学・就労支援における
関係機関との連携強化 

    

 

５ 

小児期・成人期の各医療
従事者間の連携など支
援体制の整備や、自律
（自立）に向けた支援を
行う「京都府移行期医療
支援センター」（仮称）
の設置検討 

 

３ 

小児を中心とした医療
から成人を対象とする医
療への移行期における継
続的で良質な医療サー
ビスの発達に応じた提供 

 

２ 

特別な医療ニーズを持
つ慢性疾病児等が生涯
にわたり持てる機能と
潜在能力を最大限に発
揮すること 

 

指標 
移行期医療支援
センターの設置 

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ３ 

ピアカウンセリング 

相互交流支援事業実

施回数 

３回 令和４年度 10回 令和 11年度 
京都府健康対策

課調べ 

Ｃ５ 
移行期医療支援セン

ターの設置 
０か所 令和４年度 設置 令和 11年度 

京都府健康対策

課調べ 
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現状と課題（原爆被爆者対策） 

○ 昭和 20年の原子爆弾投下により被爆した方については、原爆被爆者に対する援護に関する法律に

基づき、被爆者健康手帳を交付し、医療費や各種手当の支給、介護保険利用への助成、健康診断

の実施、年末見舞金の支給、府営住宅の優先入居等の施策を実施しています。 

○ 交付者数は、893 名（平成 30 年度）から 698 名（令和４年度）にまで減少し、その平均年齢は

81.64 歳から 84.13 歳まで上昇しています。また、入院等で施設入所する方や、運動機能の低下

により介護を必要とし、移動が困難な方などが増え、健康診断の受診者数は年々減少しています

が、被爆者の高齢化が一段と進む中、医療費の支給等をはじめとする施策の継続的な実施が求め

られています。 

○ 一方、令和４年４月からは、「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟において勝訴した原告と同

じような事情にあった（「黒い雨」に遭った）と認められる方も健康手帳交付の対象に拡大されま

したが、この新たな基準に係る認知はまだ十分であるとは言えない状況です。 

 

対策の方向（原爆被爆者対策） 

目指す方向 

▶原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉の充実 

 

目標（取組の方向性） 

① 必要な医療を受けやすい環境の整備 

 ② 被爆者向け健康管理事業の継続実施・利便性の向上 

③「黒い雨」新基準をはじめ、被爆者援護施策に係る周知啓発 

 

具体的な施策 

 目標① ・医療費助成等の実施 

 

 目標② ・健康管理事業に係る被爆者の利便性向上 

  －被爆者健康診断受託医療機関の拡大 

 

目標③ ・被爆者援護施策全般に係る周知啓発 

－府民だよりやホームページ等を通じた「黒い雨」新基準をはじめとする被爆者援護

施策の周知啓発 
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ロジックモデル（原爆被爆者対策） 

 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 医療費助成等の実施 
 

１ 
必要な医療を受けやすい

環境の整備 

   

    

      

１ 

原子爆弾の放射能に起
因する健康被害に苦し
む被爆者の健康の保持
及び増進並びに福祉の
充実 

２ 

被爆者健康診断受託医

療機関の拡大 

 

２ 

被爆者向け健康管理事

業の継続実施・利便性の

向上 

 

指標 受託医療機関数    

         

３ 

府民だよりやホームペ

ージ等を通じた「黒い

雨」新基準をはじめとす

る被爆者援護施策の周

知啓発 

 

３ 

「黒い雨」新基準をはじ

め、被爆者援護施策に係

る周知啓発 

   

      

 

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ２ 受託医療機関数 49 機関 令和５年度 52 機関 令和 11年度 
京都府健康対策課調

べ 
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現状と課題（臓器移植等の推進） 

○ 臓器の移植に関する法律の改正（平成 22年７月）により、本人の意思が不明な場合においても、

家族の意思に基づいて臓器提供を行うことが可能となって以降、国内の臓器提供件数は増加傾向

にあり、家族の承諾による脳死下提供が半数以上を占めています。 

○ 一方、脳死後、心臓が停止した死後とも、臓器提供については、まず本人の意思が尊重され、本

人の意思が不明な場合に家族が決断することになるため、生前からその意思を示しておくことが

引き続き重要です。 

○ 世界各国に比べ日本の臓器提供者数は少なく、100万人当たりの臓器提供者数は、アメリカが44.50

人、ドイツが 10.34人である一方、日本は 0.88人となっています。 

＜臓器移植医療・制度の普及啓発＞ 

○ 京都府では、意思表示を促進する「意思（おも）いをつなぐグリーンリボン京都府民運動」を通

じた普及啓発を実施しています。 

○ 一方、令和元年９月に京都府が実施した「臓器提供に関する意思表示アンケート」（対象者：府民

約 6,000人）では、「意思表示をしている」との回答は２割にとどまり、「意思表示の方法を知っ

ているが表示していない」との回答が６割、「意思表示方法を知らない」との回答が２割となって

おり、さらなる普及啓発が必要です。 

○ 角膜移植については、京都府立医大アイバンクを中心とした関係団体により、献眼登録の普及啓

発や登録を実施しています。 

＜医療機関の院内体制の整備＞ 

○ 京都府では、臓器提供時に家族への説明や医療機関と関係機関の調整等を行う「京都府臓器移植

コーディネーター」を設置しています。 

○ また、府内医療機関の医療従事者等を「院内臓器移植コーディネーター」に認定し、院内関係者

に対する知識の普及啓発や臓器提供発生時に備えた院内連携体制の確保等を推進するとともに、

院内臓器移植コーディネーター協議会を開催し、臓器提供事例の共有や意見交換を実施していま

すが、院内体制の整備状況は施設によって大きな差があります。 

 

対策の方向（臓器移植等の推進） 

目指す方向 

▶正しい知識や情報を持つ本人の意思に基づいて臓器が提供され、より多くの移植を必要とする

人に移植が行われ、健康が回復すること  

 

目標（取組の方向性） 

 ① 臓器移植に関する理解促進及び意思表示率の向上 

 ② 院内体制整備に係る施設間連携の強化 

 

具体的な施策 

 目標① ・臓器移植医療・制度の普及啓発 

－府内集客施設等におけるグリーンライトアップ、各種府民参加イベントにおける臓

器移植ブースの出展等を通じた普及啓発 
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   －市民団体等からの依頼に基づく出前講座の実施 

－学校と連携した出前授業の実施（中学校の道徳科の教科書で「臓器移植」が題材と

して掲載） 

－献血やイベント等にあわせて骨髄バンクドナー登録会を実施 

－日赤近畿ブロックさい帯血バンク等との連携を図り、必要なさい帯血を確保 

 

目標② ・院内体制整備に係る施設間連携の強化 

 －京都府臓器移植コーディネーターが臓器移植協力病院を定期的に巡回訪問し、院内

体制の整備状況を確認するとともに、情報提供・指導を実施 

  －臓器移植協力病院内に複数職員による院内臓器移植コーディネーターを設置し、院

内で臓器移植の啓発、マニュアル作成、シミュレーション実施等の体制づくりを促

進 

－院内臓器移植コーディネーター協議会等を通じた、臓器提供の経験が豊富な施設か

ら経験が少ない施設等に対する情報・ノウハウの共有 
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ロジックモデル（臓器移植等の推進） 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

グリーンライトアップ、

イベントにおけるブース

出展等を通じた普及啓

発 

 

１ 

臓器移植に関する理解

促進及び意思表示率向

上 

 

 

 

 
 

 

２ 
市民団体等への出前講

座の実施 

    

１ 

正しい知識や情報を持

つ本人の意思に基づい

て臓器が提供され、より

多くの移植を必要とす

る人に移植が行われ、健

康が回復すること 

３ 
学校と連携した出前授

業の実施 

    

４ 

献血やイベント等にあわ

せた骨髄バンクドナー

登録会の実施 

    

５ 

日赤近畿ブロックさい

帯血バンク等との連携

によるさい帯血の確保 

    

        

６ 

京都府臓器移植コーデ

ィネーターによる臓器

移植協力病院の巡回訪

問、情報提供・指導等の

実施 

 

２  施設間連携の強化 

   

７ 

臓器移植協力病院への

院内臓器移植コーディ

ネーターの設置による

体制づくりの推進 

 

 

    

指標 

院内臓器移植コ

ーディネーター

認定者数 

 
 

 
   

８ 

院内臓器移植コーディ

ネーター協議会等を通

じた施設間の情報・ノウ

ハウの共有 

 

 

    

 

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ７ 
院内臓器移植コーデ

ィネーター認定者数 
83 人 令和５年度 110人 令和 11年度 

京都府健康対策

課調べ 

 

 

  



200 
 

現状と課題（アレルギー対策） 

○ 日本全体で、アレルギー疾患を有する者の増加が見られており、現在は乳幼児から高齢者まで国

民の約２人に 1人が何らかのアレルギー疾患を有していると言われています。厚生労働省の患者

調査によれば、京都府のアレルギー患者数も、平成 29年の４万８千人から、令和２年には８万２

千人まで増加しています。 

○ アレルギー疾患には気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎・結膜炎、花粉症、食

物アレルギー等があり、症状の悪化や軽快を繰り返し、時には休園や休学、休職等を余儀なくさ

れ、生活の質を著しく損なうとともに、アナフィラキシーショックなど、命に関わる症状が出現

することがあります。 

○ こうした背景から、京都府では、アレルギー疾患対策基本法及びアレルギー疾患対策基本指針に

則り、アレルギー疾患対策を推進しています。 

＜アレルギー疾患の啓発及び知識の普及＞ 

○ ホームページにおいて、医療機関やアレルギー疾患等に関する国や関係学会等の情報を発信して

います。 

○ 一方で、インターネット等にはアレルギー疾患の原因やその予防法、症状の軽減に関する膨大な

情報があふれており、中には、適切ではない情報も含まれているため、誤った選択によって科学

的知見に基づく治療から逸脱し、症状が悪化する場合があります。 

＜医療提供体制の確保＞ 

○ どの地域でも等しく適切なアレルギー疾患医療の提供を受けられるよう、京都大学医学部附属病

院及び京都府立医科大学附属病院を京都府アレルギー疾患医療拠点病院に指定し、府内のアレル

ギー疾患医療全体の質の向上を推進しています。 

○ また、京都府アレルギー疾患医療連絡協議会を設置し、府内におけるアレルギー疾患の実情を継

続的に把握するとともに、拠点病院を中心とした診療連携体制、情報提供、人材育成等の施策の

企画、立案や実施等、地域の実情に応じたアレルギー疾患対策を推進しています。 

○ 府内におけるアレルギー疾患医療の提供実態等を把握し、病診連携等に活用するため、府内医療

機関を対象とした実態調査を実施しています。 

○ 一方で、アレルギー疾患医療に携わる医療従事者はもとより、アレルギー疾患を有する方に接す

る場面の多い保健師、栄養士や学校、児童福祉施設等の教職員の知識・技能の向上が重要です。 

＜その他地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進＞ 

○ 修学旅行生等の多い京都府の実情を踏まえ、修学旅行等の受入施設や府内の飲食店において、「食

物アレルギーの子 京都おこしやす事業」や食物アレルギー表示等のある「きょうと健康おもて

なし食の健康づくり応援店」の取組を実施し、食物アレルギーに配慮した食生活を支援すること

で、安心して外食等ができる環境づくりを推進しています。 

○ 近年、地震や台風・長雨による大規模災害が多く発生し、避難生活などを余儀なくされることも

増えてきており、アレルギー疾患を有する方は食事や住居などに配慮が必要な場合があります。 
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対策の方向（アレルギー対策） 

目指す方向 

▶アレルギー疾患を有する者が、居住する地域にかかわらず等しく適切なアレルギー疾患医療を

受けることができ、生活の質の維持向上を実現できる 

 

目標（取組の方向性） 

 ① アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資する適切な情報の提供 

② かかりつけ医と専門医療機関の円滑な診療連携体制の構築による医療の均てん化 

③ アレルギー疾患医療に携わる医療従事者等の人材育成（知識・技能の向上） 

④ 災害時の対応 

 

具体的な施策 

目標① ・アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資する適切な情報の提供 

－府内におけるアレルギー疾患診療医療機関情報のホームページでの発信 

－府民向け講演会等の開催 

－「食物アレルギーの子 京都おこしやす事業」や「きょうと健康おもてなし食の健

康づくり応援店」に取り組む協力宿泊施設・食事提供施設の取組の推進及びホーム

ページでの発信 

－乳幼児のアレルギーに関する啓発冊子の作成及び市町村への配布 

 

目標② ・かかりつけ医と専門医療機関の円滑な診療連携体制の構築による医療の均てん化 

－府内医療機関を対象とした実態調査の結果を活用した病診連携の推進 

 

目標③ ・アレルギー疾患医療に携わる医療従事者等の人材育成（知識・技能の向上） 

－医療従事者向け研修の実施 

－保健師、栄養士や学校、児童福祉施設等の教職員向け研修の実施 

 

目標④ ・災害時の対応 

－被災者支援部署との平時からの連携による避難所における食物アレルギーを有する

者のニーズ把握、食物アレルギーに配慮した食品の確保等 

－災害時におけるホームページ等を用いた情報発信、患者、家族、関係者、医療従事

者等向け相談窓口の設置 
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ロジックモデル（アレルギー対策） 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 
        

１ 

府内におけるアレルギー疾患

診療医療機関情報のホームペ

ージでの発信 

    

 
 

 
   

     

２ 

府民向け講演会等の開催      

指標 
府民向け講演会の理

解度 

 

 

    

      

３ 

「食物アレルギーの子 京都

おこしやす事業」や「きょうと

健康おもてなし食の健康づく

り応援店」に取り組む協力宿泊

施設・食事提供施設の取組の

推進及びホームページでの発

信 

 

１ 

アレルギー疾患の重症化の予

防及び症状の軽減に資する適

切な情報の提供 

 

1 

アレルギー疾患を有する

者が、居住する地域にか

かわらず等しく適切なア

レルギー疾患医療を受け

ることができ、生活の質

の維持向上を実現 

指標 研修受講者数   

      

指標 

府内ぜん息死亡

率（人口 10万人

対） 

 

４ 

 

乳幼児のアレルギーに関する

啓発冊子の作成及び市町村へ

の配布 

    

       

  
５ 

府内医療機関を対象とした実

態調査の結果を活用した病診

連携の推進 

２ 

かかりつけ医と専門医療機関

の円滑な診療連携体制の構築

による医療の均てん化 

 

  

 
 

 

        

６ 医療従事者向け研修の実施 

 

 

３ 

アレルギー疾患医療に携わる

医療従事者等の人材育成（知

識・技能の向上） 

   

  

７ 

保健師、栄養士や学校、児童福

祉施設等の教職員向け研修の

実施 

    

      

        

８ 

被災者支援部署との平時から

の連携による避難所における

食物アレルギーを有する者の

ニーズ把握、食物アレルギーに

配慮した食品等の確保 

 

４ 災害時の対応 

   

    

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 
府内ぜん息死亡率

（人口 10万人対） 

0.8 

(全国値：0.8) 
令和３年度 全国値以下 令和 11年度 人口動態調査 

Ｃ２ 
府民向け講座参加

者の理解度 
未実施 － 90% 令和 11年度 

京都府健康対策

課調べ 

Ｃ３ 研修受講者数 609人 令和４年度 
1090人 

(累計数) 
令和 11年度 

京都府健康対策

課調べ 

 

  



203 
 

現状と課題（その他の疾病等対策） 

＜アスベスト＞ 

○ 石綿（アスベスト）による健康被害を受けられて療養中の方、石綿に起因する疾病により死亡さ

れた方のご遺族に対しては、国、環境再生保全機構が労働基準法、石綿による健康被害の救済に

関する法律（石綿健康被害救済法）、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関

する法律（建設アスベスト給付金法）に基づく補償等の支援を実施しています。 

○ 京都府では、保健所において、石綿により健康被害に遭われた方に対する健康相談を随時実施し

ているほか、石綿健康被害救済法に基づく救済給付の申請受理を実施するとともに、石綿の健康

相談に関する Q＆Aをホームページに掲載し、情報発信をしています。 

○ こうした患者・家族・遺族に対する救済策や健康に係る相談窓口については、継続して周知する

必要があります。 

＜化学物質過敏症＞ 

○ 化学物質などにより多様な症状をきたす化学物質過敏症については、メカニズムには未解明な部

分が多い一方、症状に苦しむ方がいることへの理解や配慮が重要です。 

 

対策の方向（その他の疾病等対策） 

目指す方向 

＜アスベスト＞ 

▶石綿による健康被害を受けた方及びその遺族に対し、迅速な診断、早期治療や十分な補償等の

措置が行われること〔国の責務〕 

＜化学物質過敏症＞ 

▶化学物質の影響等による症状に苦しむ方への理解や日常生活上の配慮が進むことで、そうした

方の症状が軽減し、生活の質の維持向上を実現できる 

 

目標（取組の方向性） 

＜アスベスト＞ 

 ① 健康被害者の早期治療や救済へ繋げるための相談機能の継続 

＜化学物質過敏症＞ 

② 化学物質の影響等による症状に係る普及啓発及び症状の軽減に資する適切な情報の提供 

 

具体的な施策 

＜アスベスト＞ 

 目標① ・相談機能の継続及び関係機関との相互連携の強化 

－保健所において、患者・家族・遺族に対する健康に係る相談対応や救済給付の申請

対応等を継続実施  

＜化学物質過敏症＞ 

目標② ・化学物質の影響等による症状に係る普及啓発及び症状の軽減に資する適切な情報の提

供 

－化学物質過敏症に苦しむ方への理解や配慮について広く啓発を行うとともに、化学

物質過敏症に関する国の研究結果等の情報をホームページ等で発信 
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ロジックモデル（その他の疾病等対策） 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

 

＜アスベスト＞ 

      

１ 

保健所において、患者・
家族・遺族に対する健康
に係る相談対応や救済
給付の申請対応等を継
続実施 

 

１ 

健康被害者の早期治療
や救済へ繋げるための相
談機能の継続 

 

１ 

石綿による健康被害を
受けた者及びその遺族
に対し、迅速な診断、早
期治療や十分な補償等
の措置が行われること
〔国の責務〕 

 

＜化学物質過敏症＞ 

２ 

化学物質過敏症に苦し

む方への理解や配慮に

ついて広く啓発を行う

とともに、化学物質過敏

症に関する国の研究結

果等の情報をホームペ

ージ等で発信 

 

２ 

化学物質の影響等によ

る症状に係る普及啓発

及び症状の軽減に資す

る適切な情報の提供 

 

２ 

化学物質の影響等によ

る症状に苦しむ方への

理解や日常生活上の配

慮が進み、そうした方の

症状が軽減し、生活の質

の維持向上を実現 
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（３）肝炎対策 

現状と課題 

○ 肝炎は、肝臓の細胞が破壊されている病気です。症状が出ないこともありますが、放置すると肝硬

変や肝がんに進行するおそれがあります。 

〇 肝炎の原因は、ウイルス性と非ウイルス性（アルコール性、脂肪性、自己免疫性等）に分類され

ます。ウイルス性肝炎患者は各市町村、医療関係者等と連携した感染予防対策や治療薬の進歩等に

より減少傾向にありますが、依然として肝炎患者の半数を占めており、重症化しやすいため、対策

の継続が必要です。 

○ 我が国における肝炎ウイルスの持続感染者（ウイルス性肝炎から進行した肝硬変又は肝がんの患

者を含む。以下「肝炎患者等」という。）は、Ｂ型が 110万人～120万人、Ｃ型が 90万人～130万

人と推定されていますが、感染に気づいていない方が多く存在すると考えられています。 

〇 ウイルス性肝炎は、ウイルスを排除したり、増殖を抑制したりする等の治療により、完治又は病状

の進行を抑えることができるため、肝炎ウイルスへの感染の有無を早期に確認し、感染している場合、

肝硬変や肝がんに進行する前に適切な治療を受ける必要があります。 

〇 非ウイルス性肝炎患者は増加傾向にあり、主な原因は生活習慣にあることから、肝炎に関する基

礎的な知識の普及啓発等、より予防に重点を置いた取組を行う必要があります。 

 

〈肝炎の予防〉 

 〇ウイルス性肝炎の感染経路（ピアスの穴あけや、いわゆるアートメイク等、血液の付着する器具の

共有を伴う行為及び性行為等）や、非ウイルス性肝炎の原因（アルコール、脂肪、自己免疫等）に

ついての正しい知識の普及啓発が重要です。 

〇医療現場においては、正しい知識に基づき、医療器具の消毒や滅菌等の感染防止策を徹底する必要

があります。 

 〇母子感染対策では、妊婦健康診査によるＢ型肝炎抗原検査等の取組が実施されています。また、平

成 28年 10月から乳児期のＢ型肝炎ワクチン定期接種が開始されたため、これらが確実に接種され

る必要があります。 

 

〈肝炎ウイルス検査の早期受検と速やかな治療〉 

 〇保健所、委託医療機関や市町村において肝炎ウイルス検査を実施していますが、受検者の利便性及

び職域におけるプライバシーに配慮した検査の実施等、受検しやすい体制の整備を推進する必要が

あります。 

〇肝炎ウイルス検査の未受検者や、受検していても検査結果を正しく認識していない方等、感染の事

実を認識していない方が多数存在すると考えられることから、検査の重要性について十分な周知を

図り、受検者一人ひとりが結果を正しく認識できるよう、検査結果を適切に説明する必要がありま

す。また、感染予防のための知識の周知や、陽性であった場合の適切な医療機関の受診勧奨・受療

のほか、フォローアップに至るまで助言を行うことが効果的です。 

 〇検査結果が陽性である方の早期かつ適切な精密検査受診を促すため、受診勧奨体制を整備し、受療

及びフォローアップを推進することが必要です。 

 〇全ての肝炎患者等が適切な治療を継続して受けられるよう、医療体制の整備が必要です。特に、北

部地域の充実を図ることが求められています。 
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 〇核酸アナログ製剤及びインターフェロンフリー治療等の肝炎医療費助成を引き続き実施する他、治

療を必要とする方が肝炎医療に係る諸制度を正しく認識できるように情報提供する必要があります。 

〇重症化予防のための定期検査費用助成の実施等、確実に治療につながるよう、適切な受診を促す体

制を整備することが必要です。 

 

〈肝炎に関する知識の普及啓発と肝炎患者等の人権尊重〉 

 〇肝炎に関する基礎的な知識の普及啓発や受検者の相談に対応できる人材(肝炎コーディネーター)を

養成し、活動を支援するために、情報共有や連携しやすい環境の整備が必要です。 

 〇医療の進歩は目覚ましいことから、肝炎医療に関する最新の知見を医療関係者に周知することは、

肝炎患者等に対する病態等の説明や治療方針決定の上で重要であると考えられます。 

 〇肝炎に関する情報や知識、行政の普及啓発活動等は未だ府民へ十分に浸透していないと考えられ、

各世代に効果的で分かりやすい、多様な普及啓発活動の実施が求められています。 

 〇肝炎患者等の人権が尊重され、安心して生活、就労できる環境づくりを進めるため、事業主を含め、

全ての府民が肝炎の正しい知識を持つことが必要です。 

 

〈相談支援体制の整備〉 

 〇肝炎患者等が肝炎医療を受けながら QOLの向上を図ることができるよう、肝疾患相談センターを中

心とした相談支援体制の充実が必要です。 

 〇肝炎患者等の不安を軽減するため、肝がん重度肝硬変治療研究促進事業等のがん対策と連携した取

組の推進等が求められています。 

 〇取組の推進に当たっては、定期的に調査及び評価を行う等、肝炎をめぐる状況の変化を的確に捉え、

必要に応じて見直しを行いながら対策を進める必要があります。 

対策の方向 

目指す方向 

 ▶ 肝炎から肝硬変又は肝がんへの移行者を減らす 

 

目標（取組の方向性） 

① 予防するための取組 

② 肝炎ウイルス検査の早期受検と速やかな治療 

③ 肝炎に関する知識の普及啓発と肝炎患者等の人権尊重 

④ 相談支援体制の整備 

 

具体的な施策 

目標① ・肝炎の予防 

－ウイルス性肝炎の感染経路や、非ウイルス性肝炎の原因（アルコール、脂肪、自己免

疫）等についての正しい知識の普及啓発 

－医療器具の消毒や滅菌等の感染防止策を徹底 

－乳児期Ｂ型肝炎ワクチン定期接種の確実な実施 
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目標② ・検査実施体制 

－無料肝炎ウイルス検査実施医療機関の増加 

－検査の重要性について周知 

－受検しやすい体制の整備 

－受診勧奨体制を整備し、受療及びフォローアップを推進 

     ・医療提供体制 

－肝疾患専門医療機関の増加 

－適切な治療を継続して受けられるよう、医療体制の整備を支援（北部地域の肝疾患

専門医療機関の増加）（再掲）） 

－適切な受診を促す体制の整備を推進 

 

目標③ ・啓発及び医療に関する人材 

－肝炎に関する基礎的な知識の普及啓発や受検者の相談に対応できる人材(肝炎コーデ

ィネーター)の活動支援 

－肝炎医療に関する最新の知見を医療関係者に周知 

     ・知識の普及等 

－より効果的で分かりやすい普及啓発活動の実施 

－肝炎患者が安心して生活、就労できる環境づくり 

 

目標④ ・その他肝炎対策の推進 

－相談支援体制の充実 

－肝炎患者等の不安の軽減及びがん対策と連携した取組の推進 

  －肝炎をめぐる状況の変化を的確にとらえ、必要に応じて見直しを行いながら対策を

推進 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

肝炎の予防  

１ 

予防するための取組  

１ 

肝炎から肝硬変又は肝がんへ
の移行者を減らす 

ウイルス性肝炎の感染経路や、
非ウイルス性肝炎の原因等につ
いての正しい知識の普及啓発 

 指標 
啓発資材配布新規申込
件数 

 指標 
肝がんの年齢調整罹
患率（人口 10万対） 

医療器具の消毒や滅菌等の感染
防止策を徹底 

 
   

 
  

指標 
乳児期Ｂ型肝炎ワク
チン定期接種の確実
な実施 

       

          

２ 

検査実施体制  

２ 

肝炎ウイルス検査の早期受検と
速やかな治療 

   

指標 
無料肝炎ウイルス検
査実施医療機関数 

 指標 肝炎ウイルス検査数    

指標 
検査の重要性につい
て周知 

 （肝炎医療費助成の実施及び情
報提供） 

   

指標 
受検しやすい体制の
整備 

       

指標 
受診勧奨体制を整備
し、受療及びフォロ
ーアップを推進 

       

          

３ 

医療提供体制        

指標 
肝疾患専門医療機関
数 

       

指標 

適切な治療を継続し
て受けられるよう、
医療体制の整備を支
援（北部地域の肝疾
患専門医療機関（再
掲）） 

       

指標 

適切な受診を促す体
制の整備を推進（重
症化予防検査費用助
成件数） 

       

          

４ 

啓発及び医療に関する人材  

３ 

肝炎に関する知識の普及啓発と
肝炎患者等の人権尊重 

   

肝炎に関する基礎的な知識の普
及啓発や受検者の相談に対応で
きる人材(肝炎コーディネータ
ー)の活動支援 

 

指標 
肝炎コーディネータ養
成者数 

   

指標 

肝炎医療に関する最
新の知見を医療関係
者に周知（肝疾患相談
センターの医療機関
向け研修会実施回数） 

 （人権尊重）    

          

５ 

知識の普及等        

指標 

より効果的で分かり
やすい普及啓発活動
の実施（啓発方法の複
数使用） 

       

肝炎患者が安心して生活、就労
できる環境づくり（患者会との
意見交換） 

       

 
 

         

６ 

その他肝炎対策の推進  
４ 

相談支援体制の整備    

相談支援体制の充実（肝疾患相
談センターの活動支援） 

 指標 
肝疾患相談センターの
相談件数 

   

指標 

肝炎患者等の不安の
軽減及びがん対策と
連携した取組の推進 
（肝がん・重度肝硬変
治療に係る助成件数）  

        

肝炎をめぐる状況の変化を的確
にとらえ、必要に応じて見直し
を行いながら対策を推進 
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成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ａ１ 
肝がんの年齢調整
罹患率（人口 10万
対） 

12.2 令和元年 減少 令和７年 
京都府がん実
態調査報告書 

Ｂ１ 
啓発資材配布新規
申込件数 

30件 令和４年度 50件 令和 11年度 
京都府健康対
策課調べ 

Ｂ２ 
肝炎ウイルス検査
数 

10,842件 令和３年度 14,000件 令和 10年度 
京都府健康対
策課調べ 

Ｂ３ 
肝炎コーディネー
ター養成者数 

251人 令和４年度 500人 令和 11年度 
京都府健康対
策課調べ 

Ｂ４ 
肝疾患相談センタ
ーの相談件数 

54件 令和４年度 100件 令和 11年度 
京都府健康対
策課調べ 

Ｃ１ 

乳児期Ｂ型肝炎ワ
クチン定期接種の
確実な実施のため
に、陽性者を把握す
る市町村数 

16市町村 令和３年度 増加 令和 10年度 

地方自治体に
おける肝炎対
策実施状況調
査 

Ｃ２ 
無料肝炎ウイルス
検査実施医療機関
数 

108 施設 令和４年度 200施設 令和 11年度 
京都府健康対
策課調べ 

Ｃ２ 
検査の重要性につ
いて周知する市町
村数 

24市町村 令和３年度 
全市町村 
（26市町

村） 
令和 10年度 

地方自治体に
おける肝炎対
策実施状況調
査 

Ｃ２ 
受検の利便性を高
める取組を実施す
る市町村数 

22市町村 令和３年度 
全市町村 
（26市町

村） 
令和 10年度 

地方自治体に
おける肝炎対
策実施状況調
査 

Ｃ２ 
受診勧奨を実施す
る市町村数 

23市町村 
 

③市町村： 
府無料検査
委託医療機
関を紹介
②、勧奨が
一巡① 

令和３年度 
全市町村 
（26市町

村） 
令和 10年度 

地方自治体に
おける肝炎対
策実施状況調
査 

Ｃ３ 
肝疾患専門医療機
関数 

220 施設 令和４年度 250施設 令和 11年度 
京都府健康対
策課調べ 

Ｃ３ 
北部地域の肝疾患
専門医療機関数
（再掲） 

28施設 令和４年度 増加 令和 11年度 
京都府健康対
策課調べ 

Ｃ３ 
重症化予防検査費
用助成件数 

57件 令和４年度 100件 令和 11年度 
京都府健康対
策課調べ 

Ｃ４ 
肝疾患相談センタ
ーの医療機関向け
研修会実施回数 

24回 令和４年度 増加 令和 11年度 
京都府健康対
策課調べ 

Ｃ５ 
啓発方法を複数用
いる市町村数 

19市町村 令和３年度 増加 令和 10年度 

地方自治体に
おける肝炎対
策実施状況調
査 

Ｃ６ 
肝がん・重度肝硬変
治療に係る助成件
数   

16件 令和４年度 85件 令和 11年度 
京都府健康対
策課調べ 
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（４）感染症対策（新興感染症を除く） 

感染症対策については、「京都府感染症予防計画（令和６年改訂）」として令和６年３月に策定して

います。この予防計画のうち、各論第 14及び同第 15は本計画に付随するものであり、その内容は 

概ね次のとおりです。 

 

「京都府感染症予防計画（令和６年改訂）」の概要 

１ 計画の位置づけ 

感染症法第 10条の規定による、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な計画であ

り、感染症対策の方向性を示すものです。 

 

２ 計画の基本方針 

新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ、次の感染症危機に備えるため、

まん延を防止するための措置や医療体制の整備に関する取組を推進します。 

また、併せて新興感染症以外の感染症についても予防・まん延防止や医療提供体制の確保に関

する取組を推進します。 

 

３ 主な対策 

第１ 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 

第２ 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項 

第３ 感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項 

第４ 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 

第５ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 

１ 病床 

２ 発熱外来 

３ 自宅療養者等への医療の提供等 

４ 後方支援 

５ 人材派遣 

６ 個人防護具の備蓄等 

第６ 感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項 

第７ 宿泊施設の確保に関する事項 

第８ 外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項 

第９ 感染症の予防又はまん延防止のための総合調整・指示の方針に関する事項 

第１０ 感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 

第１１ 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項 

第１２ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに

医療の提供のための施策に関する事項 

第１３ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項 

第１４ その他の重要事項 

第１５ 特定感染症予防指針等に定められた疾患への対応 
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（５）健康危機管理 

現状と課題 

○ 健康危機管理とは、厚生労働省健康危機管理基本指針によれば、｢医薬品、食中毒、感染症、飲料

水その他何らかの原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康

被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、厚生労働省の所管に属するもの｣とさ

れています。 

○ 災害を超急性期から中長期まで捉え、各フェーズで想定される状況や必要な医療救護活動を検討

し、地域の実情を踏まえた具体的な医療や保健・福祉との連携体制の構築、フェーズごとの状況

変化に応じた関係機関の役割分担を明確化する必要があります。 

○ また、各フェーズに応じた適切な支援体制の充実に向けて災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）

の養成・育成を進める必要があります。 

○ 今般の新型コロナウイルス感染症対応においては、医療提供体制や保健所業務のひっ迫などの課

題を踏まえ、令和４年 12月に感染症法等が改正され、予防計画の記載内容の充実や、都道府県連

携協議会の設置、感染症のまん延等の健康危機が発生した場合に地域の保健師等の専門職が保健

所等の業務を支援する仕組み（IHEAT）の法定化等の措置が講じられました。 

○ 京都府においては、これまでから迅速かつ適切な健康危機管理を行い、府民の生命及び健康の安

全を確保するため、各分野におけるマニュアルを策定・改訂するとともに、実効性を高めるため

の訓練を実施しています。 

○ 今後も法改正の内容等を踏まえ、適時にマニュアルを見直すとともに、既存のマニュアルに、よ

り詳細な手順等を記載するほか、情報共有や指揮系統、応援体制等の見直し・強化など、平時か

ら健康危機に備えた計画的な体制整備の推進を図る必要があります。 

○ 一方、ベテラン職員の退職や異動に対応するための知識・技術の継承、高度化・専門化する微生

物検査への対応など、職員の技術力の向上が課題となっており、今後も実践的な訓練や専門的知

識を持った職員の育成等に取り組む必要があります。 
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【健康危機関連の整備マニュアル等】 

分 野 マニュアル等 策定（改定）年月 

共 通 

健康危機管理初期対応マニュアル H11年７月 

病原微生物検査マニュアル H15年４月 

高齢者社会福祉施設等における感染症・結核・

食中毒健康危機管理マニュアル 
H16年９月 

食中毒 
京都府食中毒対策要綱 H11年７月 

食中毒対策マニュアル H11年７月 

感染症 

京都府感染症予防計画 H12年３月(R６年３月) 

感染症対策マニュアル H23年３月（R１年７月） 

京都府結核対策指針 H30年３月 

京都府新型インフルエンザ等対策行動計画 H25年７月 

毒物劇物 
毒物劇物・医薬品等被害対策マニュアル H11年７月(H30年１月) 

毒物劇物対応マニュアル H11年７月(H30年１月) 

自然災害 

京都府災害時保健師活動マニュアル H31年３月 

京都府災害時栄養・食生活支援ガイドライン H31年３月 

災害時等の給食提供に関するガイドライン H31年３月 

 

 

 

対策の方向 

目指す方向 

▶ 健康危機事案発生時における府民の生命及び健康の安全確保 

 

目標（取組の方向性） 

 ① 平時から健康危機発生時に備えた体制整備の推進 

 

具体的な施策 

 目標① ・大規模災害発生時の支援体制の整備（DHEAT等） 

・保健所、保健環境研究所等で実施する疫学調査、試験検査等を迅速かつ正確に行う人

材育成・体制整備 

     ・企業や大学、国立感染症研究所、他の地方衛生研究所等との連携により、試験検査や

サーベイランス（情報収集、整理、分析、提供）体制を強化 

     ・健康危機管理関連のマニュアル類の見直し 

・府 SNS、防災・防犯情報メール配信システム、感染症情報センター等を活用し、健康危

機情報の発信 
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ロジックモデル 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

大規模災害発生時の支

援体制の整備 

 

１ 

平時から健康危機発生

時に備えた体制整備の

推進 

 

１ 

健康危機事案発生時に

おける府民の生命及び

健康の安全確保 

指標 

府保健所等にお

ける DHEAT 研修

受講者 

      

         

２ 

疫学調査、試験検査等を

迅速かつ正確に行う人

材育成・体制整備 

      

指標 

新型インフルエ

ンザ等重大な感

染症を想定した

訓練の実施保健

所 

      

         

３ 
試験検査やサーベイラ

ンス体制を強化 

      

        

４ 
健康危機管理関連のマ

ニュアル類の見直し 

      

        

５ 健康危機情報の発信       

 

成果指標 

番号 項 目 現状値 目標値 出 典 

Ｃ１ 
府保健所等における

DHEAT研修受講者 
 35人 令和４年度  70人 令和 11年度 

京都府健康福

祉総務課調べ 

Ｃ２ 

新型インフルエンザ等

重大な感染症を想定し

た訓練の実施保健所 

７保健所 令和５年度 ７保健所 令和 11年度 
京都府健康対

策課調べ 
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216 
 

第１章 計画の推進体制 

 ポイント 

★ 京都府医療審議会や地域保健医療協議会、保健所、市町村、医療保険者、医療機関等が一

丸となって京都府の医療水準の向上に取り組みます。 

 

１ 京都府医療審議会等 

○  京都府では、医療を提供する体制の確保等に関する重要事項を調査審議するため、医療関係者

や医療を受ける立場にある者、学識経験者からなる｢京都府医療審議会｣を設置しています。 

 また、保健医療計画の論点整理や方向性等に関する事項について、重点的に検討するため、｢京

都府医療審議会計画部会｣を設置しています。 

○  京都府では、これら審議会等において、今後とも、計画の推進に必要な事項の協議や計画の達

成状況の評価等を毎年度行うとともに、医療提供体制に関する重要事項について、医療審議会に

諮りながら、関係者合意の上で計画を推進していきます。 

また、保健医療計画の記載内容のうち、個別分野については｢京都府医療対策協議会｣｢京都府

がん対策推進協議会｣などの関連する協議会でも議論されており、これらの協議会においても、

計画の推進に必要な事項の協議や計画の達成状況の評価等を行いながら、関係者合意の上で計画

を推進していきます。 

２ 地域保健医療協議会・地域医療構想調整会議 

○  二次医療圏ごとに設置する｢地域保健医療協議会｣で、医療機関相互の連携や地域医療のあり方

について検討･協議を行い、地域の実情に応じた保健医療サービスを総合的、計画的に推進して

いきます。 

また、二次医療圏ごとに設置する｢地域医療構想調整会議｣の場も一体的に活用し、地域にふさ

わしい医療機能の分化と連携のとれた効率的でかつ質の高い医療提供体制の構築を達成するた

めの方策を協議します。 

３ 府保健所等 

○  京都府には、７つの府保健所（及び１つの分室）があり、市町村及び関係機関との緊密な連携

のもとに、地域保健の広域的・専門的・技術的な拠点として事業の推進を行っています。 

○  例えば、医療連携においては、地域連携パスの導入など、医療機関同士の連携だけでなく、介

護・福祉サービスや市町村との連携にも配慮するため、地域の実情を良く知る保健所が、公平・

専門的・広域的な立場を活かして、地域の関係者が情報と目的を共有する関係が築けるよう、地

域保健医療協議会等を活用しながら、調整や連携体制の構築に取り組んでいきます。 

○  また、これまでの保健所を中心とした連携体制に加え、精神保健福祉総合センター、家庭支援
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総合センターなど、各分野における府の専門機関や、京都府地域医療支援センター(KMCC)、京都

地域包括ケア推進機構との連携を強化します。 

４ 市町村 

○  本計画の推進にあたっては、府民に身近な保健・医療サービスを提供する市町村の協力が必要

不可欠であり、府、保健所等は市町村と協議・連携し、より充実した保健・医療サービスを府民

に提供するとともに、その施策の充実を支援します。 

５ 医療保険者 

○  医療保険者は、医療保険事業の運営に加え、特定健康診査、特定保健指導等の保健事業を実施

しており、府民の健康の維持及び健康増進・疾病予防にあたり、協力が必要不可欠であることか

ら、府は医療保険者と連携し、より充実した保健サービス等を府民に提供します。 

６ 医療機関等 

○  医療機関は、本計画における自らの位置づけや役割を認識し、患者本位の良質なサービスの提

供、従事者の確保・養成に努めながら、求められる医療機能の充実、発揮に努めることにより、

計画の推進に協力し、京都府はそれを支援します。 

７ 京都府 

○  府は、保健・医療・福祉関係者と連携し、必要な事項の協議や計画の達成状況の評価等を行い

ながら、本計画に基づく取組を推進するとともに、国の制度や施策について、制度の改善や施策

の充実を提案していきます。 

８ 府民 

○  全ての府民が希望や生きがいを持ち、健やかで心豊かに生活できるよう、府民一人ひとりが主

体的に健康づくりや疾病予防・介護予防に取り組むことが必要です。また、京都府はそれを支援

します。 

○  府民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担

及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択

を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めます。 
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第２章 評価の実施 

 ポイント 

★ 事項ごとに設定した主な成果指標を用いて、京都府医療審議会等において評価をしながら、

施策の効果的な推進に努めます。 

○  保健医療計画の効果的な推進に当たっては、各施策の実施状況・進捗状況を確認し、達成度を

評価し、新たな課題が生じていないか、必要に応じて取組の見直しを行います。 

○  この計画においては、京都府の将来の望ましい保健医療提供体制の実現に向け、事項ごとの主

な成果指標を掲載しており、これらを目安に、毎年度京都府医療審議会等において進捗状況を確

認し、その結果の評価を行います。 

○  評価の際には、ロジックモデル※のツールを活用し、各施策の結果（アウトプット）のみなら

ず、各施策が計画における「目指す方向」にどのような影響（インパクト）を与えたか、また、

効果を発揮しているかという観点を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行う施策循環（PDCAサ

イクル）の仕組みの実効性の確保に努めます。 

○  また、地域の医療連携や個別の課題については、地域保健医療協議会等において、評価、検討

を行い、施策の推進に努めます。 

【ロジックモデルのイメージ図】 

番号 Ｃ：個別施策  番号 Ｂ：中間アウトカム  番号 Ａ：分野アウトカム 

        

１ 

特定健診未受診者への受

診勧奨の実施 

      

      

指標 特定健診受診率 
 

１ 

虚血性心疾患の危険因
子有所見者の減少 

 

１ 

虚血性心疾患の年齢調整
死亡率の低下   

   
指標 

危険因子の有
所見率 

 
指標 

虚血性心疾患の
年齢調整死亡率 

２ 

特定健診有初見者への保

健指導の実施 

  

    
   

指標 
特定保健指導実
施率 

    
      

※ロジックモデル：計画の目標である長期成果を設定した上で、それを達成するために必要となる中

間成果を設定し、当該中間成果を達成するために必要な個別施策を設定する等、

計画が目標を達成するに至るまでの論理的な関係を体系的に図式化したもの。 

 

【PDCAサイクルのイメージ図】 
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第３章 計画に関する情報の提供 

○ 本計画の内容については、京都府のホームページに掲載するなど、府民への周知に努めます。 

○ また、京都府内における最新の保健医療情報を、京都健康医療よろずネット  

http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspxで提供します。 

 

 

新よろずネットの画面に差し換え予定 

http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx

